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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ３月 ９日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時０５分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１６名） 

    委 員 長    原  口  育  大 

    副 委 員 長    柏  木     剛 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    川  上     命 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    砂  田  杲  洋 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 
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    書 記    船  本  有  美 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   市長公室付部長(総合 

橋  本  浩  嗣    調整･新庁舎建設担当)兼 

   新庁舎建設推進事務局長 

   総 務 部 長 兼 選 挙 
細  川  貴  弘 

   管 理 委 員 会 書 記 長 

    財 務 部 長    神  代  充  広 

周年記念市 民 生 活 部 長    高  木  勝  啓 

    健 康 福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

   産業振興部長兼鳴門の 
興  津  良  祐 

   渦潮世界遺産登録推進室長 

   農 業 振 興 部 長 兼 
神  田  拓  治 

   食の拠点事業推進室長 

    都 市 整 備 部 長    岩  倉  正  典 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

    総務部次長兼総務課長    佃     信  夫 

    農 業 振 興 部 次 長    森  本  秀  利 

    教育委員会次長兼教育総務課長    藤  岡  崇  文 

    会計管理者兼会計課長    堤     省  司 

   市 長 公 室 課 長 
北  川  真 由 美 

   (大学応援プログラム推進担当) 

    総 務 部 防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    総 務 部 情 報 課 長    土  肥  一  二 

   三原総合窓口センター所長 
柏  木  浩  一 

   (地域防災･振興担当) 

   南淡総合窓口センター所長 
松  本  典  浩 

   (地域防災･振興担当) 

    財 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    財 務 部 管 財 課 長    富  永  文  博 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長兼収税課長    山  崎  稔  弘 
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   市民生活部生活環境課長 
北  口     力 

   兼衛生センター所長 

   健康福祉部福祉課長 
田  村  愛  子 

   兼 少 子 対 策 課 長 

    健康福祉部長寿福祉課長    大  谷  武  司 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

   産業振興部商工観光課長 

   (マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 室 長 ) 阿  部  員  久 

   兼 企 業 誘 致 課 長 

    産業振興部水産振興課長    榎  本  輝  夫 

   農業振興部農林振興課長 
宮  崎  須  次 

   兼 農 業 共 済 課 長 

   農業振興部農地整備課長 
和  田  昌  治 

   兼 地 籍 調 査 課 長 

    食の拠点事業推進室課長    喜  田  憲  和 

   都市整備部管理課長 
原  口  久  司 

   兼 都 市 計 画 課 長 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    下水道部企業経営課長兼下水道課長    村  本     透 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

   教育委員会人権教育課長 

   兼生涯学習文化振興課長 福  原  敬  二 

   兼 玉 青 館 館 長 

   教育委員会生涯学習文化振興課付課長 
川  上  洋  介 

   (子ども映画祭・青少年育成センター事業担当) 

   監査委員･固定資産評価 
片  山  雅  弘 

   審査委員会事務局長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 

    埋蔵文化財調査事務所長    山  見  嘉  啓 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第80号 平成27年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳入の部〕 

  ①債務負担行為、地方債及び款１．市税～款20．市債（P.９～P.59）･･････････  ６ 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（P.60～P.61）～款２．総務費（P.62～P.91）････････････････ ８０ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２７年 ３月 ９日（月） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時０５分） 

 

○原口育大委員長   おはようございます。 

  本日より、予算特別委員会ということで４日間予定をしております。十分な審議時間が

ありますので、丁寧な審査を期待いたしております。 

  なお、議員各位、また執行部におきましては、簡潔かつ的確な質疑応答をよろしくお願

いいたします。 

  本日、市長におきましては、体調不良で欠席をされております。 

  それでは、執行部、御挨拶をお願いします。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   おはようございます。 

  今、委員長さんのほうからもお話がありましたように、市長におかれましては、主治医

のほうから静養するようにというふうなことでございましたので、きょうもまた欠席をさ

せていただいておりますことをおわびを申し上げたいと思います。 

  日一日と春めいてまいりまして、きのうは本当に春を思わせるような陽気でもございま

した。そういう中、きょうから予算審査特別委員会が始まるわけでございます。我々も、

この予算を組むに当たっては、いろいろと種々検討した上で集中と選択ということを基本

にしながら、また、新しい施策を投入するというようなことで考えてまいりました。どう

か皆さん方の御審議をよろしくお願い申し上げまして、冒頭の御挨拶にさせていただきま

す。 

 

○原口育大委員長   それでは、ただいまから予算審査特別委員会を開催します。 

  第６１回定例会において付託されました議案について審査を行います。 

  審査に入る前に確認をいたします。 

  本特別委員会での発言は、会議規則に基づき、挙手をして、委員長と発言して発言の許

可を求め、委員長の許可後、委員の皆さんは自席で着席のまま、説明員は自席で起立をし

て答弁を行うようお願いをいたします。 

  傍聴は認めますが、傍聴される方は傍聴規則に準じ傍聴してくださるようお願いいたし

ます。 

  また、ケーブルテレビが番組放送のため３０分程度委員会審査の撮影に入っております

ので、よろしくお願いします。 

  審査の手順は、お手元に配付の次第のとおりといたします。 
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  一般会計については、歳入・歳出に区分して審査を行います。 

  なお、歳入の審査終了後、歳出の審査を行いますが、歳出の審査時に関係する歳入の質

疑を許可する場合があります。質疑は予算書の該当すべきページを先に発言し、質疑の内

容に入っていただくようお願いいたします。 

  資料提出要求は、委員会で決定後、委員長より行うことといたします。 

  お諮りします。 

  以上の確認事項について御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がございませんので、ただいま申し上げました要領で審査を行

います。 

  次に、提案理由の説明についてお諮りいたします。 

  各会計予算については、本会議において説明を受けておりますので、本委員会での再度

の説明は省略いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議なしと認めます。 

  お諮りします。 

  平成２７年度当初予算の審査に当たり、昨年も資料提出要求しておりますが、平成２７

年度の補助金一覧表を、本委員会で資料要求をすることに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、そのようにいたします。 

  よって、平成２７年度の補助金一覧表の資料を要求いたします。 

 

 １．議案第８０号 平成２７年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳入の部〕 

  ①債務負担行為、地方債及び歳入（Ｐ.９～Ｐ.５９） 

 

○原口育大委員長   それでは、議案第８０号、平成２７年度南あわじ市一般会計予算を

議題といたします。 

  なお、８０ページ、款総務費、項総務管理費、防災行政無線工事費につきまして、執行
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部より資料が配られております。あらかじめ机上配付しておりますので、確認をお願いい

たします。 

  まず、債務負担行為、地方債及び歳入全般についての質疑を行います。 

  ページは、予算書９ページから５９ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   基本的なことで、これ、ページ１３ページ、地方交付税についてお尋

ねをするわけですが、これ見よったら、昨年から１億５,０００万ぐらい地方交付税が増

額されとんねけんど、この辺の根拠と、それと、合併算定替えでなしに、何とかいうて、

今から交付税が毎年１割や３割や５割や、あのあたりのちょっと説明についてお尋ねをい

たします。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   財政課の和田です。御質問の交付税の増減理由等について御

説明させていただきます。 

  ２７年度の予算措置額につきましては、９１億円ということで、全体的な交付税の中で

は、消費税の８％化に伴います基準財政収入額等の増加も見込んでおりますが、それによ

って減額されるわけですけども、主な内容といたしまして、地財計画並びに地方交付税の

中の収入額につきましての増減という要因よりも、基準財政需要額のプラスマイナスによ

って、主に影響されているかと思ってます。 

  特に交付税につきましては、例年ずっと申し上げておりましたように、本年２７年度か

ら合併算定替えに伴います５年間で減少を見込んでおります。５年間で約１５億程度の交

付税の減額ということで、算定替えに伴いまして、今９１億ですけども、７６億程度の交

付税が３２年度の予定として行われる予定です。 

  現実には、その程度の減額ですけども、実際、一般財源でその程度減りますと、相当な

影響があるということで、財政的にはその時点で基金を取り崩さないような財政運営を目

指しております。当然、財政計画等も組んでおりますけれども、本市の目標といたしまし

て、３１年、３２年に基金を取り崩さない予算計上、当初予算を組めるような形の運営を

考えております。 

  合併算定替えにつきましては、御質問の中でどのような形というのが、今までずっと御

説明させていただいとったんですけども、本年度は全体の中の減額幅の１割、次年度が３

割、１０％、３０％、５０％、７０％、９０％という形で、５年後には１００％減額幅１
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５億の減額が予定されております。 

  本年、本来、減額幅１割ということで、１億５,０００万程度の減額を見込んでおりま

すけども、他の要因によりまして、交付税につきましては、前年より１億円程度の増額を

見込んでおります。それぐらいです。よろしいですか。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、合併算定替えによって、私も市長公室の室長にちょっと教えて

もろとってんけど。５年間続いて１５億円ぐらいの減額になると。初年度は１割やさかい

１億５,０００万円ぐらいの減額なんやけんど、この地方交付税の１３ページのところを

見よったら、前年より１億５,０００万ぐらいふえとんねん。 

  私にしたら、地方交付税が減ると思うとんのに、今から順次減っていくと思うとんのに、

この交付税が増額しよるさかいに、何か合併算定替えという制度が変わって、まだまだ行

けんのかよ。そやさかい、減額される方向やいうように私は理解しとってんけんど、今年

度においては増額になっとるさかい、その辺、何でですかというのがまず素朴な。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   少々細かいような説明になってくるんですが、確かに合併算

定替えで１億５,０００万程度の減額は見込んでおります。その中で、特に地財計画並び

に交付税の国の方針といたしまして、地域の元気創造事業ということで、２６年度まで措

置されておりました分が１億５,０００万程度減額になる、また、地域経済雇用対策とい

うことで、それも約９,０００万程度の減額になるということですけども、それ以外に、

まち・ひと・しごと創生事業ということで、新設による国の経済活性化に伴います財源措

置が行われる予定となっております。その分で、約２億４,０００万程度の増額というこ

とで、全体をつく引くいたしますと、１億円程度の増額ということで見込んでおります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、今から１割、３割、５割、７割、９割というか、５年

間で１５億ぐらい減額されんねけんど、今の説明だったら、その減額されとんねけんど、

それ以上、まち・ひと・しごとか何かいうていうやつで別メニューでされとるさかいに、

前年は９９億だったやつが１００億５,０００万に今回はなっとると、そういう理解でよ

ろしいんですか。 
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○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ２７年度につきましては、そういう特異な形で、本来減るべ

きという予測がずっとされておった中で、増加要因が多いということで算定いたしており

ます。 

  今の中で１５億減るというのは、本来、合併算定替えでその経過措置がなければ、こと

しも１５億減ってるような財源になるんですけども、それを段階的に減さんことには、市

町の負担が変化が大き過ぎて対応できらんということで、５年間で順次、最終目標の１５

億減という形に持っていこうとしているわけなんで、本来は、その経過措置がなければ、

９１億円の中で今年１５億減額される予定というか、ことになってるかと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今の説明聞いて、余計わからんさかい、これはまた、個人的にまた教

えてもらいますわ。 

 

○原口育大委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   固定資産税のことについてお伺いします。ページ数は１６ページ、市

税の固定資産税の現年分の課税のことについてお伺いします。 

  まず、土地の評価替えの下落による減少ということで、２１億ですか、評価額が減って

いるんですけども、これ、地域的にどういう傾向がありますか。例えば、福良とか湊とか

市とか、そういうところで、全般に下がっていると思うんですが、特に減少の激しいとこ

ろというか、減額の激しいところ、何かわかったらちょっと説明をお願いします。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   おはようございます。税務課兼収税課長の山崎で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  今、御質問のありました地価の下落につきましては、市全体的にやはり下がっているの

が現状でございまして、その平均の下落率と申しますと、大体、四、五％ぐらいで、ここ

何年間か推移しております。 

  それで、大きく下がっているところにつきましては、やっぱり福良のほうが若干大きく

下がっているかと思います。 
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  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市内で上がってるところなんかあるんですか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   上がっているところはほとんどないんですけども、

唯一、土地の価値が今、出てますのが、晴海ヶ丘のほうがやはり人気がありまして、若干

数字は上がっているかと思います。それ以外は、上がっているところはないかと思われま

す。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   わかりました。 

  次、家屋についてお伺いします。家屋につきましても、３億６,０００万程度評価額が

下がっているんですが、これも、理由としては評価替えによる既存の評価額の減というこ

とで、新築等がある中でこれだけ減っとるんですが、どのくらいの、平均、下がっている

のかと、その辺ちょっとわかりやすく説明してください。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   評価替えが２７年度でございまして、基本的には

土地も家屋も３年に１回の評価替えでございますが、土地につきましては、３年に１回で

はなくて、毎年、評価額が下がっておりますので、時点修正ということで、毎年毎年、そ

の５％ずつを下落分を見ているところがございます。家屋につきましては、その３年間、

時点修正というのはございませんので、３年ごとに評価の価値が下がるというような計算

を行います。 

  それで、木造とか非木造とかによりまして、耐用年数が全く異なってきますので、その

下落率というのが、若干違いがあるんですが、耐用年数でいいますと、木造でしたら２５

年で大体、コンマ２まで下がると、コンマ２が底値でございます。逆に、非木造でござい

ましたら、鉄筋コンクリートでしたら６０年の耐用年数がございますので、そこらで開き

がかなりあるんですけども、平均的なところで申し上げますと、大体１割ぐらいの３年間

で下落があるということになります。 
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  今回のこの下落率の幅が、木造ではおおむね５％でございますけども、１割落ちるのと

その５％の差、その５％の差と申しますのは、家屋につきましては評価替えの段階で、物

価上昇率というのを勘案して、例えば、建築当時の価格が１,０００万円のものが、今建

てた場合に何ぼかかるかというような計算を起こしまして、その物価上昇率が木造と非木

造、それぞれ１.０５、１.０６というような、平成２７年度につきましては、そういう物

価上昇率が加味された中での下落率を掛け合わせますので、そのおおむね１割落ちる分と

上がる分とで相殺された分がおおむね５％の下落率ということになります。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それなら次に、償却税のことで、ここに、説明のところには課税の免

除額の減による課税額の増とありますが、これはどういうことですか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   償却資産につきましては、新規投資がなければ、

その古くなった分だけが目減りするというような、通常であれば、新規投資がなければ償

却資産の課税標準額は下がるということなんですけども、償却につきまして、課税免除等

の制度がありまして、大きな大手業者が５年間の課税免除の適用を受けておりました。そ

の業者が課税免除がこの２７年で切れるということで、その額がかなり大きなウエートを

占めておりまして、その分を足し合わせますと、逆にプラスというような形になるという

ことでございます。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   償却の中で、例えば職種別に償却の額が、償却資産がふえているとか、

この職業というか職種はそのまま、これは減ってるとか、そういう傾向はわかりますか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   まことに申しわけございませんけども、職種別に

は、償却資産につきましては分類のほうはしておりません。先ほど申し上げました課税免

除の分につきましては、企業誘致関係、企業団地のほうの大きな業者の分がかなり、個人
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の償却金額といいましたら、やはり金額的には割と低いんですけども、大手の投資されて

いる償却資産の金額がほとんどのウエートを占めておりますので、そういう割合のほうは

今のところは出しておりません。大きく動きましたのは、企業誘致の分でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ９ページ、債務負担行為、総合計画策定業務委託料なんですが、今の

振興計画、ぼちぼち終わりやということで、次の１０年間を見据えたまちの姿、どのよう

なコンセプトで委託されるのかお聞きします。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   市長公室の北川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  市の総合計画におきましては、市の最上位の計画でありまして、あらゆる人からの意見

を反映する必要があると思います。今般、人口減少、それから少子化傾向、それから、地

震災害等の発生もありまして、社会情勢が大きく変化しつつあります。その中で、市の責

任も重要になってきますので、基本計画の審議委員会を結成いたしまして、産官学、それ

から民、金、言、労、あらゆる人たちの意見を参考にいたしまして、市の意見も交えなが

ら、業者に委託をしてまいりたいと思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   何人ぐらい、それと、やっぱり委員なんですが、いろいろな人材を集

めるということなんですが、一般公募等もあるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   条例におきましては、審議委員が２０名以内となって

おります。できるだけ年代層も幅広くそろえたいし、一般公募におきましても、できるだ

けやっていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   これ、債務負担行為で６２０万なんですが、総額幾らぐらいの予定な

んですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   １,５００万でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   議案書３ページ、歳入全般的なことで少しお尋ねいたしますが、市民

税については、本年度は、新年度２１億５,４００何がしということで、平成２４年度か

ら大体、市民税としては２１億円前後というふうになっておるわけですが、南あわじ市が

発足してから、市民税として予算ベースで一番多かった年が平成１９年の２３億４,８０

０万何がしということであったかと思うんです。その点、ちょっと確認なんです。これ、

予算書を拾っておるんで間違いないと思うんですけども、それでよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   市長公室長の土井本でございます。よろしくお願いしま

す。 

  当時、財政を担当しておりましたので、発言させてもらいます。たしか、１９年度は国

の所得税と住民税の部分で、所得税が最低１０％を５％にし、市県民税を１０％の移行に

変えたということで、平成１９年度が市民税のピークになっているというふうに解釈して

おります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   同じく平成２０年度が、これも２２億７,１００万ということで、２

番目に高いのが平成２０年度ということになっておるんですね。全般的に見て、２１億前

後であった、一番この低いのが２２年度ですね。いろんな推移があるんですけども、若干

増加傾向にはなってるけれども、やはり全体的には市民税としての収入というのが減って

おる傾向にあるのかなというふうに総括をするわけですけれども、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 
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○市長公室長（土井本 環）   やはり、個人の所得というのは減少傾向にありまして、

平成１９年度に所得税から住民税に移行して、それ以降のやはり減ってきているというの

が現状でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そこをちょっと確認したかったんです。それと、これも幾つか見とっ

ていろいろ思ったことなんですが、使用料・手数料という項目がございますね。これを見

たときに、新年度予算では４億７,５００万余りというふうになっておるわけですね。こ

れのピーク、南あわじ市、この１０年ないし、振り返ったときの使用料・手数料で一番の

ピークが平成１８年、８億９,０００、ざっと９億円ぐらいの使用料・手数料というふう

になっておると思うんです。 

  それから見ると、使用料・手数料というのは半額になっておると。ことしについては、

新年度については保育料の減免ということもあります。平成１８年以降、保育料第２子無

料化というようなことの影響もかなりあろうかと思うんですけれども、それ以外の要因と

いうのは何なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   余り細かくは分析してないんですけども、大きな流れの中で

は、施設の指定管理の方向で使用料が減ってきたものと考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その分析をいただきたいんですね。市民税で１８億、２１億の中にあ

って、使用料１０億というのは、９億というのは非常に大きな部分ですね。市の財政力と

でもいうのか、市が自分で財源を確保する力というのが市民税であったり、固定資産税も

そうですけども、使用料・手数料と、こういったものが一つの、市の財政力の一つの柱に

なるんかなと思うんですよ。 

  そういう面で見たら、９億から４億７,０００と、非常に半減をしとると、それを補う

ものは何かとかいろいろ考えていかないかん部分があるかと思うんですが、その分析がで

きてないというのはちょっといかんのじゃないですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 
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○財務部長（神代充広）   財務部長の神代でございます。よろしくお願いいたします。 

  今、財政課長が申し上げましたように、かなりの施設について指定管理をしております。

指定管理については、利用料金制というようなことで、使用料をその施設の中で経費に充

ててもらうというようなことでやっておりますので、それによって使用料がかなり減って

おるということでございます。 

  入は減っておりますけども、当然、歳出のほうもその分減っておりますので、使用料・

手数料では、さほど大きな、当時からの増減はないというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   使用料と手数料トータルで見たときに、歳出も減っておるということ

ですけれども、そうしますと、トータルの予算ベースで言えば、平成１９年度で２６９億

の予算ベースで、平成２７年２５８億、総予算ということになっておるわけですね。この

間には、民生費等々などの自然増というのも当然あると。 

  この使用料・手数料については、民間に委託をして指定管理をした場合に、例えば温浴

施設なんかで非常に赤字体質になってきて、運営しておる事業者が破綻をしたり、いろい

ろそれに伴って未回収金、不良債権とでもいうのか、市内の業者が被害をこうむるという

ケースもさまざまあったと思うんですよ。そういう使用料が減って、出るものも減ってる

からええということではなくて、事業の継続性なり、指定管理をして使用料が減ったと喜

んどる場合ではないというか、その辺に伴ってさまざまな矛盾も出てきているという認識

はお持ちですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   おっしゃるとおり、何件かそういうような事態が起こってお

りますので、委員おっしゃるような認識は持っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ２３ページの使用料及び手数料で、市立保育所の保育料１億１２１万

７,０００円とありますけども、これ、年代、ゼロ歳児が何人分とか、そういうのは細か
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く出てるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   福祉課兼少子対策課の田村でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  この市立の保育所の保育料の積算根拠につきまして申し上げます。 

  まず、市立の未満児を２２８人と算出しております。平均の保育料に１年分というふう

な形で計算をしたものプラス、今回、３歳児以上無料化というところで、３歳児以上の児

童につきまして、給食費につきまして３６０名の計算をしておりまして、この総計が１億

１２１万７,０００円ということでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、この延長保育利用料とかいうのも、３歳児以上は無料

になってくることになるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   はい。給食費プラス延長保育料につきまして

は、新制度のもとでは、給食費は従来からいただいております経費ですけれども、延長料

金につきましては有料ということでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、この一時保育利用料についてはどうなるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   一時保育利用料につきましては、日額計算で

ございますので、３歳児以上であれば無料、未満児であれば日額の保育料によっていただ

くということになります。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   済みません、そうしますと確認ですが、一応、３歳児から５歳児まで

は給食費プラス延長保育利用料は利用料として入ってくると、こういうことでよろしいん

ですね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   はい。そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   ３ページ、市民税の中の入湯税４,０００万、この根拠をお話し願い

ますか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   入湯税の根拠ということでございますけども、入

湯税を納めていただいております業者が、今、３１社ございます。種別で言いますと、ホ

テルで７、民宿で１５、旅館で９というようなことでございまして、この今年度の実績に

近い数字でその予算を見積もらせていただいているというところでございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、課長、今年度の実績でというふうなことを言っておられますけど

も、今、この３月２１日から花博１５周年記念が始まって、この南あわじ市でも１００万

人の方が来られると予想しておるわけですよね。そうなると当然、宿泊者が前年から比べ

ればかなりの数がふえるという、僕ら、思いがするわけです。ですから当然、入湯税も上

がっていいのかなというんですけども、ここらはどう考えておるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   委員御指摘のとおりと思いますけども、観光誘致

事業等に期待するところは非常に大きいところでございますけども、そこのところの数字

は税務課のほうでは未知数でございますので、現状の数字で上げさせていただいたという

のが、予算で上げさせていただいた現状でございます。 
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○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   税務課としてはそれでええのかなという考えなんですけども、やはり

行政、税務課だけでない、もっと横のつながりがあって、これだけ兵庫県も大々的に宣伝

していただけとる中であって、当然、ふえてくる。ふえるということは、市にとってもあ

りがたいこと、ええことなんで、やっぱり予算やから、もっと正確な予算案を出していた

だきたいなと。全体ですけども、南あわじ市は、僕は思うんですよ。補正が余りにも多過

ぎます。ですからやっぱり、大事な予算ですので、もう少し緻密にやっていただきたいな

という希望をして、終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   ４７ページの寄附金ですが、これ、一般寄附、それからふるさと南あ

わじ応援寄附金、ともに前年度に比べてかなり多目に計上されておるんですけども、その

根拠と、ふるさとの応援寄附金については、地元産品等々のことも聞いておるんですけど

も、それをいかにＰＲというか周知するような手だてを考えているのかをお尋ねいたしま

す。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今、委員さんおっしゃったとおり、来年度から各自治

体がふるさとの特産品のＰＲということで、産品を寄附金のお礼にということが多くなっ

ております。南あわじ市におきましても、２７年度からそのような方向を見出しておりま

す。 

  ＰＲにおきましては、新年度に新しく寄附金の仕方のパンフレットの印刷を予定してお

ります。それによりまして、今まで窓口納付、それから郵便振替等の納付でございました

が、インターネット上から寄附ができるような制度を設けることにしております。 

  寄附金は公金を納付してもらうのに、代行の会社に委託するような形になっておりまし

て、ふるさと特産品におきましては、それもプロポーザルにおきまして、業者にパンフレ

ットを印刷してもらう予定にしております。ホームページ、広報等、ＰＲをしたいと思っ

ております。 

 

○原口育大委員長   小島委員。 
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○小島 一委員   これは、市内の方も当然、寄附されるわけやけども、主な目的は、や

はり市外、島外、県外の人に、南あわじ市の出身の人にできるだけふるさと納税をしてほ

しいというふうな趣旨やと思うんですけども。あなた頼みというか、非常に、見てもらわ

ん限りは、見てもらって、納税してやろうというのは相手次第のようなもので、かなり、

両方足したら３,０００万というふうな、去年に比べたら計上されとるわけで、その辺、

もうちょっとうまく、インターネットは当然ですけども、パンフレットにしたって、なか

なかそない日本全国にばらまくわけにもいかんとは思うんで、何かそれ以外の方法という

のは考えられないんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   市長公室付部長の橋本です。よろしくお願いしたいと

思います。 

  当然、こういう大きな数字になっている根拠としましては、島外の方をターゲットのよ

うにしております。ちょっと今、こういう各自治体がどういう返礼品をしてるかというサ

イトがございます。ちょっとサイトの名前はど忘れしましたが。テレビなんかでも見てお

りますと、ここの市を応援したいとかいうような感じじゃなしに、そのサイトを見て、こ

ういう返礼品をいただけるなら、どこそこの市にというようなことで、いずれにしまして

もインターネットなんですが、そこらの方、島外の方々で、そういう今、ふるさと寄附金

をしてる方というのは、そういうサイトをずっと見てるようでございます。それでふえて

くるのかなと。島内の淡路市なんかでも、やはりそこらで載っておりますので、自動的に

載っていきますので、これぐらいの金額は期待できるのかなというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   小島委員。 

 

○小島 一委員   それから、国のほうでも年々、各地方自治体の特産品というかお土産

が華美になってきておるということに非常に懸念というか、そういう態度を示しておると

思うんですけども、今後これ、１万円の寄附をもらうのに５,０００円の土産を渡しとっ

たんでは、これ、何をしよるかわからんと思うし。その辺について、どんなふうに考えて

おられますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   南あわじ市についても、当初からずっとこの南あわじ

市出身でいろいろ巣立って島外に出ておられる方々に、恩返しというような意味で税金が



－ 20 － 

控除されるんであれば、寄附というようなことで随分、それで頑張ってきました。今、国

が言っているような形でやってきたんですが、もう、他の自治体がこの返礼品で競争にな

っております。当然、南あわじ市も、最初に申し上げましたような精神は守りつつ、今は

４割ぐらいかなというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   このことについて私も聞きたかったんですが、ちょっと今、小島委員

が聞いた以外に、私自身で聞きたいことがありますので、聞いていきたいと思います。 

  まず、私もいつか聞いたかもわかりませんが、一般寄附金とふるさと南あわじ応援寄附

金とのこの違いですね。違いから言ってくれますか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   税金面での控除が全く違ってくるわけなんですけ

ども、ふるさとの場合につきましては、寄附金の金額から２,０００円を引いた部分が市

民税の１０％と、所得税でしたら累進課税ですけども、その税率の部分が、税額の分が控

除になります。それが一般の寄附金ですけども、これに加えまして、ふるさとのほうは、

まだその残りの部分を特例控除という形で控除分が増額されるというところがございまし

て、その人の寄附金の金額によりましては、２,０００円を引いたところの残りの残額が

全て税額から免除されるというようなところがございます。これが、寄附額がふえてまい

りますと、全部が全部対象にならないというところがあるんですけども、ちょっとそこの

ところで計算で細かいところがありますので、おおむねそういうところでございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私はそういうことを聞いておるのと違うんですね。私が言いよるのは、

一般寄附金をされる方は、市として一般寄附金をされる方は、このふるさと納税した場合

の控除の上限は当然あるんですが、一般寄附金をされる方は、例えば１００万円寄附され

る方は、その１００万円をふるさと応援寄附金として取り扱ってあげて、いわゆる控除で

きる部分は控除してあげたほうがいいんじゃないかと思うんです。この一般寄附金も、こ

れに特定に使ってくださいよというんなら、ふるさと納税でも指定した場合は、それにそ

のお金を使うことができるんですわね。 

  ですから私は、この一般寄附金とふるさと応援寄附金を何で分けてあるんかがわからん

のです。善意で寄附していただいとる方は、ふるさと納税として受け付けて、それなりの
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控除をしてあげたほうがいいんでないかと思うんですが、何でそうしないんかという理由

を聞きたいんです。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   一般寄附金とふるさとを含む特定目的の寄附金ということで、

その違いにつきましては、一般寄附金につきましては、使途を特定されないような形で使

ってくださいよという形で受け付ける寄附金です。特定目的の寄附金につきましては、こ

の使途に使ってくださいよという形で申し出を受け付ける寄附金でございます。 

  ちょっとはっきりとはないんですけど、ふるさと納税の寄附金につきましては、所得の

何％以内とかいうような形で上限が設定されとったやに記憶してます。ちょっと、間違い

であれば申しわけございません。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、上限があるのはわかっとる。とにかく、例えば私が寄附し

た場合は、いわゆる市税が５万円までは減額されますよというのは、それはそれでええね

ん。この上の部分については、別に減額されてもらわんでも構わんのやけど、せっかく寄

附してくれよる人に対しては、ふるさと応援寄附金の取り扱いにして、本人の所得に応じ

て控除できるだけ控除したったらええんと違うんですか。それで、今言ったように一般寄

附金であろうがふるさと応援寄附金であろうが、ふるさと応援寄附金はいろいろあっても

自由に使ってくださいよという欄もあるはずなんや、これ。 

  そやから、この一般寄附金というのは、市は良心的に応援寄附金にしたって、できるだ

け、全部は控除でけへんのは当然決まってますけれども、控除できる金額だけ控除したっ

てもろうたほうが、寄附をしてもらう人にとって、大した良心的なことになるのと違うん

ですか。 

  それとこれ、今度は何年か前に人形会館の特定の寄附金もあったように思うんですが、

こういうのが皆かぶってくると思うんですがね。ここらはどういうような対応をするんで

すか。人形会館の寄附金も、あれも控除対象になるように思うたんですが、そこら皆、二

本立て、三本立てで行くんですか。もう、一本立てにしたほうがいいんと違うかと思うん

ですが、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   前段の部分の、一般寄附した部分をふるさと納税したら
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どうやと、そういう方も中にはおられると思います。ただ、ことしに入って、いわゆる相

続するお金を市に寄附すると。ということは、相続税の部分から控除ができるんですね。

これはふるさと納税にはできません。これはもう、きっちり決まってます。そうした部分

があるんで、一概にふるさと納税だけを置いといて、一般寄附をやめるというわけにはい

かないんで、いろいろな会社から自由に使うてくれという寄附も、法人税の計算の中に取

り入れられるんで、そうした寄附があります。 

  人形会館の話については、ちょっと内容がわからんわけなんですが、人形会館建設のと

きにふるさと納税でしたんですが、今おっしゃられてるのが、人形会館が独立法人という

ふうなことで、直接人形座のほうに寄附を受ければどうやと、こういう話かなという気は

するんですが。広域法人で資格をとったんやけども、国税は行けるけども、県民税と市民

税については条例で制定せんと、その満額のふるさと納税用の寄附はできないと、こうい

うことではないんですか。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それは違うな。私は今、あのときの条例を持ってませんので詳しくわ

かりませんけど、人形座に寄附をした場合も控除対象になるということなんです。ですか

ら、このふるさと納税も、いろんな区分があったと思うんです。これに寄附してくれ、自

由に使ってくださいと、いろんな部分があって、このたびは若人の広場の点灯の燃料代に

も使えるような特定の区分があったように思うんですね。 

  ですからこれ、人形座のほうに寄附をした場合に、そんなら、ふるさと納税の場合には

いろんなバックがありますわね、商品の。人形座の場合は、これはないと思うんですよ。

こういうのも一つにして、せっかく寄附してくれる人には、人形座に使ってくださいよと

いう区分をつくっておいて、そこでふるさと納税の商品の、今度、還元もしてやったほう

がより集まりやすいと思うんですが、どうですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   人形会館については、もうでき上がっております。会

館については、建物はでき上がっておりますので、今は人形の伝承というんですか、技術

の伝承、そういう項目をつけております。それは、ふるさとの中に一項目ありますので、

そういう人形の技術の伝承のことに応援してあげようという方には、ふるさと納税として

の返礼品はございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   そしたら、何でわざわざ条例で人形座に対する寄附金控除の条例をつ

くっとるんですか。かぶっとるんと違うんですか。教育委員会か何か、担当者、わかりま

せんか。たしか、２年か３年前に、人形座に対するその制度をつくっとるはずですよ、条

例で。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   教育委員会の太田です。よろしくお願いします。 

  １年ほど前でしたか、公益財団法人になったということで、それに対して寄附金控除が

受けられるということになりました。これについては、国と市・県、全部でも４９％程度

しか寄附金控除がないという制度なんですが、今、国のほう、そしてまた市のほうの条例

化したということで控除ができるわけなんですが、県のほうは、人形座に対するそうした

寄附金、公益財団になったということで、寄附金控除の対象にはしておりません。 

  そうしたことから、最高で４９％の寄附したうちの、金額は正確にはわかりませんが、

国、県、市で４９％までは控除できますよというのが、県が抜けているということで、な

おそれよりも低い金額になろうかと思うんですが、ふるさと納税の中の後継者とか伝統芸

能を伝承していくとか、そうした項目がありますので、そうした項目を使ったほうが有利

でないかなというのが認識しているところであります。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   とにかく私自身、あの条例を見てますと、この人形会館への寄附の条

例とこのふるさと応援寄附金のこれを見てますと、かぶっとるところがあるように思って

しゃあないんですね。これもう一遍、私も今、条例持ってないんで、詳しくよう言わんの

ですが、よう検討してもろうて、かぶっとるならかぶっとるで一つに統一してもろうて、

ふるさと納税の場合は、した人に対してはそれなりの返礼をこのたびは２７年度から充実

したものを出すということなんで、同じ寄附をして同じようによそのお金が使われるんな

ら、ふるさと納税のほうに集約してもらったほうがいいんでないかと思っております。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   人形協会のほうも、公益財団法人を取得すれば、市に寄

附したと同じだけの控除が受けれるために、そうした取得を目指したんです。目指したん

ですが、南あわじ市は条例でしてます。そしたら、南あわじ市民の人がそこへ寄附すれば、
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市民税は当然、控除の対象になります。県民税はなりません。洲本市の人が寄附すると、

県民税も市民税も対象にならず、国だけになってしまうと。 

  ということは、例えば神戸市から、東京都のほうからとかいう部分になれば、非常に公

益財団法人を取得してそういうふうに行こうとしたんやけども、今は人形協会のほうは、

恐らく、市のほうへ寄附していただくような働きかけをしとると思うんです。そやから、

公益財団法人をとられたというのは、それはそれでいいのかなとは思いますが、恐らく、

人形の後継者の育成という部分から、市に行くような話になるんかなというふうに理解し

ております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういうことになってきたら、その人形座に対する寄附、こういう条

例というのは余り、無意味なものであるように思うんですね。わざわざあれ、議案提案さ

れて条例制定しとんのに、今の公室長の話を聞けば、あって意味が余りないような条例で

あると思うんですね。まあ、それはそんでええ。 

  このふるさと応援寄附金の上限枠を広げるというようなことを国会で言っておりました

が、現実的には、それはどういうふうな流れになってますか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   市民生活部の高木でございます。よろしくお願いします。 

  今、その法案が審議されておる最中なんですけれども、寄附金額に上限はないんですけ

れども、まず、その所得に応じた有利な金額というのが計算上、出ております。 

  例えば、天引き前の給与所得が２５万円でしたら、大体、手取りの収入は月２０万円で、

その方を対象にしますと、手取り収入が２０万円ぐらいの給与所得者で単身の方でします

と、まず、１万５,０００円寄附します。そしたら、御負担は先ほど言いましたように２,

０００円。あと、１万３,０００円は返ってくるというような、今の現行制度でございま

す。そして、その法案が通りますと、目安としてなんですけれども、先ほどの１万５,０

００円を２倍していただいて２,０００円引いた金額がその方々の有利な寄附金額となっ

ております。 

  例えば、４０万円の天引き前の収入でしたら、３万円寄附したら、２,０００円の御負

担でその２万８,０００円返ってくるという方につきましては、その２倍、つまり６万円

から２,０００円を引いていただいた５万８,０００円分が返ってくると、そのような計算

になっておりますので、その家族の構成であったりで違うんですけれども、目安としては

そのような形で有利な寄附金額となっております。 
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○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、南あわじ市の市民が市に寄附した場合も、所得税控除、市民税

控除で２,０００円を減額した分がほとんど今言うた上限があるわけですが、返還される

ということになって、あと、市のほうに国からその部分に対して７５％だったか７０％の

交付税算入があるということなんですわね。 

  ということは、南あわじ市の市民が市に寄附した場合に、市民税が結局は本来の市民税

よりも２５％市が減額されるということになるわけですわね。それが結局、うちから、南

あわじ市から市外へ行った場合は、結局それも同じで、南あわじ市の市税が２５％減ると

いうことですわね。例えば、南あわじ市の市民が大阪へ寄附した場合。そういうことで、

南あわじ市から市外へ寄附されとる方は結構おるんですか。どれぐらいの数になるんです

か。 

  特に東京都なんかは、もうこのふるさと納税には大反対してますわね。何でかといいま

すと、東京都の都民が全国に寄附した場合、市税の２５％が交付税算入等があるといえど

も、それだけ東京都は減っていくわけですから、これ、大都市圏はもうふるさと納税には

反対してますわね。南あわじ市から市外へどれぐらいの人数の方が寄附されてますか。大

枠でよろしいよ。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   申しわけないんですが、その数は寄附金控除を全部繰ら

ないとわからないので、数は把握しておりません。 

  それと、先ほどの７５％ということですけれども、先ほど私が言いました給与収入２５

万円の方が、例えば１万５,０００円が有利ですよと申し上げました。その内訳は、所得

税で７００円、住民税で１万２,３００円返ってくるわけなんですけども、その１万２,３

００円のうちの県と市の割合が６０％、４０％でございますので、市のほうの還付が１万

２,３００円の６０％、その中での７５％が交付税で返ってくるという計算になっており

ます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   いずれにしても、市税、県民税がどちらにしても２５％少なく、おお

むね２５％少なくなるということですわね。これ、けど、恐らく南あわじ市からも出てる

と思うんですよ。市の広報を見ておりましても、南あわじ市に島内市外、島外という一覧
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表で三つの段階に出してあるのをいつも毎月出るんですが、恐らく、島内市外、あるいは

島外からあれだけの応援寄附金が来とるんですから、反対に南あわじ市からもどこかへ何

ぼか行っとるはずなんですわね、当然、ゼロではないと思います。もう一遍、またそんな

のも見ておいていただきたいと思います。 

  あと言いたいことがあったんですが、もう時間ですから、一遍休みます。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は、午前１１時１５分とします。 

 

（休憩 午前１１時０５分） 

 

（再開 午前１１時１５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   先ほどのふるさと応援寄附金の件で、一つだけつけ加え

させていただきたいと思います。 

  このたびの制度改正では、住民税の税額控除の仕組みの改正と、あともう一つ、ただい

まのところ、確定申告が必要になっております。そして、その申告が要らないというよう

な改正も加えておりますので、申告が要らないということは、そのデータがまたやりとり

されると思いますので、先ほどの件数につきましては、注意深く見ていきたいと考えてお

ります。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そういうことで、改正、今国会で今言いよるやつが、国会が通るとい

うことになると、より一層しやすくなると思うんですね。それで、南あわじ市も２,００

０円控除分に対していろんな品ぞろえをして、そういうものをお返しとして出すというこ

とになりますのでね。市から市のほうへ寄附したっても、市税の７５％は交付税算入で返

ってくんのやから、こんなありがたい制度はないんでね。関係部局はこれを大いにＰＲし

てもらって、課税されている方によく説明してもらって、納得してもらって、ふるさと納

税してもらうということは、大きな財源になると思いますので、一生懸命やっていただき

たいと思うんです。 

  それと、最後に１点。市の広報でも、前にも言うたかもわからんのですが、いつも書い
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てあるのが、ふるさと納税という縦書きの欄があって、横書きにふるさと応援寄附金と、

二棟建てに書いてあるんですね。これ、法的にはどれが正しいんですか。私はもういつも

言うんですが、応援寄附金になると議員はしにくいんですが、ふるさと納税であったら議

員はできるはずなんや。市の広報は両方書いてあるんですわ。正式の法律名はどっちなん

ですか、これは。どないぞ、ふるさと納税にしたら私どももできるんですよ。応援寄附金

はでけらんの。 

 

○原口育大委員長   答弁できますか。 

  市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   南あわじ市の場合は、南あわじ応援寄附金でございま

す。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしたら、何で広報に二棟建てで応援寄附金と、もう一つ横にふる

さと納税という文言を入れて、いつも一覧表、出てますね、ふるさと納税の寄附金。上の

欄はたしか応援寄附金やけど、この縦のほうは、ふるさと納税になっとるのでしょう。何

で二つになっとるのかなといつも思うんですよ。お願いします。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   先ほど課長が申したように、ふるさと応援寄附金が正式

な形なんですが、全国で言われておるのがふるさと納税制度ということで言われておりま

すので、よりわかりやすく二通りの文言を広報に記載しているということでございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、今後もこの二棟建てで行くわけですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今、御指摘ございましたので、どちらのほうがいいか、

再度、検討させていただきたいと思います。 
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○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   最後に。我々も寄附できるように文言を改めてもらったらありがたい

と思います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   歳入の２０ページの地方消費税交付金についてお伺いいたします。こ

れは消費税が５％から８％に引き上げられて、その結果、市に対しても率として引き上げ

られ、その分がこういうふうにふえたと思いますが、前の説明では、平成２７年度から平

準化していくということで、今後、この金額がこういうふうになってくるのかどうかにつ

いてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   御指摘の地方消費税交付金ですけども、消費税の税率が改正

されたことに伴いまして、３％の上積みということで、従来分５％の案分とは違うんです

けども、３％分について、結果的に２６年度につきましては、全体として決算見込みで５

億４,０００万という形で、採用されて半年でしたか、４月だったか、現実、県への納税

が２カ月から１０カ月程度おくれますので、２６年度についてはそういう算定をさせてい

ただいておりました。 

  ２７年度につきましては、もうその経過的なものがなくなりましたので、一般の分とい

たしまして５％分は通常の４億９,０００万程度を見込みまして、３％の増額分の市への

配分の分につきまして増額させていただいて、全体として予算として８億３,３００万と

いう経過になろうかと考えています。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   説明はわかりましたけれども、平成２７年度は平準化するという話が

あって、今後、こういうふうな金額が南あわじ市で推移していくのかということですけど

も。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   当面、８％での段階では、こういう形で推移するとは思いま

す。今後、予定されております１０％につきましては、また変化が発生するものと思いま

す。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、この消費税交付金を社会保障の財源化というふうに言われて

おります。附属資料の概要説明書の１０ページに、この引き上げ分の地方消費税交付金社

会保障財源分というのが南あわじ市で何に使われているかという一覧表が出ております。

そこで、そのことについてお伺いするわけですけれども、この本資料については、平成２

６年度１月２４日付で総務省がこういうふうに使いなさいというような表も示して、この

表の中に当てはめていっている数字だというふうに思いますが、具体的に聞きますけれど

も、この老人医療医療費助成という事業がありますけれども、こういう、それと上の障害

児の分がありますけれども、具体的にこれはどういうことに使われていっているわけでし

ょうか。 

 

○原口育大委員長   歳出の質問のような気がしますけども、財源確保という観点での答

弁でよろしいですか。 

  財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   それぞれ、老人医療費等につきましても、一般財源から措置

されて事業を執行しております。その分に充てておるということで、一応、記載はさせて

いただいております。ただちょっと、消費税、国のほうで考えております消費税の増額分

を社会保障費に充てなさいということですけども、消費譲与税の分を社会保障に充てると

いうシステムで、ここにはこういう形で総務省の指導によりましてどこに充てたかという

ようなものを記載しておりますけども、実際、例えば４億消費譲与税でふえましても、１

００％交付税で減額されますので、国の言うとるような形での財源確保は、市のほうでは

でき得ないということで、ふえた分をそのままストレートに１００％引かれます。システ

ム的にはそういうシステムになっております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   平成２６年度１月２４日の総務省通知では、この財源については事務
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費並びに人件費に充ててはならないというふうに記載されておりますけれども、これを見

れば、何か事務費に使われてるのかなというようなことになってると思うんですけど、そ

の点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   事務費という形、細かく分けて総務省のほうには報告させて

いただいておりますけども、現実はもうどこに充てたかというのは、詳細に記載する必要

もなくて、これに充てたというような形の報告でも構わんとは思うんですけども、一応、

医療費そのもの、扶助費に対するもので充てているという解釈をしております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この消費税の増税分ですけれども、平成２６年度は生活保護の扶助費

があったんですけども、そういうのもあるんですけれども、実際消費税が上がって、１人

当たり７万円、４人家族で２４万円の負担がふえるというようなことになっておりますけ

れども、やはり市民には目に見える形で市としても社会保障の財源に充てていくというと

ころでは、下のほうの予防接種とかがん検診、こういうところの分を引き下げるというよ

うな社会保障として市は考えられなかったのかということについてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   ちょっと歳出に入っていると思いますので、そういう詳細な部分に

ついては歳出のときにお願いしたいと思います。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それはまたそういうことですので、消費税増税分はやはり市民に返す

べきだということで、今後、歳出の中で質問させていただきます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の御答弁の中で、消費税増税分があるけれども、その分、交付税か

ら引かれるんでという、そのあたりの説明をもう少しいただけますか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   どう説明したらいいんでしょうかね。交付税の制度自体は、
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基準財政需要額と基準財政収入額の差額が交付税として措置されるという形になってます

ので、その交付税の中へ、基準財政収入額の中へ消費税増税分が１００％算入されますの

で、差額が小さくなるということは、交付税が少なくなるという理屈です。 

  ですから、５％分については７５％、２割５分の、２５％分は交付税がふえる要素があ

ったんですけども、実際、３％分の増額があった分、１.７％だったか、地方への配分枠

の分について、現実的に国の言うとることと地方が受けてる財源措置は全く違うというこ

とです。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   基準財政需要額というのがあるわけで、これは地方財政についての考

え方が示されて、その中で決まってくると。基本はもう決まってるんだけれども、例えば

基準財政需要額の中で、例えば高齢者がふえてきた場合、当然、社会保障費というのは自

然増という部分が出てきますよね。その自然増というのは基準財政需要額の中ではどうい

うふうに考えられてるんですか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっと詳細に説明し始めますと、何か時間がかかるんです

が、簡単に申し上げますと、消費税の基準財政需要額の算定に際しましては、老人人口な

り、それぞれの人口係数、それに伴いまして、一応の基準がありまして、その基準に基づ

いての単位費用という形で、掛け合わせたものが市の老人福祉の、例えばある種部分の、

自然増という形でなしに、それぞれ市町の老人人口なり等のやつを報告します。その係数

に基づいて試算をして、基準の係数が出ますんで、その係数に基づく全国ベースの中の単

価を定められておりますので、それに掛けた段階で老人福祉の基準財政需要額というのが

算定されるようになっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、高齢者の人数の割合によって点数化されてきて、自然増の分

は基準財政需要額の中でふえると。ということは、市の財政規模もその分ではふえていく

ということになるんでしょう。そうならざるを得ないですよね。基準財政需要額が減ると

いうことは、市の予算としても財政としても、ふえざるを得ないでしょう。そうなるはず

ですよね。 
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○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   単純に言えばそういう形になると思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   単純に聞きたかったんです。で、その部分も反映する中で、やはり予

算の総額、特にこれは高齢者の自然増ということになれば、介護であったり医療費であっ

たり年金であったりと、そういう部分が必ずふえてくると。そういうあたりを基本に押さ

えたかっただけなので、これで終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ３ページと１９ページのこの地方譲与税の地方揮発油譲与税８,６０

０万円についてお尋ねをしたいのやけど、たばこ税だったら、市内でたばこを買うたら、

この辺の８,６００万円、この譲与税の基本的なことをまずお尋ねいたします。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   譲与税につきましては、それぞれの基準を持ってまして、示

されて、市の場合、揮発油税とか重量税とか消費譲与税とか等がございます。揮発油税に

つきましては、市の道路の部分の確か、延長、面積が基準となって全国案分された中で金

額が決まっているように思ってます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   例えば、市内で油、給油したら、加算されてくるのか。たばこでもそ

うでしょう。たばこはたばこで、たばこ税というのは市内で消費した分、これ、３億６,

０００万ぐらいのお金が市税として入ってきよるので、この揮発油税というやつは、もう

ただ単に、市内で給油しようとどこで給油しようと関係ないんですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   通常、ガソリンを買いますと、税金がついてくるんですけど

も、国税である揮発油税については、リッター当たり４８.６円、税金がかかってます。
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ここに上がってます地方揮発油税については、リッター当たり５.２円かかっておるとい

うことで、税金については合計しますと５３.８円、税金がかかってます。 

  地方揮発油税については、国税とは別に、一旦、県のほうに全部入りまして、県から、

先ほど財政課長が言いましたように、それぞれの市町の道路延長と面積に応じて配分がさ

れております。県と市の取り分につきましては、市町のほうが５.２円のうち２.２円が市

町のほうに配分される、県の取り分はリッター当たり３円というふうな仕組みになってお

ります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   なら、この８,６００万円というのは、一般財源か特定財源かいうた

らどっちの財源になるんですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   以前は、道路特定財源ということで、道路事業に使うべしと

いうことになっておったんですけども、法律が改正されまして、今は一般財源ということ

で、どんなものに使ってもいいというふうになっております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   入湯税は目的でないけど、消防とか観光とかに使えるのやけんど、こ

の揮発油譲与税の８,６００万は、道路の修復とかそういう財源にも使っても構わんけん

ど、その他にも使っても構わんと、もう一般財源化しとると、そういうことでよろしいん

ですか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   そういう理解で結構でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １０ページ、火葬場整備事業、いよいよこの事業が動き出すというこ

となんですが、場所はどこですか。 
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○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   火葬場整備事業ということでございますけれども、この

事業費につきまして御説明させていただきます。この事業費の内容は、市の基本計画の策

定業務でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これたしか、この火葬場については、歳出のほうで測量費等が入って

たわけやから、もう場所は決まっとるわけでしょう。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   場所につきましては、まだ地元の理解が十分得られてお

りませんので、まずは人口動態とか、今の御使用になられてる件数とか、そういうのを精

査いたしまして、その施設の規模をまず計画に上げます。それから、地元の調整を進めた

ところで、測量業務に入っていきたいと考えております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   じゃあ、規模はどれぐらいなんですか。火葬場の規模、どれぐらいな

んですか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   まず、これからの推定人口と申しますか、ただいまの利

用者数と、あと二、三十年先を見込んでの利用件数で、まず火葬炉の数と、あとまたその

つくりの中で、待合室をどうだとか、ロビー、あるいはまたそれぞれの施設の規模を決め

るのが基本計画となっております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   その基本計画で、完成年度はいつにするんですか。 
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○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   生活環境課長兼衛生センター所長の

北口でございます。よろしくお願いします。 

  基本計画につきましては、２７年度基本計画ということで発注させていただいて、内容

につきましては、スケジュールであったり、それと人口推計、今現在、火葬炉４炉ござい

ます。その人口推計をもとにして、今おっしゃった規模なり決めていくことになります。 

  今、歳入のほうで地方債、合併特例債を充てておるんですが、歳出のほうで基本計画と

用地測量を歳出で予定しております。今、この歳入のほうで合併特例債に充てておるのは、

用地測量のほうを充てさせていただいております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   その用地の測量をするわけですよね。そやから、いわゆるどれぐらい

を確保しようとしてるんですか、用地は。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   今、高木部長が説明あったように、

場所については地元と調整中ということでございます。用地につきましては、今、３万平

米の試算で委託料として計上させていただいております。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   ３万平米というのは、こちらのほうのまだ今、目安でご

ざいまして、例えば、やはり通りから見えないとか、その視野を遮るような、そういう手

当ても必要だということで、先ほど申し上げました３万平米はあくまでも目安でございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる、これは合併特例債を使うという基本があると思うんですよ

ね。ということは、もう合併特例債を使う、いわゆる出口というのは決まってますよね。

ということは、完成年度もそれまでにせないかんという話になってくると思うんですが、
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それでよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長兼衛生センター所長（北口 力）   今おっしゃるとおりで、合併特例債

が３１年度までということになっておりますので、まず基本計画で大筋をシミュレーショ

ンといいますか、大筋の枠組みを進めていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   法人市民税についてお伺いいたします。 

  歳入の１６ページ、法人税については、法人市民税、平成２６年１０月１日に税率改正

というのがあったと思います。市民税、市に入る法人税の割合が減るということになって

おりますが、その影響額というのはどれぐらいあるかわかりますか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   法人税の改正につきましては、委員おっしゃられ

ましたように、平成２６年１０月開始分の分から改正ということになりまして、その申告

がされ決算されるのが２７年９月の分から新規になります。決算報告につきましては、決

算した２カ月以内に報告ということになりますので、２７年１１月歳入分からその適用に

なろうかと思います。 

  ですので、その対象が１１、１２、１、２、３、その５カ月分が対象になるわけなんで

すけども、今、決算ベースで見ますと、その企業の割合の数値で見ますと、全体の数字か

らおおむね１０％弱ぐらいでございます。 

  それで、法人税率の改正が１２.３％から９.７％に変わるというのを、これを割合に求

めますと７８％、２２％の減額ということになります。２２％の減額される企業が１０分

の１ということでございますので、全体から見た場合、大体２.１％の減額見込みでござ

います。 

  それで、今年度の予算見込みをその率で計算いたしますと、予算的には法人税の分が３

８０万ぐらいの影響額ぐらいでおさまるであろうというような数字を試算しております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   それで、今、割と低い金額でちょっと抑えられてるのかなという印象

があったわけですけれども、ここで見ますと、法人税がかなり税収がふえてるということ

で、企業では好成績なところもあるのかなと思うんですけれども、周辺では建設業界でな

かなか厳しくて、倒産とかいろいろあると思うんですけれども、この景気回復による法人

というのは、具体的にどういうところで今、南あわじ市で業種が伸びてるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   委員御指摘のありました一部の業者ではそういう

ところもございましたけれども、法人税の企業全体で見ますと、今の２６年の数字から勘

案いたしまして、おおむねどの企業もアベノミクス効果といいますか、徐々に出てきてい

るのかなと。まだそこまではっきりと数字はあらわれておりませんけども、今の推計で行

きますと、今言われました建設業におきましても増の見込みでございます。また、製造業

のほうも、これがまた増の見込みでございまして、当然、円安効果もありますし、それに

加えまして、今、原油安でございますので、製造業のほうも輸入単価が高いにもかかわら

ず原油安というようなことで、これからそちらの産業のほうも伸びてくるんではないかな

と、そういうような予測を立てております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、個人市民税も給与所得及び農業所得の増加ということで伸び

ていってるわけですけれども、その他の業種については書かれてないわけですけど、その

辺はどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   個人ですか。その他の業種の大きくとらえており

ますのは、営業と農業、雑所得、給与というような形で分類をさせていただいております

けれども、営業のほうも若干の伸びがございます。農業のほうは、去年につきましては、

２６年度は野菜の値段がよかったものですから、かなりの伸びを予測しております。 

  それで、年金所得者につきましては、これはちょっと減額見込みをさせていただいてお

ります。それの理由としましては、年金の受給者が特例水準ということで、過去の物価ス

ライドというとき、物価スライドで年金金額が下がらなければならないときに、それを据
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え置きしましたので、その年金金額を調整するパーセントが２.５％でございます。 

  その調整が２５年、２６年、２７年で１％、１％、０.５％というような調整やったか

と思うんですが、その調整年度に当たりますので、年金の金額は下がってくるものと思わ

れますし、加えまして、年金の受給年齢が引き上げになることの、もらえる世代が幅が狭

まったということで、年金の受給額が下がったものと考えております。 

  また、給与のほうも、若干の下がりを見ておりますが、ここのところの個人的に見た場

合の給与はほぼ横ばいやと思うんですが、給与受給者の数が若干毎年減ってきております

ので、その受給者数の減を見込みまして、トータルで減を見込んでおります。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた給与所得者数は減ってきている、それで、給与所得はほぼ

横ばいというような答弁だったかと思うんですけれども、この附属資料の３ページには、

給与所得の伸びというふうに書かれているわけですけれども、少しちょっと答弁と書かれ

てることが違うのかなと思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   給与個人自体の伸びは、これから景気のほうも当

然、都市部のほうで２７年度のベアにつきましては、大企業が２％ぐらいのベースアップ

を見込んでおりますので、それにつれられるといいますか、地方のほうにもそういう影響

は出てこようかなとは、個人で見た場合には、その給与ベースは上がるんではないかなと。

ただ、受給者数が減ることによって、トータル面からしましたら、その分は下がるんじゃ

ないかなというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた大企業はそういうふうに割と好景気というのはありますけ

れども、周辺では給与がなかなか上がらないというのが、話をしている中での実感であり

ます。ですから、南あわじ市の企業が業績がよくなって、給与所得が上がるという好循環

に行ったらいいわけですけれども、この予算ではなかなかそういうところは反映できてな

いような数字になってるんではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 
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○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   おっしゃいますように、やはり地方のほうにその

効果がおりてくるというのは、時間的なものもかかると思われますけども、ここのところ

のやっぱり、特に原油安とかというところの部分が幾らかは給与に反映してくるものでは

ないかなと、そのように考えております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとそれにも関連するんですが、固定資産税の中の償却資産です

ね。これも伸びると、税収としては伸びると、２６年に比べて償却資産そのものが伸びる

というような予算になっておるようですね。これは、今後も設備投資が順調にされていく

ということを見越しとるということですよね。償却資産というのは、設備投資がふえない

と年々減っていきますよね。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   先ほど御説明をちょっとさせていただいたとは思

うんですが、償却資産は新しい設備が投資されないと、当然、目減りしていきます。その

目減り分は、本年度につきましては、ある程度、目減り分を見込んでおりまして、大体、

自然増で４.５％目減りするであろうというような推測を立てております。これに加えま

して、新規投資も若干ありますけども、トータルしますと２％ぐらいは減るんではないか

なというような推測を立てております。 

  何でふえたかと申し上げますと、先ほど、企業誘致の関係で、大手の課税免除というの

がございました。その企業団地のほうで大手がございますので、そこの課税免除というの

が５年間ございます。５年間のその固定資産税が免除されておった分が切れるということ

で、その金額がかなり大きいんです。そういうことで増額見込みでございます。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとごめんなさいね、それで、済みません、ちょっと聞き漏らし

ました。今、実際に減るということなんですけども、これまで倒産をしたり経営破綻にな

った場合、その取り扱いですね、資産の取り扱い。経営破綻をして、破産しますよね。そ

うすると、償却資産は残ると、固定資産もそうですけども、全部残ると。その場合の滞納
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といいますか、その破綻した企業からは税金は取れないですよね。償却資産のその分だけ

が滞納として残っていくことになりますよね。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   会社自体がなくなれば、当然、相手方がなくなり

ますので、それはもうその段階で不納欠損という形になります。翌年度に不納欠損という

形になります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうすると、その分は全て償却資産の減収として見るということでい

いんですけども、事業廃止をしても、その償却資産だけが残ってるというケースはないで

すか。ただ除却をするとかいう届けを必ずしないと、これは償却資産としては残っていき

ますよね。そういうケースというのはないですか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   そこまでちょっと把握はしておりませんけども、

会社が存続するかどうかというところで判断をさせていただいておりまして、会社が消滅

しておれば、当然、固定資産のほうはかからないと。物は売却されとるかというところま

では、ちょっと把握はしておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   個人の瓦業者などで、結局、釜を廃止、事業は、用途は廃止しとって

も、処理するのに結構お金がかかるということで、そのままになってる場合もあるんです

よね。そういうケースというのはないですか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   当然、事業を廃止されて、その資産自体が残って

いるのは残っているかと思いますけども、ただ、事業自体を行っていないということは、

資産が残っておっても事業用の資産でないということでございますので、課税対象から外

れると考えております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、そういう部分は当然、この中には入ってこないと。手

続としても償却資産の申請のときに除却ということだけで済むわけですね。そうでないと

残っていきますよね。そんなような手続はどうなるんですか。 

 

○原口育大委員長   税務課長。 

 

○税務課長兼収税課長（山崎稔弘）   うちのほうでは、廃業届をいただきまして、償却

資産が課税台帳にございますけども、廃業ということでございましたら、課税台帳から消

しております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ３７ページ、児童福祉費の補助金のひょうご多子世帯、いわゆる保育

料軽減事業なんですけども、この多子いうのは、基本的には３人以上なんですか、子供。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   はい。３人以上でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   このたび、保育料、第１子から３歳児以上は無料になりますけども、

これについてはゼロ歳から２歳が対象ですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   保育料無料化につきましては、３歳、４歳、

５歳児を対象としております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   これは、保育料軽減事業ですよね。ということは、３歳以上が無料に

なるから、この対象になるのは、ゼロ歳から２歳ですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   申しわけございません。３人以上ですので、

その中にはゼロ歳から２歳の未満児の方も含まれるというところでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いや、含まれるというのはわかるんよね。ただ、これはあくまでも保

育料なんで、ゼロ歳から２歳が対象になるんかなと。というのは、兵庫県の場合はそれを

してないんですけども、これ、南あわじ市は、３、４、５と無料化になるということで、

３人子供がおって、ずっと年子やって、３、４、５やったら、逆に言うたら、この補助の

対象にならないんかなと思ったりするんですけども。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   このひょうご多子世帯といいますのは、保育

料を納めていただいている世帯に対して５,５００円を控除して、その算出によって保育

料をいただくというようなところでございますので。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それはわかっとるんよ、これ見たら。そやから、ただ、南あわじ市の

場合は、３歳児以上が無料化になってるということなんで、ゼロ歳から２歳までの人が、

いわゆる保育園に行かないと対象にならないんですかということなんです。５,５００円

の補助がもらえないんかということ。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   済みません、そうです。保育所へ通所されて

いる児童を対象としての軽減でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   いわゆる３歳児未満で保育所に行ってる、いわゆる３歳以上の兄弟が

いてる家庭というのはどれぐらいあるんですか。これは対象３５人なんですけども。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   年齢は各世帯によってばらばらでございます

が、この軽減の対象者となるのは３５人ということで、これぐらいの世帯というふうな解

釈でお願いします。 

 

○原口育大委員長   ほかにございますか。 

  そしたら、質疑の途中ですけども、暫時休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  ９ページから５９ページまでにつきまして、ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの県からの支出金での多子の３人目以上の子供の保育料の減額

の話だったんですけれども、ちょっとその関連で聞かせていただきますが、聞くところに

よりますと、ゼロ歳から２歳児までのほうは保育料をとるので、県からの助成があると。

しかし、３歳から５歳児までは市のほうで全額を無料化するので、県からの助成金はない

ということになっているようですけれども、３歳から５歳児までの第３子以降の子供を持

つ親、あるいはその子供の数というのはどのようになってますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   済みません、今、平成２６年度の８月ごろの

人数で、一応、保育料の関係の今回の無料化について、市負担額を算出しておりまして、

その表から申し上げますと、３歳から５歳までの第３子というのはゼロでございます。ゼ

ロ、１、２歳では９名というような形で算出のほうはさせていただいております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、ここの予算として出ておるのは、これから出産が期待

されるというような意味になるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   ９名で２６年は参考数値としてありますけれ

ども、今後、その出産を期待して、第３子以降がふえることを予想しての数字と捉まえて

いただければありがたいかなと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ５６ページの防災行政無線整備事業、市債の関連でお尋ねするわけで

すが、この１０億３８０万円の中の下のこの計算式で、掛ける１００％とか、どういう補

助事業のメニューを使ってこの市債をやられとるんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   情報課の土肥です。どうぞよろしくお願いします。 

  防災行政無線の整備事業ということで、８億３,８７０万のこの部分については、緊急

防災減災事業ということで、充当率が１００％でございます。その下の部分が、１億５,

０５０万ということで、これの９５％というのが合併特例債事業ということでございます。

その下が、６,４９０万掛ける充当率が１００％ということで、これが辺地対策事業債の

部分でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、これはもう辺地対策とか合併特例債とか防災減災のそ

ういう補助事業なんで、この事業に関しては、市の持ち出しというか一般財源の持ち出し

というのは、この５,０００万ぐらいでやれるというような理解でよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 
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○財政課長（和田幸三）   予算上、５,０００万の一般財源につきましては、当該年度

の必要な一般財源でございまして、合併特例債なり緊急防災なり、それぞれ交付税の算入

率が違っております。特に、緊急防災の１００％充当の部分につきましては、算入率が７

０％、合併特例債につきましては、充当率は９５％の算入率がその分の７０％、辺地対策

事業債につきましては、充当率１００の交付税算入率が８０％ということでございます。

おおむね起債の発行額の７０％程度が、今後、３０％が交付税算入外ですので、その分に

ついては償還時に一般財源が必要となってこようと思います。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、先般の部長のあれだったら、トータルで１９億ぐらいの事業と

いうようなことは、次年度も市債でないけど、それぐらいの財源の確保はされるんですか。

これ、聞いたらいかんのけ。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   総務部長の細川でございます。よろしくお願いします。 

  来年度、２７年度、２８年度を通じまして、そのような充当率、それから財源というこ

とでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは、私は当然、後でまた、出で聞かせてもらうのやけんど、あく

までもきょうのこの資料配付していただいとったら、ただ市民に対する情報伝達手段だけ

で、総額１９億の金というのは、費用対効果で言うたら、すごい予算をかけてそういうふ

うな情報伝達手段するだけに、これはまあ、東南海地震を踏まえて、地震のときのやっぱ

り避難の呼びかけ等に対する備えとしてしよる事業というように私は理解でけんのやけん

ど、そういう地震時において、震度７やいうような想定されとる中で、これは、体感で感

じられんようなやつは、何ぼ逃げえいうたって逃げへんと私は思うのやけんど、この辺の

費用対効果というのは、この事業の目的というのは、どういう目的なんですか。先ほど言

うた情報伝達するだけのやつで１９億の予算を投じるわけですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   今、整備する理由といたしましては、現在、防災行政無線を

整備するに当たり、非常に有利な財源として、緊急防災減災事業を利用できる期限が平成

２８年度までと言われております。これを逃しますと、市の一般財源負担額が大幅に増加

するおそれがあります。ですから、早急に整備するものでございます。このシステムのう

ち、特に西淡・三原エリアに配置されているシステムについては、構築後１５年が経過し

ておりまして、老朽化や保守部品が枯渇して、安定的な運用が難しくなってきておるよう

な状態でございます。 

  また、エリア拡張時に整備した、主に緑・南淡エリアに設置されている告知放送システ

ムについても、更新時期を超えて運用しており、更新が必要となっております。現行の音

声告知システムは、有線伝送のため、津波や土砂災害による伝送路断絶のおそれがありま

す。実際、平成２３年度に発生いたしました台風１５号の土砂災害では、丸山・灘の一部

で伝送路が断絶しまして、情報伝達手段が喪失したこともございます。また、近い将来発

生が予想されます南海地震や温暖化による大型化する台風時にも安定した情報伝達ができ

るよう、今回、このような防災行政無線の構築を急いでいるようなものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   有利な起債事業というのは、私も理解して、これは当然、あればええ

にこしたことはないねけんど、この事業の、言うたら先ほど見せてもろうたやつ、これ見

たら、ただ単に情報伝達だけでなしに、カメラとか電話設備とか気象観測設備とかいうよ

うなやつもこの設備のスケジュールに入っとるのやけんど、このあたりの説明もしてほし

いのやけんど。ここだったらあかんか。 

 

○原口育大委員長   歳出のときに。 

 

○谷口博文委員   そうしようか。わかりました。ほんなら、十分聞かせてもらうやさか

い。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ４８ページの基金繰入についてお伺いいたします。水道事業調整基金

繰入金というのが３,５００万円程度ありますけれども、この基金は今現在、どれぐらい

あるでしょうか。 
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○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   ちょっとお待ちください。済みません、予算の概要書のほう

でも御説明しておりますけども、２６年度末の現在高で８億２,６５２万６,０００円とな

っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これまで、この基金の取り崩しというのはあったんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   取り崩しにつきましては、今まではやってなかったと聞いて

おります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、今回、この取り崩しをする理由というのはどういうこと

なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   今回のこの基金の取り崩しにつきましては、広域水道に対す

る高料金の補助金が１億７,０００万程度ふえるということで、そのうち５割が普通交付

税、３割が特交で措置されますが、市の持ち出し分として２割程度必要となってくるとい

うことで、その２割程度につきまして、変動要素もありますので、基金で対応しておくと

いうことで、取り崩しております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これまで、高料金対策というのは、水道の場合、統合しておりますけ

れども、旧町ごとの水道会計で高料金が幾らになるかという計算をされて、その分を統合

後の企業団に払うというような仕組みだったというふうに思っておりますけれども、今の

説明ですと、それ以外にこれから市の持ち出し分がふえてくるということなんでしょうか。 
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○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   水道もしくは下水道事業の中で、平成２４年度に資本費

の、資本制度の見直しがございました。淡路広域水道企業団については、２５年度に整備

をして、その資本の部分について、みなし償却という制度をしとったんですが、そのみな

し償却というのは、補助金を除外した中での償却の資本の計算をしとったんですけども、

平成２４年度からは、その資本の部分、補助金の部分も対象にして計算してよろしいよと

いうことで、２５年度、２６年度に全国でみなし償却をしているところについては、計算

をし直しするというところで、全国で２５年度にそうした切りかえをしたところはわずか

であったということから、全国平均の資本単価については、ほぼ変わらないだろうと。 

  淡路広域水道企業団でそうした資本費の計算の仕方を変えた場合に、かなりの資本費が

高くなるので、その差額に対して、先ほど財政課長が申した差額の資本の５０％が普通交

付税、３０％は特別交付税で措置されるというところで、かなり淡路広域水道企業団の高

料金については、南あわじ市もふえておりますが、淡路市の負担がかなり多くなっており

ます。当然、洲本市の負担もそうした制度の改正によって多くなってると。その多くなっ

てる部分について、なかなか財源措置として水道調整基金を積み立てしているので、その

ふえた部分について充当して、基金を取り崩して今回は措置するというところですので、

その全国平均の部分がどれだけになるかというのは、今のところわかりません。全国平均

の資本単価、高料金制度に対する資本単価がどのぐらいになるかというのはわかりません

ので、そうした部分を補うために、今回初めて、水道調整基金を崩して、その分に充当す

るという手法を用いたので、今後、どのような形にしていくのか、今回は特殊な事例が、

特殊な要因があったので、そうした形をとらせていただいているというところでございま

す。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今の答弁ですと、これは単年度の措置であるというふうに理解してよ

ろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   先ほど申したように、今年度は特殊要因があったので、

そうした基金を活用させていただいたと。今後、どのような形の推移をしていくのかわか

らないので、それはその時々に検討して、どうするかというのを決めていくということで
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御理解をいただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた５０％、３０％、２０％、２０％が市の持ち出しですよと

いう話でありましたけれども、これは淡路市、洲本市も同じようなことになってるんでし

ょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   当然、同じ淡路広域水道企業団での会計処理、資本費の

計算の処理は一つの特別地方公共団体でやられておるので、同じと。南あわじ市のふえよ

りも、淡路市のふえのほうが大きいということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この水道事業の基金というのは、統合時のときに積み立てるというか

別枠で置かれたものでありますけども、こういうふうに、これまでなかった制度で補完し

ていかなければならないところを補充するというような今回の対応ですけれども、これか

らは、この基金のあり方というのはどういうふうに考えられているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   今回、今、市長公室長が申しましたように、特殊な要因があ

ったがために基金を取り崩したというようなことであるわけなんですけども、今後も２８

年度以降のことは全くわかりません。同様に補助金がふえたままになるのか、とすれば、

やはり今年度、２７年度と同じように使っていくことになるでしょうし、さらに高料金に

ついてはふえる可能性もありますので、それはその時々に応じて、基金の取り崩しも考え

ていきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これは水道、ここを取り崩して企業団にということでありますけれど

も、８億というのは大きな数字でありますけれども、今後、水道料金の見直しというのは

歳出のほうになるんかと思うんですけども、この基金の取り扱いというのは、やはり慎重
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にして、市民の軽減に充てるべきだというふうに思いますが、そこら辺いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   当然、統合する前に市民の方からいただいた使用料をもとに

造成した基金でございますので、水道事業に充てる、慎重に取り扱いはしていきたいとい

うふうに思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ３４ページの総務費県補助金の中で、バス運行対策補助金、淡路交通

長田都志線分で３８１万４,０００円があるんですが、このことについて説明をお願いし

ます。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   バスの運行対策費の補助金でございます。淡路交通で

走っております都志線、長田線、鳥飼線に対する県の補助金が入ってまいります。この入

におきましては、各バス会社の路線のうちで、過去の実績をもとに計算しております。国

庫協調につきましては、過去３年間、２３年、２４年、２５年度分の実績を見て、それを

もとに２７年度分を予想しております。県の補助金におきましては、過去３年間、２３、

２４、２５年度分の平均をもって計算しております。あと、市の分担金につきましては、

実績をもとにしております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、いろいろ路線、淡路交通の路線もあると思うんですけど、この

長田線、都志線に限定されとるのは、何か条件があって、この分が上げられとるんですか。

それとも、ほかの路線についてはそういう対象にならないということなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今、委員おっしゃられたように、ある基準があります。

長田線におきましては、国庫補助がありますけれども、都志線、鳥飼線につきましては、
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国庫補助の対象になっておりません。それで、県の補助金につきましては、長田線と都志

線が２７年度対象でございますが、２７年度は、鳥飼線が県の補助対象にもなっておらな

い状態でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これも南あわじ市に入ってきて、これに上乗せして地方路線で支出の

補助金を出していると思うんですけども、これ、要は運行バスの補助金なんですけども、

運行の例えばダイヤとか、そういうことには南あわじ市は意見は言えないんですか。それ

とも、お金を出すだけで、淡路交通の考え方で、ダイヤなんかは、時間の変更とかはでき

ないんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   県の補助とか国の補助があるんですけれども、補助対

象額におきましては、自社経費というか、自社の努力分、それを引いた分を補助対象にし

ております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そういう経営的な面は今、よくわかるんですけども、要は、運営とか

そういうことに市民を代表して淡路交通に意見を具申するというようなことは可能なんで

すか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   それは、なかなか難しいことかと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   というのは、このたび、コミュニティバスもダイヤ改正でされて、利

便性の向上を図られるということで、いろいろと計画をされとるんですけども、この長田

線については、湊方面、西淡方面から洲本方面に行く唯一の路線やと思うんですけども、

どうも乗り継ぎが悪いということで、コミュニティバスのほうでいろいろ努力されて、考

えたんですけども、どうしても乗り継ぎのときに朝、早朝、３０分以上、４０分近く待た
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なければならないというふうなことで、それだったら、淡路交通のほうに意見を言ってい

ただいて、ダイヤの調整をしてほしいということなんですが、そういうことはできるんで

すか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   先ほど申しましたように、淡路交通のほうへは難しい

かと思いますので、できるだけらん・らんバスのほうの時間帯をもちまして、乗り継ぎを

うまく行かせるようにしたいと思ってます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、らん・らんバスのほうはやってもろうてんけども、２分程度し

か短縮でけへんわけ。それで、今、このことを聞いておるわけで。金だけ出して、意見は

言わないというのは、何か不合理なような気がすんねけども。金も出したら、やっぱり市

民の意見も吸い上げてもらって、そのことを相手側に言うと、お金も出すけども口も出す

と、そういう態度でやってほしいんですけど、どうですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   基本的には、先ほど課長が申しましたように、なかな

か難しい面がございます。ただ、公共交通につきましては、淡路交通も含めまして、県土

木と３市で話し合いをしております。その中で、そういった市民からの御要望があると、

特に通学、そういうような関係かなと思うんで、そういうようなお話はつないでいっても

別に支障はないんですが、ただ、強制権とか、その辺がございません。赤字路線でござい

ますので、当然、淡路交通のほうでやめると言われた場合には、非常に洲本市と南あわじ

市で、それをコミバスとかで負担することになりますが、非常に大きくなりますので、補

助金を出して、別に淡路交通の機嫌を伺っているわけじゃないんですが、このぐらいの金

額でできるだけ走っていただきたい。 

  ただ、話し合いの機会がありますので、そこでは十二分にこういう要望がありますよと

いうようなことはお伝えしていきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ５４ページ、雑入ですね。サンライズ淡路施設使用料１,５９６万３,

０００円、サイクリングターミナル施設使用料１,０１１万６,０００円ということで、こ

れは事業活動、営業活動に応じて、その利益に応じて市に指定管理料として支払われるお

金というふうに理解しておりますけれども、それでよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長兼企業誘致課長（阿部員久）   商工観光課長兼企業誘致課長の阿部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  先ほどの指定管理の施設使用料の件につきましては、基礎収入というのがございまして、

この収入のパーセント、サンライズにおきましては１３％、サイクリングにおきましては

１５％というパーセンテージで施設使用料をいただいております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その上にございます、うずのくにの南あわじ市施設使用料、これも指

定管理に伴う使用料収入ということですね。こういったお金、使用料として入ってきたお

金は、どのように会計処理をされていくんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長兼企業誘致課長（阿部員久）   指定管理の施設使用料ということですが、

雑入という形で歳入をさせていただいております。特に、このサンライズ、サイクリング

につきましては、その目的は定めておりませんが、うずのくに、これに関しましては、２

７年度からこの額を基金に積み立て、将来の改修等の費用に充てるというふうにさせてい

ただいております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の農業公園、淡路ファームパーク施設使用料についても、これも基

金に積み上げるということになっておると思うんですね。このサンライズとサイクリング

が基金として積み上げるということになっておらないという、その違いは何なんでしょう

か。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長兼企業誘致課長（阿部員久）   違いというのか、特に違いという形では

ないんですけど、サンライズ、サイクリングに関しましては、今現在、老朽化しておりま

して、非常に修繕等についております。これ以上の費用が市のほうから出ておりますが、

特に基金というような目的は定めておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   同等な施設ということから言えば、使用料として入ってきたものは一

旦、基金に積み上げて、そして施設改修に充てていくということがわかりやすいと思うん

ですね。お金の出入りがわかりやすい。ところが、雑入として入ってきたものを一般会計

の財政、歳入ということで取り扱っていくと、その施設の利用目的やら照らしたときに、

やはり施設使用料というのは、施設の維持費であったり修繕費であったりに充てていくと

いう考え方が基本にあるとすれば、それぞれについて基金を設けるべきでないのかという

ふうに思っておるわけですが、その点いかがお考えですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長兼企業誘致課長（阿部員久）   委員おっしゃるとおり、こういうものに

つきましては、そこへ還元するというのも一つの施策かと思います。将来、基金に積み立

てて、その目的を果たすというふうなことも検討していきたいというように考えておりま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   将来ということではなくて、次期の会計からそうするべきであると思

うんですね。このサンライズも指定管理をしてからもう何年にもなる。その間、確かに利

益を上げられるような状態ではなかったというのはわかるんですね。むしろ、施設改修費

が高くついているというのはよくわかるんですけれども、それにしても、一般会計に入れ

てしまうよりは、指定管理をしておくことによって、維持をしていこうとすることであれ

ば、やはり基金は、入るか入らないかは別にして、明確にしておくと、お金の動きは明確

にしておくということは、どうしても必要だと思うんですよ。その点、改善を今後お願い

したいというふうに思います。これは、そこまでにしておきますけれども、これはしっか

りやっておいていただきたいと思います。 

  それに関連して、もう１点あるんですが、ここにはちょっと出てこない、以前も、前回
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の臨時議会のときにちょっと質問をさせていただいた件なんですが、灘地区の集会所施設

だったですか、ここの建設維持に対して、寄附金があって、それを主に充てているという

説明があったかに思うんですけれども、そういうことも同じようなことかなと思うんです

けども、そうした基金の取り扱いに対して、財源があるというふうにおっしゃっとったん

ですが、あの財源というのはどこにあるんですか。この間、土井本室長が説明して、私の

頭の中にあるというふうに聞いておったんですけど、頭の中にあるだけではわからないん

でね。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   御指摘の点につきまして、私もちょっと知らなかったんです

けども、いろいろ調べてみますと、過去南淡町で、建設時に篤志家の方から３,０００万

円をいただいているという形で、旧町の段階での保管の仕方は財政調整基金に積み立てた

ということですので、その分につきまして、新市に引き継いでおります財調の中に含まれ

ていると解釈してます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、やはり特定の目的を持って出された寄附であると。先ほどの

議論でもありました応援寄附ということで、市のために使ってくださいということであれ

ば、一般会計にということになるかと思うんですけども、人形にしてもそうだし、特定の

目的を持ったものについては、やっぱり基金、ファンドをつくっておくということが筋で

はないのかなと。 

  それが減ってきて、もうその運用益も出てこない、出ていくばかりであるということで

あったとしても、どのように使われたかということは明確になる。年間の維持経費の中で

どんなに使ってどんなに足らなかったのか、一般会計からの補填は何ぼあったのか、こう

いうことをやっぱりわかるようにしておくということが、寄附をされたときの目的を明確

にする上でも大事なのかなというように思うんですよ。そういうお考えはないんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   黒岩の施設の件なんですが、当時は私、財政部、そんな

担当してなかったんですけども、聞くところによりますと、５,０００万寄附して、２,０

００万は諭鶴羽神社のおみこしか何かに使うと。３０万の部分については、そうした黒岩

の集会所を建てていただきたいということで、以前、灘の医師だった人が寄附をされたと。
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そこで、当時の南淡町の幹部の人と地域の人と話をして、そうした集会所については、よ

り有利な財源を使って建てたほうがいいんでないかというところから、辺地債を使って建

てたように思います。 

  ですから、今おっしゃられている３,０００万については、ちょっとあやふやなところ

があります。３,０００万で建ててくれというた部分は、もう建てとるんです。建ててお

るんやけども、町と本人と灘地域の方との話し合いで、より有利な財源を使いながら、そ

うしたものを建てたと。そうした部分があるんで、財政調整基金にその残りの分を置いて

おいて、果実相当分ぐらいを維持管理経費に充てたらどうやということの経緯があったん

で、そうした寄附に対して基金を置いたということではなかったということで、御理解賜

りたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、今後のことになるかと思うんで、これも以前、ちょっとその

ときの話の中で、歳出、お金をどう使うのかという話にもかかわってくることなんですけ

れども、できれば、その過疎地にあって、今後もそうした集会施設を維持していく上で、

特別努力が要ると、そういうことがあった場合に備えておくという意味からしても、灘や

黒岩集会施設基金でもつくっておけば、そこからのお金も出しやすいと。 

  そんな意味もあって、今後の将来性の、将来に対しての備えという意味もあって、明確

にしたほうがいいのではないかと。一般会計財政調整基金に入っていくと、やっぱり紛れ

てしまうという、それであれば、少し趣旨が生かされないのかなというようなこともあり

ますのでね。その点、一回これは経緯を踏まえて、もう一度考えを深めていただければな

というふうに思っておるんですよ。これは、将来の備えという意味でね。そういうふうな

考え方なんですけど、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   少し前までは、果実分がかなりありましたので、その分

で行けたんですけども、今後、一般財源でするというところで、一応、建てた部分につい

ては相殺はできとるんで、その部分については、今までずっと財調で財政担当部局のほう

で使った部分を整理しとるんですけども、それを基金に積んで、その集会所の維持経費に

充てるということまでもせんでもいいんでないかなと。 

  委員おっしゃられるそうした明確にすべきものについては、おっしゃられるとおりかな

というふうには思いますが、この件については、そうしたことは今後も一定の今、出して

るのは５０万程度やと思うんですが、そうした経費を出すというところでいいんでないか
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なというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと戻るんですが、２８ページの民生費国庫補助、これが昨年度

に比べまして臨時福祉給付金、これがかなり減額になっておるということで、国庫からの

補助金が１億２,５００万ほど減っとるということなんですけども、その中で、例えばセ

ーフティネットの関係などの予算もかなり減っているように思うんですね。これは国の考

え方ということになるかと思うんですけれども、生活困窮者に対する、あるいは生活保護

受給者に対するセーフティネットの予算削減というふうに理解をしていいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   今おっしゃられました臨時福祉給付金の関係

も、平成２６年度に引き続き、平成２７年度も実施されるということですが、支給額につ

きましては減額されたというところでございます。当初１万円が、今度は６,０００円と

いうことで、金額が減っております。 

  それから、先ほどの生保関係のセーフティネット事業なんですが、これも生活困窮者の

自立支援事業関係の事業とちょっと関係があるんですけれども、国の補助率がかなり減っ

たというところかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国の補助率が減ったということなんですが、セーフティネットの対象

者というのはどうなってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   セーフティネットの対象者は南あわじ市民全

体です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   セーフティネット、そのセーフティネットとして救済というのか、市
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民全般というようなことなんでしょうけども、金額が減るということもありますけども、

実際の事業としてどうなんですか。これは例えば、就労支援をしたりとか、具体的な項目

があったと思うんですよ。なかったんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   これ当初、セーフティネットですが、平成２

７年度からは生活困窮者自立支援事業の中に含まれるということなんですが、この中には

基本事業としまして、今言われました相談事業でありますとか、生活支援というような形

で、事業はさまざまにあるわけなんですが、これは社会福祉協議会のほうに委託をして、

地域福祉のために活用していただくというような経費でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   答えを聞きたいのは、例えば、セーフティネット、市民全体とはいう

んですけども、実際に考えられるのは、やっぱり生活保護を受けている方がそれ以上、生

活保護からどう離脱するのかとか、生活保護を受けるか受けへんかぎりぎりの人たちに対

してどうするのかとか、そういうメニューというか、あったと思うんですよね。生活保護

世帯もこれ、ふえてるんじゃないんですか。減ってるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   委員さん、何かもう全て、セーフティネット

事業関係でもたくさんありまして、何か一つを絞っていただければありがたいなとは思う

んですが。あくまでも、このセーフティネットというのは、市民全体ですが、生保の世帯

を見れば、南あわじ市内では二百数十人といったところなんですが、生活困窮者自立支援

事業、これに関しても、生活保護に至らない、それまでの支援というか、生活困窮者を支

援する形で、なるべく最後のセーフティネットの生活保護に至らないようなフォロー、ま

た就労支援等も含めまして、そういう支援を行う事業として、新たにこの事業が平成２７

年度から始まるというところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうした事業の内容については、また歳出のほうでお伺いしますけれ

ども、先ほどもありました個人市民税がかなり減ったりとか、市税の関係でも、法人事業
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税もふえとるように見えるけども、やっぱり厳しいんだろうとか、市民生活そのものがな

かなかまだまだ厳しさがあるという中で、こうした生活困窮者に対する制度の枠組みが、

補助の枠がなくなるということは、結局、総額でもなくなるし、下がるし、対象者がふえ

ているかもしれないのにそれが減らされるということは、大変厳しい話かなと。そのあた

り、ちょっと議論したかったんですけども、これはまた後ほどにさせていただきます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ２９ページの働く世代女性支援のためのがん検診推進事業というのが

あります。平成２６年度では１,０３１万８,０００円で２分の１補助だったのが、今回、

大幅に削減されておりますけれども、これはなぜこういうふうになっているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   健康課の小西といいます。どうぞよろしくお願いします。 

  この事業につきましては、以前は女性特有のがん検診ということで、子宮がん、乳がん

の無料クーポン券を配っておりました。これにつきまして、節目の人が対象でありまして、

それが１回目やっていったわけですけども、さらに今度、受けられていない方を中心とし

て、働く世代の女性支援という新たな無料クーポン券を発行するような形になっておりま

す。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、対象人数が減ったということなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   人数につきましては、無料クーポン券で受けられていない方

が中心でありましたので、ですから、２６年度ですけども、２１年度から２４年度までに

配布しました無料クーポン券を使用しなかった方が対象になっております。２７年度につ

きましては、２５年度に無料クーポン券を使わなかった方という形で上げさせていただい

ております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   これはそしたら、これまで無料クーポン券を配ってたけども、それを

利用して検診を受けていない方を今回対象にするという説明だったかと思います。そした

ら、これまで実施してきた無料クーポン券は引き続き実施するということになるんでしょ

うか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   今、２７年度事業につきましては、国のほうで要綱がはっき

り定まっておりません。それで、４月以降になると思いますが、その要綱を踏まえた中で

検討させていただきたいと思います。 

  それで、最初の質問ですけども、国庫補助金、国の補助金ですが、がん検診推進事業に

つきましては、２７年度からですが、交付税算入が３割あるというような形でありまして、

その分を差し引くという意味もありまして、個人負担金の半分の補助という形での予算で

補助金を置いております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、今の説明ですと、ここの国庫補助金としては少ないけれど

も、交付税算入があるので前年度と大して予算的には変わらないというふうに理解してよ

ろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   先ほども言いましたとおり、無料クーポン券を利用していな

い方で、さらに５年間がん検診を受けていない方という縛りが入ってきております。具体

的には、まだ国のほうから要綱が示されておりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   聞いてるのは、今回のこの国庫補助金として金額が上がってるのは少

ないけれども、交付税算入があるので、前年度とは変わらない金額になっているのかとい

うことを、ちょっと確認したいわけですけど。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   一応、国のほうの要綱に沿ったような形で、今年度事業につ

きましては検討させていただきたいと考えております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと質問と答弁が違うように思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   入ってくる分と出ていく分との質問じゃないんですか。 

 

○吉田良子委員   いえ、説明では、今回は金額は少ないけれども、交付税で入ってくる

からという説明があったと思うんですよ。そしたら、交付税で入ってきてる分をこちらの

ほうに回すということで、制度的にはこれまでと同じというふうに理解してよろしいんで

しょうか。 

 

○原口育大委員長   財源として変化があったのかという質問やと思うんですけど。この

事業費として、規模のことを聞いておるんですけど。 

  健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   財源としては同じ国の補助金が特定財源という形でございま

して、あと、無料クーポン券ということですので、一般財源を使うような形になってきま

す。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、無料クーポン券を、入ってきた地方交付税の中から今後も

活用して、利用者に配布するというふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   そのような形で進めてはいきたいと考えておりますけども、

今、具体的には国のほうの指針を見ながら、補助要綱等を見ながら検討させていただきた

いと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   国はどういうふうな考え方かはちょっとわからないんですけれども、

これまでやっぱり実施してきたやつは、後退させないという立場が必要ではないかと思い

ますが、どうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   出るほうは、また出るほうでお願いします。財源としては今の答え

で。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ５１ページの雑入に、一番最後の説明のところに、太陽光発電売電代

とあります。それで、５５ページの下から３行目にも同じく、同じ名称があります。まず、

これの違い、それからお聞きします。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   管財課長の富永と申します。よろしくお願い申し上げます。 

  まず、５１ページの太陽光発電売電代５７万８,０００円でございますけれども、この

分につきましては、緑庁舎太陽光発電の売電代が入っております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   教育総務課長。 

 

○教育委員会次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   私は、教育委員会次長兼教育総務課長

の藤岡でございます。よろしくお願いいたします。 

  ただいま御質問のございました５１ページのほうの太陽光発電の売電代でございますけ

ども、私の教育委員会のほうで把握してます数字は、このうち５６万８,０００円につき

ましては、小中学校の屋上等に設置しております太陽光発電による売電代、それと、５５

ページに計上しております太陽光発電の売電代１４万５,０００円につきましては、今ま

では倭文の防災センターの屋上ということで売電代の経費を上げておりましたんですが、

平成２７年度につきましては、市民交流センターとか公民館とか、位置づけが変わってま

いりましたので、予算計上のほうは教委のほうで１４万５,０００円という形で計上して

おります。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 
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○登里伸一委員   この二つの箇所で、市の全ての太陽光発電の売電代が入っているんで

しょうか。まだほかにありますか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   この二つの項目で全てであると思います。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   今、全てが入っておるんでしたら、この全ての設置費用とは幾らにな

っておるんでしょうか。今でなくて結構ですけども。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   申しわけございません。緑庁舎の分につきましては、今ちょ

っと資料を持ち合わせておりませんので、また後刻、報告をさせていただければと思いま

す。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   もう一つ、再生エネルギーに関しましては、風力発電があると思うん

ですが、これはどこに載っておるんでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○登里伸一委員   わかりました、もう答えはこっちで言ってくれとりますので、結構で

す。費用対効果的なものでもないんですけども、一応、お聞きしておきます。判断に関係

ないんですけども、お願いします。 

 

○原口育大委員長   教育総務課長。 

 

○教育委員会次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   学校のほうに設置をさせていただきま

した当時の工事費でございますが、７校で１億３,２００万程度でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 



－ 64 － 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３７ページの放課後児童健全育成事業補助金国庫補助事業のこの制度

の仕組みについて、説明をいただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   放課後児童健全育成事業、いわゆる通称学童

保育と言っている事業でございます。これにつきましては、国と県と市が３分の１ずつの

運営費を持つというような形で、今現在１０カ所ですが、次年度からは１１カ所というと

ころで算出をした補助金でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それはわかるんです。この４カ所、６カ所、１カ所と、補助金の金額

が違いますよね。これの説明をしてほしかったんです。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   これは、児童の各クラブの人数によって、国

の運営費が異なります。一番上の１２１万７,０００円、これは１０人から２０人、２１

３万７,０００円については、２０人から３５人だったかと思います。済みません、一番

上は、１０人から１９人です。２１３万７,０００円については、２０人から３５人です。

３４２万７,０００円については１カ所、これは広田になるんですけれども、３６人から

４５人、こういうふうな運営費の国の基準によって算出をしております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   新しい子ども・子育ての関係で行けば、１０人以下でも開設ができる

というふうに理解しとったわけですけれども、９人以下ですか、その場合の補助基準とい

うのは、これはないからこうなっとるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長兼少子対策課長（田村愛子）   この予算の時点ではなかったんですが、２７
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年度からは１人からの運営の基準も設けられておりますので、またそれについては算出に

よって入るということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この間も聞いとったら、アンケートをとったよりも来る人数が少ない、

１０人以下のところもあるというようなこともあったんだけども、この予算上では、そう

いうの、少人数のところは認めてないのかなと思いまして、心配になってちょっと質問さ

せてもろうたんですが。そういうことができるということであれば、それはそれで結構で

す。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は、２時１５分とします。 

 

（休憩 午後 ２時０１分） 

 

（再開 午後 ２時１５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   先ほど、登里委員から御質問のありました緑庁舎の発電設備

についての御説明を申し上げます。 

  建設につきましては、平成１１年でございますけれども、その当時の建設費用としまし

て、７,０００万円を要しておりました。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ページ５４ページの浮体式多目的公園施設について聞きたいと思いま

す。このメガフロートですね、これ、今後予想される震災等において、このメガフロート

が福良湾にあるがゆえに危険があるということで、これを処置するかどうかというような

ことを言っていたように思うんですが、その後、それについてはどういうようになってお

りますか。 
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○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   水産振興課の榎本と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  メガフロートの件につきましては、２５年度の末やったと思いますけれども、津波、そ

れから地震対策ということで調査をいたしまして、四つの場に分けまして、それぞれの影

響について調査しております。 

  その中で、最終的には予算的なこともございますので、一番費用対効果のある、予算的

にも安くつくということで、撤去というふうなことで、我々サイドのほうでは決めてお

ります。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長の話では、最終的に、先ほど言うたように、湾内にこういう

設備があることによって、津波の場合に危険が増幅されるので、撤去ということを言いま

したけど、これをつくった経緯、これはやっぱり、今これ、福良漁業組合に指定管理を出

しておると思うんですね。これ、見ておりますと、使用料が２００万余り入ってきとると

いうことは、たしか、この使用料は売り上げに対する１０％であったと思うんです。です

からこれ、売り上げが２,０００万余りあるんかなと思うんですわね。 

  これも一つは、福良の漁業組合の指定管理を受けて運営をするがゆえに、漁業組合の収

入源にもなっておるというふうに思うんですね。それと、もっと言えば、これを、釣りを

利用して楽しんでおる人もおるわけですね。これ、年間会費、５万円か６万円ぐらいであ

ったと思うんですが、年間通し券を買ってこれを利用しとる方、どれぐらいおりますか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   済みません、きょうちょっとその資料を持ち合わせてお

りませんので、後ほどまたお知らせしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それでね、課長。これ、津波防災の観点から言うたら、これがあるが

ゆえに危険だから撤去するというのは、それはそれでええと思うんですよ。ただし、これ

を利用して釣りを楽しんでおると、利用者がやっぱり何百人かおるはずなんですね。これ

をつくったときの経緯は、やっぱりそういう人のためにもということでつくっておるんで
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す。 

  撤去するなら撤去するでええと思うんですが、この利用者に、利用者を今後、こういう

準ずるような施設をつくって、その人らに対応するのか、もうこういう釣りをするという

のは完全に市としては撤去してしまうのか。近所に釣り堀公園というのがありますわね、

民間で。これを、メガフロートの場合は、施設、場所を借りてお金を払ってそこで釣りを

するということで、釣り堀とこのメガフロートとちょっとシステムが違うわけですわね。 

  そやから、撤去するのは撤去するんでええんですが、漁業組合の方と、あるいは利用者

の方とのそこらの調整もしとかんと、危険やから撤去する、それでやってしまうというの

はいささか利用者にもいかんのでないかとも思うんですね。そこら、どんな考えを持って

ますか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   福良の漁業組合につきましては、撤去の方針であるとい

うふうなところを打診はさせていただいております。ただ、今、委員さんもおっしゃられ

ましたとおりに、収益を上げておる施設でございます。漁協さんのほうも、その辺はかな

り当てにされておるようなところもございまして、以前はいわゆる譲与していただけない

かというふうなお話もございました。 

  しかしながら、なかなか危険施設というか、津波が来た場合、湾央というか、民家とい

うか住宅のほうを向いて流れてくるというふうな結果が出ておりますので、もし仮に地震

が起きまして、津波が来た場合には、もうどうしようもなくなると。自行能力がございま

せんので、流れるに任せるようなことになってしまいます。 

  そういった施設をそのままにしておくというふうなところは、大変、将来的にも危ない

施設でございますので、その辺は、最終的にはいずれにしても撤去しなければ、これを補

強してとめるというふうなことも考えられますけれども、それは非常に考えにくいという

ふうなところがございます。まだ、福良漁協さんとは最終的な同意はいただいておりませ

んけれども、そういうふうなところでお話は進めさせていただきたいと思います。 

  それから、釣り人の方々につきましても、これが、この話が本決まりになりましたら、

そういうふうなところを広報させていただきたいというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   こんなことはもう言わんでもわかっとると思うんですが、メガフロー

トというのは、ある意味では水産振興の魚礁にもなっておるわけですね。ですから、もう

今、課長の言われたように、これはもう危険な、地震・津波が来たときにはもうこれは危
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険なもの、これはもう間違いない。これを撤去するなら撤去するでええと思うんですが、

やっぱり関係者と十分話をして、やっぱりそれにかわるべきものが必要なら、やっぱりそ

れも考えていかんといかんと思うんですね。 

  そういうことで、終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   私からは、松くい虫の関係で、歳入４４ページ、それから、もう一つ

前の４１ページ。４１ページのほうは、林業補助金ということで、これは補助事業と、そ

れから、４４ページは委託金になってますね。この補助事業というのと委託事業というの

は、どないに違うんですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   農林振興課長兼農業共済課長の宮崎です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  補助金につきましては、県２分の１となっておりまして、委託金につきましては、県の

知事命令ということで、県から全額をもらってやっている事業でございます。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと、補助と委託の使い分けがちょっとわかりにくいんですけれ

ども、いずれにしても、補助事業、それから委託事業そのものが２６年度に比べまして、

約半額になっておるということなんですね。この理由は何でしょうか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   これにつきましては、当初、阿那賀地区

を入れてあったわけなんですけども、それが減ったのと、また、全体面積もかなりそうい

う松の関係が減ったということも原因となっているということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それは、被害が減ってるということなんですか、それとも、松くい虫
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の被害が拡大をして、松がなくなったから減ったということなんですか。どちらですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   松自体が枯れたりして、またなくなって

るということもあろうかと思いますけども、松自体がそういう形で、全体的に減ったとい

うことになります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   慶野松原を見ましても、いわゆる大径木と言われている文化財的価値

があるもの、あるいは防風林として役立っているものが裸状態になってきている。考えよ

うによれば、もう放っておけば、枯れてなくなって、松くい虫防除対策をしなくてもよい

と、文化財は守らなあかんけれども、防風林ぐらいなくなっても構わん、あるいは、林業

として松がなくなっても構わんというような印象も受けるんですね。こうした対策費が減

っていくということは、そういう、何か放っておかれているような感じもするんですよ。

その点はどのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   御存じのように、教育委員会のほうでの

松くいの関係の散布、それと農林振興課のほうの散布というような形で分かれてはくるわ

けなんですけども、それにつきましても、私の農林振興課のほうでも地上散布のほうを十

分、こちらのほうも実施しているように考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この松が結局、対象面積が減っておるということは、そこから松がな

くなっているということではないんですか。つまり、これまでの防除効果がなくて、松が

枯れてなくなったと、幾らお金をやっても枯れてしまったと。結局、そのやり方なり、方

法なりに問題があって、目的が達成できずに松がなくなったということになってるんじゃ

ないんですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 
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○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   御存じのように、航空防除なり地上散布

なりを実施しているわけなんでございますけれども、こちらのほうとしては、何もやらな

いということになれば、その松も枯れていくということで、その松を守るためにも、この

事業にのっとってやっているわけでございます。 

  それで、枯れてなくなっているというような形で、伐倒して、そういう木がなくなって

いるということも事実でございます。これからもそういう枯れてるのはそういう形で伐倒

していくわけなんですけども、守るというような形の中で、これからも進めてまいりたい

と思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   お金を減らすのは簡単なことなんですよね。ないから、見にきたら、

そこに松がないのに、それだけの対象面積の予算はつけられませんよというのは、これは

県の言い分でしょう。だったら、そのものを再生するとか、あるいは小さい松に対して防

除をするとか、そういう予算というのはつけられないんですか。養生して、小さい松であ

っても植樹をした松が育っていくように消毒をする、あるいは植樹に対して支援をする、

再生をする、そういうことも大事だろうと思うし、防除の方法も、地上散布、空中散布、

樹幹注入、そういうものをもっと複合的に組み立てをして予算を確保するということが大

事なんじゃないんですか。どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長兼農業共済課長（宮崎須次）   今、委員おっしゃられるとおり、こちら

のほうも樹幹注入なり、その辺は予算で獲得して実施しているところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、予算が減ると、対象面積が減ってるということになれば、

損失しとるわけですよね。大きな損失をしてると。そのことについて、どのように考えて

おられるのか、また、再生をしていくということについてはどのようにお考えになってお

られるのか。そういう点も必要なんじゃないんですか。 

 

○原口育大委員長   それは、財源の確保の話ですか。 

 

○蛭子智彦委員   財源の確保ですよ。減ってるということは、確認しよるんですね、今。
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何で減ってるんかということを確認しとるんです。そしたら、阿那賀でもなくなっとると

かなんとかおっしゃってましたよ。ということは、山の中に防除するべき松がなくなって

るということを説明されているように聞こえたんですよ。そのあたり、もう少し説明いた

だけますか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   農業振興部の神田です。よろしくお願いいたします。 

  委員さん、昨年度に比べて大分航空防除から伐倒駆除、減っとるんじゃないですかと、

予算も減っておるじゃないですかと、事実そうなんです。会派のときの松くい対策につい

て、私のほうから概要を説明させていただきましたけども、県が松くい航空防除する地区

は、防災区域に指定されます。防災区域はどういうものかと、防災区域といったら、多目

的機能が持てて、被害の防止をする重要な地域を防災地域にしております。市の防災区域

もあります。市の防災区域には、マツタケ山とか、収益が上がるところを中心に防災区域

を設定しています。 

  それに向かって、航空防除を例にとりますと、６２１ヘクタール、去年までしておりま

した。その地区というのは、兵庫県で今、７市町が実施しとるんですけども、一番、兵庫

県でナンバーワン、６２１というのは一番多い面積でございます。市としても、この地域

を守らなあかんということで頑張ってきました。このたび、地区の見直しということで、

県の職員並びに県の森林組合の関係の方も現地に入られまして、確認をしたと。御存じの

とおり、二、三年前から猛暑がありまして、松が大分枯れてしまっておるということで、

防災区域の見直しをされました。現に今、面積が６２１ヘクタール、松くいの散布をして

おったんですけども、今現在が３８５ヘクタールまで減っております。 

  当然、そうなれば防除区域も減ってきますので、面積が減ってきとると。ただし、市と

してはそのままでは行きませんので、今後、委員さん言われるように、沼島とか吹上とか

慶野松原、防風林とか保安林、この辺を重点的にとにかく守っていかんかということで、

この間も伐倒駆除、１１２本、慶野松原を例にとりましたら、１１２本を伐倒駆除してお

ります。次にうつらないように。教育委員会の慶野松原のほうに、伐倒駆除を何ぼしたん

ですかと言うたら、４００本したということで、５１２本、慶野松原付近で刈っておりま

す。それについても、民地の枯れた松を、なかなか行政が刈ることはできません。県にお

願いして、県単で支援いただいて、地権者の了解をもうて、お互いに、地権者で、刈れる

ところは刈ってくれと、大木でどうしても民間のほうで刈れない場合は、県単の事業を使

うて、クレーンもやって刈っていって、とにかく飛散せんように努力はさせていただきま

した。 

  それと、慶野松原を美しくする会ですか、元気松、このたび５００本植えております。
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こんな運動を、植樹したり、この辺の運動の輪を広げていきながら、松を守っていきたい

なというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   要は、財源の確保の話なんですよね。いろんなやり方がある、実際に

慶野の根上がり隊とかいって、若い女性が頑張ってやったら、ボランティアが１００人ほ

ど集まって、子供も含めて１００本植樹をやった、そういうようなことをやると、近くの

自治会も、うちもやろうということで、これも１本１５０円の松を１００本買うて植える

と、いろいろ努力はしとるんですね。 

  先ほどおっしゃったように、民有地の松を伐倒するというのは大変なんだと、最終的に

県単ということで思い切ったことをやっていただいたんですけども、その民有地について

も、枯れ始めてるぞということを所有者の方に、仮にこれは、もう大きな会社のことだっ

たんでね、大きな会社だったんで、すぐにやってくれるかと思っとったら、やってくれな

かった。３年くらい放置していましたよね。最終的に、８割ぐらい枯れてきてから、もう

県に泣きついたんと違いますか。 

  そういう大きな会社でもそうなんですよ。慶野で言えば、慶野ばっかり言うて申しわけ

ないんですけども、枯れた松がやっぱり立っておるわけですよ、いまだにまだ。それは、

民有地というても、やっぱりそれだけの経済力がなかったり、共有地だったりしてなかな

かやりにくいというようなことがあったりして残っておるわけなんですけども、伐倒駆除

をする、航空防除をする、植樹をする、樹幹注入をやる、小さな松を大きく育てるための

施策をとるということを総合的に進めていかないと、この松は保全もされないし、再生も

されないと、そういう角度から、県の事業費をもっととってほしいと。県も、井戸知事に

ももっと言うてほしいと。もっとやってほしいということをちょっと言うとるわけなんで

すね。市も努力しとるわけでしょう。昨年でも、教育委員会も、市単で随分やってると思

うんですよ。県がばっさり切って、松を切らんと予算を切るというような感じでやってき

たもんで、かなり市としても負担していると思うんですよね。 

  だから、そういう努力もしとるということで、これだけのばっさり切ってくるというこ

とは、やっぱりこれは、市の予算を認めないという話じゃなくて、県の予算を認めないと

いうぐらいの話なんだけども、そういうことをもっとやっぱり提言し、予算をとってきて

ほしいと。これは、農業振興部長もやっとると思うんですけどね。 

  副市長、聞いてもろうてますか。 

 

○原口育大委員長   矢谷副市長。 

 



－ 73 － 

○副市長（矢谷浩平）   副市長の矢谷でございます。委員、今御指摘の点につきまして

は、松ですね。この間、ちょっと調べたんですけれども、全国的には昭和５０年代ぐらい

が一番松枯れの被害の大きかった時期で、随分、全国的に見ても、あるいは兵庫県内で見

ても、かなり減ってきております。 

  さはさりながら、被害が減ってきているというのは、先ほど、担当課長のほうから答弁

させていただきましたとおり、松自体がもうなくなってきているんじゃないのと。そうな

ってまいりますと、やはり残された松はしっかり守る、それから、新しい松を育てていく

と。当然、莫大な予算がかかってまいりますので、機会あるごとに、県民局長あるいは県

の本庁のほうに、機会があるごとにその点については要望していきたいと考えております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   ３５ページ、この老人クラブと単位老人クラブのことについてお尋ね

しますが、老人クラブのほうは、今回、南あわじ市が統一したと、一本化ということで、

補助金はすっきりしとるわけですが、この単位クラブの、要は２０３ですか、これは私の

調べたときは２００だったんですが、もう早や２０３にこのたびなっとるんですけど、

徐々にふえていくような感じもするわけです。 

  この単位老人クラブのふえていくのに対して、これはどういう規定があって補助金をお

ろしているのか、そして、ふえても無条件で補助金を出していくのか。最終的には県の補

助に対して、上積みをした中で、南あわじ市のほうからかなりの額が出ております。そう

いったことを、ひとつ説明をお願いしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   長寿福祉課の大谷と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  老人クラブの補助金につきましては、昨年も同様ですが、２７年度も同じように、月３,

５００円という額の１２カ月というようなことで算定された額を補助させていただいてい

るところでございます。 

  先ほど、単位クラブの分ということでございましたが、単位クラブにつきましては、年

間９万円というふうな額になります。それで、あと、２５年度から健康増進ということで、

市単独で２万円を上乗せさせていただきまして、さらに健康に留意していただきたいとい

うようなことで追加させていただき、トータル１１万円が単位クラブのほうに当たってい

るというようなことでございます。 



－ 74 － 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   いやいや、その規定はよくわかるんですけど、十二、三万ということ

で、クラブ。しかしながら、ふえていますわね。これは無制限で、これはふえればふえる

ほど、クラブがふえても、もう無制限で補助金を出していくのかということを聞いておる

んです。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申しわけありません。ただいま、２００クラブというこ

とで、それが２０３クラブにふえているということなんですが、これにつきましては、単

位クラブで５０人規模以上についてクラブとして認めさせていただこうということが基礎

にあります。そういうことで、昨年ですが、クラブを追加してもいいかというような御相

談がございまして、それで、それを加味したところが２０３というようなところで、今回、

２０３で算定のほうをさせていただいているというところでございます。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   いや、ちょっと答弁に。ということは、要は、これから２５年にはや

っぱり団塊の世代も高齢者になると。そういった中で、老人というのはかなりパーセント

がふえていきよるわな。その中で、クラブが、その規定のとおりしてふやしていきよるわ

けやな。そのふやしていくのには、何ぼふやしても無限大の中で、要は補助金を出すんか

と言いよるんです。それだけのことや。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ５０人規模の部分がふえるということにつきましては、

これはそのとおり、ふやさせていただくということになります。この２０３というところ

につきましては、現在、マンモス化したクラブがございまして、そういうところが分かれ

ていくというようなことを言われておりますので、そういうことから２０３というような

数字を。人口規模に応じて、それなりにふえていく分は対応できると思うんですが、たく

さんふえることによって、基準というものが変わってくると、全てふえただけ支払うとい

うのは、これは困難になるのかなというふうに感じます。 
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○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ちょっとわからん。僕が言いよるのは、要は、この老人の補助金もか

なりいろいろとあるわな。そやさかい、その中で、クラブが何ぼふえてもこれから払うん

か、制限があるんかと言いよることで、簡単なことやで、これ。私の資料を集めたときは

２００やったんやから、それが２０３になっとる。これ、２０５になっても払うんかと言

いよるわけや。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   県の基準のとおりで、２０５になってもそのように補助

金をとっていきたい、払うということでございます。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   それと、最終的に聞きますけど、クラブ単位で補助金をおろしよると。

それと、南あわじ市一本で老人クラブに補助金をおろしよると。これは、南あわじ市とし

て、結局、クラブそのものがそれぞれ小学校区単位の中で、伊加利なら伊加利を例にとり

ますと、三つあると。それを、三つ合わせた中で、伊加利の今度は支部というんですか、

どないなるんですか、これは。単位クラブの次は、どういうような組織になっとるんです

か。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今回、支部ということをなくすということで、旧町単位

の組織については、一応、解散ということでさせていただきます。その部分のいわゆる活

動費、市労連の補助金をもってしておったものにつきましては、小学校地区で活動してい

ただけるというようなことが老人会のほうで協議されております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ５９ページの市債の学校教育債、辰美小学校教室増設事業が載っとる

んですけど、この増設の理由は何ですか。 
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○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   辰美小学校では、いわゆる少人数学級

で授業を行うための教室が不足しているということで、今回、多目的教室の増設を２７年

度に計画をしているところでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、辰美小学校は、１学年ずつで６クラスやと思うんですけど、そ

れ以下の教室というようなことになるんですか。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   現在、授業にもよるんですけども、１

クラスの授業を２クラスに分けて、少人数で授業を行うということを他の学校でもやって

おりますけども、辰美小学校ではそういう教室がないということで、特別教室を使いなが

らやったりもすることもあったとは思うんですけども、そういう目的の教室がなかったと

いうことで、今回、スペースを利用して多目的教室を増設させていただくということで計

画をしております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何か、聞くところによると、あそこ、オープン教室というか、何か廊

下と教室が一緒になったような建物で、勉強する子が何か、いつも寒いというか、風邪を

ひいておる子が多いというようなことで、そこを間仕切りするとか、そういう考えはない

んですか。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長兼教育総務課長（藤岡崇文）   現在のところ、教育委員会のほうでは

そういう計画は持っておりません。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   できたら一緒に、改造するんだったらもう、廊下と教室と間仕切りし
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て、そういう従来のような設計にしてほしいと、これ、そういう声があるんですけども、

要望しておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ４２ページ、避難所等井戸設置事業補助金というのが出てるんですけ

れども、この避難所というのは、今、何カ所あるんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災課の課長の藤本です。よろしくお願いいたします。 

  避難所の拠点避難所については、２１カ所でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、金額的には２分の１補助で２０万ということなんで、これはも

う何カ所分なのか、また、井戸を設置する場所が決まってるんか。そして、今現在、この

２１カ所の中に井戸のあるところとないところ、何カ所あるのか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   この井戸の設置のほうにつきましては、今現在、県のほうの

補助の事業ということで、今回、出させていただいてます。これにつきましては、まだ県

のほうもはっきりとした、きっちりとした要綱ができてないという部分もございまして、

まず、掘ったとして、もし出なかった場合どうなるのかとか、いろいろ諸条件がまだまだ

決まってない部分がございますので、今、現状でしている分については、阿万の小学校で

１カ所ということで、要綱等が決まれば、またそこからいろいろそこの様子を見ながら進

めていきたいなと思ってます。今現在、１カ所の部分で上げさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   現１カ所でやっているんやということなんですが、これ、この井戸を

つくる目的は何なんですか。 

 



－ 78 － 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   県の要綱のほうにつきましては、避難所のほうにおいて、か

なりこれまでの震災の中でトイレの不便が、トイレの水の確保というのが非常に問題にな

ってきたということで、その部分の対応ということで、簡易な形で井戸をつくればという

ようなことで聞いております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、インフラの関係につながってくるというふうに思うん

ですが、２１カ所あるということになって、今現在、この井戸があるところというのは何

カ所かあるんですか。 

 

○原口育大委員長   わかりますか。 

 

○北村利夫委員   またでもいいよ。別に、大きな問題違うねんから。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これはちょっとまだ、確実な数字をつかんでないので申しわ

けないです。また調べて、御報告をさせていただきます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ４２ページ、防災ベッドですね。これは県の支出金、また、あと国も

負担をすると。国がたしか２分の１で、県が４分の１、市が４分の１ということで１０万

円というようなことでなってたかと思うんですが、この防災ベッドについては、１０万円

というようなことになっておるんですけども、１０万円ぐらいであるんですかね。ちょっ

と調べたら、これでは足りないような感じもしとったんですが。この考え方について説明

いただけますか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長兼都市計画課長（原口久司）   管理課兼都市計画課長の原口でございます。

よろしくお願いします。 
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  この防災ベッドの関係ですけども、以前からわが家の耐震事業ということで、耐震工事

等、いろいろ県のほうで施策で補助をしてまいりました。ただ、この耐震化率がなかなか

進まないというふうなこともありまして、２６年度、昨年、市のほうから県のほうにこう

いう簡易な防災ベッドなり簡易シェルターの補助の設置ということで要望してまいりまし

た。 

  その結果、２７年度から新規事業ということで、防災ベッド等ということで、簡易防災

ベッド、それから、木質のシェルターの補助の制度を始めております。それで、以前から

の耐震事業と同じように、旧耐震の昭和５６年５月以前の住宅に係るもので、耐震性がな

いというふうな家を対象にしまして、限度額が県のほうでは１０万円。 

  それから、その負担割合ですけども、先ほど委員おっしゃいましたように、国が２分の

１、県が４分の１、市町４分の１ということでございますが、大体、本体と設置費、輸送

費等を含めて３０万円ぐらいかと思っております。入のほうでは、ですから、先ほど言っ

たように、こういう補助率というふうなことになっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   何か、事業の概要の中で、これは歳出のほうにもかかわってくること

なんですけども、本体は補助ですると、設置したりするその移設費というのか輸送費とい

うのか、それは負担していただくというような、そんな説明であったように思っとったん

ですけども。そうじゃなくて、上限１０万円で、３０万かかるとしたら、残りの２０万は

個人負担という考え方ですね。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長兼都市計画課長（原口久司）   今申しましたのは、補助が１０万円というふ

うなことで、国・県の補助が１０万円ということで、市のほうからの上乗せは輸送費と設

置費を除いた分の程度の補助率を考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、上乗せを市がすると、特別にやるということですか。

それはよくわかりました。以前から、これは私も一般質問で取り上げてお願いしとった面

もあったんで、そういうことであれば。実際的には大体、価格というのはわかりますか。

大体。 
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○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長兼都市計画課長（原口久司）   大体、２０万円程度と思っております。輸送

費と設置費をのけた分で２０万円程度と考えております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（Ｐ.６０～Ｐ.６１）～款２．総務費（Ｐ.６２～Ｐ.９１） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、歳出に移りたいと思います。 

  款１．議会費、款２．総務費、ページは６０ページから９１ページまでです。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   ページ７８ページ、１０目大学連携推進事業費の関係で、大学入学奨

励金１,８００万円出ておりますけども、まず、ことし、２６年度の吉備大学について、

入学者はどれぐらいありましたか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２６年度におきましては、５０人でございました。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   あれ、定数はたしか６０やったと思うたけど、５０人だったんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   定数は６０名で、入学者は５０人でございました。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   昨年、オープンから３年目やと思うんですけども、オープン時も定数

割れ、去年もたしか、一般質問で聞いたときには定数割れ、ことしは何とか６０人に持っ

ていくというようなことで、市長もかなり力を入れて、そういう方面でいろいろ支援とい

うかするように聞いておったんですけども、具体的にことし、この中で新たに吉備大学の

支援について、新たな施策というか、具体的に予算の中でどういう施策を考え、昨年と変

わったような点はあるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   施策としましては、今言われたように、入学奨励金で

ございます。今現在のところ、あと、後期試験とセンター利用が残っておるんですけども、

５０人を下っていないような状態でおります。６０人行ければなというふうな希望を持っ

ております。 

  あと、支援でございますが、大学連携推進協議会というのをつくりまして、大学と協議

会とで連携を図っております。それで、このたび開校３年目になりますので、学生がちょ

うど一般課程から、今度、３年生でありますので、専門課程のほうに移りまして、各ゼミ

であるとか、先生方の研究室に入ってくるようになります。そこで、それをきっかけにい

たしまして、大学のほうで各専門研究会というのを八つほどつくりまして、そこで学生、

先生との支援をしていく予定でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   吉備大学につきましては、特に鳥獣害で、今、問題となっている野生

動物の関係で、かなり今までの市としての取り組みとか、それとか、食肉といいますか、

そういう関係で活躍というか、研究されておるんですけども、その辺についてもっと支援

するような方策はないんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   鳥獣害を研究されている先生もございます。昨年は、

これからどうしたらいいかということで、今までの実績から数字をまとめたところでござ

いますので、来年あたりは、これらをどうしていったら鳥獣害が減るのかというところの

部分にかかわってくるようでございます。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   聞くところによると、学生さんとか先生方でも、そういう狩猟免許を

とって、今、深刻なこの鳥獣害に対してみずから行動で示そうという先生もおられますの

で、その辺を、行政として一番困っているところなので、大学の力を借りて、もう少し効

果的な、これ、農林振興の話になると思うんですけども、施策を提案なり実現させていた

だいて、何とか大学の名前も上がるし、鳥獣害の対策にもなると。その辺を考えていただ

いて、今後、この１年間やってほしいと思うんですけども、どうですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   鳥獣害につきましては、モデル地区といたしまして、

現在、馬廻地区のほうに入っております。それで、これからなんですけども、捕獲のおり

だとか、狩猟免状、そういうふうな資格をとるのに少し補助ができていけばなというふう

に思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そうしたら、イノシシ、この間１匹持って帰って解体しとるというん

ですけども、どういう利用の仕方を、何か聞かれておりますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   捕獲をして、解体を学生と先生がしております。今、

その解体したお肉を冷蔵庫に保管しておりまして、それを何とか創作料理に生かせないも

のかなということで、研究もしておるところでございます。まだ業者とか、連携につきま

しては、そこまで行っておりません。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は、３時１５分とします。 

 

（休憩 午後 ３時０４分） 

 

（再開 午後 ３時１５分） 
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○原口育大委員長   再開します。 

  水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   済みません、先ほど印部委員さんからのお尋ねにありま

したメガフロート、海釣り公園の２５年度の入場者数でございますけれども、１万２,６

２７名でございます。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   北村委員さんのほうの回答で、深井戸につきまして、現在、

学校の部分につきましては、あるのが榎列小学校、市小学校、福良小学校、北阿万小学校、

広田中学校、西淡中学校、三原中学校で、そのうち、今でも使っているという部分につい

ては、北阿万小学校、広田中学校、西淡中学校、三原中学校となっております。あと、避

難所のほうの拠点という部分につきましては、福良小学校、広田中学校、西淡中学校の拠

点３校になります。あとについては、広域拠点という形になっています。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   拠点が７カ所ということだったんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   拠点があるのが３カ所になります。福良小学校、広田中学校、

西淡中学校の３校です。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、避難所としては２１カ所指定してるということなんですが、い

わゆる水の必要性というのは、その拠点だけじゃなしに全部に必要なはずなんですよね。

ただ今回、１カ所だけに予算がついてるということなんですが、これ、順次、その分は拡

充していくというような予定はあるんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 
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○防災課長（藤本和宏）   この深井戸につきましては、当初、知事の深い思い入れがあ

ったというところで、その中で公立の学校というような中で、学校が避難所になっている

ところが多いというような中で出てきたお話かなと思っております。 

  それで、私どもについては、公民館なり学校なり、公の施設が避難所になっているとこ

ろが多いので、そこら辺につきましては、井戸の掘るということに関して、なかなか水と

いう部分でいろいろ周辺とのいろいろなことがあろうかと思いますが、そこらについては

現在あるところなり、状況を把握した中で、いろいろと考えていけたらなということで、

したいと思います。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ８０ページの防災行政無線整備事業費についてお尋ねをするわけです

が、この事業に関して、私の認識では、１５年ぐらい前ごろには防災無線というか、住民

に対して、言うたらさまざまな情報伝達手段として、防災行政無線を活用するか、南あわ

じ市、西淡町と三原町としとったように、ケーブルを普及することによって、日常的にも

さまざまなケーブル、テレビの受信とかそういうことでやってきたという方向にあって、

今回、なぜこの１９億ものお金を使って、これ見とったら、災害時の気象予報、緊急通報、

避難誘導放送、救援・救助、復旧活動のための連絡通話、気象情報の予告放送等というよ

うなことに活用しますというようなことが載っておるわけですが、災害を想定していただ

ければ当然、皆さん方御理解できるように、地震・津波災害においては当然、地震の揺れ

を感知すると。 

  当然、そういう人たちは自己覚知というか、地震が発生したら、ほんまに震度６強、７

の地震の体感で揺れを感知する自己覚知というか、地震が発生したぞというような自己覚

知ができると思うんよね。ほんなら、こういうふうな風水害、豪雨災害においては当然、

さまざまな情報というのは、テレビであったりラジオであったり、ネットであったり、さ

まざまな今の情報伝達手段がある中において、そういうふうな異常豪雨災害等はわかるね

ん。そやけど、なぜ今回、このケーブルテレビでこういう情報伝達をしよるやつから、こ

ないして防災行政無線というか、１９億、これ非常に莫大な金をかけてこの事業を計画し

たか、まずその理由についてお尋ねをいたします。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   西淡・三原の音声告知システムについては、既にメーカー側

が開発や保守を終了しておりますし、更新できない状態になっております。それで、緑・
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南淡のＩＰ告知システムについては、後続システムが発売はされておりますけれども、シ

ステム自体の世代交代が早かったり、定期的に多額の費用を要する、それから、現行のシ

ステム更新については、県や国の財政支援が乏しいと、そういうメニューが乏しいという

ことで、この告知システムで更新していった場合、センター設備で９,０００万円、それ

から、端末の交換などで６億円程度かかります。合計で７億円程度かかることが予想され

ております。それで、そのほとんどを一般財源で賄う必要があります。 

  それで、防災無線の場合については、事業費は約１９億と大きい金額ですけれども、一

般財源の所要額は６億円程度でございます。そういうことからして、次期システムについ

ては、現行のシステム更新の選択をしていなかったような状態でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、今あるケーブルテレビのそういうふうな老朽化というか、機器

の改修に対して有利な起債でやるというのやけんど、今のケーブルとこの防災無線のシス

テムのイメージ図ということでわかりやすいように説明していただきたいのやけんど。ケ

ーブルの加入率というのは減ってきよるんだ。ケーブルに加入してない人にもこういう、

そういうふうな告知端末機というんか、これをやったってすんのだ。その辺は無料で配布

するのか、その辺、今のケーブルを併用した段階で、どういうふうにこのシステムを利用

するか、もうちょっと具体的にわかりやすいように説明、ちょっとしてください。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ケーブル加入者に配っております告知端末機については、今

現在、１万５,０００台でございます。それで、今回、防災行政無線で全市民に無料配布

する部分については、２万１,０００台を計画しておるようなところでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ケーブルはケーブルで残しておくんだ。今の現状のままで。で、通常

のケーブルテレビとかネットとか、そういうような告知端末で、今、ケーブルというか電

話も使えるようにしとって、このシステムで結局、何をするというたら、情報伝達だけし

かするだけのシステムでないんけ。情報伝達以外、これは何か活用できるのですかと言い

よるねん。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   今回の防災行政無線の部分で、関連工事といたしまして、防

災カメラ設備とか、それから、気象観測設備なども計画しております。気象観測の部分に

ついては、市役所の屋上に、それから緑庁舎の屋上、それから湊市民交流センター、それ

から福良市民交流センター、その部分に雨量計とか、あと、市役所のほうについては、雨

量計と気温、湿度、それから風向、風速の設備をするものでございます。ですから、今回

の事業については、このような部分も整備するようなものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、違うねん。防災課長に聞きたいのやけんど、要は、今回のやつ

は、ケーブルが断線したって、そういうふうな市役所から避難情報の提供ができるような

システムのやつでしょう。それ以外に今言った、今、ケーブルのあれから言うてもらった

ように、気象のやつとかカメラとか、これはええなと思うのやけんど。結局、情報伝達、

ケーブルが断線したときでも情報伝達できるようなシステムでしょうと言いよるのやけん

ど、その辺はどうなんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   この件につきましては、情報課長がお話ししていますように、

端末機がかえらんなんということで、それの代替として、防災の行政無線の端末を入れる

ということで、今現状では有線でつながってると。防災無線にしても、有線で行ける部分、

それが事業継続ということで、多重化ということで、もう一方で有線で使えるという二通

りの使い方ができる形になってきます。 

  それで、あと、それとあわせて、市民の方々に端末のほうを無料で配布するということ

で聞いております。あわせて、それの事業にあわせまして、防災カメラについては一部、

今あるところを移動したり、足らずのところを追加したりということでしております。そ

れと、各庁舎に今、地震計がございます。それについて、移動して、その地震計も情報収

集の中で使いたいということで、今回の事業のほうへ入れております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、今、ケーブルテレビで告知端末いうて放送しよるやつあんだ。

あれも置いといて、またこの防災無線用のやつも置くんか、それとも、それを交換して、
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その交換した機器が通常はケーブルをしながら、そこで告知放送もでけんのやけんど、い

ざ非常時には、この無線でそういうふうな放送ができるんか、そこの確認。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今、委員に言っていただいた後者の部分で、今、告知端末機

のほうをケーブル加入者に配布しておるやつを回収して、ケーブルに入ってない方につい

ても、その防災行政無線の端末機を配布するものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、いざケーブルが断線しても、そういう情報伝達ができ

ると、そういうふうな防災行政無線をケーブル加入者以外にも全戸配布してあげるという

理解でよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこで、この情報伝達する前に、防災課としては、何の情報伝達する

かというたら、私は前々から言うとるでしょう。情報収集というか、正しいさまざまな情

報を収集した段階で、的確な情報伝達をする、この手段の前の機器の整備のほうが私は肝

心やいうて、前々から言うとったわけですわ。それは何やいうたら、カメラであったり地

震計であったり、雨量計であったりとかいうようなやつ、結局、市内の地震の。 

  地震というのは、市民５万人おったら、地震が発生したら誰でも気がつくねん、これ。

こんなん、情報伝達して逃げなさいやいうて、震度７も揺れとって、地震に気がつかなん

だいうたら、そんな人は死んでしまいますわ。そやから、これはもう早いこと逃げろいう

ことで、こんな情報伝達も何も関係ないと思うのよ。そやさかいに、この前のシステムの

カメラの設置とか気象観測の設備というのは、これについて具体的にどういうやつを設置

しようと思うとんのですか。カメラ１５台とか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 
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○情報課長（土肥一二）   防災カメラについては、既設改修が７カ所と、それから新設

８カ所を予定しております。これらの情報は全てケーブルテレビの光ファイバー網を利用

しまして、さんさんネットサーバー室へ集約し、庁舎内ＬＡＮで職員が閲覧できるように

するほか、ウェブサイトで住民に公開する予定でございます。カメラについては、津井な

どの監視が必要な場所については、赤外線投光器を設置しまして、夜間の視認性を確保し

たり、また、防災カメラの映像を市民にケーブルテレビで見ていただけるような映像を連

携する装置を導入する予定でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   すばらしいと思うねん。そこで、やはり災害というか、地震のときは

今のやつで、沼島とか福良とかずっとあるわな。やっぱり風水害よ。台風、水害災害にや

っぱり日ごろから被害のおうとるようなところに対して、しっかりとこのカメラを、この

１５台や言わんと、もうほんまにさまざまな、やはり日常から、日常茶飯的にやはり道路

の冠水であったり河川の決壊であったり、河川の増水、そこらをしっかりと把握した段階

で、今、ケーブルの課長が言うとったように、市民にその映像を見ていただくと。 

  避難のやっぱり避難準備の段階から、的確に避難準備情報と避難勧告、避難指示、その

あたりをしっかりできるように。安全な時間帯にやっていただこうや思うたら、地震のと

きのこんな情報伝達やいうのは、私は必要ないと思うねん。台風というか風水害、そうい

うときのやつのために活用してもらうためには、このカメラというのは、やはり低地対策

なり高潮被害にあうようなところへ重点的にまずやっていただきたいと思うのやけんど、

この辺のカメラの設置場所についてはどのように見解をお持ちですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   担当部署と協議した結果、既設の部分については、御存じの

とおりオニオンタワーのところに２カ所と、それから御原橋、それから阿那賀漁協、それ

から灘出張所、沼島支所、それからみさき荘というところでございます。それで、新設す

る部分については、新庁舎の屋上、それから倭文の集会所、それから松帆・櫟田のどんぐ

りの里の周辺、それから志知鈩の交差点付近、それから津井浄化槽、そして、四季の丘団

地、それから伊毘のほうと、最後に、福良の刈藻のところに新設をする予定としておりま

す。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 



－ 89 － 

○谷口博文委員   その辺の場所の選定が、とにかく灘にしたって土生から向こうという

たら、いつも高潮が来たら道路というか、県のほうやったって道路規制しよるところあん

だ。津井の登立にしたって、いつも土砂が崩れて通行どめにするような場所があんだ。そ

ういうふうな、今まで過去、やっぱりそういうふうな土砂災害であったり、やはり通行ど

め規制せんなんようなところを優先してカメラを設置して、このここで遠隔操作でボタン

をボンと押したら、一々警備会社の人が来て、ほんなところにバリケード持っていって、

危険な台風の最中にそういう警戒をさせるんじゃなしに、カメラで情報収集したら、そこ

へもう通行どめ規制の看板を何かばっと出てグルッとするぐらいの、そういうふうなシス

テム、１９億も入れるんやさかいに、それぐらいのシステムもやってほしいのやけんど。 

  今の場所だったら、ほんならうちの西路の孫太というか、西路の冠水するところ、ほん

なら、江尻、北浜、古津路、湊地区、津井の登立地区であったり、阿那賀港であったり丸

山港の高潮、そこら、カバーしてないと思うのやけんど、どうですか。福良とか灘は特に

そうやで。灘でも、灘の海岸沿いというたら、台風が来たらいつも県が、ある程度、一定

雨量したら、土砂災害の警戒と、それとやっぱり高潮でやられたらいかんということで、

車の通行規制しよんのでえか。こんなところに設置せんと、そういうところに設置する計

画は今聞いたらなかったと思うのやけんど、どうですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   このイメージ図の真ん中のところにございますように、防災

情報の管理システムということで、災害時に職員が収集した情報とか、それから観測機器

が自動で収集した情報とか、それから、県や国が観測し、公開している情報とか、それか

ら、市民から寄せられた情報、これらを時系列に入力、または自動取り込みし、情報を一

元化するシステムがここの部分のシステムでございます。 

  その部分について、情報は地図上に一致情報を持たせて登録することができますし、被

害エリア、対応状況などを視覚的に把握するような、こういうシステムでございます。こ

ういうふうな部分で情報を一元化するというような形で、その防災カメラにつきましても

今後、担当課とより協議して、適切妥当なところに設置していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これはそうよ、適切妥当なところよ。そこら、行政のあなた方が今ま

で過去の災害、風水害において危険な家屋、危険な河川、危険なため池、危険な道路、こ

れは把握しとるはずですわね。都市整備にしたって。毎年、台風が来たらここが土砂災害

で通行どめ規制しよる、ここは高潮で車の通行どめしよる、あなた方が一番情報をようけ
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持っとって、今言った定点カメラでないけんど、この設置場所というのは、そんなら誰が

選定したんか。あなた方、横の連絡はとられてないんですか。 

  要は、危険な場所というのは行政が一番よう知っとんでしょう。助けてくれやいうて、

住民が言うてきよる場所、そこら、あなた方が一番よう知っとるはずですわ。そんなら、

そこにカメラ設置せえ言いよんねん。そんだけの話よ。 

  そいで、そのカメラ、情報伝達するだけでなしに、情報収集するやつが私は一番肝心や

言いよるねん、常々。情報収集して、正しい情報を市民に情報伝達してやるのが一番肝心

や。ただ単に、こんな、ケーブルが切れたさかいいうて、無線で情報伝達する、逃げなさ

いやいうて、言われないでも逃げますわ、市民は。実際の話が。 

  そやけど、やはり危ない土砂災害の危険な場所になったら、やっぱり車の通行を規制す

るような、そういうところへカメラを設置するのに、やはり高潮とかさまざまな河川の決

壊、道路の冠水しよる場所があって、そんなところに行くさかい、バスが流れたりすんの

でねえか。わかっとるところへ設置してないさかい、これ、横の連絡とっとるのか。それ

とも、ケーブルというか防災課だけで単独でこないして１５カ所やいう計画をしとるので

すか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   災害につきましても、委員さんの言われるとおり、その地域

によりまして、冠水場所等々につきましては、十分把握しているところでございます。そ

この部分について、今現状で、なかなか委員さんが言われておるような中で、なかなかハ

ード面がちょっと追いついていないという部分については、否めないところかと思います。

そこの部分については、いろいろと協議を重ねながら進んでいきたいと思っております。 

  今回につきましては、そのケーブルのほうの端末というような部分もございまして、そ

ういうような形になってきておりますが、その分について、十分把握をしながら、それか

ら、部分ではあるんですが、あと、そういう形でなくても、またタブレットを使った形で

の情報収集とか、そこらの部分もこちらのほうは考えておりますので、そこらも含めて利

用して情報収集に当たっていきたいと思いますので、御理解いただければと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   御理解でけへんさかい、言いよんねん。カメラをもっとふやせよとい

うだけの話なんよ。１９億やで。これ、市に１９億いうたら庁舎をもう一つ建てれるんや

で。そんだけの金を使うのやさかいに、私としたら、せっかく、ただ単にケーブルの端末

を変えるだけでなしに、しっかりとしたそういうようなカメラを、情報収集が一番肝心や
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言いよるんだ。情報伝達いうたって、情報収集せなんだら、どない市民に情報を伝達した

るんですか。そやさかい、正しい情報収集する手段のやつを強化してください言いよんの

よ。それが８カ所やさかいに、納得してないだけの話で。 

  ほいで、結局、このケーブルテレビの告知端末というやつに対して、ケーブルテレビが

断線したときに、無線で逃げなさいいうて言うだけのやつに１９億円やで。１９億円やい

うたら、大事な、私は市の、体力があるのかないうて思うのと、厳しいいう人もおるし、

２０億円、３割やいうたら６億、７億の金かけらんなん、これ、実際の話がよ。どうです

か、これ。言いよるようにこれ、カメラ、もっとふやしてもろうたら、これで私は納得す

んねけんどよ。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   今言われております１９億円の中には、防災無線以外にも一

部、課長のほうからも御答弁いたしましたけれども、いろんなシステムのほうが網羅され

ております。従前からございます電話設備につきましても、もう既に十数年経過したとこ

ろもございまして、その電話設備につきましても、その更新費用といたしまして、約４億

円程度かかります。 

  カメラにつきましても、私、今、最終確認で、関係部署ともよく協議した上での箇所数

かということを確認いたしました。そのときは、十分確認できているという返事で予算化

もしたわけでございますけれども、今、先ほど委員、いろいろ御指摘のことも踏まえまし

て、カメラ、それは箇所数、多ければ多いほどいいわけですけども、至るところにという

ようなわけにもいきませんので、必要なところにつきましては、十分吟味いたしまして、

今後、関係課、関係部署とも協議いたしまして、場所の選定のほうに当たりたいというよ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いや、わかっとんねん。ほんな、灘の連絡所から向こういうたら、毎

年、台風が来たら通行どめにしよんのだ。それは御存じですか。知らんのけ、知っとんの

け。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   存じております。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そんなら、津井の登立、通行どめしよるの知っとんの、知らんの。津

井の港湾行きよるの、知っとんのけ。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   それにつきましても、把握しております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、一々、部長とやりとりするのもあれなんやけど、そんなら、市

内で冠水、どこの河川も決壊せんと冠水する場所、どこですか。車を通行規制せんなんよ

うな場所はどこですか。知らんのか、そんなんも。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   櫟田等、松帆地区のほうになってます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そんだけしか知らんのけ。よう、防災課長、そんだけしか知らんて、

どないなことよ、これ。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   阿万も冠水もしております。北阿万地域で、冠水場所につい

てはそれぞれ部分的にしているのは存じております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今度、危機管理部てできんのよの。もっとしっかりと市内の、やっぱ

り危険箇所、災害に弱いエリアというのはもっと把握してもらわな困ると思うねん。そん

で、そういうふうなことをしっかりと把握して市民に情報伝達して、なおかつ活動部隊、

消防団、警察に加盟するというのが、災害対策本部というか、やっぱり市の責任なんです
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わね。そんな、自分のところの地域内でどこが弱点やいうて知らんと、カメラ８カ所だけ

１９億、こんなふざけた話は、私はないと思うで。危ない場所いうやつを把握して、市民

が安全で安心して、そのやっぱり道路にしたって通行できるように。なおかつ、早いこと

土砂災害したらカメラで発見したら、ボタンをボンとこないして。 

  デジタル化いうたらどういうことかわかってますか。デジタルいうたら、さまざまな情

報を伝達できるんですわ。消防の救急車でも、車内から県病のほうへ心電図でもボンと、

そのためにデジタル化無線しよんので。やから、これだけの金を使うとんのやさかい、も

っとその費用対効果でないけど、しっかりとした費用対効果、我々が確認できるような説

明をしてもらわなんだら。ただ単に、カメラ８台ふやしました、逃げなさい、逃げてくだ

さいいうて言うだけで１９億。ちょっと私は納得できらんのですわ。そやさかい、そこら

の納得できるような説明をしていただきたいと思うのやけんど、いかがですか。この危な

い場所をしっかりと情報収集できるような、このカメラというやつなり。 

  そんなら、下のこの説明してくれますか、この気象観測装置。この４カ所、ちょっと説

明してください。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   気象観測設備につきましては、先ほど申したとおりで、市役

所の本館の屋上に雨量計、それから風向、風速、気温、湿度、気圧、それから、緑庁舎の

屋上につきましては雨量計、それから、湊市民交流センターの部分に雨量計、それから、

福良市民交流センターの部分についても雨量計ということの設置を考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それはもうあれけ、すぐに瞬時で、この市の新庁舎のところで、その

把握はできるようなシステムにはしていただけるんですか。その４カ所の観測地点からの

現在の雨量であったり風速であったりするやつが、この新庁舎の中で瞬時に把握はできる

んですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   観測所で収集した情報につきましては、市のイントラネット

を経由しまして、市役所の本館に集約され、記憶されるようなシステムとなる予定でござ

います。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今でも、県の雨量というか掃守とか諭鶴羽とかその辺、県のそういう

気象庁の雨量の観測のやつもそこで同時に把握できるような状況には、当然なってるわけ

やね。県も河川監視システムいうてあんねん。それもそないして県のそこを見たらばあっ

と、我々でもインターネットで情報見れるのよの。だからせめてそれぐらいは市民も、今

言った１５カ所設置したときには、当然、市のホームページの中で定点カメラいうてクリ

ックしたら、今からふやすやつはネット上で全部そのカメラというのは見れるんじゃの。

１９億もの金を使うのやさかい。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   先ほどの部分につきましては、県や国からの部分の観測の部

分については、そういうふうなものを中央庁舎のほうで自動的に取り込みはして、情報部

分を一元管理するようなものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   今でも、県でも倭文川であったり、三原川であったり、大日川であっ

たりいうのは、県の河川管理システムいうやつでクリックしたら映像が見れて、我々でも

その映像が見れるわけやな。こういうやつをこの１５台、当然、市もカメラ設置したとき

には、市民が見れて、なおかつケーブルテレビででもそういうふうな情報発信できるよう

なシステムというのは、当然構築していただけるんですよね。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   県でありますとか、一般に公開している情報、それから、私

どものほうに公開を許可していただける情報につきましては、昨年、少し一部ケーブルテ

レビでも流したことがあるんですけども、それを２７年度中には自動化いたしまして、公

開できる映像等につきましては、ケーブルテレビを通じて公開するというようなシステム

を構築していきたいというように考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、デジタル防災無線にしとって、このデジタルをいかに活用しよ



－ 95 － 

うと思うとんのですか。ただ単に無線で、ケーブルが切断して、逃げなさいいうんだった

ら、通常のアナログでないけんど、デジタル無線でなかったって、逃げなさいいう無線で

言うだけで。デジタルやったらさまざまな情報をもっとのせれるさかいにデジタルにすん

ねけんどよ。これ、デジタルにしとんのやけんど、これは何を告知端末に、どういうふう

な情報を流したるんですか、これ。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   この告知端末の特徴については、ふだんは電子アダプターで

稼働しておりますけれども、停電時には乾電池を入れておくことで、乾電池で停電時でも

その放送を聞くことが可能となるようなものでございます。また、聴覚障害のために、ま

た文字の表示ユニットなどをつけられる部分のオプションの接続も可能となっております。

それから、戸別受信端末機は、親局とセットで動きますので、この部分については。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   何かデータは送れるんけ。音声だけ、音声で逃げなさいいうて言うた

り情報提供だけでなしに、データを。これ、デジタルにするということは、何か紙ベース

のデータでも送れるような、そういうふうなことやと思うとるのやけんど。この告知端末

やないけんど、そんなデジタルにしとるやいうことは、ただ単に音声だけでなしに、さま

ざまなデータ、紙ベースのデータもそういうような端末機に送ってあげるんけと、そうい

うことを聞きよるのやけんど。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   基本的には音声で伝達するものでございます。ただし、聴力

の障がい者の方等につきましては、オプションになりますけれども、目で確認できるよう

なシステムもオプションでは可能でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も余りこんなのに詳しくないのやけんど、消防でも何でデジタルに

するかいうたら、救急車の中で心電図を張るんだ。電送したら、これ、デジタルにしとい

たら、県病のほうで心電図のモニターが出るわけよ、患者の。デジタル無線にするという

ことは。今までのそんなん、でけへんのけんど、デジタルにしたらそういうこともできる
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さかいに、デジタルにしよんねん。これもデジタルにしとるさかい、そない言いよるのか

なと。 

  ただ単に逃げなさいやていうだけやったら、何じゃ、今までの外部のスピーカーでしと

るのと変われへんなと思うて聞きよるだけの話と、情報伝達やいうてただ単に音声で言う

だけやったら、情報収集する方へもっと充実していただきたいと。そんで、市民もその情

報を的確に見やすいような情報にしてほしいと言いよんねけんど。もう一度、納得するま

で、カメラの場所だけ、これ、もっとふやしたりでけへんのけ。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   先ほども申し上げたと思いますけれども、関係部署と十分場

所につきまして、場所選定につきましては協議していきたいと思います。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   カメラをつけとる場所だけ、１５カ所いう場所、まだちょっと説明受

けたけんど、ちょっと一遍書いてくれ。ほんなら、また今度やるさかい。 

 

○原口育大委員長   カメラの設置場所について、資料を用意してください。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   一回も言うとれへんので、一言だけ言います。簡単な質問やから。 

  議会費の６１ページ、政務活動費交付金２７０万、この根拠についてお願いします。 

 

○原口育大委員長   議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（垣 光弘）   議会事務局、垣です。よろしくお願いします。 

  政務活動費は、１人当たりひと月１万２,５００円掛ける１２カ月分を１８人分用意し

ております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、やけど、予算書をこしらえるというのは、これは総務部、執行
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部、議会ではこしらえてないと思うんよな。２７０万やいうことは、１８人の金額か。２

７年度、我々は、誠道・無所属クラブは、そういう県会の変なことがあってから、住民か

らいろいろ、阿部さんは何ぼぐらいいいよんのでというようなことを聞いて、月１万２,

５００円、そんなこと言われへんし、私ら、もろうてませんよということで言うてあるは

ずや。それを、こんなふうなのに、何か、事務局と執行部ほうとの意思疎通がでけとらへ

んのか。これやったら、我々３人をのけた１５人分とはっきりと書いて載せるべきと違う

んか。議員としてのプライドがあんねん。執行部は聞いとらへんのけ、そんなん。どうせ

補正組まんなんだあな。 

 

○原口育大委員長   議会事務局課長。 

 

○議会事務局課長（垣 光弘）   議会事務局は、受け取らないとかいうふうな話はお聞

きしておりませんでしたので、１人月１万２,５００円、年額１５万円で予算は計上させ

ていただいております。また、会派等で使われない場合においては、３月の補正等なりで

減額しております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちゃんと言うてあんで。何を言いよるのよ。そんなこと言うなよ。ち

ゃんと３名、砂田議員、谷口議員、私とは、そういう県会の不祥事から、月１万２,５０

０円ぐらいの金をもろうて、一々住民から不信感抱かれるのは嫌やということで、議会に

言うてあんで。何のために議会事務局置くんや。 

 

○原口育大委員長   議会事務局長。 

 

○議会事務局長（小坂利夫）   議会事務局長の小坂でございます。 

  政務活動費について、この当初予算については、昨年１１月に予算要求しております。

それで、昨年１２月の議会運営委員会等で説明させていただいたと思います。その段階で

の数字の確定ということでございます。そういう意味で１８人分、予算要求いたしており

ます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そやよって、自分ら議会事務局のチームワークがとれとらんよって、
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私が言うてある、谷口副議長もそない言うねん、はっきりと２７年度からはもういただき

ませんと言うてあることを、自分、知らんということは、そういうコミュニケーションが

とれとれへんということやろうが、事務局で。どういうことよ、それ。ちゃんとせえや。 

 

○原口育大委員長   局長。 

 

○議会事務局長（小坂利夫）   さっきも申し上げたように、この当初予算については、

１１月、１２月で金額を固めております。昨年の議会運営委員会等でも御説明させていた

だいたと思いますが、２７年度予算の要求額ということで説明させていただき、そこで了

解をいただいたものですから、そのままこの当初予算になっております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そんなことやりとりしよったって、これはいつまでもけりがつかんけ

ど、確かに言うてあんのでねえか。言うてあったら、これは執行部が言うたら済んどるこ

とや。名前出せへんけど、言うてあんのや。名前出さんでもわかんのや。ここに見えへな。

そこら、局長も課長も把握でけんというのはどういうことなん。現実、２７０万というこ

とは、１８人が全員、政務調査費をいただきよるということになっとんのや。そうだ。け

ど、その中にはいろいろな事情で辞退しとる会派もあると。であれば、４５万下げた分を

ここに載せてきたらええねんか。どっちみちこれ、補正で４５万というのが出てくるんね

んから。違うけ。素直に認めえの。 

 

○原口育大委員長   局長。 

 

○議会事務局長（小坂利夫）   その辺、連絡、意思疎通ができてなかったという部分に

ついては、ここでおわび申し上げます。最終、要らなかった、使わなかったということに

なれば、補正で減額ということで対応したいと思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   減額やいうことせんでも、きっちりとチームワークがとれとったら、

そんなことは耳に入っとると思う。課長もあんたも入っとらんということはおかしいやな

いか。わしは言わんこと、こんなこと言いよれへんで、公の場で。そうだあな。もっと素

直に、補正したら終いやと、そういう問題と違うだ。 
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○原口育大委員長   議会事務局長。 

 

○議会事務局長（小坂利夫）   そのきちんと連絡ができてなかったということについて

は、ここでおわび申し上げたいと思います。 

 

○原口育大委員長   お諮りします。 

  本日の審査はこれまでとし、次の審査は３月１１日午前１０時より開催することに御異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。お疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時０５分） 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ３月１１日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ４時１８分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１６名） 

    委 員 長    原  口  育  大 

    副 委 員 長    柏  木     剛 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    川  上     命 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（１名） 

    委 員    砂  田  杲  洋 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 
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    書 記    船  本  有  美 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   市長公室付部長(総合 

橋  本  浩  嗣    調整･新庁舎建設担当)兼 

   新庁舎建設推進事務局長 

   総 務 部 長 兼 選 挙 
細  川  貴  弘 

   管 理 委 員 会 書 記 長 

    財 務 部 長    神  代  充  広 

    市 民 生 活 部 長    高  木  勝  啓 

    健 康 福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

   産業振興部長兼鳴門の 
興  津  良  祐 

   渦潮世界遺産登録推進室長 

   農 業 振 興 部 長 兼 
神  田  拓  治 

   食の拠点事業推進室長 

    都 市 整 備 部 長    岩  倉  正  典 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

    総務部次長兼総務課長    佃     信  夫 

    農 業 振 興 部 次 長    森  本  秀  利 

    教育委員会次長兼教育総務課長    藤  岡  崇  文 

    会計管理者兼会計課長    堤     省  司 

   市 長 公 室 課 長 
北  川  真 由 美 

   (大学応援プログラム推進担当) 

    総 務 部 防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    総 務 部 情 報 課 長    土  肥  一  二 

   三原総合窓口センター所長 
柏  木  浩  一 

   (地域防災･振興担当) 

   南淡総合窓口センター所長 
松  本  典  浩 

   (地域防災･振興担当) 

    財 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    財 務 部 管 財 課 長    富  永  文  博 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長兼収税課長    山  崎  稔  弘 
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   市民生活部生活環境課長 
北  口     力 

   兼衛生センター所長 

   健康福祉部福祉課長 
田  村  愛  子 

   兼 少 子 対 策 課 長 

    健康福祉部長寿福祉課長    大  谷  武  司 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

   産業振興部商工観光課長 

   (マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 室 長 ) 阿  部  員  久 

   兼 企 業 誘 致 課 長 

    産業振興部水産振興課長    榎  本  輝  夫 

   農業振興部農林振興課長 
宮  崎  須  次 

   兼 農 業 共 済 課 長 

   農業振興部農地整備課長 
和  田  昌  治 

   兼 地 籍 調 査 課 長 

    食の拠点事業推進室課長    喜  田  憲  和 

   都市整備部管理課長 
原  口  久  司 

   兼 都 市 計 画 課 長 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    下水道部企業経営課長兼下水道課長    村  本     透 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

   教育委員会人権教育課長 

   兼生涯学習文化振興課長 福  原  敬  二 

   兼 玉 青 館 館 長 

   教育委員会生涯学習文化振興課付課長 
川  上  洋  介 

   (子ども映画祭・青少年育成センター事業担当) 

   監査委員･固定資産評価 
片  山  雅  弘 

   審査委員会事務局長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 

    埋蔵文化財調査事務所長    山  見  嘉  啓 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第80号 平成27年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（P.60～P61）～款２．総務費（P.62～P.91）･････････････････１０５ 

  ③款３．民生費（P.91～P.115）～款４．衛生費（P.115～P.129）･････････････１７２ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２７年 ３月１１日（水） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時１８分） 

 

○原口育大委員長   おはようございます。 

  一昨日に引き続きまして、審査を行います。 

  なお本日は、東日本大震災から４年目を迎え、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、

哀悼の誠をささげたいと思いますので、午後２時４６分に１分間の黙祷を行いたいと思い

ます。その時刻になりましたらお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  本日、砂田委員より欠席の届けが出ております。また市長におきましては、今週いっぱ

い体調不良により欠席の申し出がありますので、御了解をお願いいたします。また、岩倉

部長、赤松課長につきましては、午後１時から職員のお母様の御葬儀がありまして、１時

間程度途中退席をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 １．議案第８０号 平成２７年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ②款１．議会費（Ｐ.６０～Ｐ.６１）～款２．総務費（Ｐ.６２～Ｐ.９１） 

 

○原口育大委員長   それでは、議案第８０号、平成２７年度南あわじ市一般会計予算、

歳出について。 

  款１、議会費、款２、総務費。ページは、６０ページから９１ページまでの審査を行い

ます。 

  一昨日、谷口委員より請求のありました資料につきましては、机上配付しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   おはようございます。 

  大変ひつこいようやけど、予算規模が大きなので、しっかりと慎重審議をしたいと思う

ので、真摯な答弁をお願いいたしたいなと思うんやけど、まず配付していただいた防災監

視カメラ装置の設置場所の位置やけど、大体アバウトで結構なんやけど、この監視カメラ

の設置、１基当たりの大体費用の概算はどの程度でしょうか。 

 

○原口育大委員長   一昨日の質疑応答を聞いてますと、なかなか質問の趣旨を理解せず



－ 106 － 

に答弁されて、曖昧な答弁が結構あったと見受けましたので、もしそういうふうな感じで

したら、質問の趣旨を確認されてからで、的確な答弁できるように確認をされてからお願

いしたいと思います。 

  総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   金額につきましては、停電防止装置とか、それから夜間でも

ある程度見えるような確保が必要でございますので、１台約数百億円といいますか、５０

０万円から６００万円程度の金額になります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   設置場所なんやけど、市は当然市民に対してハザードマップというか、

やっぱりそういう災害時に弱いエリアというのを把握しとんねんけんど、この１５カ所に

関しては、どのような選択をして、この１５カ所に決定されたんですか。市民に対して、

やはりハザードマップというのは、市のほうで市内のそういう災害に弱い地区に対して、

それなりに市民に対してハザードマップの配布されとると思うねんけど、この１５カ所の

設置に関しては、それを参考にした上で設置していただいとるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   おはようございます。よろしくお願いします。 

  今、配付させていただきました設置箇所につきまして、御説明をさせていただきます。

概略的には、今１５基、１４カ所、１５基という形で位置をさせていただいております。

黒丸につきましては既設の部分、それから二重丸が新設の部分ということで表記をさせて

いただいております。新設の部分につきましては、これまでの中で、水害等で道路冠水等

がある部分ということで、図面の上のほうになりますけれど、松帆櫟田、どんぐりの里の

ほうの下のところと、それから倭文集会所周辺、それから津井浄化センター、それから志

知鈩交差点、マルナカの交差点のところですが、それから本庁舎が新設になりますので、

新庁舎のほうで河川の管理ということで。それから、あと海岸線の関係で伊毘漁港内、そ

れか刈藻ということで、あと阿万のほうで、塩屋川の周辺なり百軒堀等の冠水がよくござ

いますので、その部分について今回設置をさせていただいております。 

  また、これにつきましては、いろいろそれ以外の箇所でも道路冠水等ございます。それ

で、これにつきましては、現状把握の中で、優先順位といいますか、それについてまだま

だこれによって全部が網羅できてるということについてはまだまだ思っていませんので、

今後については、この上にまた協議を重ねながら、順次整備のほうはしていきたいなと思
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っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そこらは、今後やはり都市整備の岩倉部長や赤松課長らと、それぞれ

のエリアというか、やはり道路冠水地点等も配慮した上で、増設の方向でいっていただき

たいという思いがあるねんけど、その辺再度、もう一度答弁してください。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   先ほど御説明させていただきましたように、かなり１台の金

額については高価なものでございます。何台も何台もという増設は難しいんですけれども、

先日来の谷口委員の御意見も参考にさせていただきまして、必要箇所を関係部署ともよく

協議いたしまして、私も当然入らせていただき、設計につきましてはほとんど最終局面に

入っておりますけれども、それらを加味した中で反映していきたいと考えております。ま

た県に対しても、今後県での必要箇所増を要請していきたいというように考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   災害というか、防災に対しては本当によくを言えばキリがないねんけ

ど、その辺の費用対効果というか、そこらあたりがまあ。災害の備えというのは、本当に

究極というか、保険と一緒でやればやるほど予算というのはいってくるわけやけど、それ

なりの費用対効果というか、そこらを見据えた上で適当なとこでやめなんだら、今回でも

１９億円というたらかなり大きな財源ですわね。この財源に対して、過日のやつではケー

ブルテレビの子機というか、告知端末の更新するのには幾らというような話で、この場合

は有利な起債というか、補助事業メニューにのっとって７０％ぐらいが充当率で、３割ぐ

らいの負担でいくというような話があったと思うねんけど、その辺私が納得できるような

この財源よ、要は有利な補助事業メニューにのっとった大体一般財源がこれぐらいやと、

ただ単に老朽化したケーブルの子機の更新だったら、大体アバウトで結構なんやけど、そ

こらちょっと、再度説明していただけますか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   今までの経緯もございますので、若干説明が長くなりますけ
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ども、御了承いただきたいと思います。 

  先日も少し説明させていただきましたけれども、現在ケーブルテレビの加入者宅で使用

しております音声告知システムにつきましては、センター設備とも耐用年数を過ぎており

まして、また合併前に整備いたしました設備につきましては、既にメーカーも保守を終了

しておりまして、修理も更新もできないような事態となっている機器もございます。そこ

で、まずそれらを更新する際、一般財源を極力使わずに、いかに国等の有利な財源を活用

するかの課題につきまして検討を重ねてまいりました。選択肢は大きく３つに絞りました。

現行の後継機種、それからＦＭ告知システム、それからこのたび提案させていただいてお

りますディジタル防災行政無線、この３つのシステムにつきまして検討を重ねてまいりま

した。 

  まず、現行の後継機種に当たるものを使用するのが一番安易な方法でございますが、こ

の一番大きなデメリットといたしまして、現行システムの更新については、国等の財政支

援メニューがないに等しく、音声告知機にかかる費用のみでも約７億円程度。大きな内訳

といたしましては、センター設備が１億円、端末の機器の交換が６億円程度の７億円でご

ざいます。そのほとんどを一般財源で賄う必要がございます。 

  ２番目に、ＦＭ告知機という選択肢もあったわけですが、これはセンター設備と中継設

備は緊急防災減災事業債の対象となりますけれども、各家庭の端末機器は対象になりませ

ん。そこで、選択肢の中で一番最適と考えましたのが、防災行政無線でございました。音

声告知機は、１台数万円でございまして、一般的に起債対象は２０万円未満のものは対象

にはなりませんけれども、ディジタル防災行政無線システムをセンター設備、中継設備、

告知端末、これを一体的なシステムとみなしていただいた場合、緊急防災減災事業債を活

用することが可能になります。そのようないきさつで、このたび予算計上させていただく

運びとなりました。 

  防災行政無線の場合、御承知のように、事業費につきましては２カ年で約１９億円と大

きくなりますが、その中にはケーブルテレビ未加入者への端末機の無償配付も含めまして、

南海トラフ巨大地震や台風時にも、安定した情報伝達を確保することができます。その一

般財源の所要額は、現在見積もっておる中で約６億円程度でございます。そのことに加え

まして、合わせて幾つかのシステムもその中には含まれております。危機管理部につきま

しては、防災情報管理システムを導入いたします。このシステムは、災害時に消防団や職

員が収集した情報、また観測機器が自動で収集した情報、県や国が観測し公開している情

報、市民から寄せられた情報などを一元管理するシステムでございまして、情報はディジ

タルマップに位置情報を持たせて登録することができ、被害エリア対応状況などを、災害

対策本部や庁舎内パソコンで視覚的に把握、情報共有もすることができるようになります。 

  そのほか、地域内電話システムのセンター設備の更新、それから市内４カ所の気象観測

設備、新庁舎には風向・風速・気温・湿度・気圧・雨量、その観測設備がなります。あと
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の３カ所につきましては、雨量でございます。その気象観測設備の充実。それから、屋外

拡声機やサイレンの無線化ほかの改修。先ほどから御説明させていただいております、防

災カメラの改修、新設等も盛り込まれております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、部長簡単に言うたら、そういう有利な起債をしたら、言うたら

２４億円の３０％で６億円弱のやつでできると。ただ、今、老朽化した更新するだけでも

７億円ぐらいかかるさかいに、そういう有利な方を採択したという理解でよろしいんでし

ょう。そうですわね。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   わかりました、その点はそれで終わります。 

  次にね、やはり情報収集、情報伝達いうたら、やっぱり災害の初動活動やと思う。初動

活動いうたら、当然市内においては、消防団がそういうふうな災害時の初動活動に従事し

ていただく任務を担うとる思うわな。そういう消防団に対する情報伝達手段というのは、

今回のこのシステムの中で活用できるんですか、できないんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   危機管理部に、防災情報管理システムの御説明させていただ

きました。それで、災害情報につきましては、それで一元管理するということでございま

して、それらの情報をいかに消防団に伝達するかということにつきると思います。御承知

のように、新庁舎の危機管理部を設置するわけでございますが、危機管理部横には消防団

の本部待機室を設けておりまして、災害が予想される際や災害発生初動時には、消防団幹

部に待機していただくことになっております。市の災害対策本部も同フロアにございまし

て、災害対策本部と消防団と連携を密にし、消防団の幹部からは、各市民交流センター等

に詰めることとしております専任分団長と被害情報等を共有して、災害対応にあたること

を予定しております。 
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  それで、このシステムとはまた別になるんですけれども、消防団の安全装備品の充実と

いうこと、これはかなり以前から委員も御指摘もあったことでございます。これにつきま

して、消防団の安全装備品を今年度の３月補正、この３月補正に２,０００万円、それか

ら２７年度当初予算に１,６００万円、合わせて２カ年で３,６００万円を計上させていた

だいておりまして、その中には消防団幹部相互の情報伝達手段として、ＩＰ無線機３３台

の整備を計画いたしております。それで、消防団の情報を共有していきたいと、指示もそ

れでしていくことになるというように考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般、淡路広域消防のほうが、７億３,３００万円ぐらいの予算で１

１９番通報のやつと、それと８カ所の基地局と移動局、２５台から３０台ぐらいの車両に

対して、１１９番入ったら、その辺移動の車両、例えば救急車のこのデジタルにすること

によって救急車に指令ぼんと出したら、救急車のほうでもナビで受信して、救急の要請現

場へ誘導してくれるようなシステムを入れても７億３,３００万円ぐらいでできとんねん。

その辺と、私は要はやっぱり大規模災害においては、こういう防災行政無線というのは、

それはあればよしよ。先ほど聞いとったら、財源的にもケーブルの老朽化した更新するの

に有利な起債したほうがスムーズにいくということで、これはもうこれで納得するねんけ

ど、要はもうちょっとやっぱり消防団の、先ほど機能というかそういう資機材充実、強化

してくれるというような答弁があったんで、これで私もこの件に関しては、まあまあ結果

良好かなというような思いがするねんけど、再度言うように、あくまでも情報伝達手段の

前に正しい情報を収集するというような、こういう監視カメラであったり、こういうやつ

もやっぱり今後充実・強化をハザードマップに基づいて、要は都市整備部長等々連絡を密

にしていただいて、しっかりとしたそういう情報収集手段の機器の充実をしていただくこ

とを要望するねんけど、もうそれだけしてくれる言うたらもうこれで私も納得するねんけ

ど、どうですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   先ほど、冒頭谷口委員のほうからも費用対効果という言葉も

ございました。そればっかりでは割り切れないんでございますが、情報につきましては、

情報の共有それから情報の伝達につきましては、私どもも非常に重要なものというのは十

分認識いたしております。このシステムだけで満足することなく、今後優秀なシステムが

あれば、また財源も考えながら検討を重ねていきたいということで、危機管理部長にもそ

の旨引き継ぎをしたいというように考えております。 
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○原口育大委員長   ほかに。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   関連で。やっぱりこれ１９億円、かなりのお金を使用してするんです

けども、一昨日課長の答弁等を聞いておると非常に心もとない。これ物すごい専門知識が

かなりいりますよね。一般行政職の方にはちょっと無理ですよね。ですから、これ指導は

どこで指導していただいとるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この件につきまして、今、委員御指摘がありましたとおり、

少し心もとない部分もあったとは思います。これにつきまして、一番情報課のほうで、こ

のシステムメインで、かなり情報機器等にも精通したというのはちょっと言い過ぎかもわ

かりませんけども、かなり詳しい者がその担当に当たっておりまして、私もいろいろ気に

なる点につきましては、逐次その職員に報告を求めたりまた指導したりしながら、当然こ

れ設計を委託しているところにも、その旨十分伝わるような形で今まで進めてきたつもり

でございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   このＣＡＴＶの告知端末が、非常に新品でもふぐあいが出てきたとい

うふうなこともあって、今見せてもうとるんですけども、親局から中継基地局６カ所。Ｃ

ＡＴＶ未加入者においては、電波で受信でやるというふうなことなんやけども、非常にこ

れ６カ所で、本当に伊毘とか灘とか丸山、阿那賀、あの辺が全戸行き渡るのか､これちょ

っと心配なんやけども、そこら一応研究というか、これ直接波なんで、障害物があるとい

かんのよね。そこらどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この防災無線の告知端末器自体につきましては、かなり以前

から実績もあるシステムでございまして、今使っておりますＩＰ告知、かなりふぐあいも

あったわけですけれども、実績といたしましては、非常に安定した機器であるというよう

に聞いております。また、委員先ほどおっしゃいました、電波なので電波が届くかどうか

不安だということにつきましては、この中継ポイントにつきましては、昨年の９月補正予
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算を可決いただきまして、委託業者に設計を委託しておりまして、その中で電波の試験等

も行っております。ただ、今現在ずっと総務省のほうと電波の使用につきまして協議して

おるわけでございますけれども、電波も区域外にできるだけ漏れないような形で、非常に

厳しい制約も指導されております。そうはいいながらも、できるだけ強い電波を区域内に

届けるような形で、今、設計のほうを進めさせていただいております。それで、かなり不

安な場所につきましては、念のため屋外にアンテナをつけるというような形もなってこよ

うと思いますけれども、できるだけそういう件数といいますのは少ないような形で、設計

のほうはしていきたいというように考えております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   屋外にアンテナを立てれば、十分キャッチできるとは思いますけども、

いかんせん専門的な知識、それとこれだけの高額なお金、やはりこんなん言うたらなんや

けども、積算の時にでもなかなか専門的知識がなければ、入札時メーカーの言いなりのよ

うな形もあり得る可能性もあるんで、やはりしっかりとしたそういう入札業者じゃない、

そういう専門的な知識を持った人のアドバイスなり、そういう指導を受けるべきではない

かなという思いがするんですけども、そこらどうでしょうか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   今、設計を委託しておりますのは、以前シス協って通常呼ば

れてましたシステム協会、現在はＥＳＳという会社になっておるわけですけれども、かな

りケーブルテレビであったり、防災行政無線にも精通した実績のあるところでございます。

そういうことで、当然その設計業者にも細かな点までいろいろ聞き、それからまた市場調

査といいますか、この関連取り扱い企業につきましても、いろいろ情報収集につきまして

今まであたってきているところでございます。そういうことで、設計金額につきましては、

十分精査した中でやっていけるというように考えております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   最後に、この無線の出力、どのぐらいの出力なんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   済みません、今ちょっと出力につきまして細かな資料を持っ
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ておりません。また後ほど報告させていただきたいと思います。周波数につきましても、

そのとき報告させていただきます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   アマチュア無線は１０ワットぐらいなんですよ。免許なしであったら、

出力３ワットぐらいまでしか免許なしで使えるのはそれぐらいかなと思うんで、１０ワッ

ト近くの出力があればかなり飛ぶんやけども、その出力によって電波の波性が全然違うて

くるんで、そこらまたお願いします。終わっときます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   このデジタル防災行政無線というのは、説明でありましたように、一

昨年だったか台風でケーブル断線ということがあって、そのときにやはりせめて情報伝達

は確実に、そういう災害の起こってるところで、避難誘導なり指示なりということができ

るということは大事だということで、当初ループ化ということをかなり強く求めとったわ

けですが、ループ化にするとコストがさらに高くなると。その中でデジタル化という、無

線化というような話で進んでるということですので、これはこれで一歩前進してるという

ふうに評価をしたいと思っとるんです。ただ、この１つ気になるは、双方向性というのか

伝えると、伝えたものが本当に伝わってるのか、また実際の現場でどうなってるのかとい

うようなことの反応というのか、返しですね。そういうのが、このシステムの中ではちょ

っとないのかなという印象もあるんですけども、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   今、考えておりますのは、その図にもありますように、一般

的に防災行政無線につきましては無線だけでございます。ただ、この私どもが採用しよう

としておりますのは、ハイブリッド方式といいまして、これは加入者宅だけになるんです

けども、ケーブルテレビの線とそれと無線と併用した形で、できるだけ電波のほうは確保

したい、確保といいますか通信のほうは確保するような形になっております。それで、線

が通っておりますところにつきましては、当然双方向性につきましても確保できるわけで

ございます。ただ、その線が断線したときのこともございます。そういうことで、かなり

以前雪で徳島県の中の一部の山間部のところが電話も通じないような状態になりました。

ただ、この私どもの設備につきましては、全ての家庭というわけにはいかないんですけど
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も、屋外拡声機約１２０カ所程度あります。そのような拠点でありますとか、中継地点等

につきまして、電話の双方向について確保できるようにというようなことも今現在考えて

いるところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   山間部、山合いですね。こういったところで孤立化する、土砂災害な

どが、これまでは孤立化するというのは余りなかったんですけども、丸山、阿那賀で一応

そういうことが起こったということもあって、そのときに所在確認がなかなかできないと、

高齢者の方の所在確認できない、電話がつながらないと、おるのかおらへんのかわからん

ということで非常に一瞬緊張したんですけども、後ほどあらかじめ避難しておったという

ことでわかって、ケーブル電話がつながらない電話つながらないということで、本当に安

否確認できない高齢者の方おられたんですね。災害のときにね。だから、その安否確認を

するために、出動したものがまた災害に巻き込まれるというようなことも心配されるんで

すね。そういった面で、断線をした場合でも、双方向性なりが確保できるということが一

つ大事かなということを思いますので、確かに防災カメラなどの必要性も当然あるとは思

うんですけれども、やはり孤立化する、あるいは連絡がとれない、安否確認に走り回らな

きゃいけない、二次災害に巻き込まれる、そういうことがないようなシステム化というこ

とについて、また深めていただければなというふうに思います。終わっときます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １点だけ。気象観測施設４カ所ですけども、ちょっと聞き漏らしたん

ですけども、この設置場所はどこですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   気象観測の設置場所ですけれども、場所は市役所の新庁舎本

館の屋上と、それから緑庁舎の屋上、それから湊市民交流センター、それと福良市民交流

センターの４カ所でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、結局雨量計なんかで、すぐに局部的な集中豪雨なんかに対応す
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るような観測設備やと思うんですけども、３年ほど前に先ほどの委員の話があったんです

が、阿那賀の西路いうとこで、土砂災害が風力発電の敷地内からあって、ケーブルが断切

して加工場が土砂で埋まったり、県道が遮断されて、海岸までの推定５万立米というよう

な土砂が出た災害があって、そのときもいろいろ話が出たんですが、局地的な集中豪雨で

どれぐらいの雨量があるかちょっと確認ができなかって、後手後手に回った経験があるん

ですけども、そのときも市民の方は、こういう危険箇所のあるところには雨量計をぜひ設

置してほしいというような話があったんですが、これ市長公室からも総務部のほうにいっ

とると思うんですけど、その辺についての配慮はないように思うんですけども、考え方で

そういう庁舎内の話し合いといいますか、そういったとこから市長公室から総務部にはそ

ういう話は伝わってなかったんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   この全体のシステム、これケーブルテレビの更新も含

めてというようなことでしたので、全体のシステムの中では市長公室も入っておりました

が、気象観測の施設については入っておりませんでした。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   結局、ああいうような大災害のあったような実績のあるところに、当

然つくるべきやと思うんです。庁舎に何ぼつけても、ちょっと離れたらまた雨の量も違い

ますし、一概にいかんと思うんで、その辺に設置の方向で検討はないんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   現時点では、そのようなことにはなっておりません。ただ、

昨年の台風であったかちょっと忘れたんですけども、確か台風のときだと思いますけれど

も、淡路市でありますとか洲本市のほうに豪雨が集中したこともございます。その際につ

きましては、洲本市と隣接している旧緑町の一部が非常に豪雨でありました。ゲリラ豪雨

というのは、地形的なことだけじゃなくて、いつどのような発生の仕方をするかもわかり

ません。委員、今、おっしゃっているのは、ゲリラ豪雨のことではないとは思うんですけ

れども、そのように場所につきましては、最近は余りゲリラ豪雨等もされますので、雨量

計のシステムの設置場所につきましては、かなり設置場所の選定には難しいと思います。

ただ、現在この４カ所でございますけれども、今後雨量計等につきましては、関係部署と

も検討はさせていただきたいというように思います。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市長公室長、どないですか。総務部のほうに、その辺で内部で話はで

きますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今その場所については、業者と市長公室で雨量の部分に

ついて逐次入るような形をとっております。そうしたことを継続していくのと、今後可能

であれば土砂災害の危険区域というのは市内かなりあります。そういうところ全てにはそ

ういう雨量計が必要なのかどうか、あればそれはいいとは思うんですけども。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   市長公室長、危険があると予想される場所はいっぱいあります。私が

言っとるのは実績があったんです。ですからこういうことを言っとんです、全く話が違い

ます。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   今、業者と常に雨量の部分については連絡をとってやっ

ております。今後そういう災害があった場所ということで、防災の関係部署とも検討を重

ねていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   よろしくお願いします。終わっときます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   総務管理費の７３ページの、ちょっとコミュニティバスのほうに移っ

てもよろしいでしょうか。 

  コミュニティバスの運営業務委託料というのが、昨年に比べて大幅にふえております。
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その要因についてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今回２７年度４月運行に向けまして、コミュニティバ

スの拡充を検討いたしました。１月２３日の公共交通検討委員会で了承を得まして、現在

業者から陸運局へ申請中でございます。それに伴う増でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   コミュニティバスは、市民の方々が大変関心の強い課題であります。

今の話でありますと、もうおおむねルート、時間設定というのはできてると思うんですけ

れども、市民にはいつ広報で知らせるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ４月からの運行でありますので、３月末には新聞折り

込み、広報等でお知らせしたいと考えております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   おおむねルートなり時間が、今の話ですとできてるようですので、で

きたらこの委員会に資料として提出をお願いしたいと思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   資料用意できますか。 

  市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   先ほど言いましたように、地域交通公共会議での資料

でありましたらお配りはできます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、それを見て少しまたお話もさせていただきたいんですけど

も、基本的なところで、これまで新庁舎ができたら、周辺部も含めて新庁舎へ来られるル

ートを確保するという話がありましたけれども、乗り継ぎなしに来られるようなルート設
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定になってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そのルートもございますけれども、ほとんどは各ルー

トからの乗り継ぎ拠点を設けまして、乗り継ぎをしていただきまして、中央庁舎のほうに

来るような路線でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ルートなり時間なり、資料配付してからまた質問したいと思います。 

 

○原口育大委員長   資料配付につきまして、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ではよろしく、資料のほうお願いいたします。 

  ほかにございませんか。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ７３ページから７４ページに、マイナンバー関係のいろんな予算が書

かれているんですが、まずこのマイナンバーは、来年２８年の１月から実施という形にな

りますので、まずそこら辺のタイムスケジュール今後の、その点をお聞きしたいと思いま

す。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   マイナンバーの部分については、平成２７年の１０月に住民

のほうに付番・通知をいたしまして、平成２８年１月から個人番号の利用と、希望者には

個人番号カードの交付が開始される予定となっております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   このマイナンバーを使うことによりまして、市のほうの行政として、
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どのような今までと違いが出てくるのかお聞きしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   この部分については、年金部分とか福祉、医療などの社会保

障分野、それから所得確認などの税分野、あと教育委員会の学齢簿などに関する事務に利

用することができるようになってございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それで、今回費用を見てますと、国庫支出金が３,９７１万円、それ

に対して市の一般財源も３,１１０万円の支出に伴っているんですが、今回のこういう大

きな改訂については、国費のほうで１００％の対応かなと思ったのが、市がこれだけ支出

しなければならない理由というのはどういうことがあるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   国からの補助金については、ベース的には１０分の１０。例

えば、住民基本台帳システムだったら補助率が１００％ということでございます。それか

ら、補助がかからない部分といたしまして、住宅の使用システムなんかは、１００％市が

出さなければならないような部分もございます。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ちょっと補足説明をさせていただきます。今回、その経費に

かかる委託料だけでも約６,５００万円程度かかるわけでございますが、その補助率につ

きましては、先ほど委員おっしゃいましたように、１００％補助であったり、３分の２補

助であったり、全額市の負担というようなものもございます。それで、１００％補助につ

きましては、先ほど課長のほうからも申し上げましたように、住基システムでありました

り、団体なりの統合利用番号連携システム、これは総務省系にかかるものでございます。

それから、その１００％補助にかかるものとして、この中では厚生労働省関係の国民年金

システムがございます。 

  それ以外に、３分の２の補助率につきましては、今回ですと国民健康保険でありますと

か介護保険、それから後期高齢者等の厚労省関係のシステム、それから総務省関係では、

３分の２補助につきましては、地方税務システムでございます。そのように、補助率につ



－ 120 － 

きましては、１００％補助と３分の２補助、それから全額市の負担というものに分かれて

おりますけれども、市の負担につきましては、基本的に市独自のシステムにかかるもので

ございまして、３分の１の負担分につきましては、社会保障システムの地方負担分３分の

１につきましては、普通交付税と特別交付税措置があるということでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   大変勉強不足で申しわけないんですが、このマイナンバーと住基カー

ド、これが非常に個人的には混同してしまうんですが、この大きな違いというのは、どう

いうところが違うんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   まずマイナンバーですけれども、大きな違いといいますと、

住基カードにつきましては、仮に南あわじ市で交付を受けますと、転出した際それはもう

使えなくなります。次の自治体で再度交付を受けるようなことがございます。ただ住基カ

ードにつきましては、生まれたての赤ちゃんから全ての日本国民に対して住基カードのほ

うが交付されまして、それはその方がお亡くなりになるまで同じ番号、１２けたの同じ番

号を継続して使用することになります。そういうことで、今まで住基カードにつきまして

は、非常に利用につきましては、住民基本台帳の関係の一部証明に使いましたり、年金で

の住民の所在地の確認でありましたり、非常に利用されるところが限定的でございました

が、今回通称マイナンバーと言われますけれども、このものにつきましては、ずっと第１

段階、第２段階、第３段階というように、大きくタイムスケジュールのほうが組まれてお

ります。利用されるのは、社会保障でありますとか、税金、災害対策の分野等に限定され

るわけでございますが、まず第２段階、これは平成２８年度から第２段階に移るわけです

けれども、この段階になりますと、企業には給与、退職金の源泉徴収票への記載義務、今

は申告等を受けましても、その方が私ども住民のどの方に該当するのかというのが、住民

票と突合するようなことが必要なわけですけれども、マイナンバーになりますと、日本全

国全ての国民が特定されますので、市での確認業務というのはいらなくなります。それか

ら金融機関には、利子や株式配当への支払調書への記載義務も生じます。それから保険会

社には、生命保険の一時金の支払調書への記載義務も生じます。それから、予防接種やメ

タボ健診など、一部医療情報についてもそれが用いられます。それからＮＩＳＡ口座、非

課税のＮＩＳＡ口座、毎年１００万円の非課税部分がありますけど、その申請書時、今現

在住民票が添付が必要となりますけども、それらも平成２８年度からはいらなくなります。 

  それから平成３０年、第２段階といたしまして、これ法案最近通ったと思うんですけど
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も、金融機関は預金口座への記載が必要となります。 

  それで、第３段階につきましては、いろいろ、今、議論されておるので、方向性はまだ

できてないんですけども、医療分野に平成３０年ぐらいから活用されるというようなスケ

ジュールが組まれております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは日本国籍のある方だけですか、外国人の方がこちらのほうに住

むようになったということで、こういうマイナンバーというのは発行されないんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   このカードについては、ことし１０月以降に住民票を有する

国民の皆様一人一人に、１２けたのマイナンバーが通知されるわけなんですけれども、あ

と中長期滞在者とか、それとか特別永住者の外国人も対象となります。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これから、大変その個人情報をしっかりと守っていかなければならな

いというのも、市のほうでの責務になってくると思いますので、そういった対応について

はどのように考えられてるのかお聞きして、最後の質問にしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   委員おっしゃいますように、非常にセキュリティー対策につ

きましては重要です。住基カードも導入される際、その中の情報の中身といたしましては、

４情報という非常に限定的な情報でありましたけども、非常にそのセキュリティー面につ

きましては論議されたところでございます。その件につきまして、国のほうでもそのため

のセキュリティー面の法制もとられているところでございます。それで、マイナンバーを

含む情報が漏えいした場合、漏えいした人に最高で４年以下の懲役もしくは２００万円以

下の罰金が科される等の、その処罰といいますか、非常にその罪のほうも重くなっており

ます。そういうふうに、法制面ではそのような整備もされていってるわけなんですけども、

私ども市におきましても、情報の漏えいでありますとかにつきましては、現在もセキュリ

ティーポリシーというものを定めておりまして、年に一度は職員のほうにも徹底している

ところでございます。それらセキュリティーポリシーを、この導入に際しましてもう一度
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見直しを図りまして、職員のほうには十分徹底していきたいと、その担当部門につきまし

ては、特に徹底を図っていきたいというように考えております。 

 

○原口育大委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は午前１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５５分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ６２ページ、勤勉手当４,１３２万３,０００円ですか、この根拠と内

訳をお尋ねいたします。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   総務部次長兼総務課長の佃でございます。どうかよろしく

お願い申し上げます。 

  まず、勤勉手当のこの根拠でございますけども、今回この一般管理費の職員給与がござ

います。これの０.７５％と０.７５％の利率を掛けまして、算定されたのがこの４,１３

２万３,０００円ということでございます。この支給根拠につきましては、勤勉手当は地

方公務員法第２０４条第２条に規定されてた諸手当の１つでございまして、条例でこれを

定めて支給することができるとなってございます。地方公務員法第２４条第３項の地方公

共団体の職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員、並びに民間事業の

従事者の給料その他の事情を考慮して定めなければならないという規定により、準拠して

おります国の基準では、勤勉手当につきましては、精勤に対する報酬として支給される能

力給としての性格を有するとなってございます。ちょっと長くなりますけども、当市の給

与条例の第３５条第２項第１項の規定によりまして、今回計上させていただいてるわけで

ございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   それはようわかってます。ただ、この勤勉手当については、それなり

の根拠がいると思うんですよね。それで、南あわじ市も人事評価システムというのを立ち

上げて、もうかなり一般職員にもそれを適用して評価をしていると思うんですよ。それで、

この、今、次長が説明されたこれは何ですか、その管理職以外は必ずつけらんなんという

ことなんですか。これは各自治体によって、首長また議会の判断によって、勤勉手当を全

員に必ず出さんなんということはないと思うんですけども、これは何ですか、全国各自治

体全部がもう勤勉手当を全職員に出すことが、そういう自治法で決まってるんですか。そ

れを各自治体によって、そういう対応の仕方が違うところもあると思うんですよ。それと、

今言うたように、前も１回言うたことありますが、そういうきっちりとした評価をした上

での勤勉手当を出すと。出さなんだら、これは違法になるというような判例もあるんです

よ。その点どうですか、これ全国自治体全部が、できの悪い職員もええ職員も同じように

出さんなんもんなのか、その辺を聞きよんねん。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   この勤勉手当につきましては、支給することができるとい

う規定でございまして、ただし先ほど御指摘ありましたように、全国の地方自治体のほう

では、勤勉手当につきましては、いわゆるボーナスということで、期末勤勉という形で支

給されているのが実態でございます。ただし、この勤勉手当は、先ほども申し上げました

けども、能力給という能力によって支払われるという性格がございますので、成績率とい

うことで支給をされてる自治体もございます。先ほども言われたように、当市も人事評価

をやっておりまして、人事評価によりましておおむね良好というようなことでございます

ので、この勤勉手当につきましては、全員支給ということになってございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   肝心なことやな、今そういう自治法で決められておるというけども、

各自治体の首長、そして議会の議決があれば、この勤勉手当というのは必ず出さんなんと

いうことはないんでしょ。その点聞きよるねん。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   条例で、支給することができるという規定でございますの

で、義務ではございませんが、支給をしております。 
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○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それで、その、今、人事評価システムにのっとって、評価できるとい

うことでずっと出しておると。これ、南あわじ市の財政見てますと、その自主財源という

のは、大体これ市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、それで約２７年度、

２５年度の決算ですとこれだけの５６億円ですか、約２７年度は、なかったと思うんよな。

それで、２５年度では約４０億円までいってませんけど、人件費に３９億何ぼかの決算し

てあったと思う。これね、企業のこの会計システムから見たら、これもう完全に倒産です

わね。これ、やっぱり地方交付税とかそこら県贈与税、いろいろなそういう国・県の手当

によって市が行政運営ができておると。これは非常に厳しい状況やと思うんです。それで、

この人事評価システムをやったんは、大きなアドバルーンばっと上げたんはいいんですけ

どね、果たしてそういう具体的な例が我々には一つも見えてけえへん。それは、今、課長

答弁されて、おおむね良好に皆評価できるということを言われたけども、いろいろなこと

がこれまでありましたけども、そういう評価をした、何か普通やったらこれ課長やめて降

格人事でもしたらええんかというようなことでもそのままいきよるし、何かはっきり言う

て、きょうは市長は出席されてへんけど、何か組合となれ合いみたいなやり方やっとるの

違うかと。やっぱり評価するんであれば、できる職員とでけひん職員の差というものをつ

けて、これやっぱり行政は人なりと言われるぐらいやから、その辺どうなんですか。我々

に見えてけえへんでないか、その人事評価システムをやってもう何年になるで。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   人事評価制度につきましては、平成２０年に試行が始まり

まして、ことしで６年目でございます。管理職につきましては、２年以下の試行を経て、

平成２２年度から本格実施ということでございます。一般職員につきましては、平成２５

年度から本格実施ということでございますが、その本格実施の対象につきましては、御指

摘の例えば勤勉手当の反映とかじゃなしに、人材育成並びに人事評価、人事異動の参考に

するということでの本格実施ということでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういう大きなアドバルーンを上げてやっておるんですから、やはり

そういうことが議会や市民にも見えるような評価の仕方というのは大事やと思うんです。

それは、そんなふうに言われたらこちら反論の仕方ないんですけどね、おおむね良好にい

ってるということでやられた。けれども今の財政の状況を見たら、やっぱりそういう、私
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言いたいのは、できる方にはできるような報酬をあげる、これはやっぱり公務員といえど

も一般企業といえども、やっぱりそういうシステムにするために人事評価というのを取り

入れていると思うんです。ですから、そういうことを「ああ、あんなことがあったんでこ

の職員はこんなふうになったんかな」とか、やはりそういうような動きがあって初めてそ

ういう評価システムが機能しとると言えると思うんですよ。そういう評価システムを導入

されてから、はっきり言って我々には何にも見えてこないということは、全然評価システ

ムが機能していないと思うんで、私はそない思うんですよ。ですから、そういうことをや

っぱりきっちりと表面に出るような評価をしていただきたいと。勤勉手当、そういう職員

の皆さんには厳しいこと言うようやけど、やっぱり評価システムをこしらえた以上は、そ

の評価を表に出るような形でしてもらわなんだら、それは職員、組合の中で執行部の中で

うにゃうにゃと、私はやりよるん違うかなと思とんですよ。そういうことのないように、

今後やっぱりきっちりといいものはいい、悪いものは悪いで評価をしていくという形をと

っていただきたいと思います。これは答弁結構です。終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   ７８ページの、地域おこし協力隊推進費１,５００万円と書かれてお

りますが、これと８０ページの地域づくり事業交付金、この２つについて御説明をお願い

いたします。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   地域おこし協力隊におきましては、今現在沼島のほう

で４名従事しております。それで、平成２７年度におきましては、新しく４名の地域おこ

し協力隊を募集するつもりでおります。それに要する経費でございます。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   地域づくり交付金については、２１カ所の市民交流セン

ターへ配分する交付金でございます。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   先ほど課長答弁された、４名という新たに予算おいたわけですが、こ
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れを４名どこへ派遣するんですか。 

 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ことしまでは、沼島とか灘地区とか、いろいろ地区ご

とに募集をしておったのですけれども、２７年度は南あわじ市全体を地域として、４名簿

集する予定でございます。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   南あわじ市全体ということになれば、集中的な地域協力隊の指導はで

きないと思うんですけど、我々辰美校区も非常に民宿とか瓦、農業、非常に厳しいという

ことで、私も伊加利地域で、協力隊の順番次ですよと言われとったんですが、いつの間に

や立ち消えてしまったんですが、こういったことは誰が決定しとるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   南あわじ市全体ということですので、拠点を市役所の

ほうに置きます。市役所のほうに朝出勤していただきまして、農業に関することとか、観

光、産業に関することとか、あるいは地域のコミュニティ活動に参加するとか、各イベン

トの実施の計画であるとか、そういったことに従事してもらうように予定をしております。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   予定をしておりますって、そういった計画を立てた中でやっとるんで

すか、それとも地域そのものから地域交流センター事業ということ、今、先ほど室長のほ

うから説明があったわけですが、そういったとこと連携した中で、問題点を掘り起こした

中で指導しに行くんですか。どういう活動ですか、ちょっと先が見えてこんけど。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   まずは市のほうから、こういうことをしてくださいよ

ということで指導します。４月からは、交流センターの地域づくり協議会各地区でありま

すので、地元でこういうことを手伝ってほしいとか、活動してほしいとかいうことで、地
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元の意思、団結というか、あればそちらのほうにも積極的に協力していきたいと思ってお

ります。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、今まで申し込んどった、次順番ですよというやつはも

う立ち消えてしもたということですね。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   なかなか、地区で受け入れるということは、その地区

の方針とかそういうのが定まらないとなかなか受け入れができません。それから、地域の

方々が受け入れできるような状態が整っていなければ、なかなか難しいことかと思われま

すので、まずは市全体で受け入れをしまして、それから交流センターなり地域づくり推進

協議会、各交流センターにございますので、そういったところで協議していただきまして、

受け入れが可能な状態になりましたら、また募集等もこちらのほうでさせていただきたく

思っております。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ちょっと今の答弁では、ちょっと御立腹しとんねんけどな。準備が整

わへんさかい、伊加利へ派遣せえへんという、来るや来んやわからもん準備もでけへんや

ないか。そういうことですよ。勝手に決めてやな、おまはんら準備ができとらへんさかい

いうて、そらちょっと勝手過ぎるの違いますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そうとらわれましたら、すいません。準備ができてな

いということではございませんけれども、今年度２５年度に募集を行ったところ、協力隊

の募集がなかったもんですから、そういうことになっております。比較的、市全体でした

ら、住むところに関しましても、市の中央のほうとかで確保できましたりするんで、協力

隊の方も来ていただきやすいのかなというような状態でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 
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○森上祐治委員   ６４ページの宿直業務委託料、２９６万３,０００円と、６２ページ

の職員手当等の宿日直手当、１８２万５,０００円についてちょっと質問させていただき

ます。 

  この６４ページの、宿日直業務委託料というのは、従来シルバー人材センターに宿直を

お願いしとった分が、合併して新庁舎ができて、一つの新庁舎だけの人員分ということで

理解してよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   新庁舎統合後は、シルバー１名と職員１名体制での手当と

委託料でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ということは、私去年の予算書ちょっと比べて、よう調べてないんで

申しわけないんですけども、基本的には５庁舎分シルバーの人に宿直していただいてるの

に、今度は本庁舎だけになると。大体シルバーの方には、５分の１の支払いという勘定で

よろしいんですかね。予算措置は。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   宿直業務はですね、５庁舎のうち中央を除く４庁舎で行っ

ておりましたので、４分の１でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   その分庁舎のほうでなくなった分にかわって、今度新しく久しぶりに

見たんですが、６２ページに職員の手当１８２万５,０００円が宿日直手当として、職員

手当ということで出てます。ということは、これは職員が宿直するということで、私も１

月の委員会でもちょっと質問させていただいたんですけども、この積算の根拠というのは、

これ３６５日で単純に割ったら５,０００円と、一晩泊まったら５,０００円という解釈で

よろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 
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○総務部次長（佃 信夫）   この根拠につきましては、ただいま申していただいたとお

りでございますけども、ただし日直業務の分がこのときにはまだ検討中でございまして、

日直業務を今度管理職で行うということでございますので、これは宿直業務だけですので、

宿日直業務ということでございますので、日直業務の管理職が休日行う手当については、

また補正をさせていただきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   これは新庁舎ができて、新庁舎にはシルバーの方に加えて、職員も一

緒に宿直されるということなんですよね。これは、市民の側から見たら、これサービス向

上したなと、１０年ぐらいの間は職員の宿直がなかった状態で、新たに南あわじ市の職員

は宿直するようになったと、これはよう頑張っとるなという評価をしてくれると私は思う

んですが、ただ全国的な傾向からしたら、いわゆる公共施設の宿直というのは、例えば学

校現場ではもう半世紀前、５０年以上前に全国的に全部廃止してますよね。宿直はなくな

った。それから市役所のほうも、例えば淡路３市見てましたら、洲本市、淡路市これもと

もにもう警備保障とかでやってる、南あわじ市はシルバーにお願いしとるという大きな流

れがあります。こういう流れの中で、南あわじ市は今回また職員に宿直してもらうと。こ

ういう全国的な流れに逆行しとるのが私悪いと言ってるんじゃないんですよ。これは市民

から見たら、南あわじ市は危機管理という観点から、来るべきいつ来るかもわからない南

海トラフの大地震に備えて、危機管理的な動きをやっとるというような見方もできるんで

すが、そこまでするんであれば、市民にもっと訴えるんであれば、例えばここにいらっし

ゃる管理職も一緒に泊まったらどうですか。これ職員だけじゃないんですか、と私は聞い

てるんですが。この辺どうですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   新庁舎の移転に伴う宿日直体制につきましては、宿直は先

ほど申されたように、シルバーの派遣職員１名と、それと管理職以外の一般職員１名の体

制でございます。ただし、管理職は日直業務を行って、昼夜を問わず危機管理体制をより

強化を図っていくというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今まで職員の側からしたら、やってないこと順番に回ってきてと。私

は事実を聞いたんでは、大体３回程度１年間で回ってくると、これ男子の職員ですよね。
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管理職も入ってくれたら２回ぐらいでいけるんやけどというようなことで、それだったら

やっぱり市民に対するインパクトの強いアピールするんでも、やっぱり職員も管理職も一

般の職員も分け隔てなく泊まって、日直もやっとるわ宿直もやっとると、そういう姿勢を

示すのも一つの方法ではないかと思うんですが、次長、その辺の考えはどうなんですかね。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   現状では、そういうやり方もあると思いますけども、現在

組合とも十分協議を重ねておりますので、今の申したような体制でいく方針でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私が聞いたのは、組合は必ずしもすんなりと納得してるようには思っ

てないんですけども、市長のたっての願いであるというようなことを執行部おっしゃって

るということで、職員のほうもほんならというような、渋々今のところ受け入れてるとい

うようなことを私はちらっと間接的にお聞きしたんですけどね。そういうことを踏まえて、

例えばこの一晩泊まったら５,０００円と、これも条例ではもうだけになってるんで、洲

本市とか淡路市に比べたら安いでしょう。その辺のことも見よったら、やっぱり配慮した

る必要があるんではないかなと、せっかくやるんだったらね。と思いますが、どうですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   この手当につきましては、現行は４,８００円でございま

す。２００円でございますけども、上げまして５,０００円ということでございますが、

この根拠につきましては、労働基準監督署にもまいりまして、民間の例えば労基法適応す

る民間で行われてる宿直手当につきましては、通常業務の３分の１程度でいいと、それ以

上ということでございますけども、当市につきましては、公務員はその分野につきまして

は労基対象外でございますが、それを準拠して試算しましたところ、平均的な一般職の１

日の給与が大体１万４,８００円程度でございましたので、その３分の１の５,０００円を

今回手当として計上させていただいてるわけでございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   最初申し上げたように、全国的な常識的な動きからして、大体市役所

等の施設の宿直はなくなってきているという日本の現状でありますが、これは南あわじ市
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はやるんだったら、市長がやろうというんだったら私は別に反対しないんですが、大体い

つまでぐらい続く予定なんですかね、こういう制度は。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   当面の間ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   次長としたら、その辺よう答えにくいと思うんですが、当分の間と、

これは非常に行政用語で意味深長な言葉ですね。市長がたってのお願いということで、職

員にお願いしとる以上は、この当分の間は当分の間かなというような感じがいたします。

こういう全国的な動きに逆行して、南あわじ市の職員は宿直して、市民の安全を守ろうと

しているというようなことを、いろいろなところでやっぱり広報もしていただいて、職員

も頑張っとるんやということを、よろしく広報もお願いしたいということで、質問を終わ

ります。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７９ページの、先ほども地域おこし協力隊推進費の関連なんですけれ

ども、企業を興すということで、起業支援補助金１００万円というのがついとるわけです

が、新年度で推進隊の卒業というような格好で、それに備えて定住化をするための支援と

いうような説明があったかに思うんですが、その内容をもう少し詳しく説明いただけます

か。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今、委員言われましたように、３年間を経まして、今

度定住促進のために、定住していただくための支援といたしまして、総務省が特別交付税

ということで、１００万円を用意してくれているものでございます。これにつきましては、

卒業年度または次年度に使用するものでございまして、新しく就職するために、例えば事

務所を借り上げる登記費用だとか、あと家賃、それから備品類、そういったものに使える

交付税でございます。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、そしたら１年限りの属人的なものということになるわけです

ね。沼島の地域おこし協力隊、今現在４名。５名おったものが４名になったということで、

それぞれ定住のための努力をしておると。なかなか、その３年間の間で難しいということ

で、４年目に１００万円ということになっとるんかと思うんですが、この協力隊の方々が

他地域で、先ほどの地域で受け入れ体制というようなお話もあったわけですが、沼島には

笑顔のたえないというＮＰＯ法人を立ち上げて、全般的な地域おこしをやろうと。そして、

その中に地域おこし協力隊の方々の活動を位置づけようというような議論があったかに思

うんですけども、それとの関連はどうなるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今回３年目を迎える方につきましては、ＮＰＯ法人と

は関係なく、新たに就職を予定してるようでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで立派に定住をできたら結構なんですけれども、ＮＰＯ法人の事

業の活動やありよう、目的、内容というのはちょっとまだ詳細がわからないので、詳しい

ことはちょっとここでは言えないんですけれども、いろいろ沼島での活動を見ておると、

やはり個人の努力ではなかなかできない部分が大きい、地域との連係プレーなどもとって

いかないと、個人で事業を興したとしても、周りとの連携なり協力関係なりがつくれない

と定着もしない、反って孤立化するというような心配もあるんですね。ですから、そうい

うせっかくの特別交付金としてつくものですから、本当に安定的に定着を図っていただく

ために、方向性としてはやはりそうしたＮＰＯ法人などと協力をしながら、個人の努力だ

けではなくて地域全体で支えるというシステム、仕組みが肝心かなというふうに思ってお

るんですけども、これは本人がどうしてもこの１００万円使って私はこういうことやりた

いということになれば、そういうことにはなかなかならないと思うんですけども、そのあ

たりの調整というのは可能なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そのとおりだと思います。それで、月１回地域おこし

協力隊と沼島の推進協議会のメンバー、主だったメンバーですけれども、いつも打ち合わ
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せというか、協議会を会議をしております。その中で、今月はどういったことをしよう、

それから今年度はどういったことをしようといったふうに、いろんな協議を毎月最低１回

重ねております。それで、今回３年目を迎える協力隊員さんにおきましては、やはり定住

していただくということになりますと、地域の方々の協力がやっぱり不可欠になってまい

ると思います。先ほど言いましたように、ＮＰＯ法人のメンバーのほとんどの方がその協

議会のメンバーに入っておりますので、そちらのほうも連携してやっていけるかと思って

おります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この７３ページの、新規事業の古民家再生というやつでちょっと聞き

たいんやけど、その前に先ほどの森上委員の質問に関連して、その前に教えてほしいねん

けど、地方公務員法に職務上上司の命令に従う義務という条文があると思うんですわね。

市長がですよ、庁舎において、職員において宿直しなさい言うて、その命令に従われへん

のは、懲戒処分に私は対象になると思うねんけど、その辺はそれなりの労働対価を払うん

だったら、市長が命令したら職務上の命令に従う義務というのは、公務員たる立場たる者

はあると私は理解しとんねんけど、その辺まずどうですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   申されたように、地方公務員法上ですね、職務専念義務と

かその命令に従う義務がございます。今回の宿直業務につきましては、その業務という中

に入るか入らないというのがちょっと議論になっておりまして、我々サイドは業務の一環

やということでございますが、職員組合のほうはその業務外、通常の業務外というような

解釈もしておるところでございます。十分協議を重ねた結果、先ほども森上委員からも御

指摘あったように、協議の末きちんとした合意は得られてないものの、承諾を得た上で、

今回新庁舎に移った際には、職員も宿直業務をするという方向で今現在進んでおります。

やる以上は、やっぱりきちんとやっていただきたいということで、我々サイドもその業務

内容もきっちり決めた上で、指示をさせていただきたいと思っております。その宿直業務

につきましては、これはできるできないというようなこともございましたので、これも労

働局のほうに確認をしましたら、極論を申し上げますと、市長が許可をしたらできるとい

うことでございますので、我々サイドはそういう根拠のもと、今後業務をやっていただく

つもりでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   いや、我々市民からしたら、問い合わせなり危機管理上、しっかりと

した専任の公務員たる立場の人間が宿直していただくというのは、これは当たり前の業務

や思うんですわな。そんな、市長がそういう業務に対して命令を下した段階で、公務員た

る身分たる者が、その市長の命令に逆らうような職員があっては私はならんと思うんで、

これはその辺しっかりと、職員たる公務員たる立場の自覚をしっかりと持つようにやって

いただきたいと、それは申しておきます。 

  それで、肝心の質問やけど、これ新規事業で古民家再生推進３３３万円というて出とん

ねんけど、この事業の概要をちょっとまず教えてください。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   県が実施しております、古民家再生促進支援事業とい

うことでございまして、築５０年以上の木造の古民家を、地域活動の拠点施設等で公共的

なものに再生するために要する改修工事費の補助金でございまして、対象工事費が１,０

００万円以上のものに限られまして、定額３３３万円の補助がございます。事業の負担割

合におきましては、国が３分の１、県が６分の１、市が６分の１、事業者が３分の１でご

ざいまして、市の６分の１の随伴補助が条件となってまいります。補助の必要条件といた

しまして、最低１０年間はその地域の活動の拠点等として使ってくださいよという条件が

ございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   実際、今年度でこういうふうな古民家再生して、実際やる地区という

のはもう決まっとるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   この事業につきましては、県の審査が必要になってま

いります。２６年度に県のほうから審査員が来まして、再生に関してアドバイス等をいた

だいております。それで、もうこれでいいですよということで、認可をいただいておりま

す。２７年度に改築をするんですけれども、それは灘地区でございます。灘出張所のちょ

うど山側ぐらいにあたります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   そこでね、これが地域の交流拠点というのは、市民交流センターみた

いな役もあるねんけど、この古民家を使ってその交流拠点にするというのは、そこでお茶

飲んだり地域の人が寄ってきて、そういうふうな拠点という意味合いでええんけ。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   この施設につきましては、ＮＰＯ法人灘水仙の里とい

うのがございまして、そのＮＰＯ法人の活動でございますけれども、交流ハウスだとか観

光交流、それから高齢者の支援助け合い事業等を行っておりまして、買い物難民じゃない

ですけど、買い物に困ってる方々の助け合いをしたり、それから介護予防の指導をしたり

とか、そういったことでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、公共の福祉に伴うような施設やさかい、こういう事業を受けら

れるということやな。そういうことやね。わかりました、ありがとうございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ６８ページの財産管理の関係で、委託料で私有財産調査及び管理計画

策定業務というのがありますが、これはどういうふうな内容でやられるのかお聞きします。

もう１つ、それから、同じところに実施設計委託料と、ページ変わって工事監理委託料、

それから工事費のところに緑庁舎の解体及び回収とありますが、これと関係してるのかど

うか。もし関係してるのでしたら、非常に高額だなと思うんですが、それをお聞きします。

もう１つは、７１ページのコミュニティ助成事業、これはどういうことで、どこでどうい

うことをするのかをお聞きします。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   まず６８ページの、私有財産調査及び管理計画策定業務委託

料１,０００万円の件でございますけれども、このことにつきましては、今、国のほうで、

地方の公会計化ということで進めることを推進しております。それで内容的には、いわゆ

る複式簿記の導入、あるいは固定資産台帳の整備というものを行うものでございます。ま
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た公共施設の総合管理計画と申しますのは、その固定資産台帳の整備等に伴いまして、公

共施設等の今後の利用に関して更新、あるいは統合、あるいは長寿命化、そういうものを

行うための総合的な方針を定める計画となっております。この分につきましては、債務負

担をおいておりますので、全体の事業額としては１,８００万円を予定しております。 

  それから、次の実施設計委託料８５０万円でございますけれども、これにつきましては、

２７年４月に各現在の分庁舎につきましては、一部空き状態になるものがございます。そ

のもの各庁舎につきましては、今後解体を予定しておりまして、その解体の工事の設計委

託業務を予定しております。その分の経費でございます。三原庁舎、南淡庁舎、西淡庁舎

を対象としております。 

  それから、６９ページの一番上にあります工事監理委託料でございますけれども、これ

につきましては、緑庁舎につきましては、２７年度におきまして、旧館の分につきまして

は解体・撤去。それから、後ろの新館の分につきましては、改築をして事務所等に改築を

するということで進めております。その工事に関する管理委託料でございます。 

  それから、６９ページの工事請負費、緑庁舎解体及び改築工事という部分であったと思

いますけれども、これにつきましては、申し上げました緑庁舎の解体・撤去及び改築工事

にかかる工事費を計上させていただいております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ７１ページの、コミュニティ助成事業補助金でござい

ます。これは、財団法人総合センターからの助成を財源に、宝くじの社会貢献事業として、

地域のコミュニティの健全な発展と社会福祉を図ることを目的にしている補助金でござい

まして、端的に言いますと、各自治会のだんじりを修復しているような補助金でございま

す。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   もう１つだけ聞かせていただきたいと思います。７５ページに、市民

生活応急措置費があります、これ交通対策費としてはどういうことをなさるんでしょうか。

その下のほうには、交通安全施設や防犯灯、安全施設の材料といろいろありますので、こ

の１００万円に関してどういうことをなさってるのかをお聞きしております。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 
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○生活環境課長（北口 力）   これは、平成２６年度ではいなりこ予算ということで、

生活環境課の部署ではカーブミラーを主に支出して、修繕とかいうことで支出しておった

部分で、主にカーブミラーを計上しております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ８１ページの、防犯カメラ設置補助金についてお聞きしたいと思いま

す。昨今の防犯カメラいろいろなところに設置されとるんですが、南あわじ市もいち早く

学校現場にも設置されてると思うんですけども、その辺はどういう状況になっております

か。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学校教育課長の廣地でございます。 

  学校教育現場における、学校現場の防犯カメラの設置状況ですけれども、小学校の場合

は、沼島小学校を除く全小学校に防犯カメラを設置しております。中学校におきましては、

三原中学校、南淡中学校に防犯カメラがそれぞれ設置されている状況でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   防犯カメラというのは、いろんな使い方というか、用途があろうと思

うんですが、定点で決まったところで動きをキャッチするということで、学校現場なんか

だったら防犯という、犯罪を防ぐという形で、常時見ている必要があると思うんですが、

私が昔勤めとった間は防犯カメラ全くありませんで、ちょっとピンとこないんですが、学

校現場として常時そういう形で見られるんかなという心配もするんですが、どんなところ

に置いとんですかね。 

 

○原口育大委員長   森上委員、学校現場での防犯カメラの質問だとしたら、教育費のほ

うで。 

 

○森上祐治委員   わかりました、また後でしますわ。 

  それに関連して、この８０万円の、ことしは書いてあるのを見てたらですね、いわゆる

地域の安全のまちづくり活動を防犯面から支援していくんやと、地域の見守り力の向上を

目指したということで、これは各町内会とか地域の見回り隊のほうが、ここにつけてくだ

さいと申請をしてきたら８万円の補助を出すということなんですか。 
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○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   この防犯カメラ設置事業の概要ですが、兵庫県では８万

円を限度に定額補助をしております。それに伴いまして、市のほうも随伴補助という形で、

８万円を限度に支出するものでございます。今回、８０万円予算計上させていただいてお

りますが、８万円掛ける１０基を予定しております。今、委員おっしゃった防犯グループ、

自治会とか防犯グループを対象に、補助金を出すというようなことになっております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ということは、もうことし８０万円おいてあるということは、１０カ

所大体決まっとんですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   これにつきましては、毎年兵庫県が制度化しておりまし

て、５月の中旬から７月の中旬にかけて募集があります。来年度決まっておるかという御

質問ですが、その５月の募集した段階で申請いただいて、県のほうへ提出して審査しまし

て決定するというような流れになっております。ちなみに、これ新規事業ですが、この県

の補助・実績ですが、平成２４年度に１件、平成２５年度に１件、平成２６年度に２件と

いうようなことで、県の補助を受けて自治会等が設置している実績がございます。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ちなみに、その補助が８万円ということなんですが、１台設置しよう

と思ったら経費はどのぐらいかかるんですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   以前の委員会でもちょっとお話がありましたが、南あわ

じ市で実績あった部分では、安い金額で８万何がし。それから、福良でも２６年度設置し

ておるんですが３０数万円かかったと。それで、県のほうへ照会かけましたら、平均が約

２４万円程度ということでお伺いしております。 
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○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   ということは、３分の１の補助ということで、残りは地元のほうで負

担ということなんですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   おっしゃるとおりで、補助率としますと、平均でいきま

すと、８万円が県で８万円が市、残りが地元と。ただ、１６万円でしたら地元負担がなし

というような形になります。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   そういう形で、これは防犯カメラ設置するということは、これは安全

に対するええことだと思うんですが、市としたら県がそういう動きでメニュー組んでやっ

とると、具体的に南あわじ市ではどういうところにそういう設置していったらいいという、

何かそういう計画とか考えはお持ちですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   これも、撮影場所とか要件がございます。道路・公園等

で、不特定多数の者が利用する場所の画像の面積がおおむね２分の１であるというような

ことで、したがいまして、例えば公民館でしたら公民館だけを撮影するということになれ

ば、審査の段階で採択にならないと、あくまで道路等のこの不特定多数の者が利用する画

像が、おおむね２分の１以上を有するというような要件になっております。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   最初に申し上げましたとおり、これは県の事業の随伴と

いうことでございまして、設置基準、設置要綱は県に倣うものでございます。県に申請を

出していただいて、その認可に基づいて市も随伴していこうということです。そして金額

については、わかりやすく言いますと、１０万円で済んだとします、県が８万円、市は２

万円足していきますので、１６万円までは地元の負担がいらないということです。先ほど

２分の１といいましたのは、公の部分を２分の１、その防犯対策にかかる分の視野を２分
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の１というようなことでございまして、この設置基準につきましては県に倣うものでござ

います。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   一昨日の洲本市でも、びっくりするような事件がございました。あれ

見よっても、洲本市の中でも非常に周辺部、田舎のほうですんで、多分防犯カメラもなか

っただろうけれども、パトロールは再三されてると、９回を超える警察のほうに相談があ

って、しょっちゅう警察の方が行ってパトロールしてきたにもかかわらず、ああいう事件

が起こったという。ああいう動き見てて、私も防犯カメラの効力というか、ちょっと心配

になってきたところもあるんやけれども、やはり学校現場でも今やってると。地域で、ち

ょっとその人通り心配なところは設置していって、見回り隊も頑張ってやっていただいて

ることでありますし、一つでも多くそういう危ないところには防犯カメラも設置するよう

に、また啓蒙のほうよろしくお願いしたいと思います。質問を終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございますか。 

  それでは、暫時休憩します。 

  再開は午後１時５分とします。 

 

（休憩 午後 ０時０２分） 

 

（再開 午後 １時０５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  先ほど資料要求のありましたものにつきまして、机上配付しておりますので、参考にし

てください。 

  質疑ございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   先ほどの職員の宿直の件について、１つ気にかかったことがあるので

質問したいと思います。 

  先ほど、森上委員それから谷口委員の質問に対して、次長が答弁をされておりました。

そういう中で、森上委員からの最後に職員組合のほうが渋々で了解をしたということの質

問があったわけですが、それはそれとして、谷口委員がまた質問した中で、その答弁がそ

の内容が聞いておりますと、本当に渋々そういう了解をしたと。仮にも選挙で選ばれた首
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長に対して、それは組合は組合の権利もあると思います。ただ私気になるのは、そういう

危機管理の大切な宿直に対して、職員が聞いてたら渋々という形で妥協したと、これは聞

き捨てならんと思うねん。そんな態度で宿直していただいて、それで宿直費も出して、私

はそこまで宿直するのは当然やと思うですよ。その中で、渋々やいうことはどういうこと

なんよ、そんな職員が泊まって危機管理できますか。どない考えとんのよ、はっきり言う

て。そんだけ組合の権利は権利として、あなたの言うた答弁は渋々ということは、その辺

はちゃんと言うてよ。そんな渋々やいうて泊まってもうたら、それはもう迷惑するわ、市

民が。どない考えとんのや、組合というのは。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   私は、誤解のないように申し上げますけども、渋々とは申

し上げておりません。渋々了解したんじゃないかということだったので、納得した上で合

意はいただいてないんですけども、やっていくような形での承諾はいただいてるというこ

とで、御答弁申し上げた次第でございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そやから、次長とそういうやりとり聞いて、次長の答弁聞きよったら

いろいろあって、それは渋々というのは、こっちの内容を聞いて渋々受けたんやなという

ことで言いよるわけや。そうやないか、それ、はっきりと。いろいろ内部で反対する者だ

って、市長といろいろやりとりがあって、それでなかったらそんな発言が出てくるはずな

いがな。森上委員が渋々やいう発言をすることには、内部からそういう情報が漏れとんの

だあな、はっきり言うて。違うんけ。慎重な森上委員がそんな渋々やいう表現使わへんわ。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   組合側の意見というか、言い分がございまして、やはり宿

日直業務については、民間では正規の業務外というような捉まえ方をされております。組

合側もですね、その辺のことに準拠して、合併以前からその宿日直業務については職員で

はなくて、例えばシルバーに委託とかいうことできた経緯がございます。合併した当時は、

宿直についてはシルバーなんですけども、日直業務については廃止を前提に継続協議とい

うことになっておりまして、それで組合とも十分協議した中で、より業務を効率的に行う

という観点から、現在は職員２人制、管理職と管理職以外の職員で２人制でやっておりま

す。合併後については、繰り返しますけれども、宿直業務についてはシルバー１名と管理
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職以外の職員１名と、日直については管理職があたるということで方針を立てた中で、先

ほど申し上げました、やるからにはしっかりとやってまいりますので、御理解をいただき

たいと思っております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私は何も、やめとかやれとかそういうことを言いよんの違うねん。こ

れ、合併するまではシルバーで、雇用面でも削減するような形になっとるねん。それは別

に、そういう一つの庁舎にして、少しでも経費を何するということで職員にお願いしたん

だと思うねんけども、そういう中で組合でそういう話がかなりあったから、そういう委員

の発言にもつながってきとんのやないか。違うけ、そんな話をすんなりときとったら、そ

んな問題出てくるはずないだあな。それが内部から、そういう組合員の中から、何という

か、そういう無理やりに妥協したような話があったから、こういう質問が出たんと違うけ。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   組合側の言い分を職員の意見ということで、委員のほうで

取り上げていただいたことと思っております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それはもう次長、偉い人やけんど、日本国憲法の憲法第１５条第２項

にはどない書いてあるのよ。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   公務員については、全体の奉仕者、公僕ということかと思

います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   であれば、そんな市長の命令が出たら、それに組合がぐずぐず言うて、

そういう無理やり何か引きずったみたいな話が、議会で出てくるというのがおかしいとい

うことを言いよんのや。そういう情報が漏れとるからこういうことが、醜いこと私も言わ

な仕方ないようになっとるねん。そんな、今でも危機管理体制については、いろいろ我々
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も不安持っとる中で、そんながたがたもめた中で、嫌々みたいな形で泊まってもうて、住

民がえらい迷惑するやないかそんなん、はっきり言うて。それやったらシルバーにやって

もうたらええねや。気持ちようにやれるんやよって。それこそ、庁舎を捨て交流センター

をやって、南あわじを一つにどこうやいう中で、組合でそういう揉め事があるやいうこと

自体がおかしいと思う。本当に何か自分ら、我々もそうやけど、どこで給料もうて生活し

よんのよ、お互いに。そんなことを不満や言うことはおかしいと思うで、はっきり言うて。

課長とそんなやりとりしたって、次長と仕方ないわ。副市長はもう１０年もやりよるよっ

て、副市長、本当にそんな組合でがたがたがたがたして、わし聞きよったら無理やり妥協

して、そんでそれを嫌々やると。そんなことされて、副市長どない思いますか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   組合も、宿直業務・日直業務については意見は持っておられま

した。そういうことで、なかなか総務と話をしたんですけど折り合いがつかんので、市長

と私とに直談判をしたいということで、組合の役員さん来られました。そのときは、先ほ

ど来お話のように、南あわじ市としては危機管理体制が非常に重要なんだと、そやからお

願いをしたいということで、そのときは納得していただいたと私たちは、市長も含めて思

っておったんですけど、そういう御意見のあるというのは、ちょっと遺憾に思っておりま

す。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   話聞きよったら、もうこれ以上は言えへんけども、やはりそういう問

題が外部へ漏れよるということよの。漏れなんだらこんな、私もこんなこと言うこともな

いし、そういうことはがたがたしたことが漏れとんのでないか、はっきり言うて。そやか

ら、今後それは組合は組合の権利あれしてやるのはええけども、我々に聞こえんように、

その内部調整をちゃんとやってもらうということを、これきっちり総務部長答弁してくだ

さい。 

 

○原口育大委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   職員組合から、そういう情報が漏れたかどうかというところ

までは確認はできないわけですけれども、そういうことがもしあれば、いけないことでご

ざいます。職員につきましては、情報の管理につきまして、十分徹底をいたしたいという

ように考えております。 
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○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この総務費の関係で、全般的なことで、需用費というのを少し拾らっ

たんですけれども、２６年度の総務関連の需用費が１億９８６万円、２７年度が９,６９

１万円ということで、１,２９５万円ほどの需用費の減額になっとるわけですね。これら

の理由について、少しを説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   詳細な部分については、ちょっと集計してみないとわからん

部分もあるんですけども、需用費の増減といたしまして、全体として３,０００万円程度

の増額となっております。その中で、総務費については、こちらで把握してるのは１,４

００万円程度のマイナスということで、内容はちょっと詳細はわからんのですけど、総合

窓口センター分として４８０万円程度。それと、選挙費で２３０万円程度の減額で、あと

ちょっと細かい部分は把握しておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   細かい点はいろいろあるかと思うんですけれども、総務費関連で１,

３００万円ぐらいかなと。全体では、先ほどおっしゃられましたように、需用費の総額で

は３,０００万円ふえてると。これは総括的なことになるんですけれども、その中にあっ

て、例えば養護老人ホームのさくら苑、これはもう全部ゼロになってますから、これ大体

１,６００万円ぐらいの、ざっと２,０００万円かな、ざっと２,０００万円ほどの需要費

の減額ということになっとる。このさくら苑が、もし無償譲渡でなくって、市の管理物件

ということでいきますと、６億５,０００万円ぐらいの需用費の支出になるということで、

約５,０００万円ほどのものになると。ちょっと、あと電気代なんかが、関電の関係で値

上げということもありますので、それも拾ってみたんですが、電気代についてはトータル

で１,５４０万円ほどの増額になっとるということで、率にすると大体５％ぐらいの増額

になってるかなという感じだったんですね。結局何を言いたいかというと、新庁舎発足す

るにあたって、いろんな管理費経費として、もっと減額になるのかなと思っとったんです

が、あにはからんや、養護老人ホームがもしこれそのままでいくと、新庁舎発足というこ

とでいろんな経費カットしていくというようなことであった割には、需用費が５,０００

万円ふえてるというのが何かちょっと違和感があるんですよ。もしさくら苑が残っとれば
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の話なんだけども、さくら苑の分を除いたとしても３,０００万円ほどふえてると。需用

費というのは、大体その維持管理の経費コストというような印象があるんですね、全般的

にね。電気代が５ポイントほどふえてるということであっても、それで大体半分ぐらいふ

えてるというような格好になるんですけれども、削減効果というのは見えないというか、

庁舎発足にあたっての削減効果が見えない、このことだけを見れば見えないというふうに

ちょっと思うわけなんですね。その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   庁舎管理に関連して申し上げます。庁舎管理の関係につきま

しては、予算上で２７年度額といたしまして、６,４８３万３,０００円の計上がございま

す。この中で、いわゆる新庁舎と中央庁舎の分でございますけれども、その部分のみの集

計をいたしますと５,２０３万６,０００円でございます。これ以外の、いわゆる本来の庁

舎以外の経費といたしまして、各庁舎でございますけれども、その分の経費も２７年度に

おいては必要となってまいります。合計といたしましては、１,１２１万６,０００円でご

ざいます。 

  それで、その中で緑庁舎につきましては、庁舎機能も残るのでございますけれども、各

公共的団体に使っていただくということがございまして、この部分で７２７万円の計上で

ございます。 

  あと、三原庁舎、南淡庁舎につきましては、先ほど申し上げた公共的団体が、いずれ集

約されて緑庁舎のほうに移られるのですけれども、そこの工事の関係で、約半年間それぞ

れの三原、南淡庁舎で残っていただくというか、事務所を使っていただくという形になり

ます。その分の経費について、基本的な光熱水費、それから警備保障費用、そういうもの

のみの計上でございますけれども、今申し上げたような数字が計上されることとなってし

まいました。ということで、２８年度以降につきましては、その部分の経費は、緑庁舎を

除いては削除されていくものと考えております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   結論として言いたいことは、確か平成２２年の６月１４日、当時田村

市長公室長が、この新庁舎ができると人員の削減効果、それからさまざまなコストカット

ということで、１年間に２億円程度効果があるという答弁されてるんですよ。毎年拾っと

るわけじゃないんだけれども、この２億円の削減効果というのが、新年度予算の中にどの

ように出てくるんかということがちょっとよくわからなかったもので聞かせてもらったん
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ですね。人件費は当然カットされてるということであるんですけども、そうしたものが福

祉施設、教育施策とか行革によって市民に還元できると、２億円のものが活用できるとい

う説明であったんですけども、このあたりの関連を少し説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   平成２２年度の答弁につきましては、直接聞いてるわ

けじゃないんですが、引き継ぎの中で書類等を見ますと、まず２億円というオーダーの数

字に近いものとしましては、今の分庁舎を全て建てかえると。それで、建てかえるのと新

庁舎と中央庁舎で比較した場合に、どれぐらいの差がありますかというような質問に対す

る答弁だったと思います。それは、２２年度の庁舎建設特別委員会にはまだ私は入ってま

せんのであれなんですが、その当時庁舎建設特別委員会の委員長のほうから、新庁舎を建

てずに分庁舎を建てかえたときと比較した数字を出してくれというふうに言われて、そし

たら前提条件として職員はこうなります、それから公用車の台数はこうなります、それか

ら職員が分庁舎間を移動しますんでそういったような経費、そういった前提条件をいろい

ろして、その当時は２億６,０００円というような数字が出ていたと思います。私が市長

公室へ来て、庁舎建設特別委員会でも、１回そういうような数字は出した記憶がございま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これ、生の会議録をちょっと印刷してきたんですけども、このように

書いてあるんですね。分庁舎のままでいきますと、耐震改修をするのか建てかえするのか、

これ雑駁な計算になるわけなんですけれども、平成６０年度とエンドレスの区切りとして

計算しますと、１７億円余りの経費が出てくるというようなことで、分庁舎の建てかえの

経費を除きましても、１年間に２億円程度の額が、それなりの福祉施策とか教育施策とか、

行革によって出た額を市民に還元できるかなと、このように思ってございますと、つまり

分庁舎の建てかえの経費を除きましても、１年間に２億円程度の額が出てくるかなと、今、

橋本さんおっしゃってたこととちょっとニュアンスが違うんですよね。そのあたりどうで

すか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   そのときの資料がございます。分庁舎建てかえて、そ

れを割り戻した数字が５,０００万円程度ございます。先ほど私が２億６,０００万円と言
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いましたんで、６,０００万円ニアリーイコール５,０００万円で２億円という表現を、そ

の当時されたんかなというふうに思います。ですので、私の言ってることと、その当時の

言ってることは表現が違いましたが、見ている資料は一緒なので、一緒かなというふうに

思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   すると、この維持管理費がまず削減できるということも計算の中に入

ってますね。今、維持管理費、それの中に例えば庁舎間の時間ロス、あるいは公用車も利

用しとるということで、これを経費におきかえると１,４８０万円ほど出ると。そういう

ことで、人件費のカットで１億７,７００万円出ると、こういうふうになっとるんですね。

これが５００人体制のことを指しとるんかと思うんだけれども、つまり１億７,７００万

円プラスさまざまな経費を足して２,３００万円足すと、２億円ほどの経費がカットがで

きるという説明と読むんですよ。経費は２,３００万円カットできてるかというと、今、

需用費を見ますと、ざっと５,０００万円ぐらい、この新庁舎に伴う関係だけを考えてみ

ますと、カットできてないむしろふえてるというように見えるんですね、数字上で見ると

ね。そのあたりの説明をということをちょっと申し上げたつもりなんですけど。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   私とちょっと管財課長の合わせ技のような答弁でない

と、なかなかこの辺は難しいんかなというふうに思います。需用費というのは、消耗品で

あったり食糧費であったり、いろんなもんがありますんで、維持管理に伴うところで言い

ますと、やっぱり光熱水費が、大きく一番５分庁舎から一つの庁舎になることによって影

響が出てくるのかなというふうに思います。そういう維持管理費については、２,９００

万円ぐらいその当時は下がるんかなというふうに試算をしてたと思います。ただ、その後

随分とその４分庁舎の節電対策、関電から随分と応援依頼がございまして、かなりのペー

スで節電やってきました。中央庁舎も、私が来て目標が幾らに対して１５％達成したとか

ということで、普通では考えられないぐらい節電はしてきました。そこらでいきますと、

その対前年比で比較しますと、なかなか２２年に答弁した数値とは合わないのかなと。だ

から比較するんであれば、２２年の当時の予算もしくは決算、それと２７年度の、今でし

たら予算を比較しないと、その答弁が前提が狂ってきますんで、対前年比であればもう既

にかなり下げてきてますんで、効果が委員がおっしゃるような数字になるんかなというふ

うに思います。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   つまり、分庁舎を残しておっても、コストカットはできてたというこ

とになりませんか、今の答弁でいけばね。分庁舎を残しとっても、それなりのコストカッ

トはできてきたと、努力をしてきたと。トータルで見ますと、光熱水費で２６年から２７

年のこの支出全体を見ますと、２,９００万円ほどふえてるんですよ。ふえてるの。これ

は教育の関係が４,３７５万円とふえてるんで、これは恐らくエアコンとかそんな関係か、

何かなと思うんだけど、それだけじゃないと思うんですけどね、いろいろあるんだけども、

教育の関係は４,３００万円ふえてますわ。この分は、その教育施策に回したというふう

にいうこともできると思う。だから、いずれにしても庁舎の中でのコストカットは十分達

成できたと、この分庁舎の体制の中でもね。そういうことは言えるんではないかなという

ことを言いたかったんです。 

  もう１つ突っ込んで言えば、分庁舎の規模縮小してでもね、一定のサービス機能を維持

するだけのコストカットはできてきたんじゃないかなということを言いたかったんです。

そのあたりのことなんですけどね。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   ２番目のほうの質問が、もう一つはっきり取り切れて

ないんですが、分庁舎があって節電してきたというのは事実です。ただ、分庁舎で今まで

のようなやり方でいくとなると、建てかえが必要になってくると。もう昭和３０年代のも

のなんで、だからそのままではいけないんで、確かに分庁舎での光熱水費は抑さえてきた

事実はございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは市民交流センターのそれぞれの拠点的なものがあって、例えば

西淡であれば中央公民館が市民交流センターになりますわね。一定の事務スペースはある

と。あるいは、南淡であれば南淡公民館、これも一定の事務スペースがあると。緑でもか

なり広い事務スペースはとれると。そこら耐震必要なところは耐震もしたらいいし、しな

くてもいけるところはそのままでいけると。全部の機能を残すことはなくても、かなり縮

小してもそんなにコストかけずにやれるんでないのかなと、こういう達成状況を見れば、

十分にそういうことをやれるだけの財源は整ってるんではないのかなと。同じ規模でやれ

ということを言ってるんじゃないんですね。多少縮小しても、やれる部分がふえるんでは

ないのかなと、そういうことを今ちょっと言いたかったんです。その点どうですか。 
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○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   分庁舎の機能全部１００％じゃなくても、もう少しと

いうようなお話ですが、そうなりますとまたそこに職員が、市民交流センターで死亡届が

受けられないという説明もさせてもらいましたが、やはりある一定の人数が、今言われた

西淡であるとか、福良であるとか、広田であるとか必要になってきますんで、先ほど委員

の言われる２億円、私の言う２億６,０００万円、それは職員も削減してきてますので、

そのあれが実現できなくなるというようなことですんで、なかなか難しいのかなというふ

うに思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   全般的なことになるんですけどもね、既に５００人体制が実現できて

ると。２６年末でほぼ５００人体制できてるんだから、そないにそこだけ気張ってふやさ

んでも、全体的な効率化、合理化も図ってくる中で、庁舎統一をしてその分の効率化も図

ってきたと、分庁舎に２０人も３０人もおけというわけじゃない。そんだけいらん、市民

交流センターにも人数がおるんですから、プラス何人かでやれば十分にできる部分がある

ように思えるんで質問したんです。終わっときます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   先ほどお願いした、らん・らんバスのルートの案が出されております

けれども、これを見ますと、市民要望というのは、先ほど話が出てたように限りなく多い

と思います。だけど、今回は大幅な改正ということに、新庁舎ができてなってると思いま

す。それで、このうずしお号という南循環線は、新庁舎まで来ないようなルート設定にな

ってると思うんですけれども、これはなぜこういうふうになったのか、これまでの説明で

先ほどあったように、市民交流センターでは受付はできるけども届け出という類のものは

なかなか難しいということで、らん・らんバスを使って新庁舎にという話もたびたびあり

ましたけれども、そういうことからいえば、南循環線うずしお号も中林病院まで来てるん

ですけれども、新庁舎までというところに至らなかったようなんですけど、その点いかが

でしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 
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○市長公室課長（北川真由美）   うずしお号もそうですけど、せい太君号にしてもしか

りです。直接その新庁舎まで来られるような時間帯にしておけばいいんですけども、そう

しますと一つのルートに時間がかかりまして、また便数が減るということになってまいり

ます。そこで、今までさんちゃん号なんですけれども、三原地域の生活圏と、あと循環す

る機能を一緒にやってましたけれども、それらはなかなか乗り継ぎ等うまくいきませんの

で、今回さんちゃん号を三原地域の生活圏と、東循環線といって新しいルートをつくりま

して、乗り継ぎを便利にするような方向にしております。それで、うずしお号、せい太君

号、各路線から乗り継ぎの拠点を５つ大きくこしらえておりまして、うずしお号でありま

すと、中林病院前で乗り継ぎをしていただきまして新庁舎へ来ていただく。すいせん号に

おきましては、イオン南淡前から乗り継ぎまして新庁舎へ。それから、東循環線さんちゃ

ん号におきましては、南あわじ市役所前、循環ですので直接来られます。それからせい太

君号におきましては、陸の港で乗り継ぎをします。それから北循環線におきましては、南

あわじ市役所前まで来られるというような設定にしておりまして、中央循環線をなるべく

乗り継ぎをよくして、新庁舎へ来るというような拡充をいたしております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   見ますと、さんちゃん号は割と時間が短い中で、ルート設定というの

も短いような時間で一周するような形になって、さんちゃん号を利用してほかのルートの

方々が乗り継いで中央庁舎へ来てくださいよというような案というか、ルート設定になっ

てると思うんですけれども、やはり周辺部の方々が、これまでの市役所の説明で先ほど申

し上げたように、直接新庁舎へ来ていろんな手続ができるというところでは、乗り継ぎと

いうと不便な形になってるので、そこら辺は改善が必要だったのかなというふうにちょっ

と思うんですけれども、それと合わせて今回これを発表すれば、これまで乗れてた方が乗

れない、新しく乗れる方もふえると思うんですけれども、これまでも改正というのが何年

かに１度行われてきましたけれども、このルートというのは今後どういうふうな経緯で、

見直しもある一定考えられた中での設定なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２７年の４月から行いますルートにつきましては、地

元の皆さんからの要望を聞いた上で拡充をしておるつもりでございます。ほとんどの場合、

要望が聞けてるような時間設定、ルートにしております。 
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○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   もう意見を網羅した中でのルート設定という話がありましたけれども、

乗れてなかった人が乗れるというのはすごくいい部分ですけど、乗れてたけどもルート設

定の中で乗れないという方もある程度は出てくると思うんですけれども、いろんな意見を

聞けばなかなか難しい話ですけど、今後意見も聞いた中での見直しというのは考えられて

いくんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   まずは、４月からこのような設定でいきたいと思って

おります。その上で、また要望等あれば、お聞きしていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   まず最初に聞きたいんですが、この入のときにもお聞きしたんですが、

正式名がふるさと応援寄附金であるというふうに言われたんですが、ここにこう見ますと、

またこのふるさと納税という文言が出とるんですね。これは、何のためにこない使い分け

をしとるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ふるさと納税というのは、国の制度でございまして、

国はふるさと納税という制度を設けております。ふるさと応援寄附金というのは、南あわ

じ市の条例でおきました名称でございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、正式の法律はふるさと納税ですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   国のほうは、ふるさと納税ということになっておりま

す。 
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○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、けど課長、条例つくったときの同じ意味のやつを、まずこれ何

でこういうふうに呼称、名称を変えとるんですか。何かこれ意味がわからんのですけど。

何か、先ほど言いましたように、市の広報でもいったでしょ、一億何千万円入っとるにも、

応援寄附金とふるさと納税と２つ書いてある、これ何のために紛らわしいことにしてある

のかな。意味がわからんねん、まず。 

 

○原口育大委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   ふるさと納税という制度はございません。納税というのは、税

を納めるということはございません。国のほうが、以前はそういうふうなことを考えてお

ったんですけど反対があって、なかなか大都市圏の方々の税を地方に配分するというふう

なことも考えておったようなんですが、それはだめになって、ふるさとの自治体に寄附を

した場合に、その寄附に対する控除を設けますよというような制度になって、これはいわ

ゆるふるさと納税ということで、今ちょっと忘れたんですけど、正式な名前は税の寄附金

控除のところにそれが入ってくるんです。それが、いわゆるふるさと納税ということで通

っておるわけでございますが、それで我々のほうもふるさと応援寄附金、受けるほうも寄

附金としてるんです。税であれば、受けることは当然に入ってくるものでございますから、

何も寄附金でそこにためてというようなこともないわけなんで、ちょっとまた、これ私も

一遍調べてみますんで、国のほうの制度の正式名称、一遍調べさせていただきたいと思い

ます。ふるさと納税という納税の制度はございませんので。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、そうなってきますと、応援寄附金というのが正しいんなら

ば、この７０ページも応援寄附金の特産品、応援寄附金をしていただいた方のための特産

品の贈答ということになってくるわけでしょ。ここにきとるのがふるさと納税が書いてあ

るさかい、このことがイコールになってけえへんわけやな、これ読みよったら。こんなこ

ととやかく言いたくないねんけど、市長の公式の公文書でこんなことが、どっちもとれる

とかこんな文言で、これ果たしてええんかなと思ったりするんですね。これは調べてもう

たらええ。こんなこと聞きたいん違うねん。 

  それで、これ応援寄附金２,５００万円を見込んでおって、いわゆる特産品をその方々

に贈答するということで、１,０００万円の贈答品及び管理委託料あるわけですが、これ
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は市としてまず何件くらいのふるさと応援寄附金が、件数ですよ、金額は２,５００万円

見込んどんねんけど、件数どれぐらいを見込んどるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ６００件ほどをみております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ６００件ということなんですが、これは課長、いわゆる控除は２,０

００円ですね。今のところ控除が２,０００円ですね。大体我々の考えだったら、控除分

を特産品として返すというような考えがあったんですが、今、新聞とかいろいろ諸諸を読

んでみますと、それ以上の結構大きい金額を返しておるわけですね。これ、人件費もいろ

いろ含まれとると思うんですが、仮に６００件で１,０００万円の予算をついとるという

ことは、人件費引いても１件当たり１万円ぐらいのものを贈答品として返すんかなという

感じを受けるわけですね。まずそれから聞きたいんですが、金額は大体どれぐらいの金額

でものを返そうとしとるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   約４割程度までという、４０％分を返そうとしてます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ４０％分を特産品で返すということになりますと、寄附した金額によ

って、それぞれがみんな変わっていくというように捉えていいんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうしますと、品数としてどれぐらいの品数を考えておるんですか。 

 



－ 154 － 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   それは今からなんですけれども、高額で寄附をしてく

れた場合、１００万円とすれば４０％なんで、４０万円ぐらいの贈答品をすることになり

ますけれども、ポイント制をしきまして、１つの品物で４,０００円ぐらいだったら、１

００個まで品物を選べるというような方法でやっていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長、例えば高額で１００万円の寄附された方は、４０万円程度

のものを返すというようなこと言うてましたけど、４０万円の品物やいうて、どんなもん

を考えられるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   まだ細かい制度については、検討していかないとなか

なかあれなんですが、まずそういう返礼の事務も含めて、４割ぐらいを返していくと。そ

の中で、例えば他所の市であれば、何万円から何万円でこの品物と決まってるところもご

ざいますし、先ほど課長が言いましたポイント制でやってるところもございます。例えば

４万ポイントあれば、それを１万ポイントずつ分けて、この品とこの品とこの品で４万ポ

イントになるというようなやり方をやってるところもございます。なかなか４０万円の品

物で考えたときに、高額な割に選択肢が少なかったりしたら、また興味が半減するという

ようなこともございますんで、そういったポイント制も採用するのも一つの方法かなとい

うふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私、今聞いてびっくりするんですが、寄附した金額に対して、４割特

産品の贈答品として返すいうことなんですが、それはもうそれだけ返してくれるというこ

とを、仮に市民の皆さん方にそんなこと公表できるもんかどうかわかりませんけどね、そ

んなこと言うてくれたら、市内の人が市に応援寄附金してくれる人が多数できてくると思

いますよ。それは結構なことやと思うんです。 

  それと、これと関連して一番上の欄に、これもふるさと納税高額寄附者記念品と書いて

あるんですね。これもイコールの事業やと思うんですが、これをわざわざ分けてある意味

は何ですか。今１００万円までという高額という方には、４割のことを返すやというよう
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なこと言ってましたけど、この上もふるさと納税と同じ事業ですわね。高額寄附者記念品

と書いてある、これはどういう意味ですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今言われましたように、高額に寄附をしてくれた場合、

今まで１００万円以上寄附してくれた人に対しまして、お礼として記念品を贈呈しており

ます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたらね、これちょっと何か整合性がないように思うねんけど。応

援寄附金として１００万円した人には、４割の４０万円程度の贈答品を何らかの形で返す。

上のほうの説明を聞きますと、高額の１００万円以上の寄附された方にはそれなりの記念

品を返すというけど、予算措置は３万７,０００円やで、これ書いてあるの。これ、全然

上と下と合わへんの違う。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今までも、先ほど言いましたようにやっておりますけ

れども、１００万円以上高額に寄附してくれた人に対しまして、お礼として干支瓦を贈呈

しておるんですけれども、大体年間１０人までということでございます。それで、２７年

度におきましても、１００万円してくれた方につきましては、４割程度の返送品の上に、

この記念品も贈答したいと考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ということは、その高額寄附という、高額というのは、金額はどの辺

を高額というふうに決めておるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   １００万円以上ということにしております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 
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○印部久信委員   ということは、ちょっと整理するつもりで言うんですが、ふるさと応

援寄附金を１００万円しました、１００万円しましたということは、４割程度の品物もい

ただける、その上にプラス、今言うものがいただけるというふうな理解でよろしいか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   わかりました。ちょっと大きな金額で、４０％のものを返すというの

は大変なことだと思うんですが、今言われたことを、私もできるだけそういうことを市が

やるということをＰＲしたいと思いますんで、やっていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   今まで、そういう返礼品がなくっても、そういう１０

０万円以上の寄附の方ございました。本当に、見ていると、応援寄附金の趣旨にのっとっ

たような方々でございます。歳入のところでも言いましたように、全国の自治体がこうい

う形になってきてますんであれなんですが、その高額寄附者の方につきましては、その干

支瓦をもって、私も大阪とかほかのところにも行ってきましたが、持っていって、心から

やっぱり御礼を言いたい。そのときに、何か持ってないといかんし、南あわじ市の特産品

である干支瓦を持って、心から御礼をさせていただいとる。そういう方々が、課長、今、

言いましたように１０人まででしょう。ほかのところは、ことしから始めるやつで寄附金

をふやしていきたいということでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ６９ページ。公用車購入費なんですけど、来年度は何台、この６００

万円というのは、の予定ですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 
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○管財課長（富永文博）   ７台を予定しております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この車の買いかえいうのは、基準はあるんでしょうね。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   １０年、あるいは１０万キロメートルのどちらかで判断させ

ていただいております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これは、いわゆる市有の台数、今現在何台ありますか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   ２７年の２月２５日までの分でございますけれども、特別会

計分も含めまして、１７４台となっております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これは、管財で一括管理されてるんですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   管理につきましては、各担当課に配車しておりますので、そ

の課ごとで管理をいたしております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる分庁舎があって、庁舎が一つになるということで、先ほど車

行き来、人の行き来等で、いわゆる一括管理することによって台数も減らせるんじゃない

かなというような趣旨であったと思うんですが、実際はどうなんですか。 
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○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   差し当たりまして、新庁舎の開庁時におきましては、特別会

計分、これは出先分も含めてでございますけれども、１６０台を予定しております。した

がいまして、先ほどの数字からいたしますと、１４台を削減するという予定でございます。

それで、今後のことですけれども、新庁舎での公用車の利用形態というのを確認いたしま

して、さらなる削減も考えていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   審議の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は午後２時１０分とします。 

 

（休憩 午後 １時５８分） 

 

（再開 午後 ２時１０分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   ７２ページ。友好市町姉妹都市派遣団補助金として５０万円挙がって

るんですけども、これ去年の実績。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   去年ということは、２５年度でしょうか。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ことしでいいですよ、２６年。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ことしはございませんでした。 
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○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   来年度も減額せんようにしてほしいんですけども、友好市町、もちろ

ん最初の熱い思いが大分薄れてきてるというのは確かやというふうに思うんです。これも

節目節目におつき合いしようということになって、その後どういうような動きになってる

んでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２７年度は、市政１０周年を迎えます。それを機に、

１０周年の記念する日の前日に、友好市町と交流するような計画もいたしております。そ

れで、去年とおととし友好市町の派遣団がなかったわけなんですけど、１団体につきまし

ては、行きたかったんですけれども、向こうと日程が合わないということで、今年度ちょ

っとやめられました。来年度につきましては、今、希望団体が１つございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今、課長のほうで記念式典の話も出たんで、ついでにそこへ、次のペ

ージなんでいかしてもらいたいんですけども、前のページになるのかな。７１ページにな

るんですけども、ここに式典の予算としては８００万円あるんですが、順番に区切られて

てなかなかわかりづらかったんですけども、ここでいわゆる友好市町の関係の市長さんで

あったり、議会で関係の人であったり、民間の人であったり呼ぶんでしょうけども、そこ

らの招待状出すにしても、これはもう全部向こうの自費になるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今まで、うちの市が向こうの何周年記念とかいうので

呼ばれましたときには、自費で行っておりますので、それはお互いにということでしてお

ります。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ちょうど節目節目で、こういうときにこそ交流を深めるべきやという

ことで、先ほども課長のほうから式典に呼ぶんやということなんで、それも交流の一つや

というように思います。そして、ここでいわゆる講師謝礼として２００万円挙がってるん
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ですが、もう講師のめどはついておられるんかなと。それと、やっぱり２００万円いうた

ら結構な金額になるんで、それ相応のネームバリューのある人かなと思ったりするんです

が、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   できるだけ、南あわじ市出身の方で呼べればと思って

おります。今現在、交渉というか、打診をしておる状態でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   南あわじ市出身のいうことであるわけなんですが、結局どういう分野

になるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   今、打診をしておる状態ですので、なかなかこの方と

いうことでは言えないということでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ７４ページから７５ページにかけての、交通対策費ですけれども、防

犯灯は前年に比べてふえてますけれども、交通安全施設材料費というのは減っております。

そこの詳しい点もあるんですけれども、この新庁舎開庁して、交通の流れというのが大幅

に変わってまいります。ちょっと委員会でも要望もさせていただいたんですけれども、こ

の新庁舎周辺の交通安全対策というのは、どのように考えられているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   新庁舎開庁のときと申しますと、信号機等々の話ですか。

信号機につきましては、うずしおラインのコンビニ、ローソンありますよね。あそこの交

差点に、今月信号機の要望を警察のほうへ出しております。 

  以上です。 
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○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、善光寺橋の右岸ですか、そこの出たとこなんで、新庁舎

出たところは、前に部長はカーブミラーという話もありましたけれども、その点はどうな

んでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   南あわじ市警察署と、それと警察署の官舎の交差点のカ

ーブミラーにつきましては、カーブミラーの設置を選定しておりましたけれども、点字ブ

ロック等の工事が、交差点の歩道等の工事が重複しておりましたので、点字ブロックを置

いてから、もう一度その場所に設置できるかどうかということを検討して、設置できると

ころがあれば速やかに設置したいと考えております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、新庁舎から福良方面へ行く場合、いわゆる市の商店街を越し

て、電車道を通って行くようなルートもありますけれども、そこで国道からおりてくると

ころの、福永からおりてくるところの交差点が大変危ないんではないか、信号がいるんで

はないかというような話もあるんですけど、新庁舎ができて職員なり市民が通行するにあ

たって、そういう意見もあるんですけど、そのところの信号設置というのはどうなんでし

ょうか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   今、その話初めてお聞きしましたので、信号機について

は公安委員会の管轄になりますんで、また改めて公安委員会のほうと調整といいますか、

要望なりしていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   三原中学校の子供たちの通学路というところもありますんで、早く対

応していただかないと、なかなか安全対策という点では不十分なところも出てくるかと思

いますので、ぜひお願いしておきたいと思います。 

 



－ 162 － 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この、７０ページの明石海峡航路新船建造負担金やけど、これ播但汽

船のことかと思うねんけど、この負担割合というか、３市なり明石市の負担割合わかれば

教えてください。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   この事業については、基幹事業と効果促進事業というの

がございます。淡路市のほうが、効果促進事業を用いて新造船を作成するということで、

その経費の部分については、淡路島３市が幾分か負担せんと、国の効果促進事業の補助の

対象にならないということで、一昨年の春から約２年近く協議を重ねてきたところでござ

います。それで、全体費用としては４億８,３１０万円。それのおおむね半分、２億４,１

５０万円は国の効果促進事業の交付金できます。残りの部分について、淡路市が合併特例

債を活用しますので、残りのおおむね３分の１、２億４,０００万円余りの大体３分の１

程度が一般財源になります。その金額については、それから淡路市のほうはがんばる地方

交付金を６,７９８万１,０００円充当して、残りのおおむね１,３００万円を淡路市が４

分の３、洲本市、南あわじ市が８分の１ずつ持つということで、現在負担割合を決めてお

ります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは違う。事業というのは、これ播但汽船のことを言うか、明石と

岩屋のことを聞いとんねんけど、これ運営いうたら民間なんで、これは公共なんか、そこ

らちょっと教えてください。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   淡路市が新造船を作成して、それを民間に委託するとい

うことで、裸用船言うんですか、何か難しい法律があるみたいですが、船舶だけをつくっ

て、その部分を指定管理という制度で、今走ってるジェノバの播但汽船の部分に走らすと。

うち、洲本市が負担する理由としては、災害時、一昨年だったと思うんですが、去年の２

月ぐらいですか、市長も東京へ出張して神戸泊まりになって、雪が積もって通行どめにな

ったという場合も、そうした船で利用できると。 

  もう１つは、１２５㏄以下の二輪車については通行できませんので、その新造船の部分



－ 163 － 

について、バイク８台、自転車２０台のスペースを設けて、作成してるというところでご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結果、その負担３市ででやるねんけど、ほな島民の利益というのは、

今言いよったように、災害時のときにそれを活用してできるという、橋が通行できないと

きのそういうだけのメリット、島民に対するメリットがあるのかないのか、これ以外に。 

  それともう１点、今からのその会社に対する管理運営というか、まだまだ南あわじ市と

したら、今回だけでなしに、その辺の運営経費の負担というのは今度とも必要なんか、そ

の２点についてお尋ねします。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   うちも交渉するにあたって、そういうところが一番気に

なりました。それと、負担についても、たこフェリーの清算が１８０万円弱、平成２４年

度の決算で１７９万２,８５７円配分をいただいておるんで、せめても幸い出してもその

範囲内やなというところで、かなり交渉もしてきました。そういうことですので、島民の

メリットいうのは二輪車で明石へ行くとか、そういうケースは少ないと思うんですが、効

率がやはり少ないんで、負担の割合も少なくしてもうてるというところでございます。今、

案として３市で協議してつくっておるんですが、３市の議会の予算の議決をいただいたの

ち、新年度に入って協定書を結ぶ予定にしております。一切、今後例えばドック、それか

ら船がもう古くなって買いかえるやいうたときには、一切もう淡路市の負担でやってくだ

さいよという形の協定書を結ぶような予定にしております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほど分庁舎の関係もあったんですけども、６９ページですね。緑庁

舎解体ということになっておりますが、これについては、その跡地利用というのも決まっ

てるんですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   緑庁舎の跡地利用につきましては、地元の緑庁舎跡地利用検
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討委員会のほうから、平成２５年２月２１日に提案書をいただきまして、その中での基本

的な考え方として、公共あるいは公共的施設としての庁舎跡地を有効的に利活用するとい

う御提案でございました。それに対しまして、市のほうでいろいろと検討する中で、平成

２６年度、今年度の９月ごろだったと思うんですけれども、緑庁舎の跡地利用の方向性と

して、地域団体の活動交流拠点として活用していくということで御回答申し上げて、御了

解を得ましたので、緑庁舎については公共的団体の事務所等で利活用するということで進

めております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   かなり広いスペースになってくると。入れ物としては、残った部分で

社会福祉協議会なりシルバー人材センターなりが活用するというのは聞いとるんですけれ

ども、それでも相当広い部分ができてくるのかなと。その有効活用ということでいくと、

駐車場としての活用だけで有効活用というふうになるのかなと。もう少し何か検討課題は

あるのかなというふうに思ったりするんですけども。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   先ほども申し上げましたように、旧館の部分につきましては、

取り壊し・撤去を行います。それで、新館と旧館の通路部分につきましては、新館の玄関

ということで改装いたします。その取り壊した分については、駐車場としての利用という

ふうに考えてございます。ですから、その敷地としては少し広がったような形になるわけ

でございますけれども、周辺にはいろいろな公共的施設もございますので、その施設の駐

車場としての一体的な利用ということで考えてございますので、今の時点ではそういう方

向で進めさせていただきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ほかにも公共的施設として要望なりあれば、十分使えるようなところ

もあるかな。例えば、保育所などもこれから必要になってくるんかなと思ったりするんで

すけどね。そういった要望というのは出てないですか。 

 

○原口育大委員長   管財課長。 
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○管財課長（富永文博）   申しわけございません、私自身は直接そういうことはお聞き

しておりませんけれども、面積的にはそういうふうなことも考えることはできるかと思い

ます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   済みません、７２ページ、淡路島未来島構想重点地区推進事業の補助

金１５０万円、この構想自体は、何年のスパンでやる構想だったんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   重点地区としては、５年間ということで、２８年度ま

ででございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   今回のこの１５０万円ですが、今までいろいろと補助金を出してきた

と思うんですが、実績、この南あわじ市にとってどれだけの効果があったのかというのは、

ある程度算出できてるもんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   この、未来島構想の補助金でございますけれども、こ

れは沼島地区の環境未来島推進協議会へ補助しているものでございまして、地域おこし協

力隊とともに、沼島の観光であったりとか、農漁業の振興であったりとか、あと漁船によ

るクルーズの振興であったりとか、そういったような事業に補助金を出しております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それで、どれだけの効果があったかみたいなのは、数値的に把握され

ておりますか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   観光面におきましては、観光交流人口でございますけ
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れども、２４年度から２５年度分でございますけれども、観光人口が２４年度１２万５,

５１０人だったのが、２５年度には１３万３,９８６人と、８,０００人ぐらい観光人口が

多くなっております。 

  それから、沼島の人口におきましても、２５年度まではだんだん減り続けておったわけ

でございますけれども、２６年の３月末でございますけれども、若干ですけれど２名の増

加を見ております。 

  それから、大変おのころクルーズって周遊船が好評なんですけれども、それに関しまし

ても、たくさんの乗船客を見ております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そのたくさんのという言葉が、どれだけをたくさんと言われてるのか

わからないんで、数字的にはどれぐらいの人数が利用されてるんですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ２５年度におきましては、運行回数が、こちらで把握

してる分ですと、年間２５回で１２２人の利用者数がありました。収益に関しては、２４

万４,０００円ということでございますけれども、これは観光事務所吉甚のほうに申し込

みがあった数でございまして、船の航海している方に直接申し込んでやってることもある

かと思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これ２７年度の予算なんで、これ以上先のことを聞いていいかわかり

ませんけども、これが一応２８年度で終了するとなってくると、その後については、もう

全くそういったことについては補助金は出さないというような形になってくるんでしょう

か。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   県の事業でございますので、補助金のほうが続くかど

うかっていうのはわかりませんけれども、せっかくこういった事業をしてきましたので、

沼島のほうでは推進協議会もありますし、ＮＰＯ法人も立ち上げもしておりますので、そ

れらを引き継いでやっていっていただければということでございます。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７５ページの、防犯灯の維持管理補助金３２２万７,０００円。この

数字の積み上げの根拠といいますか、この説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   数字の根拠ですが、蛍光管で２,７７０灯掛ける年間１,

１００円ということで、３０４万７,０００円見込んでおります。それと、ＬＥＤにつき

ましては、３００灯年間６００円ということで１８万円。合計３２２万７,０００円を見

込んでおります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この防犯灯、蛍光管が２,７７０灯ですけれども、この旧町単位での

数分けですね、これはわかりますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   旧町単位での防犯灯の数ですが、まず蛍光管から申し上

げます。緑が３１５灯、西淡が８５０灯、三原が１５３灯、南淡が１,４８０灯。それと

ＬＥＤですが、緑が２０灯、西淡が１７灯、三原も同じく１７灯、南淡が５４灯でござい

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   三原が極端に少ないんですけど、防犯灯ないんですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   極端に三原が少ないんですが、これは平成１７年の行政

合併のときに、ほとんどが町管理ということで、市管理になっております。したがいまし

て、地元管理が極端に少ない数字となっております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市管理の防犯灯、何個あるんですか。それの旧町単位での数、わかり

ますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   市管理の防犯灯につきましては、現在１,７２９灯ほど

ございます。その内訳につきましては、ちょっと、今、手元に持っておりません。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   済みません。補助金で支払っております地元管理の分に

つきましては、各申請をいただいておりますので、しっかり資料がございます。ただ、市

の管理の防犯灯につきましては、一切合切の請求書が大体４口か５口で来ますので、旧町

単位の本数については、ただいまのところ見分けがついておりません。と申しますのは、

電柱番号等でありますので、それをもう一度台帳によって拾い上げて見らんなんこととな

りますので、しばらく時間をいただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この間から、いろいろ地区の会議に出ておりますと、防犯灯の維持管

理費が大変やということで、どういうことかなと思って聞いとると、補助金は全体の金額

の３分の１ぐらい、電気代の３分の１ぐらいやろうと。地区によっては、年間４０万円と

か５０万円とか支出しとるということだったんですけども、市管理になるとこの維持管理

費というのは市がみてくれるわけですね。自治会管理でいくと、自治会が負担でなあかん

と。同じような防犯灯の役割があって、地元の自治会の負担が極端に大きいということで

あれば、ちょっとこの差というのを少し是正していただかないと、ちょっと不満が出るん

じゃないかと思っとるんですけどね、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   防犯灯の補助率につきましては、各自治体さまざまでご

ざいます。今、委員おっしゃったように、今の現行の電気料金から推理しますと、補助率

はＬＥＤで３５％程度、それと蛍光管で３３％程度の補助率となっております。今申され
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た電気料金、確かに数年前から上がっております。また、関電のほうも低力分ということ

で申請中でございます。それで、いろいろ私も調べたんですが、蛍光管につきまして、平

成１７年度１,３００円補助金を出しておりました。それで、平成１７年度１８年度で１,

３００円、それから２年かけて減額した経緯がございます。平成１９年度には１００円減

額しまして１,２００円と。それから、平成２０年度に現行の１,１００円となったという

ことでございます。これらにつきましても、南あわじ市につきましては、定額補助という

ことで今行っておりますので、他の自治体を見ますと、３分の２補助あるいは２分の１補

助、３分の１補助であったり、極端に言いますと補助金ないところもございます。これは、

当然行政としましては、補助金出すべきということで考えておりますが、防犯灯も毎年１

００件程度設置している状況なので、また補助金の見直しにつきましては、今後検討した

いというように考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの、市管理のものは１,７９２灯あると、人口割合的に見ると、

三原がこれだけ自治会管理が１５３灯ですか、実質的には防犯灯の数１,０００灯を超え

てると思うんですね、恐らくは。この人口的な数字から見ますとね。西淡と南淡がほぼ、

この比率からいくと三原も１,０００灯をちょっと超えておるぐらいでないと、バランス

がちょっとないように思うんですよ。つまり、１,０００灯ぐらいは市管理になっとるん

かなと。その分の負担感というのは非常に大きいので、三原からとれということじゃなく

て、なくてですよ、今さらそんなことできない。やっぱり、その他の地区でそういう差が

ないように、一遍にいっても大したことないと思うんですけどね、金額的には。 

  それと、区長をしとると、とにかく球が切れたという、もうそれに振り回されると、去

年なんか本当に球が切れた球が切れた言うて、電気屋さんになっとったというような区長

さんもおられますよね。それも、結局地元管理ということで、そういう蛍光灯の器具の交

換であったりとかいうこともほぼ地元がやると。実際にこの間も防犯カメラの話もありま

すし、いろんな事件もあると。ということから見ると、やはりこの防犯灯の持ってる役割

というのは大きいと思うんですよね。それを、地元もやはり必要性に迫られて、随分負担

をしとると。やっぱりここは、合併のときに本来であれば直しとかなあかんものが残され

とるわけですから、この際もう１０年もたったんだから、記念式典をやってもらうのも結

構なんだけども、こうしたものも、細かい点なんですけどね、こういうのは知れば知るほ

どおかしいと必ずなりますよ。今までこういう角度から聞いたことなかったんですけども、

知れば知るほどおかしいということに必ずなると思う。そういう点でも、やはり早急な訂

正、是正を図っていただきたいということを申し上げて、終わっときます。 
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○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   まず、本当に合併のときに相当苦労したというのが確か

でございまして、その地元管理の補助金にしても、そういう補助金制度を設けてない旧町

もございました。それとあと、いろんな財源の有利な事業を活用して、多くつけた年度も

ございますから、今後につきましては、相対的に見直していかないかんとは思っておりま

す。と申しますのは、先ほど申しましたように、補助金の率というようなことは、これ電

気料金がだんだん上がってきて３０％に落ちております。当初から定額の補助でありまし

たときには、防犯灯におけるＬＥＤの補助金を６００円と定めたときには、さほど値上が

りしてなかったものなんです。ということで、２、３年前と随分状況が変わってきました

ので、その辺も検討してまいりたいと思います。 

 

○原口育大委員長   審査の途中ですが、間もなく黙祷の時刻となります。 

  東日本大震災から４年目を迎え、犠牲となられた方々の御冥福を祈り、哀悼の誠をささ

げるため、１分間の黙祷をお願いしたいと思います。御起立をお願いいたします。 

  黙祷。 

 

（「黙  祷」） 

 

○原口育大委員長   お直りください。ありがとうございました。 

  それでは、審査を続けます。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   関連でちょっとお尋ねがある。子供らの通学道路だけは、せめて市の

管理でやったってくれへんだ。市の管理で。もうそれ以上のことは言いません。小学校の

子供らの通学道路だけは、防犯灯を市の管理でやっていただきたいという思いがあるので

すが、どうですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   今の防犯灯の設置要綱では、中学生の通学路は市で管理

ということはうたっておりますが、今、委員おっしゃった小学校の通学路につきましては、

要綱の中では定めておりませんのが現状でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   このごろ日が日没というか、冬場私もようおられへんねん。小学校の

子の帰りのときに、もう暗くなってきて、帰ってきよんねんけど、おじいちゃんおばあち

ゃんがお迎えにいかなんだら危ないと。そういうとこへ防犯灯つけてくれいうて言われる

ねんけど、あんた方はここの地区からの要望上げてやへちまやいうて、そんなことばっか

り言うて実行してくれへんよ。そやから、せめて子供たちの通学路だけ、本当に安全対策

して、市の管理でぜひやっていただきたい。部長どうですか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   まず、本当に地元から要望を上げていただきたいのが一

つなんですけど、やはり交通事故の発生の可能性というのは通学路は高いと、これは認識

しております。それで、市の要綱等を基準にいたしまして、やはりこちらで判断しておる

ところでございますけれども、例えば防犯灯と防犯灯の間隔が１００メーターというのは、

これはあくまでも目安でございます。本当に危険だというようなところがあれば、私ども

現場へ行って、必要なところは市管理ということで判断をさせていただいておるのが現実

ですので、また現場に行って、必要であれば判断をさせていただきたいということで御理

解いただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   中学校の通学路はつけて、小学校はつけへん理由は何なんよ。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   これはちょっと定かではないんですが、私は要綱を純粋

にちょっと説明させていただきました。定かでないんですが、やはり中学生につきまして

は、クラブ活動であったり、帰りが遅いということで、当時の要綱では中学生という位置

づけをしたんでないかと推測されます。なお、要綱の第５条では、県道、市道１級及び中

学生の通学路ということでうたっております。先ほど申しましたように、柔軟には対応し

たいと考えておりますので、御理解をお願いします。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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  ③款３．民生費（Ｐ.９１～Ｐ.１１５）～款４．衛生費（Ｐ.１１５～Ｐ.１２９） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、次に款３、民生費、款４、衛生費、ペー

ジは９１ページから１２９ページまでを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １０６ページの保育所費について、お伺いいたします。 

  特に職員の関係ですけれども、今回一般職という形で、職員が５８人ということになっ

てます。平成２６年度の当初予算は６４人ということになって、６人減ってるというよう

なこの予算書になってるんですけども、現実こういうふうな対応で、４月から出発すると

いうことになるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   平成２７年度におきましては、正職員が５２名の予定でござ

います。嘱託が６５名ということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうしますと、この一般職という５８名の中に、保育士以外に職員と

いう形が含まれてるというふうになってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   すいませんもう一度、ちょっと聞こえにくかったので、もう

一度お願いします。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １０６ページのところに、一般職ということで職員５８名になってま

す。今の課長の説明では保育士は５２名、嘱託は６２名ということの説明だったわけです

けれども、この５８名の中に、いわゆる保育所の事務を扱ってる一般職員が含まれてると
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いうふうに理解してよろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ここは、すいません、保育所の一般職の５８名いうところで

すね。予算の時点では５８名ということでしたが、現実退職者も含めまして計算しました

ら、若干減ったということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、今５２名と言われたのは、正規保育士が５２名というこ

とでいいんですか。いわゆる調理師の正規職員の方もいるのかなと思ったりするんですけ

ど、そこら辺のちょっと５２名の内訳をお願いします。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ５２名につきましては、所長プラス正規の保育士の合計が一

応５２名でスタートするという予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、もう正規保育士の方が５２名ということで、予算の段階で

は５８名だったということなんでしょうか、予算編成の時点では。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   調理師が正規１名ございますので、トータルでは５３名とし

てスタートするわけなんですが、当初予算の段階では５８名ということで、それが育児休

暇を取っております正職員がおりますが、復帰を見込んでの人数でございましたが、再度

出産の予定があるというところで若干減ってございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、正規保育士が５２名で４月から出発するということでありま

すけれども、いわゆる正規職員以外で、クラス担任を持つという職員は何人いるんでしょ
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うか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ちょっと、それはまた後で報告させていただきます。ちょっ

と資料持ち合わせておりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それで、６２名というのは、今、嘱託と言われましたけれども、嘱託

等臨時という形の形態もあると思うんですけれども、これは６２名は臨時・嘱託含めての

人数でしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ６５名は、嘱託職員が６５名でございます。臨時は４６名の

予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   嘱託は６５名で、臨時の方が４６名。それで保育所の運営を賄ってる

ということでよろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今の人数にプラス、調理が３４名の。すいません、調理の分

の数字をお伝えし忘れましたので、再度調理のほうの嘱託が２０名、そして臨時が１５名。

調理師のほうは、トータルで３５名でございます。 

 

○原口育大委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は午後３時１０分とします。 

 

（休憩 午後 ２時５９分） 

 

（再開 午後 ３時１０分） 
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○原口育大委員長   再開します。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   回答がまとまっていなくて、申しわけございません。 

  では、今から改めて報告をさせていただきます。まず一般職のほうですが、正規が５２

名、嘱託が６５名、臨時が４６名、トータル１６３名でスタートしたいと思っております。

調理員につきましては、正規が１名、嘱託が２０名、臨時が１４名、トータル３５名でご

ざいます。それから、嘱託職員で担任をしている人数というふうなことでございましたが、

確認をしましたら、現在２１名ということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この嘱託職員で担任を持っている方は、何か５,０００円の手当がプ

ラスアルファつくというような話がありました。そこで、やめられる方と新規採用の関係

について、人数をお願いします。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今回、退職による職員１９人、全て臨時・嘱託含めて１９名。

それと児童増加による職員、すいません、トータルで申し上げますと２４名の減なんです

が、正規職員の採用を３名と、新規、臨時職員と嘱託も含めまして２１名ということで、

それで補いをつける予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今、正規で新しく入られる方が３名ということですけども、正規でや

められる方は何人でしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今のところ、９名予定しております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   ３分の１の採用というようなことになってると思いますが、それで嘱

託・臨時の確保というのはできてるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   やはり、潜在保育士の発掘というのは、現状本当に難しい状

況でございますが、今、保育所長をはじめ職員の協力を得ながら、発掘作業をしておると

ころでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ４月からスタート始まるんですけれども、まだその人数は確保できて

ないということなんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   この３月中には何名か面接をして、採用予定もございますけ

れども、全部確保に向けては努力はするつもりでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今働いてる方々がいろんなつてを伝って、今言われた潜在的な保育士

に声をかけると。ある人については、２人も３人も電話がかかってきたというような話も

ありました。ですから、その臨時・嘱託の確保というのは大変難しい話で、４月からまだ

スタート始まるのにも確保できてないというような話でありました。これでクラス編制、

担任なり補助なりが十分できるというふうなことになるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   担任の数につきましては、現場のほうで何とか依頼をしなが

ら、嘱託職員でも担任希望される方については、できるだけお願いしてるという状況でご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   今私が言ったのは、その４月から、きっちり今言われた人数が確保で

きるのかということなんですけども。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ここで、なかなか確保できますと確約みたいなことはできま

せんが、努力はさせていただきます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今回３名採用ということですけども、応募人数は何人いたんでしょう

か。職員の。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   失礼しました。正規職員の採用の状況につきまして、御報

告申し上げたいと思います。まず、保育士公募ということで、これは２種類ございまして、

現在嘱託で来られてる職員対象と、それとそうでないそれ以外というか、一般の募集も２

種類の募集をしておりますけども、その一般のほうの分につきましては、１１名の応募が

ございました。それと嘱託、これは、今、嘱託で働いてる方々については１４名の応募が

ございまして、それで１１名中３名の方が合格、また１４名中１名合格ということで、４

名の保育士と、幼稚園教諭の資格を持った方を採用したわけでございますが、そのうち３

名につきまして、保育所のほうに配属する予定となってございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   課長の話も含めてですけれども、やはり若い方で学校を卒業して保育

士の資格を持つ、幼稚園教諭の資格を持つ、そういう人たちが南あわじ市で働きたい。し

かしこれまででも採用が１人であったとか、そういうところで諦めてる方の話も伺いまし

た。今の話では、なかなか嘱託・臨時ということになりますと、同じような仕事をしてて

も、給料面とかいろんなところで違うということで、やはり正規で採用枠をふやしてほし

い。今の話ですと、３分の１しか採用しないと。十分保育機能が保たれていくのかどうか

という中身の問題で、今の課長の説明を聞くと、大変不安な面があるわけですけれども、

ここらはやはり採用枠をもっとふやして、若い人たちの雇用を確保する。預けてるほうも、

安心して保育が受けられるというような環境整備が必要ではないかと思いますが、副市長
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いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   特に保育所・幼稚園の話につきましては、以前合併当初から、

そのときはですよ、そのときは子供の数も減ってくるというふうなことで、それから保育

所のあり方も検討していかなければならんというような、民営化の問題等々がありまして

控えておったことは事実でございます。今後も、保育所のあり方検討委員会でも言われて

おりますように、やはり民営化もしかるべき時期にはやらないかんということもあります。

先ほど言いましたように、これは何も市でなければやれないということでもございません

で、今もう民間でもやっていただいておるわけでございますので、その民間のウエイトを

ふやしていければ、我々のほうが少し減少してくるということもございますので、今まで

そういうふうにしておりました。ただ今回のように、９名の保育士がやめられるというこ

とでございますから、それに見合ったような対応もいたしました。今後、新庁舎ができて

職員の数が固まってまいりますと、以前にも吉田委員の質問にもお答えをさせていただい

たように、もう少し採用枠をふやせる可能性としても出てくるんではないかなというふう

なお話もさせていただきました。今回そういうことがありましたので、思い切って保育

士・幼稚園の枠を４名、一般職は３名しか雇わないというような逆転現象まできたわけで

ございますので、今後も保育所のあり方検討委員会が答申をいただいて、私どものほうで

保育所の整備計画というのもつくっておりますので、それに見合ったような形で、職員確

保というものは今後も続けていきたいとは思ってはおります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今、思い切った採用だというふうなことを言われましたけれども、９

名をやめて３名で３分の１というのが、思い切った採用とは私は思いません。今、現実に

いる子供たちに、そのことによって保育が十分受けられないというか、ある一定のサービ

スが十分でない部分も出てくる可能性も含まれております。ですから、先ほど民営化すれ

ばというような話がありましたけれども、先日も言いましたけれども、保護者の中ではな

かなか民営化を望んでるというようなアンケート結果もない状態なので、市が先行してそ

ういうところに突き進むというのは、いかがなものかというふうには思っております。で

すから、やはり保育士さんも誇りを持って働いていると思いますので、民間に負けない、

お互いに切磋琢磨しながら、今、保育運営というのは、民間と公立とが頑張ってるわけで、

全部が民間になれば、そういう切磋琢磨という部分も減ってくるわけでありますので、や

はり公立の持つよさをもっと誇りを持っていただきたいと思うんですけど、副市長いかが
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でしょうか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   公立には公立のよさもあると思いますが、私立にもやっぱりよ

さがあって、保育所あり方検討委員会で資料も私も見せていただきましたが、南あわじの

アンケートかどうか知りませんが、アンケートをとれば、民間の運営方法もいいよという

ようなパーセンテージが非常に高かったものも私も見せていただきました。それは、いろ

いろ多用なサービスを民間はやっておられるということでございまして、公立はある程度

決まった形のみというようなことでもございますので、やはり民間にもいいところはあり

ますというようなことも、十分に今後市民の皆さん方にもお伝えをして、やはり今後は民

営化も早いうちに視野に入れなければいけないということでもございます。先ほど来の、

正規の職員と非正規の人のバランスの話でございますが、これはまだ、洲本市よりも南あ

わじ市のほうがまし。ほかの地域へいけば、３分の１ぐらいが正規であとは非正規という

ところも、京阪神のところに行ってもあるのは事実でもございます。私どもは、何とかバ

ランスはもう少しとりたいなというふうに思っておるわけなんですが、これもやはり民営

化をしていけば、ある程度のバランスがとれていくだろうというふうなことも考えられる

わけでございますので、いろいろな点を模索しながら、今後の保育所のあり方については

検討してまいりたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   最後になりますが、私は民間そのものを全否定してるわけではありま

せん。先ほど副市長が言われたように、民間は民間のよさもあるところもあると思います

が、全部民営化になれば、切磋琢磨するというところが欠けて、民間主導になっていくと

いうところは、都市部でもそういう傾向があらわれておりますので、そういう点を指摘し

たいというふうに思いますし、現時点で今通っている子供たちが、正規保育士が少なくな

って、嘱託職員でクラス担任を持つというようないびつな形は、一日も早く改善していた

だきたいということをお願いしておきます。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私は、全部民間にお願いするということを言うておりませんの

で、やはり民間は採算ベースに乗らない少数の施設ですと、なかなか民間は参入はしてい

ただけませんので、やはり安定的な入所者が望めるというふうなところは、やっぱり民間
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にはやっていただきたい。ただそうでない、余り採算ベースに乗らないようなところにつ

いては、しっかりと公立が守っていくということにはなろうかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと関連することで、保育所の今回改修工事費というのが出てお

るわけですが、これが１０８ページですね。具体的にどこをどうされるのか、説明いただ

けますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   保育所改修工事費２００万円の内訳でございます。まず倭文

保育園のプールが老朽化しておりますので、それの改修で９０万円予定をしております。

それから、緊急通報システム３園分ということで、これは３園分ですが、６台分として３

２万４,０００円。それから、神代保育所の空調として、事務所のほうの空調はちょっと

壊れてるというところで７７万６,０００円、トータル２００万円を計上させていただい

ております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   済みません、その上の保育所整備基本設計委託料ということで、先ほ

ど副市長が触れられておったあり方検討委員会でも、保育所の整備、拡充ということは課

題になっとるということであったわけですけども、この保育所整備基本設計というのは、

どのような観点で考えておられるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   これはですね、場所につきましては市保育所の周辺の用地の

関係もございますが、この用地の関係について整備計画等を作成する委託料として、一応

この１００万円を計上しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは市保育所ということだけですが、聞くところによりますと、定

員オーバーしてる保育園が何カ所かあると、実際のところですね。今、何カ所ありますか、
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それぞれの園を説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   広田、それから市ですね、榎列、３カ所でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   八木保育所は定員内ですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   八木は１２０名のところ、１１８名でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういうことなんですが、先日は八木保育所のほうに移りたいという

ことを申し込みをしましたら、定員を超えておって、受け入れられないというようなお話

があったということで聞いておるんですけども、これはどういうことですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   具体的な内容については伺っておりませんが、保護者の方の

理由もあったかとは思うんですが、担当者と話をして、御理解はいただけたというふうな

ところは聞いております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   御理解をいただいたというのは、入れないから仕方ないから違うとこ

ろへ行ったということでしょ。御理解というのはそういう御理解ですよ。定員オーバーし

ておって入れないというふうに説明を聞いたんで、御理解をしたんですよ。入れるのに入

れないと言ったんですか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（馬部総一郎）   健康福祉部長の馬部でございます、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  私も極詳細にとまではちょっとわからない部分もございますが、私が聞いておりますの

は、八木保育所の全体の定員ではなくて、５歳児ですね、年長の５歳児の要は定員といい

ますか、面積ですね、部屋の面積も含めた中でのことやというふうに聞いております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、３歳から５歳児までの保育料無料化を今進めておると

いうことになってきますと、例えば５歳児を希望しても入れないところが出てくるという

ことになるんですか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   状況によっては、そういう場合も出てくる可能性があ

るということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   やっぱり、この保育所無料化、保育料無料化ということの政策の裏づ

けとして、希望する方には入れると、希望する場所に入れるという裏づけが必要なんでは

ないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   すぐにそういう裏づけができればいいんですが、そう

すぐというわけにもまいりません。その年々によって人数が増減する場合もございます。

全体的には子供の数は減っていってるわけですが、この保育所、この保育所についてはふ

える傾向にあるとか、いろいろございます。そこら辺も含めた中で、今後の整備の計画と

いうものはつくっていきたいということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、保育所のあり方基本検討会の答申というのが、これが

出されたのいつでしたか、何年でしたか。２５年だったかな。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   平成２６年の５月でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、その答申に基づいて整備計画をつくる、また今回保育

所無料化、今後もさらにこの事業が拡大をすると子供たちもふえてくる、転居を希望した

り、新たに保育の必要な方を保育所に迎えるというような制度設計もされていくというこ

とになると、いろんな角度から見たときに、施設そのものがやっぱり不足をしてくるとい

うことは十分考えられると思うんですね。この整備計画については、どのような考え方で

今後臨んでいくのか、基本計画をどうしていくのか、いろんな考え方があるかと思うんで

すけれども、民営化ということばっかり考えとると、保育所の施設拡充ということは後回

しになっていくんじゃないんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   保育所のあり方検討委員会での答申の中には、３つの基本的

な考え方というものがございます。まず保育所の老朽化による整備、ハード整備。それか

ら保育所の保育サービス。それから効率的な運営といった、３つの考え方があるわけなん

ですが、それに沿って再編計画を立てて行く中で、やはりハード整備に至るまでに、やは

り市内の保育所の小規模から大きな１５０名の定員の大きな保育所、規模も偏在しており

ますので、またあり方検討委員会の中には、１小学校区１園というふうな考え方も示され

ております。それに基づいて、また統廃合等も含めた形で進めていきたいと思っておりま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   保育所整備基本設計ということで、これが市しかないということで、

今言っとるわけなんですね。広田についても、榎列についても、場合によって八木あるい

は神代、こういった、今、子供たちがふえておるとこですね。またこれもふやしていくわ

けでしょ。保育所の入る子供たちをふやしていくというのが基本にあるわけで、そうする

と現状でも定員に対してオーバーしてるところがあるのであれば、それぞれについて整備

計画をやっぱり早急に立てる必要があると。それから、八木保育所については、その年齢
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によっては場所が狭くなってきて対応しきれないという課題があれば、それも今後は恐ら

くはこれふえていく方向に政策的には進めていっとるわけですからね、その裏づけがいる

んじゃないかということを言っとるんですよ。裏づけが。それが、今後じっくりとゆった

りと考えるというようなことじゃなくて、もう打ち出したんだから、たちまち４月１日か

らの話に必ずなってきます。２８年度にはもっと逼迫した話も出てくるかもしれない、そ

ういうことに対しての、アドバルーン上げるのはいいんだれけども、それを裏づけるもの

がないということになると、ちょっと無責任というと言い過ぎかもわからないんだけれど

も、やっぱりそれは政策として落ち度があると言わざるを得ないと思うんですけどもね、

その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   おっしゃることもよくわかります。ただ、施設だけの

ことではございませんで、これは保育士さんも伴わないとやっていけないというようなこ

ともございます。したがいまして、施設の整備、一部ですが遊戯室を保育室として利用し

てるところもございます。そういったものも、できるだけそういうことでなくて、保育室

を使っていけるようにということは、当然考えていかなければならないというふうには考

えております。今おっしゃいましたようなことも含めまして、当然今後どういうふうにし

ていくかというのは検討してまいります。ただ、すぐにというのはなかなか難しい面もご

ざいます。その辺は御理解をいただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   本来、これはもう市長に聞かなあかん話なんだけども、副市長、聞く

のはちょっとやめておきます、ここはね。やっぱり市長に聞かんと、これはいかんと思う

ので。 

  もう１点、民間との関係なんですけれども、保育施設そのものの耐震性というのは随分

確保されてる、公立の場合は全部確保されてるということでいいんですかね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   耐震のほうは、もう全ての保育所で終了しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   民間のほうはどうなってるかわかりますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   民間の詳細まではわかりません。松帆につきましては、まだ

新しい築年数でございますので、福良と沼島のほうにつきましては、ちょっとまだ確認は

とれておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今、課長、松帆は新しいと言ってますけど、松帆には２つあるんです

よ。北と南があるんですよ、どっちも新しいんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   北のほうはまだ、築年数はちょっと確認しないとわかりませ

んけれども、すいません、北と南一緒に答弁してしまいました。一応、また確認します。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   確認してほしいんですね。民営化したら、何かよくなるというような

お話もあったわけなんですけれども、採算性というようなことから考えて、松帆の場合民

間でやってて、北と南というのはかなり差がありますわ。非常に差がある。これは経営方

針だろうと思うんだけれども、しかしそれを見とると、民間のよさよりもそこはちょっと

悪さを感じるんでね。耐震性なり、あるいはいろんな保育環境なり、民営化進めていくに

あたっては、やっぱり園によっての格差が生まれる可能性があると。公立の場合は、もう

格差が生まれてはいけない、同質のものというのは必ず求められてきますけれども、民間

にあると、格差がいろいろ園によって生まれるということもあるかと思うんですけども、

その耐震性なりの確認を一回とってもらえたらというふうに思いますね。終わります。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   今現在と申しますと、ひょっとしたら違うかもわかり

ませんが、２６年の４月現在では、福良とそれから沼島、それから松帆の北については、

耐震補強はできてなかったと思います。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １００ページの、この萬松園の管理委託料についてお尋ねする。これ

は、委託先はどこですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   委託先については、まだ決定はしておりませんが、シル

バーのほうにお願いしようということでは考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   萬松園の管理委託料８５万６,０００円、委託先はまだ決まっとらへ

んの。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   はい、まだ決まっておりません。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   このここの萬松園が、ちょっと解体とか撤去するとか、建物自身は解

体撤去せないかんやいうような話があるねんけど、これは事実なんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この萬松園につきましては、合併前から国有地に建って

いるということで、文化庁のほうから撤去の指導がございます。そういうことで、この２

７年度をもって撤去するということで、今、計画を進めております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   国の国有地に対して、そういうふうな旧町のときから建物建てとって、

それで国から返還というか、その建物を撤去しなさいというような、国からの指示なり命
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令なりがもう来とるわけですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   これは、昭和５５年に、慶野松原の保存策定書

第１回目を西淡町のときに策定しました。そのときからの懸案事項でありまして、慶野松

原の国有地の内に違法建築物、それは民間を含めて建っているということを御指摘をいた

だいておりました。その中に、町がそのとき建てておりました萬松園、老人福祉センター

が公立にもかかわらず建ってるという指示をずっと受けたまま、社会福祉協議会の中で運

営をしてきたということです。昨年度なんですけども、慶野松原のふとんかごの策定等、

それから慶野松原の保存事業等につきまして協議をしてるときに、当然向こうから指摘が

ありまして、早急に撤去をするようにという指示がございました。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、もう確認申請も何もなしに、勝手に西淡町のときに国

有地にそういう建物を建てて、社会福祉協議会というか、そんなようなでたらめな今まで

の運営をずっと継続してやってきとったいう理解でよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   恐れ入ります。建設当時のことは私どもわかり

ませんけども、一応番地につきましては、横にある市道ですか、その番地を利用して建て

たようでございます。その経緯につきましては、私どもについてはちょっとわかりません。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、違法性のある施設に対して、今回もこういうふうな予算を計上

するというのは、そしたら明らかにおかしいと私は思うねんけど、良識ある行政の方々は、

そういうふうな違反性がある施設に対して、こういうふうな管理委託料の８５万６,００

０円、どこのどなたはんにまだ委託するやわからんようなとこに対して、そういうふうな

委託料の計上を上げとるというのは、私の良識ある頭では理解できらんねんけど、この辺

はどのようなお考えでこういうふうな予算計上されとるんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   この委託につきましては、基本的にはもう利用のほうに

ついては閉めさせていただいて、いわゆる保安の管理をお願いしていくというようなこと

で、とりあえずこの委託料をおいたものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   委託料をおいとんねんけど、これ明らかに違法性のある施設でしょ。

不法占拠いうか、勝手に建物建てて、ほんで早く撤去せえいうて指示出されて、この２７

年度に撤去すんのだ。２７年度にそういうふうに解体撤去して、国にそういうふうな上の

構造物を撤去した上で、もとどおり国に返しなさいということで返す施設に対して、そん

な違法性のある施設に対して、こんな管理委託料の支出やいうのは、行政としてこれはい

かがなもんかなという思いがあんねんけど、この辺は全く、こんな委託料おいても構わん

のけ、これ。ここら、副市長なりなんなり、こんなん構わんのけ。通常、一般常識的なこ

とで考えたら、勝手に他所のとこへ建っとって、それでなおかつ国が出て行け言いよんの

に、私がそこへ委託料でおまえ管理しとけやいうて、そんな支出というのは構わんのけ。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   もともとの話が、先ほど説明があったようなことです

ので、それはええことはないんですが、これまでそういうふうにしてやってきたというの

も事実でございまして、国のほうに対しましては、２７年度中に撤去をするということで

の報告かな、それはさせていただいとるということでございますので、この部分について

は、壊すまでの分の管理の分ということでおかせていただいとるということでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、占有権というか、そういう施設を今までずっと占有権というこ

とでやってきてしとんのだろうけど、そやけれどもこれ委託先がほんならその管理委託と

いうかこの委託先、私はまた社協にでも管理委託して、しばらく撤去するまでは社会福祉

協議会がこのここでさまざまなこと事業してくれるのかなと思いながら、国との中でしと

んねんけど、この委託先が決まってないやいう自身がおかしいなと思うねんけど、再度こ

の委託先決まってないという、納得できらんねん。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   この萬松園につきましては、安全面といいますか、いわ

ゆる誰もいない状態になりますと、いろんな犯罪とかそういうことが発生することも考え

られることから、その見守りといいますか、その関係の委託をお願いするということで、

予算化させていただきたいというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、セコムとか機械警備というか、そういうふうな施設の

管理委託に対して、機械警備というか警備会社等に委託をして、そこの物件の管理を委託

するという意味合いの趣旨の管理委託料ですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   施設の利用じゃなくって、守りということでよろしいで

すか。今、社会福祉協議会とシルバーが萬松園に入ってございます。シルバーでなければ

ということではないんですが、その施設に無断に入られないような、そういうふうなこと

の管理をお願いするというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   施設の利用の制限をした上で、その物件の管理だけだったら、例えば

警備会社に機械警備というかそういうことをして、防犯とかさまざまな観点から、不法侵

入防止のために機械警備みたいなやつのこの委託の８６万円なんか。ここは機械警備つい

とんのか、一晩にその建物にシルバーなりにずっとこの建物の維持管理を管理するための

委託料なんか、今の話じゃわからんねん。要は、私はここで社協がさまざまなそういうふ

うなことで、配食サービスとかしてくれよった施設やさかいに、その委託料かいなと思っ

たりしながら、これなくなったら西淡町としたら困るなと。そんなら国から払い下げでも

してもうて、この施設を継続して利用してもらえたら私はええなと思いよんねんけど、そ

こらの話が、もう勝手に確認もとらんと不法に建築して、国からあれやからもう撤去して

早く戻してください言われたさかい解体しよる。ほんで、そんな不法占拠して建物勝手に

建ったとこ、占有権だけでこないして委託料の支出を８６万何がし挙げとる、こんなんで

も構わんのけという、こんなていたらくでも構わんのけという話だけの話やけど、これは

また答弁ももう難しいさかい、これはもうおかしいさかいに、納得するまでまた担当課と

話させてもらうわ。 
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○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   合併当時、平成１７年１月１１日に合併しました。その

当時、私福祉課長をしてまして、引き継ぎで、その当時の福祉担当の人が今ここにいない

んで申しておきますが、あの当時平成１７年３月末で文化庁の許可１０年間が切れるとい

う話でございました。当時、長江収入役が文化庁のほうへ行って交渉してくるというとこ

ろで、もう１０年ということで、もう１０年が来たんで撤去してくださいよというような、

国のほうも当然のことを申しとんのかなというふうに思います。国有地の払い下げについ

ては、それ相当分の部分を近隣で探せば可能やということも聞いてますが、なかなかそう

いうことは周辺で確保できないというところで、今日に至ってるということでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ということは、もう南あわじ市としては、あの萬松園というのはもう

今後将来的には使用せえへんと。そやさかいに、もう壊してしもて戻してしまうんやとそ

ういう考え方になって、なおかつもう一回頼みに行って、もう１０年ほど継続して使わせ

てくれというような要望でなしに、もう南あわじ市としたら、あの萬松園というのはこん

なようなややこしい物件やし、もう戻してくれ言いよるさかいに戻そかと。そのかわり、

今まで使いよった用途をどこかへ持っていってやろかと、そういうふうに選択したという

ことですか。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   平成１７年の３月末で撤去しなさいよという、強い国か

らの指示があったんです。それを何とかというところで、１０年延長してもうたというと

ころで、もう今回は無理だろうという判断してます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   結局、その契約更新がもう無理やという話よの。その施設の利用の更

新はもう無理やという判断した、それはそれでええねん。それの代替施設というか、私に

したらこの西淡町で萬松園というのは、地域の方々が憩いの場であったり、あれ配食サー

ビス、社協のやつあり憩いの場で、あの辺でお年寄りが楽しんどる施設やいう理解、萬松

園あんまり知らんねんけど、もう古いさかいもうええんか。ほな、戻さんなんやつに、土
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井本室長よ、８６万５,０００円というやつは、この委託料というのはこれどないで。本

当あんたの考えで、ちょっと合法か違法か適正な執行なんか、それだけ言うてもうたら納

得するわ。 

 

○原口育大委員長   市長公室長。 

 

○市長公室長（土井本 環）   当然、１０年間の延長を許可いただいておる市の施設で

ありますんで、管理の方法については、担当部のほうでどうした管理をするかというのは

考えるかと思いますが、合法やというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   老朽化もしてるし、その期限も来てるから返すということなんですけ

ども、これ更地にして戻すんですよね。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   はい、その予定でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それでね、今いろいろあそこの石碑って、まず健康が大事やったか命

が大事やったか、あんなものがあったりね。非常に歴史のある、そういう西淡町の時代か

らやってきたものもあるし、一方では松枯れで大きな松が県道にはみ出して枯れとるとい

うようなこともあったりして、ちょっと幾つか手を入れたり残すべきものは残すようなこ

とがあったり、また更地にして戻すんですけども、更地にしたのを放っておくと、荒れ地

になっていくということから見たら、何らかの事業を要望するとか、そういうような考え

はないんですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   文化庁のほうの考えは、更地にしてそこに松を

植える、要するに慶野松原の原形をとどめていくというのが最善の方法。もしくは、慶野

松原に関する資料館等を設置するのであればオーケーというふうに聞いとるんですけども、
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私どもとしましては、松を植えて原状に戻すというので、現在お話をしている最中でござ

います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一番いいのはそういう形であるということなんですけども、一部で、

今、課長おっしゃったように、その慶野松原の資料館的なものも大事なものだなと。文化

財ですからね、慶野松原というのは国の文化財として指定されておるのに、その文化財を

残していくような資料館、記録というものがほとんどないと。文化財というのであれば、

それに見合うようなものも一定必要な部分があるのではないかと。それも市が単独で持つ

のか、国の文化財の指定ですから、国の事業としてもやってもらうとか、こういう価値観

を高めていくということも一つの選択肢にはあるかと思うんですね。そうしたことも今後、

市としての考え方は松を植えるということだけではなくて、そういう文化財としての価値

観を高めていくという、いろんな古い写真とか図面とか、いろいろ考え方はあるかと思う

んですけどね。この慶野松原再生をしていくプロセスを残していくということも必要なの

かなと、こんなふうに思うんですけどね、そういった考えぜひ持っていただきたいという

ふうに思いますし、また検討もしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでし

ょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   先ほど言いましたとおり、文化庁と現在交渉ご

とにお話をしている最中です。協議も、この先どうなるかわかりませんけども、とりあえ

ず先ほどから話がありますとおり、来年度中に、３月３１日をもって更地にするというの

が条件で出ておりますので、それに向けて長寿福祉のほうと調整をしていきたいというふ

うに思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   言っておるのは、考え方のことを言ってるんです。市として、あるい

は生涯学習文化振興の観点から見たときに、そういうことも思いとして持っていただきた

いということを言っとるんですよ。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 
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○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   文化庁のほうと相談させていただきたいと思い

ます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   １０８ページと１０９ページにまたがるんですが、松帆南こども園と、

あと北こども園、これは認定こども園ですね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい、来年度から認定こども園としてなります。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   認定こども園いうたら、どういう施設になるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   幼稚園と保育所のよさをあわせ持つ、特徴をあわせ持つ施設

ということでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この施設を利用した場合は、どんな手続が必要になりますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   認定こども園も保育所と同じ手続で、１０月の入所申し込み

をさせていただいております。新制度ですので、認定１号、２号、３号の認定手続が加わ

ったというところでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この入園の選考というのは、誰がするんですか。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ４月から認定こども園ということで、事業所が行います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、直接契約ということになるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   直接契約でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   直接契約になると、いわゆる入園料というのは施設が決めるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   施設が決める権利があるということでございますが、市内に

公立保育所を設置している関係で、やはりその認定こども園になるには県の認可が必要で

すが、確認事務が市として行うようなことになっておりますので、保育料につきましても、

公立と差分なく設定するような指導事務を市の業務としてございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   先ほど私立、いわゆる私立の幼稚園は４つ言うたんかな、沼島と福良

と、あと潮美台にあるやつは、あれは私立保育園とは認定してないんですか。市は。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   福良と沼島につきましては保育園、潮美台のさゆりはさゆり

幼稚園で、幼稚園になります。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   認定こども園は、いわゆる保育の必要な人、もう必要でない人も入れ

ますよね。そこら。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今回の新制度では、１号、２号、３号、これは１号につきま

しては、３歳以上で保育を必要としない幼児を認定は１号ですね。２号につきましては、

３歳以上で保育を必要とする児童。そして３号につきましては、３歳未満で保育を必要と

する児童という、この３つの認定に分かれております。認定こども園につきましては、１

号、２号、３号が入所できます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   普通保育園になりますと、保育を必要とする人が入所条件ですよね。

この場合は、両方ともいけるということですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい、認定こども園は１号、２号、３号が通所できます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そうしますと、必要とする人が入れない場合もありますね。定員の関

係で。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   小学校区ですと、入る地区というのが限られるわけなんです

が、保育園に関しては、市内を１区としておりますので、今は全体的には定員を下回って

おりますので、若干まだ余裕はございます。ですから、入れない場合というのは、先ほど

もちょっと一つの事例としてあった、面積に対してなかなか弾力的な定員も上回っている

場合には、違う保育所のあっせんということもあり得るというところかと思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   先ほど、認定こども園は保育と幼稚園の両方いいとこをとった施設や

ということなんですが、今、南あわじ市で３歳以上は無料化ということなんで、ここに入

る人は全て無料になるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   認定こども園に入る人ということですか。はい、そうです。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、保育を必要とする、いわゆる共稼ぎでなかっても、専

業主婦の子供さんでもそこに入れるということですね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   新しく新制度のもとでは、今まで保育に欠けるという要件が

緩和されまして、そういう方も入所できます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そういう人たちも、この３歳児以上は無料やということですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい、そうでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる専業主婦の家庭でも入って、幼稚園と保育、要するに幼稚園

の機能、教育をする施設と保育をする施設が一緒になってやっていくということで、どっ

ちも３歳児はただやということになったら、先ほど民間の幼稚園という話でしたけども、

さゆり幼稚園、これについては無料にならないんですよね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（田村愛子）   これ、ちょっと幼稚園の関連なんですが、保育を必要とする

事由として、専業主婦というふうな今例を挙げられておりましたけれども、今回は必要と

する事由として、緩和された条件の中に給食活動、また虐待やＤＶの恐れがあること、ま

たは育児休業取得時にもう既に保育をしている子供さんがいて継続利用の必要性があるこ

と等、そういう理由がありまして、今回その新制度のもとでは、その就業時間によって、

標準時間、短時間認定というふうな、そういう認定も重ねてございますので、単純に専業

主婦という形で、パートとか行かれてる方につきましては、入所要件の中には入るのかと

思います。 

 

○原口育大委員長   さゆり幼稚園が無料にならない理由のことを聞いてるんですけど。 

 

○福祉課長（田村愛子）   さゆり幼稚園につきましては、幼稚園と保育所、保育の内容

には幼児教育も保育所でやっておりますので、幼稚園につきましては、その事業所が保育

料を定めておりますので、市の保育料とはまた別の金額というところで、少し差分が出る

のかなとは思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そうしますと、今まで松帆南・北、これは南あわじ市が保育料決めて

おったんですか。 

 

○原口育大委員長   幼稚園の保育料、松帆北・南の幼稚園の授業料のことを聞いてます

けど。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   松帆北と南の保育園は、２６年度までは市の委託というふう

な形で、保育料につきましては、市の保育料を採用しております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そこで言うたら、いわゆる応能応益という話になってくるんでしょう

けども、この応益というのはどういうことなんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（田村愛子）   応益はもう一律ですね。所得に関係なく一律の金額。保育所

は応能負担ということです。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   というのは、今このたびのやつは応能やけども、応能いうのはもう有

名無実になってますよね。というのは、今回の無料化は所得制限を設けないわけですよね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   基本的には、保育徴収金額というのはございます。それは応

能負担で、徴収額もあります。設けないというふうなのは、ちょっと違うかなとは思うん

ですが、基本的には徴収額はございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いや、あっても実際は無料化するねんから、関係ないん違いますの。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   無料化に関しては、その３歳以上のその徴収額は無料にいた

しますというところでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そういうことですよね。そういうことは、いわゆる先ほど専業主婦い

う話でしたけも、専業主婦でもこれ見ますとね、育児不安の大きな専業主婦、これについ

てなかなかわかりづらいですよね、線引きするのが。そやから、いわゆる専業主婦で「う

ち子供ほかにもおって、ちょっと育児に不安あるんです」言われたら、もうどうしても入

れないと仕方ないいう話になってきますよね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   必要とする方につきましては、入所の権利はございます。 
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○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   権利があっても、いわゆるそれではねられたら嫌でも私立へ行かな仕

方ないわけですよね。ほなそこで費用が発生する、どうも矛盾せえへんかなと思って。さ

ゆり幼稚園は無料化にならないいうのがね。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   幼稚園のことですので、教育部のほうでお願いいたします。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   さゆり幼稚園の無料化に関して、今、前の議会等でも答弁さ

せていただきましたが、現在南あわじ市は、幼稚園の場合応能割に２７年度から変更しま

した。そういった関係で、さゆり幼稚園のほうは一定額、応益割の金額を徴収をするとい

うことで、私立幼稚園というのは、やはりその特異性というか、ＰＲするところがあるか

と思います。そうしたことから、わざわざ私立幼稚園に通うという人もおられますので、

そうしたことも合わせて一定額、平成２６年度今年度、この前も言いましたが、１段階か

ら５段階までの一番多い３段階の１万１,３００円を、２７年度も引き続き減免をしてい

くということで、免除していくということで御理解をいただきたいということで答弁をさ

せていただきました。南あわじ市のように、応能割でその条例に合うような制度であれば、

そのとおりの免除になるわけなんですが、あくまでも応益割、一定額の額ということで、

今２６年度に、第２子以降の免除と同じような形態をとって免除していくということで御

理解いただきたいと、そのように思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   １１２ページ、在宅子育て応援事業。これあるんですが、この事業ど

ういう事業ですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   在宅子育て応援事業は、保育所、幼稚園等に入所せずに、在

宅のほうで３歳以上のお子さんを保育している保護者について、月５,０００円、年額６

万円なんですが、支給をしております。 
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○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   前年度はこの倍の１２０万円、いわゆる２６年度。２７年度はその半

額ということは、３歳以上で在宅で子供をみてはる家庭が少ないということなんやと思う

し、無料化になって、これやったらもう通わすほうがええわと。それと、入所の条件が緩

和されたというのもあろうかと思うんですが、ただ少数にしても、今回無料化するのと在

宅とでは余りにも支援の差が大き過ぎるというふうに思うんですが、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   保育料に比べれば、在宅の子育ての手当は少な過ぎるかなと

は思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   大体１人で２０万円強かかるという話なんで、そこからいきますとこ

れだけの差が出てくる。やっぱり何らかの形で、もう少し水準を上げる必要あるんじゃな

いかと思うんですが、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今回もその無料化に関して協議をする中で、そういうことも

検討の中に入っておりましたが、今年度はこのままというふうな形でなったということで、

御理解いただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   うちはもうおらへんよって、構わんようなもんやけども、ただやっぱ

り家でみるということは、そこの家の家庭環境もあろうかとは思いますけども、それなり

の支援策というのは考えるべきやというように思います。そやから、これは早急に、来年

度や言わんとことしの予算で補正でも組んで、やっぱりわずかな話やと思うんです。２０

万円と５,０００円、何倍違うんですこれ。ほんで、いわゆる親の負担いうたら相当なも

んやというふうに思いますんで、やっぱり考えていただきたいということを言うて、終わ

っときます。 
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○原口育大委員長   お諮りします。 

  本日の審査はこれまでとし、次の審査はあす、３月１２日午前１０時より開催すること

にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  なお、あすは一般会計を終了したいなと思ってますので、よろしくお願いをいたします。 

  本日は、長時間にわたりお疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時１８分） 
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予 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２７年 ３月１２日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ５時４８分 閉会 

                     場 所   南 あ わ じ 市 議 会 議 場 

 

Ⅰ．出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（１５名） 

    委 員 長    原  口  育  大 

    副 委 員 長    柏  木     剛 

    委 員    阿  部  計  一 

    委 員    熊  田     司 

    委 員    長  船  吉  博 

    委 員    木  場     徹 

    委 員    蛭  子  智  彦 

    委 員    吉  田  良  子 

    委 員    小  島     一 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    印  部  久  信 

    委 員    川  上     命 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    谷  口  博  文 

    議 長    廣  内  孝  次 

 

  欠席委員（２名） 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    北  村  利  夫 

 

  事務局出席職員職氏名 

    事 務 局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 
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    書 記    船  本  有  美 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   市長公室付部長(総合 

橋  本  浩  嗣    調整･新庁舎建設担当)兼 

   新庁舎建設推進事務局長 

   総 務 部 長 兼 選 挙 
細  川  貴  弘 

   管 理 委 員 会 書 記 長 

    財 務 部 長    神  代  充  広 

    市 民 生 活 部 長    高  木  勝  啓 

    健 康 福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

   産業振興部長兼鳴門の 
興  津  良  祐 

   渦潮世界遺産登録推進室長 

   農 業 振 興 部 長 兼 
神  田  拓  治 

   食の拠点事業推進室長 

    都 市 整 備 部 長    岩  倉  正  典 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

    総務部次長兼総務課長    佃     信  夫 

    農 業 振 興 部 次 長    森  本  秀  利 

    教育委員会次長兼教育総務課長    藤  岡  崇  文 

    会計管理者兼会計課長    堤     省  司 

   市 長 公 室 課 長 
北  川  真 由 美 

   (大学応援プログラム推進担当) 

    総 務 部 防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    総 務 部 情 報 課 長    土  肥  一  二 

   三原総合窓口センター所長 
柏  木  浩  一 

   (地域防災･振興担当) 

   南淡総合窓口センター所長 
松  本  典  浩 

   (地域防災･振興担当) 

    財 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    財 務 部 管 財 課 長    富  永  文  博 

    市民生活部市民課長    塔  下  佳  里 

    市民生活部税務課長兼収税課長    山  崎  稔  弘 
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   市民生活部生活環境課長 
北  口     力 

   兼衛生センター所長 

   健康福祉部福祉課長 
田  村  愛  子 

   兼 少 子 対 策 課 長 

    健康福祉部長寿福祉課長    大  谷  武  司 

    健康福祉部保険課長    川  本  眞 須 美 

    健康福祉部健康課長    小  西  正  文 

   産業振興部商工観光課長 

   (マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 室 長 ) 阿  部  員  久 

   兼 企 業 誘 致 課 長 

    産業振興部水産振興課長    榎  本  輝  夫 

   農業振興部農林振興課長 
宮  崎  須  次 

   兼 農 業 共 済 課 長 

   農業振興部農地整備課長 
和  田  昌  治 

   兼 地 籍 調 査 課 長 

    食の拠点事業推進室課長    喜  田  憲  和 

   都市整備部管理課長 
原  口  久  司 

   兼 都 市 計 画 課 長 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

    下水道部企業経営課長兼下水道課長    村  本     透 

   教育委員会学校教育課長 
廣  地  由  幸 

   （学校教育指導主事） 

   教育委員会人権教育課長 

   兼生涯学習文化振興課長 福  原  敬  二 

   兼 玉 青 館 館 長 

   教育委員会生涯学習文化振興課付課長 
川  上  洋  介 

   (子ども映画祭・青少年育成センター事業担当) 

   監査委員･固定資産評価 
片  山  雅  弘 

   審査委員会事務局長 

    農業委員会事務局長    小  谷  雅  信 

    埋蔵文化財調査事務所長    山  見  嘉  啓 
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Ⅱ．会議に付した事件 

 

 付託案件 

 １．議案第８０号 平成２７年度南あわじ市一般会計予算 

 〔歳出の部〕 

  ③款３．民生費（P.91～P.115）～款４．衛生費（P.115～P.129）･････････････２０７ 

  ④款５．労働費（P.129～P.131）～款６．農林水産業費（P.131～P.152）～款７．商工 

   費（P.152～P.159）････････････････････････････････････････････････････２６７ 

  ⑤款８．土木費（P.160～P.172）～款９．消防費（P.172～P.178）････････････３２４ 

 

Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２７年 ３月１２日（木） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ５時４８分） 

 

○原口育大委員長   おはようございます。 

  ただいまから、予算審査特別委員会を開催いたします。 

  なお本日は延長も視野に入れまして、一般会計審査を終わらせたいと考えております。 

 

  ③款３．民生費（Ｐ.９１～Ｐ.１１５）～款４．衛生費（Ｐ.１１５～Ｐ.１２９） 

 

○原口育大委員長   それでは昨日に引き続き、款３、民生費、款４、衛生費、ページは

９１ページから１２９ページまでを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ページ数が９３ページの臨時福祉給付金についてお聞きをいたします。 

  昨年度から、２６年度からこういう給付金が始まりましたけども、２６年度、どれだけ

この給付金の受け取り、受け取らなかった人、資格はあるんだけども、受け取りに来なか

った人というのはあったんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   おはようございます。ただいまの臨時福祉給付金の件で、平

成２６年度の申請状況として御報告をさせていただきます。 

  対象は７,５７５件で、申請済みが６,８０６件ということで、給付させていただきまし

た約９０％以上が申請済みということで、それとこれは非課税世帯ということがまず一つ

の条件になります。その対象であろう方には税務課のほうから申請勧奨による通知をさせ

ていただきました。その中で申請に来られなかった方というのは、少しは残っているかと

思いますが、その中にはもう要らないとか、もう不要という方も数人いらっしゃったよう

でございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   おおむね９０％ということと、それで要らないという方もいらっしゃ



－ 208 － 

るかもわかりませんけども、その２６年度のそういう状況見で改善すべき点というのは何

かありませんか。やはりまだこれだけの件数の方が受け取りに来られてないというのは、

何かそういう事務的なところでの、こちらのほうがもう少し気をつけてあげれば対応がで

きたという例があるかもわからないんで、その点のちょっと状況をお聞かせ願いたいと思

います。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   この申請につきましては、当初７月１日からの申請が開始さ

れたわけなんですが、広報並びにケーブルテレビ、告知放送、いろいろチラシも含めまし

て再三の申請勧奨は行ってきたつもりです。最終、３カ月から最初の６カ月期間というの

も設けまして、申請勧奨は本当にしつこいほどといいますか、させていただきましたが、

なかなかこれも申請主義というところから、まだ申請に至っていないという方も中にはあ

ったかと思います。 

  今後、これまた２７年度継続して実施されるということで、さらに手厚い申請勧奨とい

うふうなところをまた検討していきたいと思います。 

  しかし、庁舎がまた一本化されたということで、これから申請の方法も来年度とは多少

異なった形での申請の方法になるかと思います。その手法につきまして、今、課内でも検

討中でございますが、できるだけ多くの方が申請していただけるような環境のもとに検討

していきたいと思っています。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、先ほど申請の仕方についても今いろいろと工夫をして

いるということだったんですが、市民交流センターで受け付けるとか、そういったことも

考えられているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今のところはそこまで決まってはおりません。ただ、申請に

当たっては、住基登録の確認であったり、非課税の確認であったり、個人情報が関連して

きますので、なかなか全ての交流センターでの受付というところはなかなか難しいかなと

今のところでは感じております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   前お聞きしたときは、要するに住民税非課税というところへ申請書を

送るということだったと思うんですが、それからなおかつまだそういう非課税かどうかと

いうのを確認する作業というのが必要になってくるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   その対象となる世帯、非課税世帯ということですけれども、

それは今ちょうど申告時期ですけれども、この申告が終わって平成２７年度課税というと

ころですので、なかなか確定に至る時期というのが難しくて、ですから前回は７月１日ス

タートとさせていただいたところですが、まだその非課税世帯の確定がなかなか全て確定

して申請勧奨したわけではございません。今回もできるだけ同じような時期を見ながら申

請勧奨は行っていきたいとは思いますが、その時期というのはまた今後税務関係の担当の

部局と相談しながらスタートしていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この対象になられる方にその通知を出す、その通知の文面というのが、

僕自体は見てないんですが、わかりやすい文面ですか。何か内容がね、もうたけどこれ何

やさっぱりわからないというような内容だったら、なかなかこんなん右から左へ置いとい

てという方もいらっしゃるかもわからないんですが、そういう文面の内容とかも確認チェ

ックとかはされておりますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   当然、税務関係部局と文面、並びに申請書類は全国統一した

ような形の申請方式になっておりましたけど、文章につきましては当市で税務部局と相談

しながら内容については記述したつもりではございますが、なかなか２６年度のこの給付

金に関してはかなり複雑でして、本当多分文章読んでもわかりづらいところはあったかと

は思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしましたら、この２７年度の実施に向けては、何かそういうわか

りやすい文章にしていただいて、それを受け取った方が申請しやすいような状況というの
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をもう一度関係部局といろいろと協議していただいて、受け取れる方は受け取れるような

体制をこれから組んでいただきたいと思います。以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   同じく９３ページの社会福祉協議会補助金が１,４５０万ということ

なんですが、前年度と比べて１,０００万円余りこれ減額されておると思うんですね。ま

ずこの理由から聞かせていただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   これは、今、９３ページの社会福祉協議会補助金の金額のお

話ですけれども、９２ページの委託料の一番下の段ですけれども、安心生活基盤構築事業

委託料というのがございます。これが２,０００万。それとちょっと関連がございます。

といいますのは、この安心生活基盤構築事業、これは国庫補助金の１０分の１０というふ

うな形の事業でございました、平成２６年度までは。しかし平成２７年度から、その国庫

事業が生活困窮者自立支援法の関連もございますが、任意事業ということで国庫補助が２

分の１に削減されました。そこで、市の負担であります社会福祉協議会の補助金、マック

ス２,４５０万でございましたが、国の補助金を最大限活用するために、そのうちの１,０

００万円をこの安心生活基盤構築事業のほうに充当して予算を組み立てたというところで

ございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それはわかりますけど、この社協の決算書を見ておりますと、市から

の補助金の２,４００万円余りのお金はほとんど職員の人件費部分に充当されていたよう

に今まで思うんですね。ですから、そうなった場合に今課長の説明あったお金を職員の人

件費部分に充当することは、これ可能なんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   社会福祉協議会には、社会福祉法人の事業としては公益事業

と収益事業というふうな２種類に分かれるかと思います。この社会福祉協議会の補助金に

つきましては、そういった人件費に充てられるというふうな、公益事業に対しての人件費
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ということで支出をしております。あわせてこの安心生活基盤構築事業におきましても、

これも地域づくりの基盤ということで、これも人件費相当に値するような補助金でござい

ましたので、これは充当は可能だと判断しての割り振りでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の説明をお伺いしておって、この安心生活基盤構築事業委託料に１,

０００万円を回したというような説明であったんですけども、それでいいんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   回したと言われれば、そうかもわかりませんが、市の補助金

を有効活用したというところで御理解いただけけたらと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この安心生活基盤構築事業について、もう一度説明を、どんなような

内容のものかということを説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   安心生活基盤構築事業、この事業の目的なんですが、住民生

活による地域づくりを通じて、誰もが安心して生活できる地域基盤を構築していくという

ふうな、そういう事業でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   誰もが安心して暮らせるということは、障害を持っておっても、低所

得であっても、生きていけるような事業メニューがあると。具体的にはどのようなメニュ

ーがあるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   この事業の中には、いわゆる基本事業と、それと選択事業と

いうふうなところがございます。基本事業が１,０００万円をマックスです。そして選択
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事業が１,０００万というところで、その基本事業の中には生活の実態把握事業、それか

ら生活課題、そういうようなものを検討する事業、それから地域支援の活性化事業、それ

から住民参加型まちづくり普及啓発事業というふうな事業がございます。 

  選択事業の中には権利擁護の推進センター事業というふうなことを選択して、２６年度

は事業を行っていただいたところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   具体的なちょっと内容がよくわからないんですけれども、この２,０

００万というのは、もう枠が２,０００万と決められているというのは、マックス１,００

０万、１,０００万ということで説明があったわけですけれども、１,０００万という枠が

決められている根拠は、理由は何なんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   その１,０００万のマックスの理由はわかりませんが、国の

補助メニューとしてそういうふうな形でありましたので、それを有効活用したというとこ

ろでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっとお伺いしたいのは、２６年度も２,０００万で事業費計上さ

れてますね。２６年度予算でも、２,０００万の事業費の計上があったと。今回、社会福

祉協議会の分が１,０００万減った部分をそこに行くということになると、この２,０００

万プラス１,０００万で３,０００万円ということが社会福祉協議会との事業の連携の中で

トータル的に予算は確保されたというふうに理解したら一番素直に理解できるんですけれ

ども、１,４５０万と２,０００万で３,４５０万、去年の場合は２つ足すと４,４５０万。

１,０００万減ってるということで間違いないと思うんですよ。先ほど印部委員が質問し

ておった中身でいくと、１,０００万回したということであれば、ここは当然３,０００万

なるのが筋でないかと思うんですけども、事実上１,０００万減額されてるということに

なりませんか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   その前にちょっと済みません、先ほどの１,０００万の理由
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なんですけれども、済みません、人口規模から算出されたというところで、基本事業につ

いては人口１０万人未満の市町村に対して１,０００万が限度額というところでございま

す。 

  それから、今の１,０００万減額というところで、２６年度から見ますと、国の１０分

の１０が２分の１に補助率が下がったというところの１,０００万は減額というようなと

ころでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   社会福祉協議会が主に担ってる事業という理解をするわけなんですけ

れども、そうすると社会福祉協議会の活動がその分だけ縮小されるか、あるいは別のとこ

ろで何かの負担をしていって、昨年と同様の事業量を確保しないといけないと。社会福祉

協議会の事業量が１,０００万円分だけ減るという印象を持つわけなんですけども、いか

がですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   数字だけを見れば、やはり社協に対しては減額というふうな

解釈になるかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   やはりその点が問題であろうかと。安心生活が確保すべき社会福祉協

議会の事業量として、大ざっぱに見てですけども、減っておるということはやはり問題で

ないかというふうに思います。まあ、終わっときます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   老人福祉費の９７ページです。委託料のところで用地測量業務委託料

というのがありますが、これはどこをどのようにしようとしてるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申しわけないです。もう一度ちょっと。 
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○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   ９７ページの老人福祉費で、１３節の委託料で用地測量業務委託料と

いうのがありますが、これの内容をお願いします。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申しわけありません。おはようございます。 

  用地測量につきましては、先般からずっと論議されております旧津井小学校の跡地の境

界の確定に伴う委託料でございます。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   続きまして９８ページ、敬老会事業補助金ということでありますが、

聞くところによりますと、ことしは方法、やり方といいますか、を変えると聞きましたが、

そのようなことになっておるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   敬老会の補助金につきましては、今まで４会場で直接開

催してきたわけなんですが、この機構改革に伴い、地域の交流センターができるというこ

とで、参加者の増加を目標にした形で２１カ所で開いていただきたいというようなことに

使っていただくように補助金を計上させていただいております。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   趣旨はよくわかったんですが、なかなかこのお世話するのが、４会場

ですとほとんど職員の方々、特に女性の職員が随分やってましたから、老人会のほうでは

何か市が手を引いていってるんじゃないかというような印象も受けているところもありま

す。非常に現地のほうで受けても、婦人会というのがこのごろ余り機能がありませんので、

お世話する人が大変だろうなと思うんですけども、趣旨はわかりましたので終わります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   １２６ページの不燃ごみステーション整備補助金についてお尋ねです

けど、その前に昨日のあの萬松園の解体撤去を２７年度で実施するという答弁があったん

ですけど、これちょっと予算書のどこに解体の費用が出ておるか、まず先に教えていただ

けますか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   解体の費用につきましては、まだ計上しておりません。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いやいや、福原課長は２７年で解体してしまうという答弁を昨日した

と思うけど、ほなこれ、うそか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   解体にかかる経費を見積もるために、解体設計の費用を

置かさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほな、どこに置いてあるて。何ページかちょっと教えてもうたら、そ

れでええさかい。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   １００ページの委託料の一番下の欄で、実施設計委託料

という、１５０万というのが予算でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １５０万で実施設計して、２７年度に要は解体せえへんという理解で

ほんだらええんよ。それでそのために八十何万何がしで委託料をのせておると。それであ

そこの施設を使いよるやつはどこ行くんよ、ほんだら。 

 



－ 216 － 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   解体設計を出しまして、その設計費についてはまた先生

方の理解を得ながら補正予算のほうで対応させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

  中での利用につきましては、今、老人会のほうでカラオケとミニデイというようなこと

でしておりまして、その部分につきましては老人会のほうに確認させていただきまして、

ほとんど利用がないというようなことで、影響というのは少ないということで、今使って

いる部分については西淡の公民館であるとか、そういうところに移って活動を続けるとい

うようなことを協議させていただきました。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   まあまあ、西淡公民館で、これはこれでもう終わります。 

  ほな、先ほど言うておった不燃ごみステーションのこの整備補助金、これ１３５万とい

うの、これについてちょっとどういう概要をお願いします。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   不燃ごみステーションにつきましては、ごみステーショ

ン施設整備費補助金交付要綱ということで、限度額が建築費、水道設備も含めて４５万円

となっております。今回、１３５万円を予算に計上させていただいておりますのは、３カ

所予定ということで計上させていただいております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   このごみの収集方法というのは、私もよう知らんのやけど、私は旧町

の西淡町なんで、ごみステーションというのが集落ごとにあって、そこまで家庭のさまざ

まな不燃ごみであったり、生ごみであったりというのをここへ搬出しておるんやけど、こ

こらで結構距離的なものもあって、聞いておったら三原とかだったら軒先収集というか、

そういうやつもしていただけるようなことをちょっと知ったわけやけど、例えば新たに地

区内のその地区の土地にこういうような近くにごみステーションを設置するというのは、

別で地区で合意を得たら、そういうふうなことは可能でしょうか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 



－ 217 － 

 

○生活環境課長（北口 力）   主に申請上がっているのは、既に、委員おっしゃるよう

に西淡地区については、ごみステーション１００カ所ほどできております。ただ、今言わ

れた軒先収集とかいうところもありますので、ごみステーションを推進しまして、設置、

収集していきたいというようなことで制度化しております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   例えば集落に２カ所のごみステーションがあって、もう１カ所ごみス

テーションをつくりたいと。それで地元が用地もしてつくるというのは別段可能なんでし

ょうか。集落に今２カ所ごみステーションがあるんやけど、もう１カ所ふやすというのは

可能なんですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   これも自治会からの申請になりますので、可能というこ

とでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   このときに、例えば建屋つくらんなんでしょ。建屋というか、ごみス

テーションのそういう建物をつくらんなんでしょ。この辺の補助というのは幾らかあるん

ですか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   したがいまして、建屋の部分につきましては限度額が３

５万、給水施設につきましては限度額５万、それと照明施設がいる場合につきましては限

度額５万ということで、アッパーが３５万と５万、５万で４５万となっております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   社会福祉協議会のことでお聞きします。 

  これ、社会福祉協議会は公益法人か何か法人化されているということで、歴代の福祉部
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長もいろいろこの問題については余り質問せんほうがええん違うかというようなことをお

聞きしておったんですけども、これだけの補助金を出していくわけですから、そのチェッ

ク機能というのはやはりどういう形でされておられますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   社会福祉協議会の事業につきましては、年に１度でございま

すけれども、事業の内容並びに経費については、監査まではいかない、別に監査委員がご

ざいますが、その事業について審査というふうな形のチェックはさせていただいておりま

す。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   職員というと臨時職員を含めてどのぐらいおられるわけなんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   資料をいただいておりますのは２６年９月末現在の職員数で

ございますけれども、常勤職員として２７名、それから常勤の嘱託職員として９名、それ

からパートとして２４名、採用人数というのは新たに採用された人数が３名、内訳はそう

いうふうなことになっております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   理事長というのは、これは無報酬なんですか。手当もらってるんです

か。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   当初はボランティア的な形での役職だったようですけれども、

最近そういう介護の出席等旅費等につきまして、また諸手当につきましても若干いただい

てるというふうな、口頭でのお話はいただいたことはございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   仮にもね、課長、これだけの補助金を出していて、幾ら公益法人とは

いえ、理事長、このいただいておる金額もわからへんて、そんなことはないと、そんなざ

っとしたことでいいんですか。そらこんだけの公金をつぎ込んでおって幾らそういう法人

化いうたって、そら理事長が何ぼもらいよるや、そんな、そんなチェックもできないんで

すか。 

  それがなぜか言うと、何かこれ、長期政権というか、すいせんホールいうのは旧町時代

からやっさもっさひどい事件もありましたね。それでこれはもう長いことやると、これは

ひずみが出てくる。それで物すごい人事面でほんまに我田引水もええとこやというような

評判が我々のところにわっさわっさ来るわけなんですよ。そういうことがあるんで、今回

も何か緑町行くや、分庁かいやいうていろいろ言いよるけども、そういうことが我々相談

を受けるんで、きょうもこう質問しとるんです。だからそれだけの補助金を出してて、法

人やから理事長は何ぼもらいよるやわからん。そんなことはちょっといかがなもんかなと

思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   私の知る範囲では、報酬としては、たしかないはずや

と思います。ただ、出かけていく、要は旅費的なようなもんですが、そういう費用弁償的

なものはあるというふうに聞いております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そんなええかげんなことで納得できへんと思うねんな。そんなん、課

長は幾らかもらいよるっていうようなこと言う。まあ、商工会の会長さんなんかは一切も

うてませんわね。出ていく費用、そういう当然当たり前の話ですけども、そういう給料と

いうか、手当はもうてないと。それとそういうようなことの中で、これだけの職員を動か

してるわけや。それでそういう批判が出てるということをやはり市もその辺のやっぱりそ

ういう会に出てると思うんで、やっぱりチェックしてもらわなんだら、何か自分本位で全

部やってるような、我々にはそない聞こえてくる。市が元入れしてないんだったら、我々

こんなこと言う必要はないと思う。やはりそれだけの金額、投資していきよんやさかい、

その辺のチェックというのはやっぱり厳しくやってもらわなんだら、いかがなもんかなと

思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（馬部総一郎）   現在、社会福祉協議会には、役員会と、理事会なんで

すが、理事会というのと、それと評議員会というのがございます。その理事会のほうには

一応市のほうからは福祉課長が入っております。評議員会のほうには社会福祉協議会の担

当者が一応入っております。その中でこれまでもその中で市の職員としてその役割を果た

してきたというふうに思っておりますが、これまで以上に、その辺については十分中身を

確認をしていきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それと、私も気安い方から今回も基本的には緑のほうへ一本化すると

いうような話も電話ありました。私はそれぞれ皆考え違うけども、当然それが基本、設計

どおりに緑に行くん違いますかと。その方は何かもう今のまま分庁で、例えば南淡は南淡

で置いてほしいというようなこと言うてましたけども、これは到底無理違いますかってそ

れはそういうふうに私は言うたんですけども、それよりも、そら、議会のほうも委員長な

れば何かそういう役で、まあ言うたら充て職でいってますけども、ほとんどそういう詳し

い、何か充て職でいってるというだけであって、そんなこと言うたら言ってる人に失礼に

なるかわからんけども、もうほとんど無法状態になっておると。これはもうほんますごい

批判ですよ、はっきり言って。そこらやっぱり部長、部長も余りこんな質問したら気分よ

うないかわからんけども、そういう電話がちょこちょこと入ってくるわけやな。この人事

の採用についても、ほとんどワンマン的にやってると。そんなん聞いたらね、そらやっぱ

り聞き捨てならんもんな。議員は何をしよんのやと。その点、そういうことを非常に議会

でも厳しく、阿部計が言いよったと、はっきりと言うてください。そら本当の話ですよ。

そんなんやと問題起きますよ、はっきり言うて。私もここで質問するということは、そう

いう事実関係を確認しとるから言いよるのであって、もっと市がやっぱりこれだけのお金

を公費を投入してやるのであれば、幾ら社会法人といえども、もうちょっときっちりと公

平公正なそういう人事の採用もやってもらわなんだら、ぐあい悪いですよ。その点どうで

すか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   人事の実態というのはちょっと私は承知いたしており

ませんが、この前の一般質問でも社会福祉協議会のことがいろいろと質問もされたわけで

すが、そういうこともあってですが、社会福祉協議会の主には話をしているのは局長でご

ざいますが、やはり私どもと社会福祉協議会は、やはり地域福祉を担っていくということ

では、ある意味同じ目的に向かってやっていっておるわけでございますので、相互に当然
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理解をしていかなければならないということと、それから社会福祉協議会は市に対してい

ろいろ意見もあると思いますし、市は市として社会福祉協議会に対するいろいろな意見も

ございます。そういったことをお互いに出し合って、内容をもう少し明確にしていくとか、

そういったことをやっていこうという話を今いたしております。 

  それで市のほうもいろいろな形で補助金も出しておりますし、いろいろな形で委託をお

願いして、お世話もいただいておるわけですが、社会福祉協議会そのものがもともと報酬

をといいますか、収入を生み出さないようなものと、それと収入を生み出しているものと

が両方ひっついた中で社会福祉協議会の事業がなされております。その辺がある意味不明

確になっているようなところも実際事実ございます。 

  ただ、社会福祉協議会はいろいろな事業をやって収益を生み出しても、それを地域福祉、

地域の住民の方々に還元をしなければならないというふうな、これは社会福祉協議会の大

前提でございますので、ただ、市も補助金を出している、委託をして委託料を出している

ということはやはりございますので、その辺を踏まえた中で内容についても十分これから

お互い話し合った中で精査をしていって、おかしいところがもしありましたら、その辺に

ついては私どももはっきりと物申していきたいというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私もそういう歴代の福祉部長等のアドバイスもあって、こういう質問

はせんほうがええんと違うかなと。事実、ずっとこう経験上、余りそういう突っ込んだ話

というのは今までなかったと思うんやな。それでもやはりこれだけ市民からのそういう批

判というものがあって、我々相談を受けますと、これはやはりこっちも発言というか、議

会で質問せんわけにもいかんわけよな。そういうことでやっと今、部長が答弁されたよう

に、やっぱり長期政権になってくると、やっぱりひずみが出てきて、なあなあでなってく

る。職員もそうやと思うけども、身内をかばうというかな、そういうような、交通事故に

してもそうでしょう。被害者の名前出して、それで当の職員の名前載せへん。これは議運

のほうで、それなら議会のほうへは報告するいうことになっておるけども、我々常識と思

うとることが、職員の皆さんは非常識というようなところが多分にあるんやな。だからや

っぱりそこらを社会福祉協議会にもそれ相応に厳しくチェックをして、そういう声もあり

ますよと。きっちりとした公平公正な運営、特に人事面ではそういうことが頻繁に耳に入

ってくるんでね、厳しく注文してほしいと思います。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   御意見は御意見として承ります。ただ、一つ御理解い
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ただきたいと思いますのは、社会福祉協議会については、社会福祉法の中で、その行政の

者が入れるのが５分の１以下というふうに決められております。それは何で決められてお

りますかといいますと、社会福祉協議会の独自性を発揮するために行政が余り介入しては

だめですよという部分も実際ございますので、私どもとしては、どこまでというのがなか

なか難しいところでありまして、その辺についてはどこまでできるかということを十分踏

まえた中で対応していきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   行政が介入したらいかんやいうて、そんな法律があるんですか。法律

あんの。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   法律の中に介入したらいかんとか、そんなことは書い

てありませんが、その役員として行政から出られるのは５分の１以下というようなことが

出ております。何でそういうふうに設定をしているかといいますと、行政が余りそういう

ところの中へ入って、社会福祉協議会そのものは地域の住民の方々である意味役員さんも

構成されておりますので、その自主性を生かすためにそういうふうになってるという解説

を読んだことがございます。それでもってそういうお話をさせていただきました。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   要はそういう予算委員会で厳しくそういう追求をされたということを

はっきりと。そういう役員会出てるんでしょう、部長も。出てないの。理事長側に、あっ

ちのほうへはっきりと議会で厳しく、もっと公平公正にやってくれという意見があったと

いうことを伝えてほしいわけや。 

  それともう一点。それとこの、うちに電話あった話ししよったけども、基本的には緑庁

舎へ一本化するということになっておるんやけど、これは印部委員さんは何かこれは分庁

のほうがいいというような質問されてましたけど、これは基本的に今からまたそういう地

域の社会福祉協議会の要望等を聞いて、またどっちなるやわからんというような考え方な

んですか。それともあくまでもそういう基本方針に沿って緑庁舎のほうへ一本化する。こ

の辺についてお伺いしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（馬部総一郎）   事務所は緑庁舎でということでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、事務所は緑庁舎で、ほな、今までどおり各分庁で今やってるよ

うな形でいって、事務所だけが緑庁舎へ行くということですか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   いや、そうではございませんで、緑庁舎に集約すると

いうことでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １１０ページ、放課後児童健全育成事業についてお伺いします。 

  これは学童保育の関係やと思うんですが、昨年より２００万円程度、主に賃金のところ

でふえておると思うんで、これは福良小学校区の開設に伴う増額やと思うんですけど、そ

れでよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい、そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そこでお伺いしますけども、いよいよ学童保育の未実施のところも少

なくなってきておるんですが、先般の一般質問でもお聞きしたんですけども、今後アンケ

ートをとって、その辺を実施に向けて行動を起こすというようなことを聞いておるんです

が、実際アンケートをとって、その校区で何人以上の希望があれば実施の方向で考えてい

くとか、そういうことは内部でいろいろ検討されておるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（田村愛子）   アンケート調査も実施をさせていただいて、今、放課後児童、

学童保育のお話なんですが、今ちょうどその学童保育が未開設校区におきましては、放課

後子供教室といったような、週１回でございますが、子供の放課後の居場所づくりという

ことで教育部局のほうで開設をしていただいております。その関連もあるんですけれども、

アンケート調査では、意外とその学童クラブと放課後子供教室の性格といいますか、その

目的をよく理解していただくために解説もつけたんですが、なかなかそこら辺がやっぱり

混同して理解しがたいところもあったのかなと思います。 

  学童保育は、放課後、家庭に保護者がいない留守家庭のお子さんをお預かりする施設で

ございますが、アンケートの中ではやはりそこら辺が御理解いただけなかったところもあ

って、ニーズ的には若干あるものの、家に保護者がいるにもかかわらず学童を希望すると

いうふうな内容が多々ございました。 

  そんな関係もございまして、平成２７年度からにおきましてはもう少しそこらを精査し

まして、放課後子供教室も１日から２日へというふうな形の方向性も示されておりますの

で、そこらと一体的な取り組みとして今後進めていくというところで協議をしているとこ

ろでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そうしたら協議はそれでええんですけども、それなりの需要があれば、

どういうスケジュールになりますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   平成２７年度からは国のほうも１人から運営費としての補助

対象になったというところで、幾ら少人数とはいえ開設する方向で国も推進しております

ので、場所またそういう環境が整えれば、できるだけ早い時期を目指しての開設に向けて

取り組みたいというところはございます。しかしなかなかその条件がなかなか整わないと

いうのが今現状ではございますが、今後未開設校区も数少なくなってきておりますので、

その辺は努力なり、学校関係のほうにも御協力をいただきながら、開設に向けて取り組む

というところでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   課長の話お聞きしますと、国は１人からでもできるというようなこと

で今あったんですが、要はそうなると場所、場所いうことになると小学校の敷地内とか周



－ 225 － 

辺とかであれば開設できるということで理解してよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   過去には公民館とか老人福祉センター等を活用した学童保育

がありましたが、今、市の方針としてやはり子供の安全確保の面から、小学校の校舎を活

用した形での方向性を示しておりますので、できるだけ空き教室、いわゆる余裕教室がな

いという中でも何か工夫はできないかというところを今学校のほうにも少し問いかけをし

ながら取り組んでいるところでございますので、１人からというところで初年度からそう

大きな場所を確保できなくても、できる場所というところで今後また学校側と協議をして

いきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   旧西淡の松帆小学校の校区では、校区外でやってますね。ということ

は、校区外で学校の周辺ということはすぐ近くで、学童が歩いて行けるような距離であれ

ば、場所も確保しやすいんではないかと思うんですけど、その辺はどうですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   そうですね。まず、辰美校区から要望があったときには、幼

稚園、またその近くの今老人会が使用されている建物、周辺等々全て見学をさせていただ

いて、まずはスタートは近くからできないかというところも考えていってきたところなん

ですが、そこもなかなか難しいというところもあって今に至っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   例えば辰美小学校ですと、グラウンドの近くに空き家というか、店舗

の空き家もありますし、頼めば安く貸してくれると思うんですけども、その辺から当たっ

てみてはどうですか。それと、それはちょっと今提案ですけども、そういう方法も現実的

に手っ取り早いと思うんですけども。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   そんな御意見、参考にさせていただいて、またこれからの取
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り組みに生かしていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それと賃金の部分なんですけども、臨時職員ということで３,６３７

万円、短期で６１７万１,０００円ということで上がっておるんですが、この辺について、

これはどういう賃金体系というか、基準というか、何かあるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   一番上のほうの指導員の賃金のほうなんですが、今現在、学

童保育の指導員は、幼稚園ないし保育所、また教員免許等を資格を持っている方を配置し

ております。そういう資格を持っている方につきましては時給９００円からスタートいた

します。年数によって加算があるわけなんですが、それで算出しまして、今２６名、松帆

を除く賃金なんですが、２６名分を計上しての指導員賃金でございます。 

  それから下の短期指導員賃金でございますが、これは常勤ではなくて、ヘルプという形、

補助員ですね、そういう時間給によって補助していただく補助員の賃金を計上しておりま

す。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   この短期の人は資格は要るんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   短期につきましては、有資格者もあれば無資格者もおります。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   時間単価幾ら。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   短期職員につきましても、資格があれば９００円から、資格

がなければ８７０円だったかと、その辺からスタートします。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、今の現状は、例えば公募、福良開設しておるんですけども、公

募すればかなりの応募はあるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   いえ、保育士と同じように、今、学童保育の指導員も不足し

ているのが現状です。年間を通じてこういう職員の保育士とか例えば学童保育の希望され

る方は総務課のほうに登録をしていただいて、そういう名簿をいただいた中からヘルプな

り常勤なりをお願いしてるというところがございます。公募してもなかなか集まってはこ

ないかと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   もう一点。この節の１３節の委託料で学童保育委託料５５４万６,０

００円あるんですけども、これは松帆と思うんですけども、この中身について、どういう

委託料の業務委託ですか。いわゆる賃金にも人件費が主か、それともほかに場所の借り上

げ、光熱水費、何かが入っておるんですか。その中の中身についてちょっと説明してくだ

さい。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   この松帆南保育園への委託料につきましては、これはほとん

ど運営費でございますので、人件費相当分でございます。使用料につきましては、使用料、

今学童保育は月５,０００円、それから夏季休暇につきましては、夏季休暇つまり８月の

みですけれども７,０００円を利用料としていただいております。それは直接市のほうに

いただいておりますので、その使用料を合わせて指導員の給与相当分ですね、一応３名分

で計上させていただいております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ちょっと聞き漏らしたんですけど、松帆南の場合は指導員何人ですか。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   松帆南につきましては、この指導員の数というのは預かる児

童数に応じて補助員なりを配置したり増減はございますので、今松帆につきましては定員

の数に応じて２名プラス定員以上に預かっているところもございますので３名というふう

な形での計上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ３名で五百五十何万やったか、かなりこの上の臨時賃金よりもええよ

うな気もするんですけども、これは何か基準、これも基準でやっておるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   １名当たりの１０万８,０００円掛ける１年分、掛ける３人

分というふうな形での指導員給与を算出しております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ聞きますと、臨時賃金よりかなりよさそうに思うんですけども、

民間に委託してればこのぐらいかかるということで、比較すると臨時賃金のほうが安いと

いうようなことになると思うんですけども、その辺の臨時賃金の改善というか、そういう

ことは考えられとるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今のところは例年にわたり余り賃金の改善はしておりません。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   昨年、私たちも委員会で現地の勉強に行ったんですけども、そのとき

も指導員さんもなかなかこの賃金については低いようで不満を持っている人もおられたよ

うに思うんで、今後９００円をもう少し改善してあげたらどうですかということを提案し

て終わっておきます。 
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○原口育大委員長   審議の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は１１時１０分とします。 

 

（休憩 午前１１時００分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの学童保育の臨時職員の賃金、短期雇用賃金というようなこと

があったわけですが、それに関連してなんですけども、子供子育ての関係で、市としてこ

の学童保育の指導員に対しては常勤化を図っていくという方針があったかに思うんですね。

国のほうでも常勤化をせよというような方針だったかというふうに聞いておるんですけど

も、そのあたりどのようにお考えでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   子育て支援法の中で補足でそのようなことがうたわれており

ますが、市としては今臨時職員、嘱託職員という形での採用になっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   すると法律上ではそういう方針が出されておるけれども、現実的には

その方針というのは絵に描いた餅というような格好なんですが、先ほども少し指導員が集

まりにくいというようなお話もあったわけですけども、やはりこの臨時雇用というような

ことが集まりにくい一つの原因になっているのではないのでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   指導員の勤務時間が、南あわじ市では月曜日から金曜日まで

の間は午後１時から午後６時までといった５時間勤務でございますので、やはり収入的に

もさほど多くはなく、また扶養としての立場上、そう多くは勤務できない方も実際いらっ

しゃいます。そんな中でなかなか給与と常勤、常勤というか正規雇用といったようなそこ
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ら辺はちょっと今の勤務形態ではなかなか難しいところかとは思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   その国の方針はその点はどのように解決していこうというふうになっ

ておるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   国の方針は１年間に４５０万でしたかね、収入を見込んで、

そういうふうな目標を立てていらっしゃいますけれども、なかなかそういう勤務形態もあ

り、そこまでは困難なところかとは思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それも考え方であって、労働時間というのは別に６時間が正規であっ

ても別に構わないのではないですかね。職員の勤務形態等々あるんですけども、そういう

雇用形態を認めれば、常勤化することは可能なんではないですか。そういう学童保育とい

う職種上の特徴を捉えて常勤化を図っていくと。独特の勤務形態というような格好でです

ね。そういう形態をつくり上げるということがそういう問題を解決していく上で一つの鍵

になるのかなと。８時間勤務を学童保育の形態の中でそんなん無理ということであるなら

ば、学童保育の専門職としての勤務形態、指導員としての勤務形態をつくればいいのでは

ないかというような思いもあるんですけど、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   おっしゃることもよくわかるんですけども、先ほど福祉課

長が申したように、現在の本市の勤務実態からしますと、やはり非常勤職員というのが適

切であろうということで考えておりまして、またその方針につきまして十分検討もいたし

ますけども、現在、正規職員につきましては定員適正化計画に基づきまして、まだまだ削

減する方向でございますので、当分の間は今の方針でまいりたいと考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   理論的には可能かどうかという点で、やっぱり理論的には可能である
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ということでよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   もちろんその現場での時間、またはその後の事務処理の時

間も踏まえまして、それは常勤的な勤務も考えられると思いますので、それは理論的には

可能だと考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   目標は４５０万ということであるんですけども、まず身分的な保証か

ら考えていくというような手法もあるかと思いますし、学童保育の指導員が確保しにくい

ということであれば、これはその手だてを打つと。あるいは福祉の関係でいえば介護従事

者、福祉従事者が非常に必要な人数が集まらないというようなことがあって、開設が難し

いとかいうような話も一方ではあるんですけども、そういった福祉業務というのはなかな

か内容に伴って報酬が少ないということで、なかなか集まりにくいという現状も踏まえて

の今後の対応をぜひ期待したいというふうに思います。終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １１８ページのちょっと歳入のときでも少し触れたんですけども、子

宮がん検診委託料、乳がん検診委託料というのが２６年度当初予算に比べて、乳がんは半

分以下、子宮がんも２３０万が７５万４,０００円と大幅に減っておりますが、この要因

についてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ２６年度のほうですが、２６年度は子宮がん検診、乳がん検

診は、２１年から２４年度にクーポン券を利用しなかった方という形になっておりまして、

２７年度につきましては２５年度にクーポン券を利用しなかった方を対象としております

ので、その点で減ってきております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 



－ 232 － 

○吉田良子委員   そうしたら、この下に無料クーポン券作成業務委託料というのがあり

ますけれども、それは今言われた５年間無料クーポン券を発行して受けなかった方に対し

て、さらに無料クーポン券を発行するという業務の手続のための経費ですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   そのとおりでございます。これには大腸がんの無料クーポン

券、これは従来どおりでございます。それと子宮頸がん、乳がん検診の２０歳と４０歳の

新規の方、それから無料クーポン券を利用しなかった方については、一応は２６年度ベー

スで入れてますので、２５年度利用しなかった人数でクーポン券作成委託料を置いており

ます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   初め乳がん、子宮がん検診の無料クーポン券は一巡したという認識の

もとでいると思うんですけれども、新年度予算では改めて対象年齢の方に無料クーポン券

を発行するという考え方はどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   先日も歳入のところで質問がありましたが、国のほうの要綱

が３月に入って、案という形で示されております。それで国の要綱を踏まえてまた検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それでちょっと歳入のときにも触れたんですけれども、地方消費税交

付金の中に町ぐるみ検診、がん検診で６４０万なり６０万の経費が上げられております。

こういうことになりますと、そういう無料クーポン券も発行するというふうに読み取れる

わけですけれども、今後の検討課題ということなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   このたびの働く世代の女性支援のためのがん検診ですけども、

これにさらに特化した形で新たなステージに入ったがん検診推進事業というのがあります
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けども、いずれにしましても、この２つは受診されていない方のクーポン券についての国

の要綱になっておりますので、その辺のことをちょっと国の要綱をよく精査した中で検討

していきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ引き続きの発行をお願いしたいのと、あわせてこの町ぐるみ検診

全体で２,０００万余りの市民からの検診料というのを徴収しているわけですけれども、

先ほど言った、やはり消費税が上がって負担がふえる、しかしその消費税が市に還元され

ていってる、それをいかに市民にまた還元するかということが言われてるわけであります。

国の消費税の使い方もいろいろ議論があるところなんですけれども、市としてもやはりこ

の身近な町ぐるみ検診のこういう受診の手数料というところに無料化というところに踏み

出すべきにきてるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   一応、洲本市、淡路市もそれぞれ独自の政策の中で節目の人

を無料にしたり等しておりますけども、２７年度につきましては消費税が上がったのです

けども、個人負担金については据え置きでいっておりますので、また必要に応じて検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   まだ町ぐるみ検診までは時間がありますので、そこら辺は検討してい

ただくということで、いい回答があるというふうに期待してよろしいんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   まだ６月２６日から町ぐるみ検診のほうは始まるわけでござ

いますが、この無料クーポン券も含めまして補正等ができるかどうか、福祉部のほうでま

た相談させていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ぜひ福祉部と財政とよく検討していただいて、踏み切っていただきた
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いということを申し上げておきます。終わります。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   簡単な質問なんやけど、この１１５ページの生活保護の医療扶助費３

億円のことについてお尋ねをするわけですが、先般、新聞報道等々でそういう医療費の削

減というかジェネリック医薬品を７５％目標じゃどうじゃいうような数値が出ておったと

思うんですが、当市においてそういう医療扶助費に対して、お薬のジェネリックの使用と

いうのは大体どの程度やられておられますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ジェネリックの関係につきましては、今、生活保護係に医療

費の適正化事務を図るための臨時職員を１名配置いたしまして、レセプト点検の中でジェ

ネリック医薬品を使用した場合の差額というふうなことで一応算出いたしまして、使用促

進に向けて被保護者に通知をしたり、医療機関に啓発したりして促進を図っているところ

でございます。 

 

○原口育大委員長   実績を聞いてますけど、わかりますか。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   実績なんですが、月ですね。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いやいや、課長な、この間新聞出ておったんよ。ほな全国的にこうい

う医療扶助費の削減というか、医療費いうか生活保護世帯が百六十何万世帯とかいうよう

なことになってきて、そういう生活保護の支給が非常に膨らんでいっとる中で、医療扶助

費を削減するのに各自治体がジェネリックを推進しよると。それで大体平均７５％ぐらい

はジェネリック医薬品を使うような方針でと。ほな、兵庫県は６３％とかなんとかいうて、

都道府県別にそういう新聞報道がなされておったんで、私は南あわじ市において大体ジェ

ネリックというのはどれぐらい使用されておるのかと。それとそういう生活保護者の方に

お医者さんにかかったときにジェネリック使ってくれよというてどんなふうな指導をしよ

んのか、また医療関係機関に対してもどういうふうなことでそういうふうなジェネリック

の推進を与えるのか、ここらだけ教えてほしいだけの話なんですよ。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   ジェネリックの医薬品のこの啓発をしましてから、使用率に

つきましては３％から６％上がったというふうなことは聞いております。 

  それと啓発なんですが、今申し上げましたように、それぞれの被保護者のレセプト点検

の中でジェネリック医薬品が使用できる薬品につきましては、算出をしまして、これだけ

の経費がジェネリック使用によって軽減されるというふうなところを被保護者に通知をし

て、その方が病院へ行って処方をいただくときには、ジェネリックを使ってくださいとい

うふうに窓口で本人からの申し出でやっていただいてることもありますし、薬局とか医療

機関において使われていないところには、直接そういうふうなお願いの啓発もやっている

ところでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私もちょっとこの辺ちょっとようわからんのやけど、疾病いうか、そ

の病名によってジェネリックのあるお薬で、当然その治療というか、ジェネリックのない

医薬品、疾病いうか病気によって違うと思うねけんど、こんな人にはほんまはジェネリッ

クでも構わんいうて同僚議員も今までずっと言いよる中で、できるだけこの医療扶助費の

削減に向けてジェネリックを推進しよんのか思うたらそうでないの。あくまでも患者がジ

ェネリックで結構ですいうて医療機関がそういうふうなお薬をその生活保護者に、生活保

護者の人がお医者行って、私はジェネリックで構いませんと言うて、窓口で言うた人だけ

にジェネリックやりよんのけ。そういうことなんけ、今の課長の答弁やったら。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   直接この方の医薬品をジェネリックにというふうなことは、

行政のほうからは申し上げにくいので、本人の希望によってその薬、ある病院とない病院

とかもあるらしいんですけれども、切りかえできる部分については本人から申し出ていた

だくような形で今は推進をしております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほなこれ３億円というのは、前年と比べてこの予算計上というのは、

ふえておるんですか、減っておるんですか。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   扶助費自体は医療扶助につきましては、前年度が２億９,４

００万ですね。今回計上されているのが３億というところで、全体的にはこの医療費が上

がっておりますが、これにつきましては頻回受診であったり重複受診もありますし、長期

入院というふうな、いろんな要件がございます。ジェネリックにつきましては月約１０万

ぐらいの削減を見込んで啓発をしているというところで、全てがその軽減につながってい

るかというとなかなか難しいところですけれども、ジェネリックについては啓発の効果は

出ております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   全国でも１６０万以上の世帯が生活保護受給といういか、それだけふ

えていっておると。それで高齢者の６５歳以上が四十数％か、障がい者が何％かいうて出

ておって、それでやはりその中で生活保護への中でも、これ当市のやつ見よったって、こ

の生活扶助費が１億４,７００万、これ見よったらやっぱり医療扶助費というのは非常に

３億円、これ大きな、そら４分の１ぐらいの市の持ち出しかようわからんねけんど、この

辺の策、この医療扶助費を減す方向で指導員というんか、生活保護世帯に対しては指導員

というんか、どないいうたらええの、見に来よる人おんのでしょ。 

  生活保護世帯の人に、１週間に１回か月に１回か知らんねんけど、生活環境確認とか行

きよる人はいてるんでしょう。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい。今、被保護者世帯をケースワーカー３人で担当して、

定期的にそれぞれ個々には回数は異なりますけれども、訪問をして、そのときもあわせて

ジェネリックの使用についてもお願いはしております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   ９３ページの社会福祉協議会のことで、先ほど阿部計一委員が申して

おりましたが、私もこの産業厚生常任委員長になったので、この委嘱状が来まして、まあ、

充て職であります。この社会福祉協議会の評議員としての委嘱状で会に出ることになりま
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すが、私自身は社会福祉協議会が緑のほうに行って、どこにあってどんなんか、ようわか

らんので、とにかく体があいたときにアポイントをとらんと行って、健康課長のとこ行っ

て、どこにあんのでと聞いたのは覚えておられると思うんですけども、とにかくどういう

ところでどういうことをしてるのか、問題点とか課題があるのかということをお聞きした

いと思って行ったんですけど、二、三分で帰らないけない状況になりました。非常に暗い

ところで何か一人おって、多少忙しいことがあったんかと思いますが、ここは問題点が何

やないんやなという判断をして私は帰りました。 

  社協に対してはボランティア的なとこが多いので、非常にこちらから口出しするという

のはいかんだろうというのが心の中にありますけども、もう少し人に対して、もう健康課

行ったら皆だっと立ち上がって、何ですかとこういうように言うてきてくれるんですけど

も、向こう行ったって何やほんまに冷たい。そういうのからやっぱり直していかないかん

ということを申しまして、一応答弁は要りません。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   １１７ページ、健康づくり推進事業の中で、食生活改善推進報償費と

食生活改善推進委託費があります。その食生活改善推進、この委託しておるということは、

この事業、何年ほどなるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   健康課には管理栄養士さんという方がおられまして、その方

と雇い上げの栄養士さんがおられますが、と、いずみ会という組織もございます。その

方々で食生活改善の事業等を行っております。 

 

○原口育大委員長   何年になりますかということです。 

  健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   いずみ会につきましては４０周年がありまして、４０年前か

らやっていたと思われます。また栄養関係につきましては、食育関係が入ったことにより

まして、それぞれ保健センターに栄養士が配置されたということで、ちょっといつからか

はわからないんですけども、そんなに古くからではないということしかちょっと今のとこ

わかりません。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 
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○長船吉博委員   当然、日本人の食生活が戦後変わってきて、成人病がふえてきて、そ

の観点でこういう事業がなされてきたと思われるんですね。今この食生活改善ということ

は、食育について勉強していきましょうよという方向性に変わってきてると思うんですけ

ども、いかがでしょう。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   この点も食育推進計画第２次の策定を行いました。その中で

当然市民全体に及ぼす食事について、知・体・徳というような形で非常に影響していると

いうことでいろんな意見をいただいております。当然、栄養だけではありませんので、人

を育てるとか、そういう面にも非常に寄与してるというように深く考えております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   教育部長、一般質問の答弁の中に、本年、福良小学校において食育に

ついて兵庫県の大会があるというような報告をしておったと思うんですけど、確かですよ

ね。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   食育に関しましては、やはり学校教育の中でも大きく占めて

いるかと思います。そんな中で昨年度、榎列小学校で行ったと。そうしたことを福良小学

校でも地魚とかそうしたことを活用して食育を推進するというようなことをこの前の議会

で答弁させていただきました。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   それで、この教育のほうで小学校費のところ見てるんですけども、そ

うした事業の経費が上がってないように思うんですけども、これ、教育のほうで質問せな

いかんのだろうけども、経費が上がってないのに質問できないんだよね。上がっとんのか

な。そこら確認して。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 
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○教育部長（太田孝次）   ちょっと経費の面については、内容等、今の段階で承知して

おりませんが、その食育に関しましては、やはり給食とか学校給食の関係で食育というテ

ーマもございます。そんな中で福良小学校については、きょうは魚料理を使って地魚、地

産地消、そういったことをしていくというようなことを聞いておりますので、その費用を

学校教育の中で明示しておるかどうかということはちょっと承知していないんですが、学

校給食の中でそうしたことをやっていくというようなことは聞いております。 

 

○原口育大委員長   長船委員、今の内容でしたら、学校教育のところで、もし予算書に

なくても質問できると思うんですが、それでよろしいですか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   それはそれでええんですけども、今後この成人病いうのはまだまだ今

後この日本の社会において、特に心筋梗塞、脳梗塞等々においての死亡者がどんどんどん

どんふえてきてるというのも現状だし、やはりこれ大事な食生活改善というのが必要だと

思うんです。ですから、この予算的に規模から見てもやっぱり少ないのかなという思いが

するんですけども、今後どういうふうに担当課ではこの推進事業を推進していくか。新た

な考え方はないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   食育につきましては、市役所内全般で関係部署等でも取り組

んでいただいておりまして、健康課は健康課で赤ちゃんから栄養サロンとかクッキングと

かいろいろ事業等やらせていただきまして、生活習慣病の発生の予防と重症化を防ぐ等の

ことはやっております。それぞれの部署でやってもらうとともに、また市内の団体等あり

ます。農協酪農等も含めてでございますが、地産地消とまた地元の食事を大切にするとか、

朝御飯を食べるとかいうことで、いろんな面でそれぞれの部署でいろいろなことを実践し

ていただいておりますので、非常に広い範囲にわたりますので、お願いという形ではいつ

も行っておるつもりでございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   市の予算の中で医療費がかなりやはりウエートも占めておりますので、

やはりこういう食育とか健康づくり、そういう観点においてやはり重要な部分は本当に重

要なんです。ですから、今後その部分においても推進していっていただきたいなというふ

うに要望しておいて終わっておきます。 
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○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ９４ページのきらら・ウインズ指定管理料１,９８５万というのが出

ております。このいわゆる授産施設とでもいいますか、通所型の障がい者の自立を目指す

施設ということで活動されてると思うんですけれども、この施設での事業活動の概要、現

状どのようになってるか、説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   きらら・ウインズの現状、どういうふうな中身で。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一生懸命仕事をして収入を上げるということを目指す自立支援の一つ

の組織であると。で、そこのきらら・ウインズでやっている事業ですね、障がい者が携わ

ってやってる事業活動の概要。名刺をつくったりとか、クッキーやパンをつくったりとか、

さまざまな事業活動をやってると思うんですね。その事業活動の概要、おおよその概要、

どれぐらいの売り上げ、どれぐらいの利益上げているか、あるいはそこで従事をしている

方の賃金、どのようになっているか等について、概略で結構ですので説明いただければと

いうようなことを思っておるわけですが。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   じゃあ、ちょっとウインズのほうから申し上げたいと思いま

す。ウインズの事業活動といたしまして、自立訓練ですね、それから生活介護、それから

就労継続の支援Ｂ型というところで製パン、パンの製造でありますとか、農業、耕作放棄

地を、近隣の農地を借りての農業もやっているそうでございます。それから紙すき、それ

からコパンじとほというところで販売、また製造もやっているようでございます。それか

らお菓子、それからにんにくの皮むき、マットづくりですね、靴下の材料を利用したよう

なマットづくり、それから清掃といったようなそういう多種にわたる事業活動がございま

す。 

  ごめんなさい。今のはきららでした。済みません。 

  そしたらウインズのほうなんですが、ウインズの事業活動といたしまして日常生活支援
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というところで、基本的な生活習慣の確立というところでそれぞれの障がい者の特性に応

じた形で支援を行っているというところでございます。それから今言いましたような製造

における作業なんですが、各種多様にあるわけなんですが、そういう作業支援も施設内で

やっております。ウインズのほうは、そういう事業内容になっております。 

  それから売り上げとかそういうところはちょっと今そこまでの詳細な資料は持ち合わせ

ておりませんけれども、障害者施設ということで例えば工賃、工賃の関係ではございます

けれども、平均といたしまして月額６,５００円程度は支給が行われているというところ

でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ６,５００円の工賃を得るために施設を利用するのにお金を払うとい

う。負担金も徴収をしておるというふうに思っておるわけですが、仕事をするために施設

を利用するお金を払うという形態をとっているんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   通所という形での施設ですので、通所にかかるある程度の自

己負担分というのは発生するかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そのあたりを概略で結構ですので説明をいただければということで、

ある程度というちょっと曖昧でよくわからないので、また午後から少しまた続きをさせて

いただきたいと思いますので、ちょっとその件に関しては調べていただければと思うんで

すけど、よろしいですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   通所されてる方の負担額、負担金という、概要ですね。はい。

では後ほどということで御了解ください。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたらちょっと違う件で、障がい者の社会促進事業負担金というの
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が９４ページに出ておりますね。７７３万８,０００円ですね。これも何をしようとして

るのかということ、具体的なことでちょっと説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   障がい者の社会参加促進事業負担金でございますが、これに

つきましては、まずは島内３市で共同してやっている事業でございます。淡路地域におけ

る身体障がい者の自立と社会参加の促進を図るために、市町村地域の生活支援事業という

ことで実施をさせていただいております。 

  この中には、これはかなり事業活動としては多種にわたっておりますが、それもですか。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   わかる範囲で。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今ちょっと資料がすぐ出ませんが、例えば手話ですね、手話

通訳者の派遣というのも、これも３市の共同事業の中に入っております。それから身体障

がい者の地域活動支援ということで、フローラすもとのグループホームのそういう関係の

活動も同じく入っております。等々でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしたら、その支出先みたいなもの、またあわせて。まだちょっと

わかりにくいので、また調べていただいて。 

  あと、その上に外出支援サービス事業というのがございますね。これも中身を少しこれ

も説明いただけますか。いろいろこれもメニューがあるのかな。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   この外出支援サービス事業におきましては、例えば公共交通

機関を利用することが困難な高齢者、また障がい者に対しまして、市が委託しているタク

シー会社、また事業所の車両を使って、居宅いわゆる自宅と医療機関などの間を送迎しま

して、利用者や家族の負担の軽減を図るというような事業でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   これ、医療機関限定ですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   はい。今、市内では１１社と委託契約をしております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   医療機関以外の利用は、できてると思うんですけども、できてないで

すか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   医療機関と居宅ということもあるんですが、例えばそれ以外

につきましては、福祉関係団体の主催する行事なんかに参加する場合もこの事業を利用し

ていただけるものでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これの制限というの、上限というのは決まってましたか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   １カ月で片道１６回を原則として利用いただくような形にな

っております。しかし、１６回を超えて利用する場合は、例えば通院でありますと医師の

証明書を提出いただければ可能としております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   市内ということだったんですけど、市外への通院ということについて

はどうなりますか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（田村愛子）   通院ですので、市内には限らず、市内プラス洲本市ですけれ

ども、洲本市でも五色のほうは除くというふうな形で要綱では定めております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   外出支援ということでタクシーを使うというケースもあると。それか

ら例えば公共交通機関を使っての移動ということについては、これは使えないということ

ですね。この利用できるのは、障がい者であれば何級から使えるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今申し上げましたように、対象者につきましては高齢者及び

身体障がい者ということなんですが、高齢者でありますと介護保険制度の要介護認定が４

または５に該当する方。それから障がい者におきましては視覚障がい者、聴覚障がい者、

または肢体障がい者ということで、身体障害者手帳の第１種に該当する方、それから療育

手帳をお持ちの方、また精神障害者保健手帳の１級または２級に該当する方というふうな

形で御利用いただいております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   割と重度の方で、要支援程度の方であれば無理だと。実際には、そう

いうメニューがあればちょっと教えていただきたいんですけれども、介助なく通院ができ

る、例えば県立淡路医療センター行くときに、介助なくいけない方、なかなかバスのステ

ップが上がりにくいとか、バス停まで歩きにくいとか、さまざまな事情で個人的にタクシ

ーを使って県立淡路医療センターへ月１回通ってるというような方もおられるんですね。

そういう方への支援というのは何かあるんですか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   身体障がい者の方につきましては、今のところこれ以外には

透析の関係プラスですね、それ以外には今のところはないかと思います。高齢者につきま

しては長寿のほうでまた、はい、御回答いただきたいと。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   基本的には重度で介助、介助いうか、付き添いが要ると

いうことでもって、その方々の支援ということで、重度の方のみとしております。 

  公共交通機関につきましては、コミュニティーバスの半額援助、これは７５歳以上です

が、そういうような形で利用いただくのみということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   なかなか難しい話なんですけれども、南あわじ市内特に西淡の方面、

緑の方面から県立淡路医療センター行くときに、タクシー利用してる方も結構このごろ多

いというふうに聞いておるんですね。これはできれば淡路市長会などでそういう市を超え

てのコミュニティーバス、あるいは地域公共交通機関の運営なりの検討みたいなことを今

後課題としてあるのかなというふうに思っておるんですけども、そのあたり、淡路市長会

のときに議論、できたらしていただけたらなというふうに思うんですけども。副市長、い

かがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   市長会に諮る前に、よく担当部局で相談をした上である程度ま

とめたものを提案していただければ、我々としても検討はさせていただきます。 

 

○原口育大委員長   質問の途中ですが、昼食のため暫時休憩いたします。再開は午後１

時といたします。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   先ほど阿部委員さんの質問に対する答弁の中で、社会

福祉協議会の理事長について、報酬はないと聞いていると申し上げましたが、定かではご

ざいませんでしたので調べていただきましたところ、報酬はございました。月額５万円と

いうことのようでございます。おわびして訂正をいたします。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   午前中の蛭子委員の質問に２件調べ物がありましたので、報

告をさせていただきます。 

  まず初めに、障害者社会参加促進事業の中身ということでございますが、私も資料を確

認せず申し上げましたので、改めて事業の中身を報告させていただきます。 

  まず４つの事業がございます。１つ目、淡路地区障害者スポーツ振興事業でございます。

これは障がい者の体力増強でありますとか、交流、余暇に資する事業ということでござい

ます。２つ目がコミュニケーション支援事業、これが手話通訳者でありますとか、要約筆

記者を派遣する事業でございます。それから３つ目、手話奉仕員の養成研修事業、これは

手話の入門課程または基礎課程における研修会の開催等でございます。それから４つ目に

なりますが、精神障害者ボランティア活動支援事業、これは在宅の精神障がい者を対象に

習字教室でありますとか、社会生活の技能訓練等を行う事業でございます。 

  それから２つ目の件といたしまして、ウインズ・きららの利用料の件でございました。

この利用料につきましては、福祉障害サービスを利用されている方々におきましては、や

はり市民税の課税非課税によって負担金、いわゆる利用料というのが発生します。まずそ

の本人さんと配偶者の所得によりまして、課税世帯でありますと上限９,３００円、いわ

ゆるサービスの利用負担金１割として９,３００円を上限として利用料としていただくも

のでございますが、非課税世帯につきましては無料となっております。今現在、ウイン

ズ・きららに通所されております方々につきましては、全て無料ということでございます。 

  それから負担金そのほかに個人負担といたしまして、食費が１回３００円をいただいて

るということでございます。それから送迎、バスの送迎を利用されている方々につきまし

ては、１回１００円の往復２回の２００円ということで、まずは１日通所されますと１人

当たり５００円というふうな個人負担が生じることになります。例えば１カ月丸々二十日

通所されますと、負担金が１万円ということでございます。 

  先ほど申し上げました例えば平均でございますけれども、６,５００円の工賃というこ

とですが、差し引いても３,５００円というのが丸々負担というような形になってこよう

かと思います。以上でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今のきらら・ウインズの利用の関係ですけれども、この障害者自立支

援ということで自立化を促進する、支援をするという考え方で今動いておるというふうに

思っておるわけですが、新しいこの障害者福祉事業計画だったですかね、この関係でいく

と自立支援ということでいろいろ事業をやるんだけれども、このせっかくのその施設を使
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っての事業活動ということでパンやクッキー、いろいろ販売活動やりながらも、結局は収

入というのは年金しかないというような格好になってくると。するとやはり自立支援とい

いながらもなかなかこの自立を目指す事業というのは難しい課題であるというふうに思っ

ておるわけですけども、この障がい者の福祉を進めるという観点から見たときの計画との

整合性といいますか、立ててる計画と実際にやられてること、その成果、かなり開きがあ

るように思うんですけども、どうお考えでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   平成２７年度から平成２９年度までの３年間の障害者福祉事

業計画というものを今回策定をさせていただいた中で、やはり障がい者の自立に向けてサ

ービスの充実化というところも明記はしてあるんですけれども、なかなかその自立に至っ

てはやはり個々に必要度も、また求めるものも違いますので、なかなか自立化に向けてと

いうところは困難かもわかりませんけれども、地域の理解も得ながら、また行政並びに事

業者との連携した支援事業も充実させていきながら、何とか自立に向けての取り組みはさ

せていただけたらなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   例えばこの食費や送迎バスの負担、これも支援の対象ということで、

市独自の考え方も持って、少しでも支援していくということであれば、こういう負担の軽

減をもっとしていくということもその手法の一つの中に入るのではないかというように思

うんですけども、その点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   今、通所されている方につきましては、バスの送迎という形

で通所をされている方、また遠くてもみずから自転車で通所されてる方、さまざまな形が

あるわけなんで、またその事業所のほうといろいろ会を持つたびに、そういう送迎につい

ては何らかのまた支援ができるのではないかというところを、また協議の一つにしていけ

ればと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   国の制度も十分でない中で、自立支援をするという課題というのは非
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常に大きな課題になってくると。なかなか理想は達成できないにしても、少しでも事業を

して軽減をとる、少しでも自立化に向けての支援をするという方向で努力してほしいとい

うことを申し上げます。 

  もう一点。障がい者の社会参加促進事業の中で、コミュニケーション支援ということで

手話、あるいは手話通訳者の派遣、あるいは手話通訳者の養成ということが出されました。

代表質問、一般質問の中においても、この手話言語法ということで状況を問う質問もあっ

たかと思います。健康福祉部長からの答弁の中で、手話言語法についても実施に向け協議

をしていきたいというようなお話もあったかに思うんですけども、その点確認をしたいん

ですが、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   できるだけ予算から外れないような質問でお願いしたいと思います。 

  福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   手話言語法につきましては、先日も関係団体から要望があっ

たところでございますが、まずは手話言語法に向けて、スタートとして何をやっていくべ

きかというところもございますが、まず手話を広めていく、啓発並びに理解を求めるため

にそういう研修をまずやっていくことも一つですし、関係者団体を含め、その手話言語法

に当たっていろんな形の検討会ですね、関係者を集めてのそういう言語法をどういうふう

に条例化していくかというところの検討もあわせての会も設置するところもあるのかなと

いうところで、今現在何も予算的には反映はできておりませんけれども、何らかの形で２

７年度内には少しそういう手話に関しての啓発に向けての取り組みが必要ではないかと思

っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   というのも、この予算書をいろいろ多方面から見たときに、講演活動、

講師活動、学習会活動、いろいろあるんですけども、手話通訳者の派遣ということで項目

を起こしているものが１カ所だけありました。 

  これは、全般的に見ていろんな企画をする上で手話通訳者というのを市の中で必須的な

ものというような考え方でおるのか、それとも、そういうのはあればいい程度というよう

な考え方でおられるのか、その点ちょっと確認をしたいんですけども、いかがでしょうか。 

  いろいろ講演活動とかあるんですけど、例えば労働費、これは次の款になるのかな、い

ろいろ学習会とかの取り組みをされますよね。そういう中での手話通訳者の派遣というの

が見当たらないんですけども、そこら辺の考え方をちょっと、例えば福祉部でやるものに

ついては必ず手話通訳者をつけるというような考え方でおられるんでしょうか。いかがで
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しょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   当然、福祉部で行う事業につきましては手話通訳者は必要で

あると思っております。 

  また、例えば４月、近々行われるであろう、だんじり祭りにおきましても、グラウンド

の真ん中において手話通訳者は初回からしていただいております。 

  そういうことで、やはり、そういう理解ですね、地域の理解も含め、やはり開催者の理

解も含めて、今後はそういう機会を設けて派遣に御協力をいただければと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あと、例えばケーブルテレビの関係なんかでもそういう問題もあるの

かなと思うんですけど、それはまた特別会計のほうで確認をしていく、それぞれの事業費

の中で確認もしていけばいいと思うんですけども、予算執行に当たってはそういう点を企

画の段階で各部横断的に考えていただけたらというふうに思います。 

  この点については終わります。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ちょっと教えてほしいんですが、９９ページの繰出金、後期高齢者の

いつもの給付費なんですが、すごい金額ですが、この点についてちょっと説明をいただけ

ますか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   ここの繰出金は、一般会計から後期高齢者医療特別会計へ

の繰出金でございます。 

  この内訳といたしましては療養給付費、後期高齢者の方が使った医療給付費の１２分の

１が市の負担となりますので、その分を繰り出しております。 

  それと、保険料の軽減に当たる分の基盤安定繰出金もございます。 

  それと、広域連合の事務費の負担金及び南あわじ市の特別会計への事務費の繰出金でご

ざいます。 
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○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私も数字に弱いんですけども、約８億５,０００万円ですが、この金

額は市の負担というのは、今、言いよったように１２分の１なんですか、この金額の。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   療養給付費繰出金６億５,８１２万１,０００円と申します

のは、高齢者の方が使った医療費に対する保険給付費の１２分の１でございます。 

  その次の、保険基盤安定繰出金は、県が４分の３、市が４分の１の繰り出しでございま

す。 

  そのほかの事務費については、市の繰り出しでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   わかったような、わからんようなとこやけども、大体わかりましたん

で、もう結構です。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私も後学のため勉強させてもらうのやけど、蛭子委員の質問と関連し

て質問させてもらうねんけんど、きららの場合は、利用者が送迎で１００円、１００円と

食事３００円で、２０日通所したら１万円やけども、ここで作業することによって６,５

００円ぐらいの賃金をいただくような説明やと理解したんやけど、単純でわからんさかい

勉強させてもらうねんけんど、障害者福祉サービス事業ということで９億１３０万円で、

障害者介護給付費６億９,４００万円とかって、こんなんは障害者を持っておる人は何か

で給付をいただいておるのけ。 

  この辺、ちょっと障害者福祉サービス事業、的の外れた質問してるかわからんのやけど、

このいただいたやつの５０ページのとこに、障害者福祉サービス事業という中で９億百何

十万円という事業費が、前年より４,０００万円ぐらいふえたような予算しとんねんけど、

実際の話、まあ言うたら１万円要って６,５００円もらうさかい３,５００円持ち出しやけ

んど、障がい者持っとったら何かで障がい者の給付というのもらいよんのか、もらいよら

へんのか、ここらちょっと教えてよ。 
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○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   障がい者に対するサービスの利用料といいますか、給付なん

ですが、先ほど申し上げましたように、サービスに対して１割負担というふうな負担金が

発生します。その９割については給付費で、公費で賄っているというところでございます。 

  ただいま申し上げました、きらら、ウィンズにつきます食費なんですが、この３００円

というのは、食材費に相当する３００円でして、例えば人件費等に上乗せされる、そうい

う部分についてはもう既に公費で給付を行って賄っているところというところで、負担が

３００円におさまっているというような御理解でお願いします。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、例えば私が障がい者１人持っておったとすると、何か、子供持

っておったら児童手当が出る、給付してくれる。障がい者１人持っておったらそんなよう

な給付みたいなやつはないんけ。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   障がい者に対しては重度であれば特別障害者手当、また、そ

れ以外の方々についても手当はございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そやから、きららへ通うて３,５００円親御さん負担しよるというよ

うな説明だったでしょう。子供さんが行とって、２０日間通ったら５００円の１万円で労

働の対価が６,５００円で、３,５００円要るのやけんど、例えば、私が重度の障がいの中

学校の子を持っとったら、その重度の子に対して何ぼ給付していただけるの。給付くれる

の、給付はないの。 

  私もわからんさかい聞きよんのやで。そんなん、ないんけ。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   障がい者の介護とか、障がい者に対する給付というのは、そ

れとは別途ございます。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   別途やなく、月何ぼもらいよるとか、具体的な数字ちょっと出してよ。

それだけ教えてもうたら納得するのよ。 

  そんで、３,５００円親に言よんのやけど、１万円もらえるんやったら、１万円でつく

引くで、それ聞きよんのやさかい、それだけ教えてよ。 

  わからんさかい、聞きよんのや。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   谷口委員さんが言われておるのもようわかるんですが、

程度とかそういうものによっていろいろ違いますので、例えば障がいの年金であっても、

それが認められる人と認められない人があったりしますので、一概に障がい者の方が１人

おられたら何ぼと言われてもぱっと答えられないというところもありますので、その辺に

ついては、また改めてわかりやすいような形で。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、きらら、ウィンズに行って作業しよるのに３,５００円親が負

担しとるというのは、私は理不尽やなと思うんよ。 

  そこで、作業しとるのだ。仕事しとって６,５００円しかもらえへんのに、あれしよっ

たら、そこへ通わすことによって親御さんの負担が必要やいうたら、おかしな制度やなと

単純にそう考えただけやで。 

  そこへ行きよる子は、子供１人に対して何ももらえよらへんいうことか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   私もそう詳しいことはわかりませんけれども、きらら、

ウィンズに行かれておる方についても、それは特定の方でございます。障がい者の方が全

部対象になっているわけでもございません。したがって、そういう自己負担分も発生して

くるということです。 

  市の政策としてどういうふうにやっていくかというのはまた別の話ですが、要は障がい

者の方、例えば、そういう何でも自己負担が要らないというような話になれば、障がい者

の方、何をやっても全部お金が要らないというようなことにできるかというと、これはで

きないこともありますので、その辺も踏まえて今までそういうふうにしてやってきたとい
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うようなことです。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと保育料のことで確認をしたいと思います。 

  今まで保育料については、今回、０歳、１歳、２歳が対象になるわけですけれども、年

少扶養控除というのが平成２４年から実施されておりますけれども、これまで南あわじ市

は年少扶養控除がされてるというところで保育料が決定されてきましたが、今回、年少扶

養控除を外して保育料を決めるという市も出てきてるようですけど、南あわじ市はどうい

う対応をされるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   南あわじ市におきましても年少扶養控除は除くというふうな

ところで、市民税の算出をさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、実質負担がふえてくるというふうなことになると思うん

ですけど。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   当然、控除額がなくなるということで、若干、計算上はふえ

るということになろうかと思います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それともう１点、同時入所の場合、以前も言いましたけれども、国な

どは３人目は無料ということになっておりましたが、南あわじ市はまだ徴収していたわけ

ですけど、その点の改善はするというような話があったわけですけど、今回はどうなって

いるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 
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○福祉課長（田村愛子）   平成２６年度までは第２子以降無料化によりまして同時入所

という考え方ではなくて、第２子以降無料化の対象児童も含めた形での多子世帯というふ

うなことで保育料を算出しておりましたけれども、平成２７年度からは新制度の開始もあ

りますので、その多子世帯の関係の考え方を少し見直すことといたしました。 

  国におきましては、２人以上の子供さんが同時入所されている場合は第１子を全額、第

２子が半額、第３子が無料といったような多子世帯の保育料の軽減という形で示されてお

りますので、当市もそのような形で保育料、３子、３歳以上は無料化となっておりますけ

れども、０歳、１歳、２歳につきましては、保育料が発生するということで、それプラス、

国の多子世帯の考え方を踏襲しまして、見直しという形で、平成２７年度から実施をさせ

ていただきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われたように、同時入所の場合、３人目、０歳、１歳、２歳とい

う可能性が高いと思いますが、その点については無料ということになりますけれども、今、

年少扶養控除を外すということになれば、実質保育料の値上げという方もあるということ

ですので、せっかくいろいろ施策を充実させている中で、引き続き、年少扶養控除も含め

た形の保育料にぜひしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   含めると、若干保育料が下がるという部分もあろうかと思い

ますが、今現在では、除いたというところで算定予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   同じ答弁になるので控えますが、ぜひ、３歳、４歳、５歳を無料にす

る。そしたら、小さい子は保育料がふえるというようなちょっと矛盾もあると思うんで、

ぜひ改善もしていただきたいというふうには思います。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  熊田委員。 
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○熊田 司委員   ９４ページのところの、先ほど蛭子委員が言ってました外出支援サー

ビスの部分についてお聞きしたいんですが、ここの９４ページについては身体障害者の１

級の方が対象という形になると思うんですが、一応、１級の該当者の方は何人いて、その

うち何人が利用されているのかわかりますでしょうか。 

 

○原口育大委員長   福祉課長。 

 

○福祉課長（田村愛子）   外出支援サービスの対象者につきましては４６名でございま

す。それは、全ての対象要件を含めての形の４６件ですが、実際、利用されてる件数です

が、対象者４６名のうち、平成２６年度で申し上げますと３９名の方が利用されておりま

す。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それと、この９７ページの外出支援サービス事業委託料８４０万円も

ありますが、これは老人福祉費ですので、要介護４、５の方の対象かなと思うんですが、

同じように、そこら辺わかります。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   外出支援の高齢者のほうの登録者数ですが、２月末現在

で９２名でございます。 

  それと、利用条件の階層区分ですが、Ａ、一番低い層ですが５９人。それからＢランク

ということで１８人。Ｃランクということで１２人。あと、所得制限のない区分ですが、

これは３人ということの内訳となっております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これの申請方法について少しお聞きしたいんですが、どういう、これ

はさっき言いましたように、高齢者の場合と障害者の場合とは申請方法が異なるんですか。

全く同じ手続でできるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申請につきましては、様式は同じでございます。 
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○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、その申請方法の手順についてお聞きしたいんですが、

まず最初、希望したい人は申請用紙に記入するという形になるんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   申請用紙につきましては、該当要件を記入する欄がござ

います。その欄の中に、いわゆる認定が何号であるとか、障害者の手帳のほうが１種何級

であるとか、そういうような明記する場所がございますので、それに基づきまして申請書

を書いて提出いただくというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これについては、今までも健康福祉のほうに行かなければならなかっ

たんですが、それも分庁舎の窓口でそういう申請用紙は記入できてたんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   基本は来ていただいてるようでございますが、電話等で

申し込みのあった分につきましては用紙をお送りさせていただいて、郵送で申請を受け付

けることもしております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これから、前にも言いましたけど、市民交流センター等だったり、マ

イナンバー等の利用等を使えばそこら辺の申請様式を簡単にして市民交流センターのほう

で発行できるとか、そういうような体制というのは組めないんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   様式につきましては、置いていただくことによって、そ

れは十分可能というふうに思います。 

  先ほど郵送だけと言いましたが、郵送だけではなく代理人の申請もございますので、そ
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ういう部分は可能でございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   私が言いたいのは、市民交流センター等での申請並びに交付ができた

ら、そういう障害者手帳だったり、要介護４、５のそういう介護認定というのはわかって

るんで、氏名なり番号なりを教えていただけたら、その市民交流センターのほうへパソコ

ン等で用紙を送って、その場で受け取れると、そういったことはできないんでしょうかと

いうことなんですが。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   今、課長が申しましたように、郵送でやりとりは可能

やということでございます。 

  市民交流センターでということになりますと、今、市民交流センターで取り扱いできる

のは、要はでき上がったものを受け取って、緊急のものは預かれないというようなことで

すので、預かってある程度日数の余裕のあるようなものを、書類を届けるというようなこ

とに今は限定をさせていただいておりますので、今後、これから先になりますとどういう

ふうになっていくかはちょっとまだわかりませんけれども、今のところは市民交流センタ

ーでの取り扱いについてはそういうふうになっておりますので、できれば庁舎のほうまで

来られにくい方につきましては電話をしていただいて、代理の方でも結構やと思いますけ

れども、電話をしていただいて、郵送で書類をやりとりしていただければというふうに思

っております。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今の補足なんですが、この件につきましては、先ほど申

し上げたＡ階層、Ｂ階層という所得要件がございますので、交流センターのほうで税情報

というのは確認できないものですから、そのあたりについてはちょっと厳しいというよう

なことでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  印部委員。 

 

○印部久信委員   １２２ページの火葬場の件について聞きたいと思います。 
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  ここにこういうような委託料が出てきておるということは、この間の本会議だったか何

かで部長が答弁しておりましたが、おおむね用地の確保にめどがついて、いよいよこうい

う基本計画等の設計にかかったというふうに理解してよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 

 

○市民生活部長（高木勝啓）   まず、このたびの委託業務は、市全体における基本計画

が一つと、あと、それによりまして、まだ地元調整がついておりませんので、測量業務に

つきましては、その調整いかんで実施するというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ部長、十分御存じだと思うんですが、これ近々火葬場建設になっ

ていくと思うんですが、現在、俗に言われておるのが、いわゆる多死社会に日本が入って

きておると言われておるんですね。多くの方が死ぬ、多死社会にあるというようなことで

あって、今、葬儀の傾向も、これが世相といえば世相かもわかりませんが、通常の葬儀、

告別式、あるいは家族葬、あるいは密葬、もっとひどいのは直葬というようないろんな方

法があるようなんですね。 

  団塊の世代を迎えて、今後ますますこの多死社会の傾向が顕著になるということで、今、

大都市において死亡されて、火葬に付するまで１週間も１０日も待機をしなければならん

というような状況も起こっているようです。 

  そこで、遺体を安置するのにこういう世相ですから、核家族で家に置いておくことがで

きらんので、遺体を安置するためのホテルというようなものが建設されておるというよう

なことですね。 

  今現在、南あわじ市で亡くなられた方で、何日間か火葬に付すことができなくて待機し

ておるやいうような今状況はありますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   待機という話ですが、月別で、今年度入りまして集計し

ますと、９月、少ない時期で３２件ございました。 

  待機につきましては、１日に７件処理したケースが５日間ありまして、待機というのは

特に聞いておりません。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 
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○市民生活部長（高木勝啓）   やはり、施設の休館日というのがございまして、その分

についてお待ちしていただいた方はおりますけれども、通常の操業では待機というケース

はございません。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   特にことし、私ども思うのに、人口に対して１.３％から１.４％か１.

５％ぐらいかなというように私ども思っておるんですが、ことしの１月、何か非常に多か

ったというようなことを聞くわけですが、幾らぐらい亡くなられましたか、わかりますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   １月は８６件でございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そしたら、平成２５年度はもう数字出ておると思うんですが、平成２

５年度でどれぐらい亡くなってますか。 

 

○原口育大委員長   生活環境課長。 

 

○生活環境課長（北口 力）   平成２５年度は６８４名でございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで、部長、今、とにかく考えていかんといかんと思うんですが、

やっぱり今後、この団塊の世代がいわゆる７０歳超えてくるような時代になってきた場合、

やっぱり建設するときに、なかなかこういう計算しにくいと思うんですが、マックスどれ

ぐらいの方が亡くなっていくか。１日でどれぐらいの火葬ができるか、そのためには炉の

数がどれぐらい要るかというようなことももう既に視野に入って計算されておると思うん

ですが、今、設計段階でどれぐらいのものが必要かなというようなことを、今、もし考え

ておるようでしたら、一遍聞かせていただけますか。 

 

○原口育大委員長   市民生活部長。 
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○市民生活部長（高木勝啓）   先ほど申しました基本計画というので、そこで設定して

いきたいと考えております。 

  ただ、死亡者数なんですけれども、一概には言えませんけれども、ここ２０年ぐらいは

そういう利用件数が増加するものと見込まれておりますけれども、そのために、火葬炉の

数であったり施設の規模であったり、そういうのを決めていくのがこのたびの基本計画の

委託料で計上してございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   先ほど言いましたように、今から多死社会、特に団塊の世代が７０歳

を超えてくることによりまして、今まで１.４％から１.５％の死亡率が１.７％、１.８％

ぐらいに上がってくる可能性があるわけですね。 

  そこで、やっぱり今言いましたように、遺体の安置も待機が長くなりますと、家庭では

なかなか遺体安置というのが困難になる可能性もあるんで、そういうことも考えて、いろ

いろ研究しながらやっていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １２４ページの健康増進施設の改修工事費、この中身を説明いただけ

ますか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   平成２７年度につきましては、さんゆ～館が浄化槽を今月末

に広域下水道のほうへ接続します。 

  それで、その浄化槽を使って防火水槽兼場内散水施設設置という形で配水ポンプを設置

します。それで植木とか水やりに使うということです。 

  それから、屋外バーディデッキ部分の修理、木の部分ですが腐食が激しいので、その部

分を修繕いたします。 

  それから、さんゆ～館ですが、浴室の漏水修理を予定しております。 

  それから、ゆーぷるにおきましては空調ですが、交流スペースの広い部分の空調の設備

改修工事を予定しております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ゆーぷる、さんゆ～館それぞれ別工事になるんですけど、それぞれの

工事費の予定額というのはあるんですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   工事費につきましては、どちらも合わせてですが１,７００

万円。それと、施設の修繕で急な機械等の修繕ですが、４００万円でなっております。合

計２,１００万円でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   このゆーぷる、さんゆ～館それぞれ健康増進ということで温泉を使っ

ておると。それぞれの温泉については湯量は確保されてる、今後も心配はないというふう

に理解してよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   さんゆ～館につきましては、第１泉源が社家のほうにござい

ます。それについては十分な量がございます。それは、外湯のほうに使っております。 

  それから、さんゆ～館の近所に第２泉源がございますが、それが主浴槽のほうに使用し

ております。今のところ不足はしておりません。 

  また、ゆーぷるにつきましては、潮崎温泉から搬入して使用しておりますので、今のと

ころ不足はしておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この健康増進施設以外にも、老人福祉施設等々で温泉を使っている施

設はありますか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   湯の川荘が温泉を使っております。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そこの泉量は大丈夫ですか、源泉。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   湯量につきましては、ちょっと確認できておりませんの

で、ずっと続くかというようなところについては調べてみないとわからないというような

状況でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員、これ予算関係ありますか。 

 

○蛭子智彦委員   安定していけるんならいいんですけど、仮に、もし今、わからないと

いうことだったでしょう。わからないということですよね。不足しとったら、ちょっと大

変なことになるんで、わからないというのではちょっとぐあい悪いですよ、本当を言えば

ね。 

  そういう情報をキャッチしておいてもらわないといけないと思うんですけど。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   調査して、ずっと、そういう湯量なり地下水なりはかっ

ておけばいいのだろうと思うんですが、これまでのことですが、湯量が不足したというよ

うな報告はございませんので、今の時点では大丈夫ということです。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これね、確か不足してきている、いろいろ制限をしてるというふうに

承知しとるんです。 

  そのあたり、一回確認しておいてください。また、報告いただけますか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   確認した上で報告させていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   そうした老人福祉施設で温泉を使って健康増進に役立てるということ

が課題としてあるということであれば、泉量が不足してくるのであれば対策も当然取って

いかなあかん、調査もちゃんとやっていかなあかん。そういうことはしっかりつかんでお

いていただかないと、予算を確保していかないと、いつ切れるかわからんような状態にな

っとったらいかんわけでね。 

  これは早くから言われてるように思うんですけどね。ちょっとつかみ方が弱いような、

我々聞いておる情報とはちょっと違うのでね。そういうことをしっかりやっていただきた

いということなんです。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ９３ページの福祉いきいき住宅補助金ですけれども、これも前年度に

２２４万円が１５２万円と減額されております。この減額されている要因についてお伺い

いたします。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   福祉いきいきにつきましては、予測ということで２件程

度上げてたわけなんですが、現時点で申請のほうが１件というようなことで、それと、い

わゆる部位といいますか、玄関であったり、浴槽であったり、そういうところによって限

度額がございますので、そういうところで必要額にというか、予算までに至らなかったと

いうようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これ、資料見ますと、所得制限というのもありますけれども、この所

得制限というのはどの程度を目安にしてるんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   市町村民税が均等割まででございます。 
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○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   均等割を払ってる方は対象にならないと。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   均等割のみですと対象になります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それにしても、均等割だけですと対象も広いと思うんですけどれども、

利用がこのように少ない要因というのはなぜなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   このいきいき住宅につきましては、介護保険等の重複で

するようになっております。 

  そういうことから、介護保険を優先して改修いたすものですから、介護保険のほうの住

宅のほうにウエートが行っているというふうなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、この相談員報酬費２万円というのがありますけれども、

そういう相談員の方は、要支援１だったら介護保険対応になりますから介護保険にしてく

ださいよとかいう、こういう指導を含めて２万円のお金を払っているということなんでし

ょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   指導ということではございません。いわゆる、２０万円

を超す部分につきまして、いきいき住宅の費用が発生するというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   質問したのは、この相談員の役割についてであって、相談員が要支援
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１だったら、介護保険のほうのサービスが１割負担で受けられるということになりますよ

ね、住宅改修で。 

  そういうところの指導も含めてするという役割をしてるんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   相談員につきましては、建築士がかかっておりまして、

そういう金額面の、どちらというような選択ではございませんで、その方の自立が最優先

される内容の改修ということをもって相談を受けるというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   私は、この相談員というのは、そういう建築士ということでなしに、

高齢者や障がい者のお宅へ行って、こういう制度もありますよとか、いろいろ説明する役

割を担ってるのかなということを思ってたんですけれども、それではなくて、建築士さん

ということでありますけれども、やはり、これ何か使い勝手が悪いのかな、この利用が少

ないというのがちょっと気にかかるんですけれども、その点、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   使い勝手が悪いということではないというふうに思いま

す。それは、いわゆる介護認定を受けますと、ケアマネジャーといいまして、その方々が

そういう住宅を改修することによって居宅で十分生活ができるというようなマネジメント

をするというようなことでございますので、周知の部分につきましては不足しているとい

うようなことではないというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １１９ページ、特定不妊治療費補助金４００万円と、今年度４００万

円ついております。昨年度は、予算ベースは３００万円だったんですけども、１００万円

ほど増額されてるということなんですが、その理由について説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   本年度におきましても、平成２６年度ですが、３７０万円の

予定でございまして、予算が３００万円ですので、補正計上させていただいているところ

でございます。 

  したがいまして、平成２７年度も若干ふえるだろうということで、４００万円計上させ

てもらってます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   以前、聞いたときに年齢制限と回数制限というのがあったかに思うん

ですけども、その点はいかがですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   年齢制限等はありますが、県の補助金の上乗せという形で上

限１０万円で支給しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   年齢制限はあるけれども、回数制限はないということですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   あくまでも、県の補助金の上乗せということでしております

ので、県のほうで書類審査等をされて、それについて上乗せしてるということでございま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   負担を少しでも軽減するという上乗せ部分をしてると、市は１０万円

の上乗せをしてるということですね。 

  不妊治療もいろんな技術があって、かなり高度な技術をもって高い治療に取り組むとい

う方もおられるということもあると思うんですけども、１回当たりのかかる費用の上限額

というのはあるんですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 
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○健康課長（小西正文）   上限額といいますか、保険適用外になりますので、自由診療

の部分に入ってきます。 

  それで、採卵を伴う分につきましては、大体３５万円前後要っているものと思われます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ３５万円の金額に対して、県の助成と市の助成合わせて、残りの自己

負担額というのはどの程度になるんですか。 

 

○原口育大委員長   健康課長。 

 

○健康課長（小西正文）   ５万円から１０万円程度個人負担が発生すると思われます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ④款５．労働費（Ｐ.１２９～Ｐ.１３１）～款６．農林水産業費（Ｐ.１３１～Ｐ.１５ 

   ２）～款７．商工費（Ｐ.１５２～Ｐ.１５９） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、次に、款５、労働費、款６、農林水産業

費、款７、商工費。ページは、１２９ページから１５９ページまでを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １３５ページの食の拠点施設品質管理屋根設置工事費について、これ

はどういう工事をするんですか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   出荷者、関係者のほうから御意見をいただき

まして、雨よけ上屋を２０メートルほど、５メートルでこしらえる予定でございます。 
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○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ちょっと場所的にわかりにくいんですけれども。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   バックヤード裏側手の延長上になります。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   食の拠点については、あわじ島まるごと株式会社と協定書は結ばれて

るんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   結んでおります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   前の議会のときに、基本協定書（案）というのは私たちに示されてお

りますけれども、その中で、施設の維持管理等については５００万円未満については指定

管理者、５００万円以上は原則市が負担する。しかし、その負担区分は市と指定管理者が

協議するというふうになっておりますけれども、これは８００万円の工事ですけれども、

これは会社とは協議されたんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   整備の補完事業としてさせていただく予定で

ございます。 

  協定書については、５００万円以上で結ばさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ですから、５００万円以上の施設の管理については原則市ですけれど
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も、関係者と協議するというふうになってるんですけれども、協議をしたのかどうかとい

うことについて。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   補完事業の整備については協議をさせていた

だいております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、全額市の負担ということでしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   あくまでも、整備事業の補完としてさせてい

ただく予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それと、この予算書の１３５ページのコピー借上料とか、テレビ受信

料、ケーブルテレビ使用料、通行並びに駐車場とかいうのは、昨年度予算でなかったよう

に思うんですけれども、これはどこで使われる分でしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   情報発信拠点施設が市の直営となりました。

その維持管理費でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   初め、淡路島観光協会へ指定管理するという話がありましたけれども、

そこは協議が十分できなかったんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 
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○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   協議は産業振興部のほうで行っていただいて

おりましたが、１月２２日の淡路島観光協会理事会にて入らないというような決定があっ

てのことでございます。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   先ほど喜田課長言いましたように、淡路島観光協会の理

事会に諮りました。その中で、観光協会としては、今、計画している洲本市でのアルファ

ビアでの観光圏事業で、そこに位置づけするということの計画がまだ残っておりますので、

こちらのほうには入らないという結論になりました。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それに関連で、今度、新しく振興部長が行かれるようですけれども、

この受けてくれなかったということから、職員体制というのはどういうふうになっていく

んでしょうか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   まだ内示の状況ですけども、一応、形としては情報発信

基地に食を中心とした情報発信を島内外に発信していくということで、今、食の拠点推進

課の２名と私。その隣接した場所に商工観光課の商工係と観光交流係の２係がありますけ

ども、この観光交流係の方々が４名、情報発信基地の中で事務を行うということでござい

ます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そのためのコピーとかテレビの受信料とか、そういうのが発生すると

いうことでありますけれども、この商工観光課を二分する形になるわけですけれども、そ

れと食の拠点の職員も行くということで、手厚いような形になるのかなというふうに思う

んですけれども、これはずっと今後こういう形を貫いていくんでしょうか。 

  それとも、観光協会とさらに話を詰めていくということにしていくのか、そこら辺の点

についてはどうなんでしょうか。 

  副市長、お願いします。 



－ 271 － 

 

○原口育大委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私どもも観光協会に期待をしておったんですけど、南あわじ市

たっての要請でございますので引き受けていただけるだろうと、地域の皆さん方は万全を

期して淡路島観光協会で提案をするというところまで言っていただいておったのにもかか

わらずこういう結果になって、本当に私も残念なんですが。 

  当面の間は、せっかくの施設でもございますし、やっぱり４０万人以上の観光客が来て

いるところですので、そこで情報発信をするというのも非常に効果のあるところでござい

ますから、今回のような形をとらさせていただいております。 

  ただ、これも当面の間ということで、今後、腰を据えて、また観光協会ともよく話をし

て対応していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は２時１５分といたします。 

 

（休憩 午後 ２時０５分） 

 

（再開 午後 ２時１５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先ほどの吉田委員の関連で、食の拠点やけんど、観光協会が南あわじ

市のとこへ来えへんという、この理由は何なんですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   淡路島観光圏事業で洲本市のアルファビア、その中で新

しく観光案内所を設けるという計画が以前ありました。その計画はまだ実施されてないん

ですけども、理事会の中でそういう計画があるので、その計画を見守りたいということで、

今回の観光協会全体の事務所の移転については理事会の中でそういうふうに、その計画を

見守りたいということで来ないという結論になりました。 
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○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   見守りたいというたって、淡路島全体の観光のＰＲして、南あわじ市

がそれだけの観光協会に応分の負担もし、南あわじ市として一大的な事業をしておるとき

に、観光協会が南あわじ市の観光の発信基地に職員の１人も２人もよう置かんような、そ

んなような事業だったらどんな事業しとるのか、一回、全部観光協会のどういう事業メニ

ューと、それと観光協会がどんな事業をしておるか、中身を十分我々に資料請求を私はい

たしまして、それで、あんた方の熱意というか、交渉があかんさかいにこんなええかげん

な観光協会に木で鼻こすったみたいな、なめられたようなことで、のこのこと帰ってきて、

今、南あわじ市、１４日からあそこで南あわじ市の豊かな食材をどんどん発信して販売し

ていって南あわじ市ＰＲしようというようなときに、このＰＲの一翼を担っておるのは観

光協会でしょう。違うんですか。観光協会の主たる事業の目的といったら何なんですか、

部長。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   今、１人２人の人員の派遣じゃなしに、今、洲本のター

ミナルビルの中で事務所があるんですけども、その観光協会の機能を全部こちらに移転し

てくださいよと。で、洲本の案内所については案内人もいるんですけども、その事務所全

体を移転ということで理事会のほうにかけてもらったんですけども、それについては、先

ほどのそういう計画があるんでもう少し見守りたいという返事でございました。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   あそこの２階のとこに二、三十人おるところがそうだろう。この観光

協会におる場所というのは、今、どこですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   今おるのは、洲本のバスの乗り場の中に事務所がありま

す。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、観光協会の仕事というのは、私はやっぱり観光振興というか、
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淡路島へ来ていただく方々に対してさまざまな情報発信し、おもてなしの心やないけど、

そういうことをしながらＰＲしていくことによって地域の活性化、それが主たる事業の目

的やと思うとんのよ。南あわじ市は、一番核になるような今回事業をして、そこへ情報発

信基地ということでやっとるときに、やはり、淡路島の観光協会もそれなりの協力という

か、その辺が必要やと思うねん。こういう議員もおるということで、しっかりと、今言っ

たような形で相手方の今からの今後の１年間の事業計画、予算、そこらしっかりと一遍議

会のほうへ提出してください。委員長、求めてください。 

 

○原口育大委員長   お諮りします。 

  今、谷口委員から観光協会の何ですかね。総会資料。決算と今年度の事業計画でよろし

いですか。 

  今の資料請求について伺います。 

  資料請求してよろしいですか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   では、請求いたしますので準備をお願いします。 

  産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   平成２５年度の決算なり事業計画はできるんですけども、

平成２６年度分についてはまだ会計上終わっておりませんので、平成２５年度ということ

でお願いします。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それと、正式に断る理由書を、しっかりと南あわじ市がこんな事業し

よるのに、ここへそういうことできらんという、その理由書の添付も求めます。 

 

○原口育大委員長   ありますか。 

  産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   あしたまでは、それはちょっと間に合わない。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   それはこれで一応終わっときますわ。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   同じ観光で、１５４ページと１５５ページ、観光振興費の印刷製本費

２６０万円と委託費の観光ＰＲ事業委託料２００万円、これについて、まず説明からお願

いします。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   まず、印刷製本費のほうでございますが、これは今現在

あります観光ガイドブック、これの刷新ということで、理由につきましては新庁舎の建設

であったり、また食の拠点、それから若人の広場等、公共施設の整備が進んでおりまして、

中身が充実してまいりました。そこら辺を盛り込んだガイドブックを作成するという経費

でございます。 

  それと、もう１点の観光ＰＲ事業委託料でございますが、これは主に水仙郷の入り込み

が減ったということから、冬の観光ＰＲをするための事業で２００万円つけてございます。 

  特に、昨年につきましては、淡路島地震によります風評被害等がありまして、さらにこ

の額よりも多い額でコマーシャル等のＰＲをしたわけでございますが、広く全般に観光Ｐ

Ｒをするというふうに解釈していただいて結構かと思います。 

 

○原口育大委員長   先ほどの資料請求について準備していただいてますか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   この印刷製本ガイドブック、これは南あわじ市だけのガイドブックで

しょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ちょっと見本を持ってきておりますが、「南あわじいち

ばん体験」というＡ５版の３２ページにわたるガイドブックでございます。 

  食であるとか、また観光資源、それから行事、それから体験等に幅広く紹介しておるガ

イドブックでございますが、この市内、南あわじ市だけのパンフレットというふうに解釈

していただいて結構です。 
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○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   国も観光を事業から産業に変えると、観光産業という物すごく大きな

部分で考えております。 

  それで、今、外国人観光客を幅広く取り入れようという国の施策でもありますんで、こ

の南あわじ市のガイドブックの中に外国人に対しての外国語の案内はあるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   このたびのガイドブックの刷新につきましては、一部で

はございますが、英語表記という形で紹介するような予定をしております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   英語だけですか。中国語、韓国語、特に今、非常に多い中国語、中国

人観光が多いんですけども、そういう部分はないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   平成２７年度のガイドブックの刷新につきましては、現

在、英語だけと考えておりますが、非常に外国人の方が南あわじ市のほうへ最近では多く

来られるようになってきております。 

  当然、中国とか韓国とかのアジア圏の方も多いということで、今後はそういったパンフ

レットも必要ではないかというふうに考えておりますが、過去に、平成２４年度であった

かと思いますが、観光庁の訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備事業というのがございま

して、これは広域的に事業を行うということで、南あわじ市と鳴門市が受け入れの地方拠

点というふうに観光庁から指定されました。 

  その事業を使いまして、観光パンフレットを作成したわけでございますが、そのときに

は英語、中国語、それから中国語の台湾編の部分、それと韓国語、ドイツ語といった５カ

国の表示をしたガイドブックを発行した経緯がございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   それで、このガイドブックなんですけども、誰が企画してそういうも
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のに仕上げていたんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   今回、計画している分については、現在のガイドブック

を更新するという内容でございますが、そのガイドブックの企画等につきましては、そう

いった検討委員会なんかを立ち上げて、その中でもんでいきたいというふうに考えており

ます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   これ、前々からよく言っておるんですけども、ガイドブックなんです

よね。ガイドブックの中にも、やっぱり地域の特産品とか土産物品とかいろいろあります

よね。 

  他の観光地へ行くと、そのガイドブックの後ろに買い物割引券とかいうものをつけて、

お客さんサービスというか、そういうことをやっているところがかなりあるんですよ。 

  ですから、そんなのも一つ企画するべきではないかと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そういった割引のクーポンにつきましては、観光協会の

ほうででも「ぐるっと淡路」であるとか、また、県民局のほうもタイアップしてやってお

ります「淡路島＆徳島とくとく周遊ガイド」というのがございまして、その中にはクーポ

ン等入れまして、観光施設で割引がいけるというようなこともやっております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   そうなると、ガイドブックばっかり持っていかんなんねんな。１冊、

２冊、３冊ガイドブック持っていかんなんやん。 

  ガイドブック、この南あわじ市楽しむのやったら、この南あわじ市のガイドブック一つ

でええわけで、淡路全体行くんなら２冊、３冊持っていってもいいんだろうけども、それ

がすぐにさっと観光客の手に入るものかどうかという問題もあるじゃないですか。どうで

すか。 
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○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   先ほど申しました「ぐるっと淡路」とか「淡路島＆徳島

とくとく周遊ガイド」とかにつきましては、主要な観光施設、案内所であったり、またサ

ービスエリア、そういったとこに、お客さんの目につくところに自由に取ってもらえるよ

うに現在、配備しております。 

  ちょっと見つけにくいというような場合もございますが、その辺はまた調査して、でき

るだけ大勢の方に行き渡るように持っていきたいというふうに思ってます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   もう、最後にします。 

  できる限り、やっぱり観光業者の方、また、土産物を販売してる方々といろんな協議を

して、よりよいガイドブックにするべきだと僕ら思うんですよ。 

  古いやつやけども、僕が見てもいまいちやなと。 

  特に、高知とかそういうところは僕は進んでるなという思いがするんですけども、そこ

ら大いに今後、各方面と諮っていいものを仕上げていっていただきたいと要望して終わり

ます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ちょっと３点ほどお聞きします。 

  １点目、１５４ページ、学生用共同住宅整備事業補助金２,５００万円ですが、この補

助金交付要項の概要についてお願いします。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この事業につきましては、吉備国際大学の開校によりま

して、学生用のマンションを建築した場合に整備費の助成を行うというふうな事業でござ

いまして、１戸当たり５０万円という計算で５０戸の計上を今回しております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   平成２６年度も２,５００万円という、ほぼ消化される予定ですか。 
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○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   平成２６年度につきましては、現在、一棟で１６戸建設

をしております。 

  ちなみに、平成２５年度につきましては一棟１５戸ということで建設をしていただいて

おりました。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   実は、このマンションの建築している自治会から自治会経費をお願い

したところ、協力できないというような話があるそうです。 

  そして、ほぼ近くに既にできているマンションがあるんですが、そこはすっと出してい

ただいて協力していただいているんですが、今の話しているところはそういうあれはでき

ないということでトラブっているそうですが、お聞きしてますか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そのような話は聞いております。 

  ただ、市といたしましては、このマンションを建設していただいた場合に補助をすると

いうところでございまして、自治会に会費等を払うというところまでは縛りはかけており

ません。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これ、我々市民の税金でこういう振興策で１戸当たり５０万円出して

おるんですけども、その住民から何でそんな協力できらんとこにこういう税金を出すんや

と、そういう話があるんですが。 

  この交付要項の中身を見ますと、１０条にその他のことはまた規則とかそういうもので

決めるということになってるんですが、この要項以外で何か決められている、環境関係と

か、そういう周辺の住民とのトラブルなんかに対応する決め事を決められておりますか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そのようなことは特に決めておりません。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今一番必要なのはそれだと思うんですけど。そういう、何回も言いま

すけども、我々の税金をそこで事業者に交付するんですから、そんなトラブルのあるよう

な事業者に南あわじ市の税金を投入するのは問題があると思うんですけど、副市長、思い

ませんか。ちょっとお尋ねします。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この話は当初その会社も、ごみを自治会のほうのところ

でほらせていただければ自治会のほうに納めてもいいという話の中で自治会と話をしてい

たと聞いております。 

  それで、自治会のほうは、先ほど木場委員が言われましたように、隣接しているところ

もごみ出しなしで自治会に経費を払っているということで、それは、ごみ出しについても

マンションのほうでつくってくださいということで、そしたら、今、その会社のほうは自

治会費はちょっと払えないがということでは聞いております。 

  なかなか行政が行って、トラブルはいろいろあるんですけど、自治会費を払えとまでは

ちょっと言えないのかなと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そやから、今言う、その他の項目でそういうことを細かく規定、言い

にくかったら規定したらどないですか。今からでもできると思うんですけども。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この１０条の告示に定めるもののほか、必要な事項は別

に定めるということがありますので、検討してみたいと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これも部長、できるだけ熱いうちに話を進めていかな、これなし崩し

的に学生さんが住みだして、こういう状況が続くと話が先送りするほど難しいと思うんで、

その辺を時期的なものを考えて、できるだけ早く行政指導で、金額は別にして、協力いた

だけるようなところで落し所を考えて対応をお願いしたいと思います。どうですか。 



－ 280 － 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   定める事項は別に定めるわけなんですけど、今言う、自

治会に納める経費をその業者に指導するということはなかなか難しいと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何遍も言いますけど、そういうことを言わんと、地元自治会とそうい

うことで協議する場を持つとか何とかいうような項目でお願いしたいと思うんやけど、そ

れやったら可能やと思いますけど。そのぐらいできるの違うの。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   自治会との調整という面ではできるのかなと思っており

ます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、できるということでよろしいですね。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   自治会と業者と会わすことはできますけども、ただ、お

金を自治会に納めよという指導はできないと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何遍も言うようやけど、そういう場を持つような要項の中で決めたら

どうですかということを言よるわけです。別に何ぼ出してもらえとか、そういうこと言よ

んの違う。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   別に地元の調整ということで、要項を定めることについ
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てはちょっと検討していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いやいや、検討と言わずに、もう既にそういうトラブルが起こっとん

のやから、遡及適用でもしてやってもらいたいわけよ。もう既に起こっとんのやから。 

  これから起こるのやったら、そういう検討でええのやけど、既に起こっとうわけやな。

それもつかんでおって、今のまま、そのまま放ってあると、放置されたら困るわけですわ。

どうですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   先ほどと同じような答弁になりますけども、内部で検討

してみたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   何遍言うてもそれ以上の言葉が出てきえへんので、次、移ります。 

  １４６ページ、これも一般質問で部長にお聞きしたんですけども、林業費の中で鳥獣被

害の対策をいろいろ組んでいただいて対策を今、実施中なんですけども、昨年に比べて、

今、減っているところがあるんですけど、その辺について説明をお願いします。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   今、平成２５年度から平成２４年度、平成２３年度とあ

るわけなんですけども、平成２６年度については有害と関係は実際の頭数は出ておるんで

すけども、有害の関係でしたら、鹿については平成２５年度が３６８頭、平成２６年度は

３０８頭ということで、６０頭ほど減ってるということで、イノシシについては６２８頭

が平成２５年度で、平成２６年度については７０６頭とふえているような形になっており

ます。 

  平成２４年度、平成２３年度というような形はあるんですけども、一応、鹿についての

今の平成２５年度、平成２６年度については結構減ってるかなというところでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   鹿については減っていると、イノシシについてはふえていると、そう

いうことでしょうか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   今のところ、有害についてですけども、そういうことに

なります。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   そしたら、課長、市全体でふえているのか、それとも、市の中でかな

り効果のあるところと依然としてふえているところと、そういうところはつかんでおりま

すか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   その辺のところは、ちょっとつかんではないんですけど

も、全体的なところしか、こちらのほうでは把握しておりません。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これも一般質問で部長にちょっとお聞きしたんですけども、役所のほ

うでつかんでないということなんで、これ、吉備大学のほうでは４年前よりイノシシにつ

いては西淡とか南淡方面でふえつつあると、三原方面では減っているというようなことな

んですが、この辺ついては認識されておりますか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部次長。 

 

○農業振興部次長（森本秀利）   イノシシの有害の関係なんですけども、平成２５年度、

平成２６年度と目標頭数を４５０頭、また６００頭置いてたんですけども、それでもなお

追いつかんということで、平成２７年度につきましては７００頭を目標頭数として予算化

をしております。 

  ふえてる箇所につきましては、委員おっしゃってますように、西淡の山、それと緑の山、

そっちのほうにだんだんふえてきているというふうに聞いております。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それで、猟友会で班別でお願いしておるんですけども、そういうふえ

つつあるとこについては、猟友会のほうと協議していただいて、今までどおりの対策でな

く、そこにもう少し人員を配置してもらうとか、そういう、何かふえないような対策を考

えていただきたいんですけど、その辺についてはどうですか。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   委員おっしゃるように、今、猟友会の方に駆除のほうを

お願いしているわけなんですけども、行政といたしましても防護柵なり捕獲のおりとか貸

し出しのほうしておりますし、農業共済のほうにおいても捕獲のおりの助成とかいうよう

な形でやっております。 

  それで、猟友会の方もかなり高齢になってるということで、その辺のところはあるんで

すけども、新規に狩猟免許取得のほうに力を入れてるわけなんですけども、その辺で新規

に狩猟免許を取っていただくということで、南あわじ市としてもそちらのほうに助成をし

ているというような形の中で動いております。 

  それと、これも一つ考えなければならないことなんですけども、集落全体挙げて取り組

んでいただくということで、維持管理のほうもきちっとやっていただくというところも一

つ考えております。 

  それというのは、野菜くずとか、残渣とかを放置するとかというようなことを考えると

いうのと、それと耕作放棄地などを少なくするというふうな形も必要かなというところで、

集落の方もきちっと維持管理をしていただくということも大事かなとは考えております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、猟友会の話も猟師さんのことも話があったんですが、いっとき２

００人ぐらいの人員やったものが、今、１２０人ぐらいに減っていると。それから、高齢

化もしているということでお聞きしております。 

  その中で、やっぱりハッカーとか、少力でかなり殺傷能力のあるもので対応していただ

くというのも必要なんですけども、やはり、聞くところによりますと、平成２５年までの

そういう手当といいますか、そういうことに戻していただいてやる気を起こしていただく

というのも必要ではないかと思いますけども、それについてはどうですか。 
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○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   捕獲報酬のことだと思うんですけども、その辺の件に関

しましては、鳥獣の班長会というのがありますので、そちらのほうで検討し、協議をして

いきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   わかりました。それでは、それでお願いします。 

  もう１点だけ、１４９ページの３点目だけちょっと。 

  この中で、１９節の負担金補助及び交付金の中で、海底耕うんの５０万円、昨年度あっ

たのに、ことしはなくなっております。 

  ただ、施政方針演説の中では、改定耕うんにより肥沃な海の再生を目指すというような

こともうたわれておりますけど、海底事業はそのままどっか、この予算書の中で反映され

ておるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   今の、委員さんおっしゃられました丸山の海底耕うんの

事業につきましては、時限つきの事業でございまして、平成２６年度で終了というふうな

ことでございます。 

  かわりまして、平成２７年度から、今度、海底環境を改善するというふうな事業で引き

続きやるというふうなことで、浮遊ごみとか、あと海底の下に沈んでおるごみを桁をぐっ

と引っ張って掃海していくというふうな事業に変えております。 

  そうすることによって、海底耕うんと同じような効果が得られるであろうというふうな

ところでございます。 

  あと、湊の漁場でも、結局、三原川の河口域につきましてそういうふうな事業も今、実

施中でございます。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、説明あったんですけども、予算的にはどの分が該当になるんです

か。 
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○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   丸山漁場の環境保全事業補助金でございます。５０万円

がそれに当たります。 

 

○原口育大委員長   ページ数。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   １４９ページの１９節の負担金補助及び交付金の下から

２行目の漁場環境保全事業補助金５０万円でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   わかりました。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   先ほどの答弁の中で、鳥獣被害の問題についての対策について、放棄

田を少なくする云々という話がありましたけども、この放棄田の対策についてちょっと質

問させていただきたいと思います。 

  １３５ページから１３６ページにかけて放棄田対策の事業に関する補助金、３つの事業

について予算措置されておるんですけど、この３つの事業の補助金に関して予算の組み方

ですよね、ちょっとこれから教えていただきたい。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   耕作放棄田保全事業補助金の２０万円、これにつきまし

ては、耕作放棄田で発生します病害虫の関係ですけども、それの被害を抑制するというと

ころの農家に対しての補助金を市単独でしております。 

  それと、１３６ページの上から２つ目の耕作放棄地活用総合対策事業補助金ということ

で、耕作放棄地を再生するということで、果樹を植えて有効活用して取り組んでいただく

方に支援を行うということで、これについては県２分の１、市２分の１ということで１０

万円ということで置いております。 

  それと、真ん中ぐらいに、上から七つ目になるんですけども、耕作放棄地再生促進事業

補助金ということで１００万円上げております。 
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  これにつきましては、国の事業に関連して随伴するわけなんですけども、条件といたし

まして農振地内の耕作放棄地であるとか、再生後５年以上耕作するということの条件とか

がありまして、そういうことの国の事業に随伴しているという形で１００万円ということ

で計上しております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私が聞きたかったのは、この３つの予算が、昨年に比べて半分か、３

つ目だったら５００万円から１００万円になっとんねんな、皆減っておる。２分の１から

５分の１に減ってるということで、私の周辺の耕作放棄田の状況を見てたら、じわじわと

ふえておるような感じがするんやけども、予算見てたら明らかに減ってるから、好転をし

てるんかなと一瞬私、思ったんですが、決して好転をしておるわけではないんですわな。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   それは、後ろにいってるわけではないんですけども、実

績に応じた形の中での取り組みということで上げておるんですけども、耕作放棄地も市内

では減ってるということを感じております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、宮崎課長から御答弁聞いてたら、何か植物を植えるとか、何かの

対策の準備ができたら補助金上げますよと。できんかったら、補助メニューがわかってて

も、私の近所でおばあさんが一人で頑張って、７０歳ぐらいで田んぼ一人で頑張ってやっ

てる。多分、５年ぐらいしたらようつくらんようになるんかなというような農家の方がぽ

つぽついらっしゃる。 

  だから、５年先、１０年先になる前に、私、思ってるのは、やっぱり今以上に放棄田は

とめないかんと。とめるためにはどうするかと。 

  私らど素人で考えても、今、そういう近い将来に、多分ようつくらんようになるだろう

というような農民に対して、周りから何か組織的に、うち、つくってあげますよという強

力な動きをつくっていく必要があると思うんですが、そういう組織的な、今、あるんです

かね。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 
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○農業振興部長（神田拓治）   森上委員言うとおり、今、耕作放棄地、農業委員会のほ

うで毎年調査に入っております。 

  この経緯見ますと、前も説明させてもうたように、手つければすぐ耕作できるＡランク

と、Ａというんか緑と、それと、ちょっと手間かけらな、重機でも入れなあかんのかない

うのは黄色、これが赤になれば本当に完全な再生不能と、３段階に分けて調査に入ってお

ります。 

  この経緯を見ますと、緑で南あわじ市に８６.６、黄色で９３.５あるんですけども、大

体ふえてきて、平成２５年度から平成２６年度で少し下がっております。 

  一番肝心なのは、その耕作放棄地が、うちの事業で集落で不在者地主で耕作放棄地にな

っておるところ、これは他人に迷惑がかかるよって集落でやってほしいというような事業

があります。それは１反当たり１万円、課長の言うたとおりです。 

  その整地した中に花を植えると、それは県の事業で花代をただで入れて再生すると。完

全に５年間、この農地を守ってくださいよというような国の事業で、１反当たり５万円の

支援があるんですけども、そうしながらでも、なかなか耕作してくれる人が少ないと。 

  これをどのようにしたらいいのかということになれば、今、農地・水ということで、南

あわじ市で８５集落が取り組んでいただいております。 

  この計画の中に耕作放棄地を解除するという基本項目がありますので、そこで農地・水

の支援をいただいて耕作放棄地を集落全体で取り組んでいくと。 

  なおかつ、耕作放棄地を担い手の人たちに農地を集めて規模を拡大して農業を継続して

ほしいというのに、人・農地プランというのが今あります。人・農地プラン、悲しいかな、

南あわじ市で今、１０集落しか今できておりません。 

  これを、南あわじ市として力を入れていかねばならないという、制度がありますので、

この間から転作の説明会、旧町単位で説明会しておるんですけども、それにアピールをし

ていっておるんですけども、行くところによれば、持っていくところは人・農地プラン、

農地・水という制度がありますので、そこに力を入れていって、何とか耕作放棄地の解消

並びに担い手農家の育成を進めていきたいなというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、部長のほうから、かなり優等生的な御答弁いただいたんですけど

も、夢のある。 

  私の近所の、さっき申し上げた何人かの、我々よりも大分先輩の高齢者が頑張って先祖

代々の土地を守って耕作してます。あの人たちの田んぼを放棄田に絶対したらいかんなと。

私たち住民の一人で常々頑張りを見てて思うんですよ。 
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  だから、今、いわゆるこういうメニューがある。要は、集落全体でバックアップしてい

くというような部長の御答弁でした。そのとおりと思いますよ。 

  それを何とかこの南あわじ市のすばらしい田んぼをこれ以上耕作放棄地がふえないよう

に御努力を切にお願いしまして質問を終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これは一般質問でもお尋ねをしましたが、利子補給についてお尋ねを

いたします。 

  これ、利子補給を受ける場合は税の滞納があればアウトやということになっておるんで

すが、まず、その点お尋ねをいたします。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   当然、税の滞納があれば受けられないというふうにして

おります。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   一般質問でもしつこく質問しましたけど、これもうほとんどが多くの

南あわじ市の企業というのは零細企業、２０人以下、１０人以下という企業が多いわけで

すわね。 

  その小さな零細企業が、これは滞納してるとこも恐らくあると思うんです。それが全て

アウトであると。 

  ところが、そういう地場産業とか、そこらの団体の事業者については非常に収納率が悪

い。これは、恐らくその中には滞納した業者がおると思うんですよ。 

  そこへ補助金を、地場産業ですから出すのは結構なんやけども、これは私随分矛盾して

ると思うんですよ。 

  わずかな滞納しとる、例えば資本金２,０００万円まで、そのお金でその会社を回復さ

せて再生しようとしているようなとこ、わずかな滞納でペケで、こういう団体の事業者で、

これ１００％、これは絶対ないと思うんですな。特に事業所、地場産業なんか見よったら。

もう大方、固定資産だけでも７％から８％滞納率が一般の企業より悪いわけだな、全体的

に。 

  そんな場合に、これ、そういう滞納してるからアウトやということで仕分けやりよるん
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ですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   これ、一般質問でもありました。 

  商工業利子補給については、滞納の調査をしております。また、淡路瓦屋根工事奨励金

についても法人さんのほうに補助金は行きますので、滞納の有無を調査して交付をしてい

るところでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ部長、わし、何も瓦工業組合責めよんの違うねん。業界の固定資

産税見てましたら、平成２５年度の全体２万４,８２５件、それと瓦業界８４件のパーセ

ントを見ますと、平成２５年度で５６８万３,０００円の滞納があるわけや。 

  ということは、そういう団体の中にも滞納者はおられると。そこへ市はどんどん補助金

を出してるんでしょう。 

  そして、個人的に困って、何とか助けてくれいうとこは、ちょっと滞納があるからペケ

やいうの、これはちょっと矛盾しとるの違うかということを言よんのですよ。 

  今後、こういうことに対してちょっと市の判断によって、その事業所が利子補給の対象

になって再生する可能性もあると思うんやな。その辺、これ行政からしても、何か赤信号

みんなで渡れば怖くないというようなもので、団体やったら滞納があっても補助します。

個人的なものはアウトやと。これはちょっと公平・公正、一般市民としたら余りにも非情

なおきてやと。 

  この点について、これは部長の判断では、これはできへんと思うけども、これは何ぼ言

よっても一緒。 

  けど、これだけは、やっぱり何とか考えたらなんだら、そうでしょう。それは滞納の金

額にもよりますけど、けど、やっぱり、そういう、それと案外、平成２４年、平成２５年

なんか９５０万円置いとって、半分も使うてないような状況であって、平成２６年度はか

なり使うとるけど、市のＰＲ不足というか、啓発活動も少なかったことがあるんですけど

も、やはり、そういう小さなとこが滞納してるとこ、かなりあると思いますわ。 

  ということは、ほとんどアウトにしられとる、窓口で。その辺を、やっぱり考えてやっ

ていただきたい。そんな、部長はじきもう退職されてしまうねんけんど、この点について、

これは副市長、こういう矛盾があんねんけど、一回、もうちょっと何とかやわらかな方法

で、もうちょっと温情のある判定をしてもらうように考えていただけませんか。 
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○原口育大委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   非常に難しい問題かもわかりませんが、一応、他市の状況など

も一遍調べてみて、どういうふうな形をやっているのか、検討してみます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そんなんで、それはもうめちゃくちゃな滞納があって、そんなんは対

象にならんと思うねんけども、ほんまわずかなことで補給を受けられへんという企業もか

なりあると思うんで、その点、一つ副市長、よろしゅう、市長もおりませんけども、検討

していただきたいと思います。 

  委員長、もう１点よろしいですか。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   それと、私も瓦には非常に厳しいこと言よんねんけんど、技術協会の

補助金は今回カットされたと、もう目的は達成されたんですか、瓦技術協会、甍なんか。

１１５万円カットされてるな、今回。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   甍技術協会のほうでは後継者育成事業ということで、今

まで事業を実施していただいておりました。 

  今まで補助金という形で交付しておったわけでございますが、先般、監査のほうででも

ちょっと指摘されまして、この事業をそのまま補助金を出し続けるのはいかがなものか検

討せよということで、私どものほうでも検討しました。 

  甍技術協会は、自己資金を持たない団体であるので、そこへ瓦組合からも幾らかの助成

をして、助成をしておる瓦組合である団体からももらうというのはどうですかということ

で、今回、ちょっと手法を変えてみました。 

  甍技術協会については、それでカットさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   わかりました。 

  それで、新規に地場産業等後継者育成事業補助金というものをつけたわけですか。 
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○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   はい、先ほどの甍技術協会をカットした部分として瓦の

後継者育成ということで、今回、地場産業等後継者育成事業補助金というふうに名前を変

えまして計上させていただいております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、地場産業というのはそうめんもあるわけやな。そやから、これ

やったら、瓦工業に補助というふうに書いといたら要らんこと言わんでもええねんけども、

これは、そういう技術協会を廃止したかわりに、これでフォローしたというふうに解釈し

てよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   これは地場産業と広くうたっておりますので、瓦に特化

したものではなくて、今、委員さんおっしゃったように、そうめん組合なんかでも組合の

ほうでこういう後継者育成事業をやりたいという場合はこれに適用するかと思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   小規模企業経営発達支援事業補助金、これも新規で１００万円つけて

いますが、これはどういう事業ですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この事業につきましては、小規模企業振興基本法の制定

によりまして、商工会のほうで小規模企業による事業計画を支援し、着実なフォローアッ

プを行う伴走型の支援ということで今回新たに設けた事業でございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   わかりました。 

  この利子補給についても、商工会と手を組んでやっておられるわけですが、そういう利
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用者が少ないということも、やはり、市の啓発というか、広報の、宣伝不足というような

こともあると思うんで、こういう補助金をつけた以上は、市としても、やはり多く市民に、

企業に伝わるように、やはり利用してもらわなんだらこれ何の意味もないんで、その点、

お答えを願いたいと思います。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   事業につきましては、広く周知していきたいというふう

に考えております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そういう啓発活動をして、ただ、この予算を置いても、ただ南あわじ

広報で何カ月かに１回では、それはそんなんは浸透していけへんので、そういう面でもう

ちょっと努力してほしいということをお願いしておるんやけど、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   そのように努力させていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   質疑の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は３時２５分とします。 

 

（休憩 午後 ３時１５分） 

 

（再開 午後 ３時２５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １３７ページの食肉センターの改修というのが出ておりますけれども、

この事業概要を少し説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 
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○農業振興部長（神田拓治）   この間、議会のほうで規模改修５カ年計画ということで、

財政のほうで基金を崩して、総額２億６,０３５万円で改修すると。 

  ５年計画ということで、主な改修については空調とか、排水処理施設とか、屠畜場の設

備の充実とか、高圧機器の整備とかということで主な内容はそうなんですけども、初年度

にほとんど１億４,６４９万円かけて整備すると。あと、４年かけて最終年度は平成３１

年に整備をするというような大まかな計画でございます。 

  このような、大まかな計画で進めていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の説明の中で、冷蔵施設というんですか、冷蔵設備、これもかなり

老朽化をしておって、かなり手を入れないとあかんと。 

  場所とか、枝肉の流れとか、ラインとかが、かなりちょっと今、問題があって、移動中

に肉が壁にぶつかって傷めるとか、何か、そんなようなこともいろいろあって、レールや

ら冷蔵庫やらというのもかなりお金入れないといけないんじゃないかという話も聞いてお

るんですけども、その点、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   これを改修するについて、いろんな論議がございました。 

  今現在、御存じのように１棟、大体、労力が４０頭処理できる労力があります、１日で

すね。 

  年間フル活動すれば７,０００頭する施設なんですけども、平成１２年にできたんです

けど、平成１３年度に５,０９０頭処理しております。 

  だんだん飼育頭数も減ってきまして、平成２５年度現在で２,８００頭と、ごっつい激

減してると。今後も激減していくであろうということで、淡路広域事務組合が事務局して

おるんですけど、３市が出資してる施設ですので、一番、いろんなその辺が論議がなって

きております。 

  平成２５年度の経費で１億１,５３０万６,０００円経費が要っておると。使用料収入が

２,６２２万７,０００円と、充足率が２２.７％と。これからまだ頭数が減っていくと、

負担も大きいんじゃないかと。効率よい施設にしてはしてはどうかというようないろんな

論議がありました。 

  今、委員さん言われるように、枝肉の冷蔵庫にはＡ、Ｂ、Ｃ、３施設あって、トータル

で７２頭、枝肉が置けるということなんですけども、この施設が平成１２年にできたんで
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すけども、平成１３年度にＢＳＥの検査後、内臓を出荷できなくなって、内臓の出荷を検

査してからでなかったら出荷できないというようなことも出てきました。 

  一番ここで効率よくて、なおかつ経費の安い、維持管理が安い方法ないんかということ

で相談した結果、Ａ棟の枝肉冷蔵庫を２４頭分保管できるんですけども、その一部を間仕

切りして、頭数がふえたときには対応できるような間仕切りの仕方をして、その分の枝肉

の保管場所を少なくすることによって冷凍機が１機減すことができるというようなことで、

コスト減を図ろうということで、今回、そういうような工夫をしながら取り組んでいこう

ということで、現場サイドも、先ほど言いましたようにＡ、Ｂ、Ｃで皆で７２頭置けるん

ですけども、８頭分を枝切りしても対応ができるということで、少しでもコスト減になる

ような対策で今回取り組むということで進めさせていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   部屋の区切りを少し工夫をして効率性を高めると。冷凍、冷蔵施設を

縮小してコストをカットするというような説明だったかと思うんですけれども、現状の冷

却施設、設備というのは更新をしなくても大丈夫なんですか。 

 

○原口育大委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   今、機械がもう古くなってきておりますので、電気代も

高くなりますので、電気空調関係は全部整備し直すということで、でも、電気代はコスト

減になりますので、新しく整備することによって。 

  特に力を入れたいのが浄化槽、浄化槽も大分傷んできておりますので、その辺を重点的

に整備を進めていきたいなというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そしたら、空調というのは冷蔵施設を含めての空調ということですね。 

  私のほうからは、それで。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この食の拠点の、ページ数１３６ページの食の拠点づくり推進事業補

助金、食の拠点活用推進補助金、このあたりについての、まず説明をお願いいたします。 
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○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   食の拠点づくり推進事業補助金５０万円につ

きましては、事業の進捗の評価も含めまして、協議会に補助金を出して、今後も連携して

一体的に行くというような補助金でございます。 

  それから、下の２００万円、食の拠点活用推進事業補助金につきましては、県が新規に

食の拠点ができることによって設けていただきました２分の１補助でＰＲイベント、消費

拡大、その食の拠点の機能を発揮するための事業展開をしていったらどうだと。 

  それから、次の生産拡大支援事業補助金３００万円、これも県が新規で２分の１ではご

ざいますが１５０万円の補助で、いわゆる新規作物ないしは品質向上への取り組み等につ

いての補助金ということで上げていただきました。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   いよいよ、あす、あさって、仮オープンというんか、そういうことで、

実際に地域経済の活性化のために地元雇用というか、その辺、スタッフはそろうとると思

っとんねんけんど、大体どの程度の地元雇用の確保ができて、従業員、大体何名程度でこ

の食の拠点の経営をされていく計画でしょうか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   正職員、農協出向２人、正職直での雇用が１

人の３人をベースにパートさん等が１５人やったと思うんですが、ちょっと今、若干ふや

していくような傾向であります。 

  当初、１８人から２０人の中で始めて、このプレオープン、グランドオープンを見なが

ら、どこまでふやしていくかということで、まずは小さく始めるという形になっておりま

す。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それでも、あす、あさってのことなんで、具体的なフードコートの入

店の状況とか、それと、ほんまに心配するのは、商品の確保というか、そういう農産物、

水産加工品の確保というのも本当に大丈夫なんですか。 
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○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   まず、フードコートにつきましては、酪農協

さんがソフトクリーム、シュークリームを中心に出されます。 

  それから、オリーブ協会、南あわじのオリーブ園という形で入るんですが、この３月末

に一般社団法人淡路島オリーブ協会を立ち上げます。耕作放棄田にオリーブを植えて、将

来、今、非常に人気がある分野ですので、アンテナショップにしていきたいと。 

  それから、新谷ビーフさんが牛丼、今回は牛丼はまだですけれども、牛丼。それから、

そうめん組合、どうしてもだめだということで、お願いしたところ、そうめんもそこで出

すということになってきております。 

  それから、嶋本食品さんが、次にですけれどもイノブタを中心に販売していくと。 

  それから、最後に海鮮がなかなか漁協さんも断られたわけなんですけれども、うずのく

にさんが入りまして、アジとかタコとか海鮮のフライをまず始めていくと。その中で、売

れ筋を見ながら拡大していくということでございます。 

  それから、商品の確保につきましては、生産者、出荷者が３２０名ほどおります。その

中で、やはり３月、９月、１０月はここの産地が非常に端境期になりますので、今、１０

０名弱ぐらいの方が栽培日誌を出されていると思います。ですから、このオープン時、非

常に苦しいところではありますが、バックにＪＡグループ３つついておりますし、状況を

見ながら仕入れ商品というもの、あるいは、農協間連携ということで、今、南さつまＪＡ

ですけれども、２０日に協定書を交わして、こちらの品物を向こうで売ってもらい、向こ

うの品物をこちらで売るというような、全国展開をまず足場にしていけたらというような

ことで、一、二年はやはり出荷者が成長するまで先輩諸氏のめっけもん広場やさいさいき

て屋のように追いつくには五、六年はかかるとは思いますけども、じっくりと構えて栽培

更新もしながらしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私が一番心配しておるのは、周辺の道路事情であったり、交通の混雑

の状況やら、先般も八木の交差点周辺、かなり渋滞というか、そういうようなイベントか

何かあったんか知らんねんけんど、そういうような状況も聞くねんけんど、このプレオー

プンからこの辺のとこ、周辺の道路状況というか、道路の混雑状況等をしっかりと精査し

て、今後、進入道路であったり、その辺のことも将来的に計画していただきたいと思うん

で、その辺の周辺の交通の状況というか、その辺もこの期間中に十分調査していただきた

いなと思うねんけんど、その辺の調査というのは、市単独で通行調査であったり、あんな
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んはできるのですか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   通行調査とまではいってないんですけども、

今現在、花みどりフェア開催にあわせて、商工観光課のほうで淡路全体の交通の対応とい

うような形になっております。 

  南あわじ市はイングランドの丘周辺を中心にということで、今、特に連休、それから花

みどりフェア後ですけども、９月にも５日間の連休がございます。それらについて、中山、

それから、今、農協と協議している農協の横の酪農協跡、それから新庁舎の駐車場が土・

日も開庁ですので使えるかどうかというような部分も含めて、図面も添えながら、花博の

３カ月の予想について、１.２倍から１.８倍の場合はどうなるかということを商工観光課

でもいろんな書類をつくっていただいて協議をしております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   １４日楽しみに、ほんまに、どういうような品ぞろえなり、どういう

ような状況かというのを私も楽しみにしとんので、当然、２階のレストラン部分もしっか

りした、そういうふうな、ある程度、新聞でどんどん情報発信もしていただいとるさかい、

楽しみにしとるんです。 

  頑張って、食の拠点推進に当たり、今後の意気込みだけ一言言うてください。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   意気込みは非常にあります。今からスタート

ということで、ちょっと長くなったらいかんので短くします。 

  やはり、今から目指すのは、つくることはすごくプロがいっぱいいるんですけれども、

売ることが下手くそというのが、ちょっと言葉は悪かったですけども、それを何とか、こ

れを機会に、以前、長船委員さんからもいろんなＩＣＴ使ったやつを一遍考えというよう

な御指摘もありました。そういうのも含めてどんどんＰＲしていって、所得の確保をして、

何とか人口減少を食いとめたいと、仕事づくりにつなげていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   この下にある６次産業化推進という、ひょうご６次産業化ネットワー

ク活動に３,１００万ぐらい、今回新規でついとんねんけど、この辺は、ひょうご６次産

業化に向けて食の拠点と何か関連したような事業で県から補助がついたんですか。この下

に、ひょうご６次産業化ネットワーク活動というやつがついとんねんけど。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   これにつきましては、国のトンネル事業でございます。 

  これは、国から２分の１補助ということで、６次産業によるネットワークの連携という

ことで施設整備を支援するということで、事業主体が決まっておるんですけども、そちら

のほうで主体を行い、国からの補助をもらうというような形になっております。 

  この内容につきましては、冷蔵施設なり、搾油機とかをつくるというようなことになっ

ております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これは国の全額補助か、違うんけ。 

 

○原口育大委員長   農林振興課長。 

 

○農林振興課長（宮崎須次）   この３,１７５万円につきましては、国が２分の１補助

となっております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この６次産業の財源内訳を見ると、国庫支出金３,４３７万円で全額、

そしたら、このやつは私の誤解ですか。 

  わかりました。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   同じく１３５ページの食の拠点について聞きたいと思うんですが、谷

口委員が私の聞かんなんことを９９％言ってくれたんですが、一つだけ残っておるのがあ
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りましたので聞かせてもらいたいと思います。 

  １３５ページのシャトルバス運行負担金９００万円とあるんですが、農業振興費でこの

シャトルバス運行負担金９００万円、どこへ行くんですか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   食の拠点周辺、イングランド周辺の駐車場の

パンクした場合のシャトルバス運行費になっております。 

  これにつきましては、食の拠点施設ができることによって駐車場が減りました。計画で

は、ほ場整備とあわせて正式に１ヘクタール程度の駐車場をつくる予定でございますが、

やはり、非農用地設定等の部分がありますので、約３年間、非常に苦しいところではあり

ますが、駐車場を確保することができませんので、中山であったりピストン運動のシャト

ルバス中心に予算を上げさせていただきました。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   これ、課長、今現在、イングランドの丘を運営しておる場合に、１日

５,０００人か６,０００人の入場者数をめどに、イングランドの丘がシャトルバスを出し

ておるということのように聞いておるんですが、これ、食の拠点ができたときに、結局、

イングランドの丘のお客さんが来ておるんか、食の拠点へ来ておるお客さんなのか、ある

いは、行ったついでにどっちかに寄りよるんか、この辺、色分けできるはずがないですわ

ね。 

  これは、普通に考えたら、イングランドの丘はイングランドの丘を運営しよるので、シ

ャトルバスはイングランドの丘が費用を出してシャトルバスを運用しよるのでしょう。市

が出しとるんですか、これは、イングランドの丘の場合。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   従来はイングランドの丘が出しております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   そうでしょう。ですから、今回の場合も、食の拠点がやった場合には、

運営会社がイングランドの丘と協議しながら、そのシャトルバスをいつ、どういう時点で

出すかを判断して、費用負担はどのようにするかというのは、その駐車場を共有しとると
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ころが話し合いをして出すんが当たり前やと思うんです。 

  まず、その点についてどう思いますか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   印部委員さんおっしゃるとおりでございます。

今、協議をしております。割合は今、調整中ではありますが。 

  ただ、この９００万円につきましては、本来、駐車場をきちっと整備した上で指定管理

をするという前提でしております。 

  ほ場整備がございますので、地域から単独買収はやめてくださいと、あくまでも非農用

地設定で集中して第２期工事、加工施設体験農園、研修農園もつくろうとしておりますが、

それとあわせて一体的にお願いしますというほ場整備委員会からの要請もございましたの

で、今、仮説駐車場ということで、３年間の契約を取りながら、その間、市として本来あ

るべき駐車場がありませんので、補完をしていきたいというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   ですから、私はあと数年間で駐車場とかもろもろの整備できると言い

ましたけど、これは何も市がシャトルバスをイングランドの丘と同じ市との協議になるわ

けやな、この予算書から見たら。９００万円市が出すわけでしょう。ですから、イングラ

ンドの丘と市と協議してシャトルバスの費用を割り振りする話し合いせんなんということ

になる。 

  基本的には、さっき言ったように、運営会社とイングランドの丘、いわゆる農業公園が

協議しながらやるんが当たり前。 

  ですから、私はこのお金の出方、９００万円は運営会社に補助金として出す。補助金と

して出して、運営会社が運営費の中へ埋め込んでしもて、イングランドの丘と協議しなが

らシャトルバスの経費を負担割合を決めて出費していくという形を取るのが正しいと思う

んですがね。 

  要るやつは皆出したらええねん、ここまで来てやるのやから必要なお金は出さんとしゃ

あない。しゃあないねんけれども、お金の出し方として、市から直でイングランドの丘と

協議しながらシャトルバスの費用を分担するというのはおかしい。やっぱり、運営会社と

イングランドの丘が協議して出すんが正しい。そのためにお金が必要ならば、市が運営会

社に補助金を出したらええ。 

  結局、この１３７ページの、先ほど言いました２００万円、３００万円の補助金でも、

県と市が随伴して出しとるわけ。これが運営会社に行くんか施設に行くんか知りませんけ
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どね。 

  そうせんと、今後いろんな事業を行ってきた場合、民間会社と市とが出せというような

ことになったらおかしい。やっぱり、その施設を使う民間会社なら民間会社が利用料を出

すんが当たり前やと思う。どない思いますか。 

 

○原口育大委員長   食の拠点推進課長。 

 

○食の拠点事業推進室課長（喜田憲和）   印部委員さん言われることはもっともかと思

いますが、私どもは負担金として置かせていただいております。 

  これは、あくまでも、本来、市が既に整備しなければならないことがおくれていると。

それに対して発生する経費について、全体的にイングランドの丘と会社と協議しながら幾

ら要るのだと。 

  まだ、予測はできてませんが、今、全体では３,０００万円弱要るのではないかという

ような試算をいただいております。この内容は精査中ではありますけれども、そのイング

ランドの丘とあわじ島まるごと会社との協議も今、継続してやっておるわけなんですけど

も、全体の中で３分の１程度にその予算上はなるわけなんですが、負担金として上げさせ

ていただいております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   もうこれ以上言いませんけど、負担金として出すんなら、運営会社に

運営負担金として出したらええねん。そのほうが正しいと思いますよ。いずれにしても、

市から出るのは間違いないねんけどね。 

  こういう縦分けで出しとった場合、今後、違う事業でこういうケースが起こったときに

おかしい関係になると、私は思います。 

  それも、課長がそういうことでやるいうのやから、何も構わんのやけれども、構わんの

やけれども、やり方としたら運営会社に補助金、負担金、もし指定管理した場合、指定管

理料として払って、そこからやるんが正しいと私は思います。別に反論の答弁、要らんね

んけど。 

  そやから、もし、私の言うことが正しいと思うんなら、そういうふうにしていただいた

らいいと思います。それでよろしい。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  長船委員。 
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○長船吉博委員   水産業振興費、浅海域増殖事業補助金１００万円、これはどういう事

業ですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   この事業につきましては、福良湾の多目的のメガフロー

トの周辺でございますけれども、あそこに投石事業をしておりましたけれども、福良漁協

さんのほうから、これからはつくり、育てていく漁業に転換していきたいというふうな要

望がございまして、そこへ、いわゆる稚魚、それから稚貝の放流をして、そこの魚営を復

活させていくというふうな事業に転換していくというふうなところでございます。それに

ついての補助でございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   これ、今、つくり育てる漁業というふうな目的でやっていくと言うん

やけども、今年度初めての事業でしょう、その海域では。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   はい、平成２７年度新規でございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   こういう事業は、１年、２年ではとても魚が育たないという事業だと

僕は思っております。 

  ですから、せっかくやる限りには、最低でも１０年、そのぐらいは目途としてやってい

ってほしいなと思うんですけども、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   委員さんのおっしゃることはもっともでございます。今

回の事業につきましては、３年間の継続事業として取り組んでおります。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 
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○長船吉博委員   それで、するのはいいんですよ、するのは。しかし、効果、年々の効

果。要は、海中で放流した、そこに魚が１年でどのぐらい育った、また、貝がどのぐらい

ついた、定着した。そこらの追跡調査、そこらも必要ではないかと思うんですけども、そ

こらは、この事業としてはやらないんですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   この事業について、それを特別やるというふうなことは

予定しておりませんが、これでなしに、毎年、並型魚礁の事業を各漁協で取り組んでいた

だいておりますけれども、それの附帯事業ということで、効果調査を年々実施しておりま

す。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   それはよしとして、これはもう大分前にも言ったんやけども、結構海

の底を見れるカメラがようなって、ほんまに安いカメラで結構、海中カメラ出てきとんね

ん。だから、そんなんでも、僕の記憶であったら１０万円ほどの金額で買えると思うんや

けども、そんなんで一つ、事業をやる限りには、やっぱりそういう効果が出ているのか、

この海域で効果が出ているのかというのはやっぱり必要やと思うんです。そこら、再度、

漁協と協議して検討してください。 

  もう１点、漁業で。去年つけてあったひじきの養殖研究開発、これ、ことしないんやけ

ども、これは研究開発は終了したの。ひじきの養殖は今後、定着してできるということで

終わったんですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   この事業につきましては、おととし、南淡漁協さんが県

の単費を使用して、とりあえず先行して事業に取り組んでいただいておりました。 

  平成２６年度にそれを引き続き、いわゆる市単事業ということで取り組んでみてはどう

かというふうなことで予算化させていただいておりましたけれども、南淡漁協さんのほう

がちょっとやり方に失敗してしまいまして、商品化まではいかんかったというふうな結果

が出てしまいまして、どうしても今回はこらえてくれというふうなところがありまして、

やむなく未実施というふうなことになってしまいまして、平成２７年度につきましては手

を挙げていただける漁協さんがなかったものですから、その部分は削除させていただきま

した。 



－ 304 － 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ちょうど、もうぼちぼちひじきを刈る季節なんですよね。残念ですよ

ね。一つ、また今後もそういうのも考えてほしいなというふうに思っております。 

  最後にもう一つ、１５２ページ、離島漁業再生支援事業、この事業は沼島の漁業の再生

支援だと思うんですけども、結構幅広い事業をやっておると思うんですけども、今までど

ういう事業を主としてやってきたのか、ちょっとお聞かせください。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   この事業につきましては、いわゆる離島の漁業を振興さ

せるというふうな事業でございまして、幅広い使い方がいろいろできております。 

  その中で主なものといたしましては、いわゆる魚礁の設置、それから、先ほどもありま

したけれども、海底耕耘事業、それから出荷用の生けすの設置、それから海岸清掃等々、

幅広くいろいろ今まで事業を展開しておりまして、この平成２６年度の事業で、いわゆる

食の拠点に出店する干物を加工する加工場を検討しております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、その加工場、かなり、そこそこの規模の加工場をつくるんですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   予算も限られておりますので、その限られた予算の中で

設置するものでございますから、現在の計画では日量大体１００枚ぐらいの一夜干しがつ

くれるような加工場でございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   加工場といって、今から干物をするのは季節外れになってくるんやな。

そやから乾燥機、乾燥場が必要になってくると思う、今から干物つくろうと思ったら。冬

場だったら天日でそのまま乾燥できるんですけども、加工場にそういう乾燥場をつくるん

ですか。 
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○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   いわゆる、今現在設置しておる加工場が、その乾燥加工

場でございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ある程度安定した商品を供給していかないかんわけですよね、食の拠

点でも。 

  そやから、それなりに加工した分を冷凍保存して安定供給を図っていくということにな

れば、やはり、そういう冷蔵設備、そこらも必要になってくるんですけども、そこらいか

がですか。 

 

○原口育大委員長   水産振興課長。 

 

○水産振興課長（榎本輝夫）   それにつきましても、規模は小さいですけれども、マイ

ナス６０度の急速冷凍機を３機、今、購入しております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   でき得る限り安定供給を目指していただきたいなと思っております。 

  これは、私事ですけれども、特に私はエソの干物が好きなんです。これ、ただみたいな

魚なんですよ、本当に。それが塩かげんによって本当においしいですから、僕ら、知り合

いに、淡路違うよその知り合いの方によくそれを上げるんです。頭ついてないから、エソ

の顔が見えん。やると、長船さん、あれおいしかったわ、あれ、また欲しいわって言われ

るんです。 

  ですから、そういう、こんなん言葉悪いかもわからんけど、二束三文のやつに付加価値

をつけて販売するというのが利益を上げるコツだと僕は思ってますので、また一つそんな

んも努力してやってほしいなと思います。 

  終わっときます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   １４１ページのほ場整備について聞きます。 

  これは、補正のときに神田部長は、平成２６年度のほ場整備の事業費は、国の平成２５
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年度の補正の繰り越しでやっておるということだったんですね。 

  平成２７年度についてはどうなるか定かでないというような類のことを言ってたと思う

んですが、この１４１ページの予算書を見ておりますと、我々はほ場整備というのは国５

０％、県２６.５％か２７％、残り市と受益者というふうに思っておるんですが、この財

源内訳見たときに、この比率が全く違うんですが、まず、この財源内訳について説明いた

だけますか。 

 

○原口育大委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   委員おっしゃっておりますほ場整備の財源の話なんです

けども、事業によりましては県営事業、また団体営の事業がございまして、その中で事業

によっては県負担分、市負担分、地元負担分の割合が変わりますので、財源内訳が変わっ

てきております。そういうことで、一律ではございませんので、こういう形になっており

ます。 

  県営におきましては、負担分につきましては国５０％、県費が２７.５％、市負担１

０％、地元負担１２.５％が現行の負担区分となっております。団体営につきましては、

国５０％、県１３.５％、市負担２４.０％、地元負担１２.５％ということで、地元負担

につきましては同％という形で市のほうは考えておりますけれども、県費の負担分が下が

る団体営につきましては下がりますので、市の負担がふえております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今の課長の説明は、それはそれでいいんですが、この予算書ぱっと見

たときに、国県支出金が２,８００万円、地方債１億５,０００万円、一般財源１,５００

万円というようになっておるでしょう。 

  これは、今言ったことに当てはまっていきますか。 

 

○原口育大委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   個々に積み上げますと当てはまります。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   それで部長、平成２７年度のこの予算について事業を執行していく上
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において非常に不安視しておりましたが、事業計画は大丈夫ですか。 

 

○原口育大委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   平成２７年度につきましては１億円、こういう形で県に

対して予算要望しております。 

  ただ、これは国の事業につきましては、国の予算につきましては予算確保がなされてお

りますけれども、事業によりまして補助金事業と交付金事業に分かれております。 

  交付金事業につきましては、なかなかつきにくいという現状がございまして、補助金事

業につきましては、予算のつきようがよいということで、私ども、南あわじ市につきまし

ては交付金事業が今までの経過の中で多いというのが現状でございます。 

  そういう中で、先日の部長からの答弁では、ちょっと不安視する部分があるということ

の回答をさせていただいておるかと思います。 

  今後の方策としましては、補助金事業と交付金事業につきましては、補助金事業のほう

はやや採択条件が厳しゅうございます。ですが、予算確保という観点、また、地方を活性

化するということにつきますと、人・農地プランとか、集積率とかの要件が厳しくなるん

ですが、最終的にはその方が地元の活性化につながるかと思います。 

  今後としましては、補助金化を目指して、事業化を目指して取り組んでいくほうがいい

のかなということで考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   私は、財源内訳も大事やけど、今、とにかく我々が目につくのは、特

に全部までわかりませんけど、目につくのは神代の８０町の構造改善事業、北阿万の、そ

れも８０町ぐらいの構造改善事業、現実に今、動いとんでしょう。 

  それが、途中、今やりかけてストップが起こるようなことがあったら大変なことだと思

うんです。とにかく、それを心配しとるわけですよね。 

  それのめどさえ立っとったら、そんでいいんであって、もし、うが悪いならうが悪いで、

早めに財源措置をしておいてもらわんと農家も困るし、今後、ほ場整備する地域にとって

も、やっぱり不安があると思うんで、そこらはしっかりやってほしいということです。 

  答弁、お願いします。 

 

○原口育大委員長   農地整備課長。 

 

○農地整備課長（和田昌治）   今後の方策としましては、農業予算につきましては補正
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予算等が出てくる時期がございます。 

  交付金事業についてはなかなかつきにくいという現状がございますが、補正予算の時期

にうまく情報を捉えながら予算確保に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あちこち飛んで申しわけないんですが、１５３ページのゆとりっくの

施設改修工事費７５０万円、これはろ過器の改修工事というふうに聞いておるんですが、

この内容の説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ゆとりっくの改修工事につきましては、ろ過器でござい

ます。現在、温泉のほうのろ過器、それから水風呂のほうのろ過器、この２機が非常に調

子が悪いということで、今回入れかえするというふうな工事でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   このゆとりっく施設にろ過器は全部で何機あるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   温泉につきましては、２つの施設がございまして、確実

に男子と女子が入れかわって利用しておるということでございますが、この２つの温浴施

設に温泉、それから水風呂、それぞれ２機ずつございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   プールのほうはろ過器はないんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   プールのほうは、詳しく数まではちょっと聞いておりま
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せんが、ろ過器もあるというふうに聞いております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これまでに、ろ過器の改修はやってるんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   開設からはやってないということで、先ほど申しました

ように、もう一つの温浴施設、これについてもかなり老朽化しておりますので、近いうち

には改修を行わなければならないというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この間、ゆとりっくが非常に、正月早々に何か排水ポンプが、ろ過器

のポンプがとまって片肺飛行で休止するというようなことがあったんですね。 

  これまでにも、年に何回かは配管工事で利用できませんというような案内がよく流れる

んですよ。 

  このろ過器についても、あらかじめ悪いということがわかっておれば、先に手を打って

おかないと、営業しておって、またしばらく休みますというようなことになりますと、こ

のお風呂はどないなっとんのかなということで、やっぱりお客さんに対しても安定感がな

いというか、いろいろ問題起こると思うんですね。 

  そういうことで、例えば、聞くところによりますと、旅行会社とタイアップをしておっ

たツアーが休館になったということで、そのお客さん逃がしたとか、これまでにあったよ

うですね。ですから、風評的な問題に加えて、実質的な損失というのも出てくると思うん

ですね。 

  施設の修繕とか保守とかいうことには相当それは気を使ってると思うんですけども、営

業を中止をして、たびたび施設の補修をするというのは非常にイメージ的にも悪い、営業

的にもプラスには絶対ならないというように思うんですよ。 

  ですから、早め、早めの手だてを打っていくということが大事なんではないかというふ

うに思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ゆとりっくの施設につきましては、指定管理料の中に幾
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分かの修繕費というのを積んで渡しておりまして、緊急に故障したとか、そういうような

場合は指定管理者のほうで対応していただいておるところですが、大きな工事費のかかる

改修につきましては年次計画を立てまして、順次、市のほうで行っていっている次第でご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   施設改修についての考え方というのはいろいろあるかと思うんですけ

れども、緊急ということであっても、施設を休まんとあかんような修理というのは極力避

けないといけないと思うんですね。 

  一層、どこかで大きなリニューアルということも今後課題になってくるのではないかと

思っておるんですけども、その点、どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この施設もかれこれ２０年経過しようかと思います。 

  それで、もともとここは地盤も悪いところでございまして、再々漏水等もしておったと。

その都度、緊急に工事しておったということで、根本的に漏水についても現在直っており

ません。 

  ですから、リニューアルという形で全面的な改修が将来、必要ではないかというふうに

は思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、営業努力もしておる中にあって、旅行会社と組んだツアー

というのも非常に大きかった収入源がなくなって、その分で経営的に厳しい面も生まれた

と聞いてるんですよね。 

  そんな面、やはり、指定管理を受けてる団体、管理者法人の努力ということもあるんで

すけれども、その努力では賄いきれない部分ということが、そういう施設の不備による営

業へのマイナスということもあるとすれば、やっぱり、その点はしっかりと対応しておか

ないと、指定管理をすることによって需用費を市のほうでは削減できたというようなこと

もあったんだけども、実際に施設が老朽化してきて、受けた法人が厳しいことになるとい

うことになれば何しとるかわからんというようなことも、話ししたら本当にそのとおりだ

ということもありましたので、かなり改修をするということになると費用もかかってきて

大変だと思うんだけれども、指定管理をしてる以上の責任というのか、市としての責任も
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やっぱり一方ではあるのかなというふうに思いますので、その点はしっかりとした対応を

やってほしいと。 

  将来的にということではなくて、もう既に事態は始まってるという認識を持っていただ

きたいと思うんですけどね。部長、いかがですかね。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   ゆとりっく施設については平成７年の完成ということで、

それで指定管理をしたときに、一部リニューアルをいたしました。それで指定管理をして

おりますけども、先ほど課長も言いましたように、漏水箇所が埋設でわからない箇所もあ

ります。 

  これについては、今、課長も言いましたように、年次計画に基づいてある程度修繕をや

って、最終的にはやっぱりリニューアルも必要かなと思いますけども、今のところは年次

計画で進んでいきたいなと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   年次計画というのは、どんな年次計画があるんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   老朽化に伴いまして、壊れてるというんか、限界が来て

るというふうなところを調査していただいて順次やっていただいておるということで、平

成２６年度につきましてはボイラーであるとか、それから空調設備等をしております。 

  今度、平成２７年度ではろ過器の改修ということで、今後もそういった古い、悪いとこ

ろについては調査をしていただくように、指定管理者にお願いしているところでございま

す。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   対症療法でいくと営業にも支障が出てくると、実際に、営業実績なん

か見ておると、やはり休むことによってマイナス面がきっと出てると思うんですよ。 

  そういうものも経営に厳しく影響を与えてるというふうに思うんですけど、ゆとりっく

のほうの経営も努力してると思うんだけども、順調にはなかなかいってないようにも聞い

てるんですけども。 
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  ですから、それは、先ほども繰り返し言うんだけども、指定管理を受けてる企業が努力

をしておっても、それを上回るだけのマイナス要因があったら、努力しておることが実ら

ないということを思うんですよね。 

  それと、今、配管工事について、埋設箇所を調査するというようなこともあったわけで

すけど、配管がされたと思わしき図面と実際の配管の位置とが違ってたりしてるというふ

うに、責任者はかわってるんですけど、前の責任者の方はそんなこと言ってましたよね。 

  そういうことがあったんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ゆとりっくの図面につきましては、竣工図面がないとい

うところで、地下の配管については建屋の下に埋まっておるとこで、漏水しておるかわか

らないというような状況が事実ございました。 

  今までの改修につきましては、露出配管という形で対応しているところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、いろいろマイナス要因が多過ぎるんですよ。 

  漏水をしてると、それは電気料金であったり、あるいはガス料金にもはね返りますよね。

それから、聞くところによると、この温泉だったって、なかなか今、厳しくなってきてる

と。貴重な温泉が地下に流れ出していってるということでしょう、漏水するということは。

いろんな意味でこれ損失があるんですよ。 

  しかも、いざ直そうとしたら、どこで漏水してるかわからない。どこに配管が通ってる

かわからないというような、そんなていたらくな中にあって、ゆとりっくというのが本当

に安定してやっていけるというふうに僕は思えないんですよ。年次計画の考え方も変えな

いといけないん違いますか。 

  もう一度、この計画そのものを根本から洗い直していかないと、行く行くは受ける法人

がなくなっていく心配もしますよね。 

  実際に今、運営してる方たちに対しての負担感というのも非常に強くなってるんじゃな

いんですか。その点、どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   当然、市の建物でございますので、市が民間等に指定管

理するときは、経営がすぐにでも行える状態で渡すのが当然であるというふうには考えて
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おります。 

  今現在、指定管理を受けているところについては非常に努力をしていただいておるとこ

ろでございますが、今後、次の指定管理等までにはきちっとリニューアルというんか、い

い状態の形でお渡しできるようにというふうには思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それと、実際に残ってる図面と現状とが違うということになったら、

施工業者に瑕疵はないですか。施工業者に問題ないんですか。どうなんですか。そういう

可能性もないとは言えないでしょう。 

  どうですか。施工業者に実際に指定した図面と完成したものとが違うと、違ってたらど

こが違ってるかということを残して、後のメンテナンスができるようにしておくというの

が施工業者の責任じゃないの。 

  あるいは、工程管理をしている方たちの責任ではないんですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   これについては、平成７年の完成で、２０年近くたって

おる施設でございます。 

  この瑕疵については、一応調べてみたいと思います。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩いたします。 

  再開は４時３０分といたします。 

 

（休憩 午後 ４時２１分） 

 

（再開 午後 ４時３０分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  先ほどの資料を机上配付いたしましたのでごらんおきください。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ言うたわけですけれども、やはり、いろんな営業を進めてい

く上で指定管理をするということですので、市としては瑕疵をなくしていくと、営業しや

すい状態にするために、今の年次計画ではちょっと遅いと思うので、やっぱり年次計画の
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見直しをやってもらって、早急に瑕疵をなくすということで努力していただきたいと思う

んですけども、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   当然、今、ゆとりっくについては配管が地中の中に入っ

てるということで、この年次計画については、また、どのように行っていくのか、再度検

討してみたいと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １５７ページ、観光費ですけども、鳴門岬周遊運行補助金７０万円に

ついて説明をお願いします。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   鳴門岬周遊運行補助でございますが、これにつきまして

は、公共交通機関を利用して来られた観光客の方が、観光施設及び宿泊施設等に移動する

ための交通手段がなく、やむなくタクシーを利用するといったような費用も問題がありま

す。 

  特に、福良なないろ館前までバスで来られた方が、休暇村及びロイヤルホテル、道の駅

うずしお、そういった方面には公共交通機関がないということで、その周遊ルートを委託

して運行していただいている分の補助ということでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   これは観光客のためですか、一般の、例えば市民とか、福良のなない

ろ館前から刈藻とか、伊毘とか、そういう方は利用できないんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   目的は観光客ということでございますが、観光客だけで

なく、このシャトルバスルート上の地域住民の方にも自由に利用していただけるというこ

とで、現実に地域の方も使っているというのが事実でございます。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   総額どのぐらいの経費が要って、７０万円の補助になっておるんです

か。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   事業費で平成２７年度の予算要望来ておりますが、７８

２万８,０００円ということで、それに対する自己資金が７１２万８,０００円、市の補助

金が７０万円ということでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   実は、このバスを利用したいということで伊毘とか刈藻の人が運行し

ているところにかけ合うてお願いしておったんですが、なかなか現実的には無理だなとい

うことで、今とまっておるんですけど、その辺は、市のほうから何かバックアップをして

くれるようなことはできないんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   その話は私どものほうでは伺っていないんですけども、

この運行につきましては、大鳴門橋シャトルバス運行委員会というものがございまして、

今現在８名の方がその委員として加入していただいております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要望して終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   資料のことでちょっとお尋ねするねんけど、結局、南あわじ地区の会

費というのは３市の中で一番多いと、市が一番、皆、１,２５０万円と１００万円とで１,

３５０万円ということで、支出の項で見ておったら、南あわじ市、案内所の管理というや
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つが岩屋とか洲本の案内の管理者に対して、今度、一番南あわじ市の案内所の管理費とい

うやつが少ないように思われるねんけど、この辺は、なぜ会員の地区の協会費の支出が南

あわじ市が４６０万円で一番多くて、淡路市２００万円、洲本市３６０万円か。それで３

市の負担は一緒。負担が一番多くて、管理の運営経費が南あわじ市が一番少ないというよ

うなことは、これはなぜですか。 

  南あわじ市は観光施設が一番多いさかい会費が一番多いんでしょう。にもかかわらず、

南あわじ市の案内所の管理経費は少うて、なおかつ食の拠点のところへ人員のスタッフと

いうか、そういうのを配置してくれらんと、こんなんで今までずっと来とんのですか、協

会の運営。 

  この理解、間違うとる、僕。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この会費収入については、南あわじ市の会員さん、結構

あります。 

  それで、この会費の事業について２分の１相当分が地区会の事業ということになってお

ります。 

  また、市の補助金については一律ですけども、先ほど谷口委員さんおっしゃる管理事務

所の運営経費が全然違うという御質問だと思います。 

  ただ、ほかにも、この補助金等収入の中で緊急雇用の委託料ということで、洲本市、淡

路市については人員派遣をしておりまして、その分の人件費については洲本市さん、淡路

市さんは負担をしてるというのが現実でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ようわかったんか、わからんのか、わからんねんけど、とにかく南あ

わじ市は、私はほんまにちょっとこの観光協会に対しては、もっと意見を言うべきやと思

うんです。 

  一度、観光協会と所管課、観光いうたら所管、我々違うんか。 

  要らんこと言わんと、これで終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   １５３ページの売り出そう！南あわじ物産販売促進業務委託料１５０
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万円、これはどこへ委託料を払ってるんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この委託につきましては、南あわじ市特産物販路拡大物

産店協議会という会がございまして、この会のほうへ支払いしております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、そこの協会は年に何回、どういった活動されてるんで

すか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   平成２５年度の事業報告から見ますと、まず、西宮市と

の交流がございまして、４月と１０月に「南あわじ＆西宮とれとれ市」、また、秋には

「西宮酒ぐらルネサンス」というところへ出店、また特産物の販売等に行っております。 

  それから、大阪とのつながりということで、大阪ミナミ活性化事業「ふるさと市場」と

いうことで、大阪難波カーニバルホールのほうで同じく物産店と販売を行っております。 

  また、ほかにもインターネット販売への基盤づくりであるとか、それから瓦の販路拡大

事業ということで、瓦組合とともに平成２５年度は朝来市、また豊岡市のほうへＰＲに行

っておるというのが事業でございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   南あわじ物産の中身はどういった物産があるんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   まず、農産物、野菜、それから生産物、水産の加工品で

あるとか、魚、また、そうめん、それから瓦のＰＲというふうなところでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、１４４ページでも農林水産業の関係になると思うんで
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すが、地域物産物ＰＲイベント補助金とかいうの３１０万円とあるんですが、これとはま

た違う形で出してるということになるんですか。 

  そうしますと、先ほど言いました１４４ページの地域特産物ＰＲイベント補助金という

のは、これはまたどこへ出してる補助金になるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   この１４４ページの地域特産物ＰＲイベント補助金とい

うのにつきましては、ファームパーク、イングランドの丘のほうで行っておる特産物のＰ

Ｒということでございます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この平成２７年度については地方創生という形でいろんなメニューが

あると思うんですが、こういう販売促進のメニューについては、もっといろんなメニュー

があるように思うんですが、そういうメニューはないんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   今まではこういった都会のほうで南あわじ市のファンを

ふやそうということで特産物等ＰＲしてきました。 

  関西圏では、今までは大阪、西宮で行っていましたが、平成２７年度は首都圏、東京の

ほうへも販路を開拓していこうというふうな計画をしております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   歳出の目的別の全体像を見ますと、今回、平成２６年度より予算が減

ってるというのが、総務費と、議会費もそうなんですが、議会費、総務費、労働費と、あ

と商工費と、公債費と書いてあるのはまた別と考えますと、そういうことから言いますと、

商工費が減ってるというのがどうももう少し予算を組んで、もっと地域の産業の活性化な

り、また販促等に力を入れるべきではなかったのかなと思いますが、全体的にこういう金

額が減った理由というのはどういう理由なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   工事のほうで、いろいろな改修工事等行っておりますけ

れども、大きなところでは、平成２６年度は大鳴門橋記念館の人形座跡地の改修に約４,

０００万円ほど要りました。その分が減になっているのも一つの例かと思います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、こういう商工振興費の中の販促関係の予算については

減ってはないと、全体的に逆にふえていると考えてよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   経常的なものにつきましては、例年並みの額を置いてご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   前年並みでええのかどうかという問題もあると思うんですが、確か、

いろんなメニューが今回、平成２７年度の予算であったように思うんです。 

  ただ、経済産業省になってくると、市なんか通さんと企業のほうへ直接流れる分があっ

て、これだけの金額しかないのかなと思ったりするんですが、その辺はどうですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   これにつきましては、熊田委員さんの一般質問の中でい

ろいろと国の施策、国が募集提案して独自にする中で、商工会なり、また、さまざまな事

業が単独で、うちの予算に載らない事業がかなりあると思います。 

  うちの分についてはこういう予算になってますけども、そういうやつは、また一般質問

にもありましたように、情報提供なりして進んでいきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １５５ページのふれあい公園の維持管理委託料、９３６万円予算計上

されておるんですが、平成２６年度ではこの部分が１,１３５万円ということで、２００

万円ほどの減額になっておるようですが、新年度の予算計上した中身、その詳細と、これ
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が減っておる理由等について説明いただけますか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ふれあい公園の維持管理業務につきましては、年間通じ

てシルバー人材センターのほうへ管理委託を管理しておるわけでございますが、一般清掃、

また植栽管理ということで、内容につきましてはふれあい公園、じゃぶじゃぶ池、第２グ

ラウンドの管理、それから駐車場２カ所、トイレ、進入道路等の日々の軽微な清掃及び植

栽管理ということで、内容につきましては変わっておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それと、この２００万円を減額した理由は何なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   減額の理由ということよりも、１年間の作業の実績を積

み上げまして、その中から算出した数字がことしの予算ということになっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   第２グラウンドというのは、どんなグラウンドなんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   ふれあい公園の一番奥のほうの芝生のグラウンドでござ

います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   芝生ですけど、芝生生えてますか。芝生がちゃんと生えそろってます

か。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 
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○商工観光課長（阿部員久）   第２グラウンドの芝生でございますが、芝生の水やりで

あるとか、それから刈り取り、それもシルバーのほうで行ってもらっておりますが、何分、

あそこにつきましては、地形といいますか、地質がちょっと悪いということで、なかなか

芝がなじまないというのが現状でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あれは確か、ｔｏｔｏの補助をもらって、少年サッカー場をつくると。

きれいな芝生が生えてたようには記憶しておるんです。 

  すぐに芝生が枯れてしまって、その当時はあの管理はサンライズでやっておったのかな。

その管理が非常に不十分であって、シルバーに頼んだと。シルバーに頼んでも芝生の養生

というのは、シルバーの方々よりもやはり専門の業者が行ったり、あるいは土壌改良など

をしないと、なかなか難しいのではないかというふうに見ておるんですね。 

  ｔｏｔｏの補助金をもらってやったということですが、今度、教育のほうでもサッカー

場の調査費がついておるんですけど、こういういろんな補助をもらうんですけども、サッ

カーであればサッカー協会であったりｔｏｔｏであったり、いろんな助成をしてくれる団

体が結構あるんですけども、こうしたものを放置しておくと、今後、難しい問題が起こっ

てくるんじゃないかなというような印象を持っておるんですけども。 

  この面でもちょっと計画を持ってやるべきではないのかなと、復旧をしないと、目的が

やっぱり達成されてないと非常に悪いんじゃないかなというふうに思っておるんですが。

その点、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   今のように、一度傷んでしまいますとなかなか復旧は難

しいというふうに考えてはおります。 

  シルバーさんに委託はしておりますが、シルバーさんでは手に負えない部分が多々あろ

うかと思いますので、今後は芝生のもう一度植えかえといいますか、根本的な改修を行わ

ないと元のようにはなかなか戻らないというふうに考えます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   せっかく子供たちのために、あるいは老人会からの要望も受けてつく

ったものが十分に活用されないで傷んでしまっていくということは大変なことだろうと思

うんですね。 
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  結局、つくっただけではなくて、それを運用したり維持管理をするというコストもしっ

かり考えながらこれはやっぱりやっていくべきだろうというふうに思ってるわけです。 

  そうした予算も、やはり早くやっていかないと問題が残るというふうに思いますので、

早急な改修なり補修なり、事業費を置かないと、かなり大きな金額置かないと復旧にはい

かないと思います。頑張って予算取ってもらうように、補正予算でも結構ですので、今回、

この予算には出てこないですけど、早急な改修のための計画案を市長に対して出していた

だきたいというように思います。 

  終わっときます。 

  もう１点。 

  １５６ページ、南あわじ温泉郷連絡協議会補助金ということになってます。この温泉郷

連絡協議会の活動目的は何なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   南あわじ市には温泉の泉源が六つございまして、この六

つの温泉の知名度も非常に低いということで、ＰＲであるとか、また適切な管理、それか

ら、保健衛生対策としてレジオネラ菌の検査等を行っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   六つの温泉源があるということですが、それぞれの温泉は十分なお湯

を出していただいてるんですか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   先ほどもさんゆ～館並びにゆーぷる等のときにも御質問

がございましたが、六つというのは、サンライズ温泉、うずしお温泉、三原温泉、南淡温

泉、筒井温泉、潮崎温泉というふうにあるわけでございますが、それぞれ所有者、また管

理も異なっております。 

  私のほうで把握しておるところでは、うずしお温泉にちょっと聞いたわけでございます

が、温泉の量が幾分減少しておるというふうなことでございます。まだまだ大丈夫という

ことですが、減ってきておるのは事実であるというふうに聞いております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   まだまだ大丈夫ということなんですけども、かなり取水を制限してる

というふうに聞いておるんですね。 

  これを活用しているうずしお温泉に関してなんですが、うずしお温泉を活用している施

設がなかなか苦労しておるというふうに聞いておるんですよ。苦労しておるという中身は

ちょっとここでは言いませんけど、放っておくといろいろ問題も起こるのかなということ

を思っておるんですね。 

  そういう温泉を通じて観光事業を広げていこうと、また、うずしお温泉については、観

光だけではなくて、先ほどの健康増進、湯の川荘、老人福祉の関係でもこれを活用してお

るということで、観光だけではなくて、そういう高齢者の方も含めて健康増進に福祉事業

としてもやっておるということでいえば、かなり重要な温泉だろうと思うんですけども、

そこの湯が減ってきてるということであれば、これについてもしっかり対応を今後してい

く必要があるんじゃないかと考えてるんですが、今回の予算の中ではそういう部分が見え

てこないんですけど、どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   このうずしお温泉につきましては、平成１２年に約１,

０００メートル掘りまして、そのときは毎分９０リットルの湯が沸いて出たわけなんです

けども、まだ原因については滑落等が考えられるということで、毎分３５リットルに減っ

てるということで、平成１６年にその施設をうずしお温泉組合が管理するほうが、この温

泉のわいて出る量が減ったわけなんですけれども、それを大事に取り扱って長くうずしお

温泉をしていきたいということで、うずしお温泉組合で取り組んでいるということを聞い

ております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、うずしお温泉組合のほうでしっかりと対策を考えてい

かないと、市としてはどうということはできないということですか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   うずしお温泉組合では、先ほど大事にするということで、

毎日、温泉の１,０００メートルの深さ掘ってるんですけども、その水位が今、２４３メ

ートルですか、そういうふうな、水位も毎日はかった中で、使用量も計測をしておるとこ

ろで、その温泉を今、大事に扱っているところでございます。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   少し調べたデータによりますと、この水位については地上から、地上

からの話で２０１２年には２３４メートルであったと。ところが、今は地上から２５２メ

ートルまで１８メートルほど低下しておるというデータをいただいておるんですね。 

  これ、何メートル余裕あるんですか、あと。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   先ほども言いましたように、私もデータを持っておるん

ですけども、２０１５年２月、先ほど２５３.８メートルということで井戸の推移をして

るということで、約２０メートルほど、今、委員さん言われたように水位は下がっている

ということは聞いております。 

  ただ、余裕がどれだけあるというまではまだ聞いておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これはうずしお温泉組合の課題でもあるということですので、そこで

の議論なり、方針なりを踏まえないと、市としては勝手なこともできませんので、それは

ここでとめておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ⑤款８．土木費（Ｐ.１６０～Ｐ.１７２）～款９．消防費（Ｐ.１７２～Ｐ.１７８） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、次に、款８、土木費、款９、消防費、ペ

ージは１６０ページから１７８ページまでを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   簡単なことだけお尋ねします。 



－ 325 － 

  １６５ページの志知排水機場機器更新工事費１,２３０万円について、この機器という

のは排水ポンプの機器の交換なんですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   この志知排水機場機器更新工事費でございますが、市の関係

の排水機場が、もうこの志知に限りましたら、昭和５９年ということで３０年ほど経過し

ております。 

  そういうことで、市の方針として、古い排水機場の関係を順次整備というか、更新した

いという考えで平成２７年度予算を置いております。 

  この工事の内容ですけども、ポンプでなしに制御盤というか、電気関係の工事が主なも

のとなっております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、ポンプ自身のタービンというか、ああいうやつは、どない言う

たらええの、さわらんと、制御盤の更新ということで。 

  今、もう制御盤悪うて、あそこの志知排水機場のポンプあんまり回ってなかったんかな

と思ったりもするねんけど、その辺は、今の現状でもそういうふうに使用は可能やけんど、

制御盤の更新ということですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   ポンプについては修繕きくんですけども、電気関係の制御盤

についてはもう古くて修繕がきかないということで、全体的に更新するということでござ

います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １６９ページの公園遊具維持工事費４７０万円というのが上がってる

んですけども、これはどこの公園の整備なんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 
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○管理課長（原口久司）   この工事費については、旧三原にあるセンターパークの木の

遊具がちょっと経過年数忘れましたが大分、一度も恐らく塗りかえというか、防腐剤とか、

そういうのをしてないので、より長く遊具をもたせるために、このたび塗装というか、防

腐剤をして塗装ということで工事費で上げております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   センターパークの今ある遊具を長寿命化するというような話だったか

と思うんですけれども、やりかえということは考えられなかったんですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   あのセンターパークについては、当時、予算も大分大きな金

額で工事されていると思います。 

  今度、今のままの遊具というか、木のああいう形になれば新しくできないんじゃないか

なということで、長く使うということで修繕というふうな格好で考えております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   結構、この遊具というのは小学生以上でないとなかなか使いにくいも

のですけども、見てみますと、小さい、保育所へ行ってる子供たちも行ったりしてるんで

すけども、そういう低年齢使用の遊具の新設というのは考えられないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   今、考えてないんですけども、たまに見回りをしてますと、

親子で小さな子供も滑り台等で遊んでいる状況を見かけます。 

  現状では新しく遊具ということは考えてはおりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   課長もちょっと認識してるようなので、ぜひ新規で滑り台とか、そう

いうのもぜひ考えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 
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○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   今、設置しております滑り台、大変上まで上がると、小さい

子供は１人では危険な遊具だという感じはしております。 

  ただ、途中から、今言いましたように、保護者の方が乗せて滑り台滑らすとか、砂場も

ありますので砂場で遊ぶとかいうふうなことも見かけております。 

  今後、利用状況なり要望なり聞きながら、そこらの点は考えていきたいと思っておりま

す。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   消防のことでちょっと、１７５ページの消防施設費の中の備品購入費

１,５５０万円と、それと次のページの防災資機材備品購入費５１０万円について、どう

いう資機材の整備に当たられるんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   １,５５０万円につきましては消防積載車等の購入費で、こ

れにつきましては神代の小型動力ポンプ、それから幡多の。申しわけありません。 

 

○原口育大委員長   調べている間に、木場委員。 

 

○木場 徹委員   １６９ページ、１３節、委託料の中で、花木管理委託料３６１万２,

０００円、この中には桜ヶ丘のイブキのかわりに桜をというような話があったんですが、

この中に入ってるんですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   この花木管理委託料については、このたびオープンします若

人の広場の公園の管理の委託で置かせてもらっています。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 
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○木場 徹委員   そしたら、桜ヶ丘の関係のイブキの剪定とか桜の木の剪定とかはどこ

に予算措置されてますか。 

  公園の管理になったと聞いておるんですけども。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   桜ヶ丘公園、いわゆる慈母観音像のところでございます

が、そこにつきましては墓地ということで、従来は生活環境課のほうで管理していただい

ておりましたが、その後、あそこも非常に景観のいいところでもありますし、従来から桜

が植わっておったというふうなところで、協議しまして、今回、公園というふうに地目を

変更させていただきました。 

  それで、商工観光課のほうで、あの周辺の環境整備ということで、樹木の伐採というこ

とで、今年度、予算化はしてなかったんですが、残予算の中で展望台のところの樹木を伐

採しております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   今、聞いたのは、植樹とか計画はないんですか。 

  それと、進入路の関係、県道からの、以前から言うとる進入路、市道を廃止して今度、

あと土地の所有者と交渉しますとだけ返答があって、それから以降ないんですけども、ど

ういう状況になっておりますか。 

 

○原口育大委員長   商工観光課長。 

 

○商工観光課長（阿部員久）   土地の所有につきましては、塩屋土地というところが持

っておるわけでございますが、一度、そちらのほうへ尋ねまして、今回の樹木の伐採につ

いては、していただけないかと、今までは三洋グループさんのほうでやっていただいてお

ったんですが、長いこと放ったらかしになっておると。 

  それで、していただけないかというところから話を持っていきましたが、もう向こうの

ほうではそれはできないと、市のほうで何とか考えてほしいということで、では、市のほ

うで検討して刈らせていただいてよろしいかというところから始まりまして、今回伐採に

なったわけでございます。 

  それと、あと、木場委員のおっしゃる植樹計画等につきましては、現在のところ、まだ

予算化はしておりませんが、周辺の調査をし、また、土地所有者ともこれから協議を重ね

て検討していきたいというふうに考えております。 
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○原口育大委員長   進入道路のほうは。 

  管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   道路管理、市道の管理ではないんですけども、進入路につい

ては、以前、市道に認定した経緯がございます。 

  ただ、今、以前、塩屋土地がいろいろ分筆なり測量したときに、その話の中で、地元を

含めて市道廃止ということがあった経緯は聞いております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それは以前に一般質問で聞いたことなんよ。 

  それで、あと、そのときに相手方と進入路並びに駐車場について協議しますということ

で終わっとったんよ。その後、どないなったんですかと聞いてるんです。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   私のほう管理の関係で、以前、木場委員さんからそういう問

い合わせがあったので、塩屋土地のほうと何回か連絡をして話をさせていただきました。 

  ただ、そのときは、以前のように市道ではないんですけども、管理用道路というか、進

入については特に今までどおり使ってくださいということのお話でした。 

  それで、地元があそこの桜ヶ丘公園に入るのに、もし進入路を塞がれたらという心配が

あったと聞いてましたので、もし、地元が心配であれば塩屋土地さんのほうに一度行かせ

てもらって、それはお話、協議させてもらうということで終わっております。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   今、木場委員さんのおっしゃるのは一般質問の中で、イ

ブキの手入れとか、進入道路の関係で検討するということで、イブキについては、先ほど

課長が答弁したように、今回、残予算の中で行うと。 

  道路については、また今後、塩屋土地の協議がまだあるということなので、塩屋土地、

土地の所有者にもお断りしないといけませんので、そこら辺はまた検討させていただきた

いと思います。 
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○原口育大委員長   よろしいですか、木場委員。 

 

○木場 徹委員   終わります。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   申しわけありませんでした。 

  それでは、備品の購入のほう１,５５０万円の部分につきまして御説明させていただき

ます。小型動力ポンプが５台、軽の積載車が１台、普通の積載車が１台で１,５５０万円

になります。 

  続きまして、５１０万円の部分につきまして、これにつきましては避難所用の仮設ルー

ムと防災畳セット、それから災害対策用の浄水器の購入で５,１００万円の計上をさせて

いただいております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   避難所用のやつはどこに、今言った備品を保管させるんですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   これにつきましては、各避難所もあるんですが、今のところ、

どこということでなしに、とりあえず緑の防災センターのほうで一時して、それから配布

のほうを決めるように、今はしております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   福良小学校の、あそこにでも置くんかいなと思ったら、緑の防災の、

あの県のとこへ置くの。緑の、倭文支所の２階へ上げるのか、県のサンライズに上げるの

か、福良の指揮所というんか、どこへ置くの。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   最終的には各避難所のほうへ配布するんですが、今現状、ま
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だそこまで配布場所を決めてないので、今のところは緑の防災センター、倭文支所のほう

の３階のほうを考えております。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   １７５ページに防災会議委員というのがあります。この防災会議には

女性は全部で何人とかというので、女性がどれぐらい入ってるか知りたいんですけども。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   防災会議委員には２名の方に入っていただいております。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   全体は何名ですか。 

 

○原口育大委員長   防災課長。 

 

○防災課長（藤本和宏）   全部で３３名の委員の中で２名の女性の方に入っていただい

てます。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   そこで、やはり避難した場合とかいろんなときは、どうしても女性の

力が要りますので、それの意見が非常に大事だなと思いますので、できるだけ女性をたく

さん加えるように、今後の検討をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   １６８ページ、公園費というのは、これは若人の広場公園のことです

ね。 

  この臨時職員というのは、何人置くわけですか。 
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○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   若人の広場では、開園日は年間通じて３６５日開園を予定し

てます。 

  そういう中で、常時１名の管理人は事務所というか、管理にいけるということで、人数

としては２名分の賃金でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この募集は、公募によるものになってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   公募ではございません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公募にするべきではないのかなというふうに思っておるんですけれど

も、シルバーでやるんですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   シルバーではございません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   公募なりシルバーなり、どう言うんですか、割と安定した雇用という

ことになっていきますよね。 

  採用を、そしたらどのようにして採用を決めていくんですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   若人の広場、都市公園として開園するんですけども、もう一

面、恒久平和というか、戦没学徒を追悼した施設、それから、それらを含めた学習の場等
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も考えております。 

  そういう中で、語り部じゃないんですが、そういう知識のある方というか、そういうこ

とで考えております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そういうことのできる人という募集したらいいんじゃないんですか、

公募したら。 

  どうなんかな。 

  そしたら、考え方ですけども、そういう職員、臨時職員であっても、広くやっぱり人材

を求めるという姿勢が必要でないかということを言いたいだけなんです。どうですか。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   確かに委員のおっしゃることも私も思っております。 

  ただ、委員もよくわかっておると思うんですけども、本施設、もともと戦没学徒の追悼

施設であったということを、このたび事業を行うに当たって市の都市公園の一つとして設

置して、今、都市整備部のほうで管理するという流れになってございます。 

  ただ、この公園、単なる公園ではなく、今後、いろんな使用用途に発展する公園であり

ますし、もともとのこの公園自体のできてきた経緯等々を訪れる方々に説明していくこと

によって、また、この公園が単なる公園でなしに南あわじ市の観光施設の一つとして利用

ができる動きがある期待を持っておる施設でございます。 

  そういったことでございますので、今回の臨時職員２名につきましては、そこらの経緯

等々を十分踏まえた職員ＯＢの方々に今、お願いをしておるというのが現実でございます。 

  本来、委員のおっしゃるとおり、全て公募でできる部分もあろうかと思います。ただ、

そういったいろんな経緯、いきさつ、現状等を勘案した中で、急遽このような格好で運営

を行っていくということに決定をいたしておりますので、御理解願いたいと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ周りからの声も聞こえてくるんですけども、学芸員とか何か

資格を持っておるということであればそれで結構です。それであれば結構です。どなたが

なるか、またあそこに行ってお話聞きたいと思います。 

  終わります。 
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○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私も、うわさなんですけど、そういうとこへ行きたいなという市民の

方も相当おられるわけやな。うわさでは、元部長で、一回天下って、それでまたここへ行

くといううわさがあるんですが、岩倉部長、その人なんですが、本人がそない言よるって

私、聞いたんです。 

  阿万の人やって聞いとるんやけど、間違うとるけ。間違うとったら謝ります。管理者、

阿万の人がなるんですか。 

 

○原口育大委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   確かに阿万の人でございます。 

  ただ、管理者というわけでなしに、先ほどうちの課長のほうから申し上げましたように、

施設のほうをお世話いただく臨時職員という立場の中での採用でございますので、施設長

とか管理者的な分で私ども考えておるわけではございません。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   委員長、私、そんなんでは言よらへんのや。それは執行部でいろいろ

な絡みで旧町時代からそんなことは常時行われてきとるんです。 

  ただ、やはり、そういうことは水面下で、我々にわからんように、市民もやっぱり納得

のいくよう、例えば募集する格好するとか、いろいろあると思うんやな。 

  そうでないと、このままではちょっと、ほんまに今度のことはひどいと思う。これはひ

どい、これはほんまに、ちょっと国に見られるようなことやりよんのか知らんけんど、わ

しはちょっとひどいなと思うわ。 

  もうちょっと合法的に、そんな、本人が漏らしとるような、こんな。ほんまに。こんな

んな、市民はほんまに納得せえへんで。 

  無報酬ですか、部長。ボランティアでやってくれるの、違うでしょう。 

  退職金もうて、一旦天下って、それでまたそこへ行って、こんなん、まだまだそんなこ

と多数決で議決されるんかしらんけど、ちょっとほんまにひどい。これはほんまに市民感

情で、あとの２人もどんな人雇われとるのか知らんけど、やっぱり、そういうものは募集

して、一旦、まないたの上に載せて、それは選ぶんは執行部が選ぶんやから、そういうふ

うにしたら何じゃ問題はないだろう。 

  縁故かかっとるとか、市長と気安いとか、副市長と気安いとかって言われんで済むわけ

やな。今回のこと言よらへんで。 
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  だけど、やっぱり、そんなことが我々に聞こえてくるということは、市民がそういうこ

とを阿計さん、あんまりひどいん違いますかということを言われた。もうちょっと水面下

でばれんようにやらなんだら。 

  ほんま、一般常識で、答弁、もうどないもできへんだけんど、私はそない思います。こ

れは私のごだやと思って聞いといてもらったら。 

  市民はそんなふうに言よると。 

 

○原口育大委員長   暫時休憩します。 

  再開は５時４０分とします。 

 

（休憩 午後 ５時３０分） 

 

（再開 午後 ５時４０分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  ちょっとお諮りいたします。 

  本日の審議ですが、かなり時間が押しておりますので、教育費についてはあすに回して、

それまでの審議としたいと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   では、これより質疑を再開します。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   １６３ページの道路新設改良費でお伺いいたします。 

  これまでも一般質問等で話が出ております、この庁舎の前の道路を国道に接続するとい

う話がありましたけれども、この平成２７年度予算の中にそれは組み入れられてるのかど

うかお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   おっしゃるとおり、予算措置はしてたんですけども、道路の

用地の地権者との交渉が難航しておりまして、本年度の工事はできないということでござ

います。 
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○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言う、本年度というのは平成２７年度ということを指すんですか。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   申しわけございません。平成２７年度、工事をする予定でご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   平成２７年度に工事着工、その開始予定時期はいつを見込んでるんで

すか。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   こちらの予定としましては、新年度、平成２７年度７月、８

月ぐらいに用地交渉締結をして、秋から工事を始めたいというのが建設課のほうとしては、

そういう予定で今、計画しております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   秋から工事して、完成はいつでしょうか。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   延長的には１２０メートルほどですので、平成２７年度末で

完了できると考えておりますけれども、今、御存じのように国道２８号線の工事をやって

いただいております。 

  この工事が平成２８年度完了の予定でございますので、その辺との調整がありますので、

場合によっては少し延びるかもわかりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   それと、ここはそういうふうに道路が改良されたら、安全対策という

ことで信号設置ということも考えられると思うんですけど、そこら辺の国道との話し合い

というのはどうなってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   これについては、当然、公安委員会とも事前協議はしておる

んですけども、円行寺の現在の信号との距離が近過ぎますので、今の段階では信号の予定

はありません。 

  右折だまりを設置するということで対応しております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、ここから入っていく道路と国道では右折だまりをつくって

車を誘導するということで、信号設置は難しいということなんですね。 

 

○原口育大委員長   建設課長。 

 

○建設課長（赤松啓二）   現在のところ、協議の中ではそういうことになっております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今、円行寺橋の改良が平成２８年度ということで、そこら辺の整合性

もあると思うんですけれども、やはり、よくこの道路改修のことを聞かれるので、できる

だけ早く完成をお願いしたいと思います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   赤松課長に確認させてもらいます。 

  私、これもうわさなんですけども、この用地買収について、非常に厳しい状況やって聞

いとんのやけども、それは大丈夫ですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 
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○管理課長（原口久司）   用地については、道路用地としては、道路用地に提供すると

いうことに反対ではないということでございます。 

  ただ、相続というか、そこらの中でちょっと時間がかかるということで、聞いておる中

では、道路に用地を提供するということに反対ということではないと理解しております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私も知っとるんやな。 

  それで、何か市のほうはそんでいけるみたいに楽観しとるようなけども、かなり厳しい

ん違うかと私は思うねん。それで、課長が先ほどできるようなことを言よったんで、もし、

できなんだら、これはまたうそついたみたいになってくるよって、ほんまに厳しい状況や

と私は思うねんけど、大丈夫ですか。 

 

○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   そこらは、市としては用地単価等も提案しておりますし、市

役所からの国道についてのある幹線道路ということも相手は御理解していただいておりま

す。 

  ですから、市の交渉については随時お願いという形で足を運ぶということで考えており

ます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   最後。 

  これは必要不可欠な道路なんで、思い切った行動をとってほしい。そうしたら解決する

と、私はそない思います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   市営住宅のことでお聞きします。 

  湊の西の、これは非常に年数も古いと思うんですけども、あの辺の計画は持っておるん

でしょうか。 
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○原口育大委員長   管理課長。 

 

○管理課長（原口久司）   御存じのように、福良住宅を住宅マスタープランによって建

設して今年度から、平成２６年度から広田のほうで集約ということで、古い老朽化した住

宅を一つにまとめてというか、そういう事業でございますが、その広田地区の住宅が終わ

りましたら、次、西淡三原で２０戸、あと賀集南淡で２０戸というふうな住宅マスタープ

ランによる計画を持っております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   それでは、質疑がないようですので、この款につきましては質疑を

終了いたします。 

  お諮りします。 

  本日の審査はこれまでとし、次の審査はあす３月１３日、午前１０時より開催すること

に御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議なしと認めます。 

  よって、本日の審査はこれで終了いたします。 

  長時間お疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ５時４８分） 
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Ⅲ．会議録 
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予算審査特別委員会        平成２７年 ３月１３日（金） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ４時０８分） 

 

○原口育大委員長   おはようございます。 

  ただいまから予算審査特別委員会を開催いたします。 

  なお、本日、教育部の川上課長につきましては、友好市町の大野市への出張のため、ま

た、食の拠点と若人の広場担当課長につきましては、あすの式典準備のため欠席したいと

の申し出があります。それぞれ許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ⑥款１０．教育費（Ｐ.１７８～Ｐ.２１８） 

 

○原口育大委員長   それでは、これより審査を行います。 

  款１０、教育費、１７８ページから２１８ページまでを議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、ページ数は関係ないんですが、保育園無料化というようなこと

で、私立の保育園が南あわじ市に一つあると。そういうことで、今回、市長のクリーンヒ

ットと申しますか、少子化対策に対する大きな政策転換があったわけであります。そうい

う中で、その私立幼稚園が非常に厳しい状況になってると。 

  そこで、私、所管なんですが、あえて幹部職員も皆さん出席していますし、旧南淡町時

代とのいきさつについて、一度お話をさせていただいて、そして、再度、検討していただ

きたいと思います。 

  さゆり幼稚園につきましては、昭和６３年に、徳島の業者です。当時は南淡町が中学校

が統合したのが５８年、中学生、当時約９００人ぐらいいたのが、今、この前も卒業式に

行きましたけど、４００人、半分になってますし、小学校はちょうど当時は４００人ぐら

い阿万でおったと思います。それと、保育園については、もう阿万でも入れない、北阿万

もアウトという時代があったわけなんです。そういうことで、たしか、福良には私立か市

立か知りませんが、キリスト幼稚園というようなのがありましたけども、ちょうどその当

時に、潮美台開発等もあって、子供も大勢生まれるような状況でありました。 

  そういうときに、市が誘致したんではありません、町が誘致したんではないんですが、

そういう話があって、江本町長だったと思います。教育長が元坂川町長であったような気
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がいたします。当時、私はちょうど文教委員長であったということで、その開園式も出席

をさせていただきました。そのようなことで、そういうしがらみの中で、そういう幼児教

育の町の教育の一端を担ってきた一つの幼稚園なんですね。それが今回、３歳以上無料化

というような形になって、非常に厳しい状況に置かれているということなんです。 

  それで、やはりそういう厳しい時代に、これはまあ一つの企業といえば企業なんですが、

そういう行政に協力してきたと。そういうことを考えますと、今回、こういう急に、いい

ことなんですけども、大きな政策転換があったということは、これはそのまま、私は１万

１,３００円ですか、そういう方法で、結局はさゆり幼稚園の場合は９,７００円の自己負

担というようなことは、私はちょっと酷ではないかというようなことで、そういう事情も

配慮していただいて、何とかいい方法を検討してもらえないかと思うんですが、その点い

かがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   今、お話を聞きました。内容等は、そうした非常に子供さん

が多い時代に幼稚園を受け入れる、子供たちを受け入れる態勢が十二分にできてなかった

と、そんな中で、さゆり幼稚園が開設をして、子供たちのために受け入れをしたというよ

うな状況というふうな感じをしました。 

  内容等、聞きましたけれども、やはり我々としては、十二分に協議をしてきました。そ

して、さゆり幼稚園の方とも２回お会いをいたしました。そうした中で、十二分に検討を

重ねてきたわけなんですが、やはり、基本は市の条例、規則に沿った形で無料化をやって

いくというのが基本だということを相手側手にも説明もいたしました。 

  そうした関係で、１万１,３００円ということで話をさせていただきました。これは、

１万１,３００円については、この前の説明でも回答させていただいたわけなんですが、

従来、２子以降の免除という、補助金を出すということの継続をしてやっていくというこ

とで、１万１,３００円ということで、第１子についてもそれを踏襲しますよというよう

なことを言わせていただきました。 

  それと、やはり私立の幼稚園については、やはりその特異性というか、小さいときから

教育に力を入れていくとか、スポーツに力を入れていくとか、そうした私学のよいところ

があるかと思います。そうしたことで人を集める、子供たちに通っていただくというよう

なことが方針でないかなというふうに思います。 

  基本方針というか、市として、教育部として、考え方としては、今まで言ってきたとお

りです。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 
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○阿部計一委員   いや、それでね、私が今、説明したような、仮にもそういう旧南淡町

の教育行政に、私も文教委員長としてそういう携わった中で、いきさつも今、説明しまし

た。そういうことを、中田市長もそういう事情も全部知ってるんですか。知った上でのこ

ういう判断をされたんですか。基本方針ですいうて、今言うたこと、中田市長に、これは

連絡しようがないわな、きょう、私、初めて言うてんですから。 

  そういう事情があって、合併したとはいえ、これはやはり、旧町のしがらみというのは

継続していくもので、これは当たり前やと思う。そういう、本当に阿万の子供が、北阿万

も入られへん、福良の幼稚園へ行く、そういう厳しい状況の中で、それが今、部長がおっ

しゃった、幼稚園はまた教育目的が違うと。それは、私は柳幼稚園は、それは一緒にすべ

き、それは関係ないと思う。あそこは洲本市に籍を置いて、そういうまた授業料も違うや

ろうしね。それは違うと思うけど、もともと南あわじ市に籍を置いて、南淡町の潮美台に

籍を置いて、協力をしてきた施設なんですよ。 

  私が言いよるのは、こういう事情はよく、ほんで、７人ですよ、今いるの。ほんで、新

聞発表では、もう１,１００人ぐらい全部３歳児は無料やというような発表をされました

し、当然、無料というような感覚でとっとったらしいんですけどね。その点について、今

言うたこと、何ですか、市長にも説明も何もせんと、基本方針で行くんですか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   この件に関しましては、市長とも十二分に協議をして、こち

らのほうも説明もし、そうした方針で行くということで了解を得て、そういったことにな

っております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   これ、私、でたらめで言うとんのと違うねん。自分も文教委員長でそ

のときの教育行政に携わっとんねん。開園式も行って、ほんまにそういう旧町の、それは

教育目的は違ういうたけど、それは違うところはあると思いますけども、やはり保育所と

してもそうでしょう。北村委員も言われてましたけども、保育園に行こうと思うても、例

えば専業主婦の場合は入れなんだんで、その当時、絶対入れなんだんですよ。そういうこ

ともあって、そういう徳島からの私立の幼稚園が来ていただいて、それは町としたら、随

分とそういう幼児の教育に助かっているわけなんですよ。 

  そういうことも話を十分していただいて、昔のいきさつも、そういう話を聞いて、それ

は切り捨てるんやったら切り捨てるで、執行部の方針やから、我々はどうこう言うたとこ
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ろで太刀打ちできへんと思うねけども。私は、でもちょっと、もうちょっと温情のあるや

り方があると思うんですけども。これは教育長、一回、答弁してくださいよ。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この件について、先ほど部長からも答弁いたしました。２６年

度までというのは、委員も御承知のように、第２子、第３子の方については無料というの

をやってきました。その時点でも、基本的には差額分については保護者の負担であったわ

けです。 

  今回、第１子にも拡充したということで、さゆり幼稚園さんの場合は、基本的には第２

子、第３子の方々の部分が第１子に拡充になったというのが今の現状です。委員おっしゃ

ってます昭和６３年当時の旧南淡町時代のいわゆる保育に欠ける子でなくて、いわゆる保

護者がおる家庭なんかは、保育所に入ることができんかったと。その当時、そういう幼稚

園を設置していただいたことによって、子供たちがそこで幼児教育を受けれたと。長年、

地域の中で貢献してきたと、このあたりについて何とかというお話なんですけども、今の

時点でこの部分を、いわゆる１万１,３００円の部分を議論するというのは、非常に今、

難しいかなと思ってます。 

  先般も、うちのほうでさゆり幼稚園の関係者の方と何回か協議をしたそうです。まず、

結果とすれば、一応の理解も得られたみたいな話を聞いたんですけども、今後、この２７

年度については、やっぱり今の基本路線というのは、市としては一部補助みたいな形で行

かざるを得んのかなと。 

  さゆり幼稚園さんの方にも、いわゆる保育料の取り扱いといいますか、定額というとこ

ろをまた一度検討いただくことも一つの手法でないかなという思いもしてます。定額にな

りますと、やっぱりどうしても私立の場合は、２万数千円ぐらいの金額になってきます。

当然、経営する上で最低限の数字かなと思いますし、そのあたりをいわゆる所得割的な取

り組みがなされれば、もう少しまた市としても対応ができるんかなと、こんな思いでござ

います。ですから、今後、そういう方向でまたさゆり幼稚園さんとお話しする機会を持っ

て、その辺について理解が得られればなと、こんな思いでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、今、教育長のお話ですと、何か向こう側も納得したというよう

なお話がちょっと出たんですけど、納得されたんですか。 

 

○原口育大委員長   教育長。 
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○教育長（岡田昌史）   納得というよりも、市の説明で理解もいただいたという話を私

自身は聞いたところでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私は、誤解あったらいかんので、さゆり幼稚園とは何の関係もござい

ません。ただ、自分がそういう役職であって、そういう事情も知ってますから、こういう

ことを言ってるんです。それで、同じ子供が、南あわじ市の子供であって、保護者もそう

であって、そういう旧町に貢献しているということで、こういうことを言ってるんであっ

てね。やっぱりこれ、市長、おいでになっとったら。私言いよること、今、教育長に即決

でどうこう、それは今、今回、教育行政も法律が変わって、首長もそれなりのやはりそう

いう大きな問題については教育長とお話をできる立場にあると私は思うんですよね。 

  ですから、やっぱり今私が言ったような話を、市長もそれは知らんと思いますよ。川野

副市長おりますけど、当時は川野副市長、教育行政に携わってなかったと思うんですけれ

ども、事情は知ってるのか知らんのか、私はわかりませんけども、私は文教畑に１２年お

りまして、当時そういう責任者であったということで、事情はようわかってますから、旧

町では随分そういう面では助けられたと。ですから、こういうことを言ってるんですよ。 

  それで、こういうことを教育長、一回、市長にもこういう発言もあったということをお

話しして、私、今ここでどうこうしてくれとか、そんなことを言っておるのと違うんで、

もう、基本方針はこうやからこうやというんであれば、それはそれで行ったらよろしいけ

ども、そういう話もせんと、そのまま突っ走るんですか。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   先ほどの答弁の中で、このままでずっとという思いではありま

せん。さゆり幼稚園さんとも協議する中で、できるだけその方向で進めるような取り組み

ができないか、その辺については当然、先ほども教育委員会制度が改正されて、おっしゃ

ってますように、当然、市長と十分協議をして、さゆり幼稚園さんの思いというのは重々

わかっておりますので、その辺については今後協議して取り組んでいきたいと、このよう

に思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   私はこれ、柳幼稚園も一緒に言いよんのと違いますからね。柳幼稚園



－ 350 － 

は洲本市に籍を置いて、これはまあ、１ランク上の幼稚園やと私は思うてますわ。それは

対象外だと私は思ってます。 

  ただ、旧町、市に籍を置いた子供でそういう事情があったから、やはり知らない方もお

られるんで、そういうことを一回、今、教育長、一回市長ともそういうお話はしていただ

くということを言われたんですか。そういうことで、結果どないなるかわかりませんけど

も、今も子供７人ですわね。そんなんで、そういうことが一方的に行くと経営上も厳しく

なると、これは当然、そないなってくると思うんで、ひとつよろしく御配慮をお願いした

いと思います。 

  以上で終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の関連になるんですが、条例上、応益の場合は無料化できないとい

うような説明をされておったように思うんですね。応益分についてはね。条例上できない

というのはどういうことなんでしょうか。もう一度説明いただけますか。条例規則上、応

益の場合はできないという答弁、説明だったですよね。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   応益の場合は無料化できないという答弁をしたのであ

れば、若干、誤解があるかもわかりませんけども、今現在で言わせてもらいますと、幼稚

園の場合、保育料といいますか、授業料が６,０００円と午後の特別保育が５,３００円、

この部分については２子以降無料と、これが応益負担です。ただ、１２月の議会でもお話

をさせてもらったとおり、この４月から新しく子ども・子育て支援新制度が始まります。 

  それで、当初、幼稚園と保育所であれば、今のまま応益負担のままで行くことも可能な

んですけども、公立の幼稚園の場合、１号認定、２号認定、３号認定、そういう制度がス

タートするわけなんですけども、それとあわせまして、南あわじ市の場合は、私立の保育

所が認定こども園でスタートするというようなことがございましたので、１号認定の世界

で同じ市の中で違う応益負担と応能負担に分かれるというようなことがあってはならない

ということで、１２月の議会では条例改正をさせてもらって、公立の幼稚園でありながら

１号認定の部分については、認定こども園の１号認定と同じような制度でスタートさせる

ことが市民の負担の公平性につながるということで、条例改正をさせていただきました。 

  それで、今回のお話は、私学の幼稚園の授業料といいますか、保育料につきましては、

私学が独自に決めて運営しているものでございますので、その部分の応益の負担を全て無
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料にするのは難しいという、公立と私学の差を市の公費で全部補うのは、全部補って無料

にするのはおかしいという説明ではなかったかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、考え方の問題であるというふうにとらえられるんです

けども、どうでしょうか。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   応益負担というのは、幼稚園、幼児教育の場合は、こ

れ、文科省の管轄ですけども、幼稚園の幼児教育の部分、午前中のおおむね４時間の部分

なんですけども、これは多分、全国的にそうやと思うんですけども、応益負担という形に

なってます。これは保育所と大きく違う部分やと認識しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ページ１９４に、補助金ということで、私立幼稚園保育料等減免支援

補助金９３万円というのがございますね。これはこれとして、今の考え方で行くと、私学

の幼稚園に対して応益分を支出するのはおかしいと、公益性がないというような印象を受

けたわけですけれども。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   いえ、そういうことを説明させてもらったわけじゃな

いんですけども、この今の予算書に上がってます９３万３,０００円、これにつきまして

は、これは１１月の時点での予算要求のときの数字で、若干、現在の無料の関係と整合性

がとれてない部分もあるんですが、これは従来の２子以降の無料に対する私学の応益負担

の額と公立の幼稚園の応益負担の額がございます。それで、公立の幼稚園の利用者負担額

の全額の分と同じ分を私学の補助金として、第２子以降の無料分として、補助金でもって

助成させてもらってる分でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ですから、考え方の問題であって、私学であったとしても、今でも私
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立高等学校に対してでも公的な支援があると。たとえそれが私学であったとしても、その

子育ての支援ということで、それぞれの目的を持って通っている子供たち、あるいはその

保護者に対する支援をするということが、今度の保育料、３歳～５歳児からの全額無料化

ということとも矛盾しない話だと思うんですね。 

  ですから、そこはやはり考え方の問題であって、その支給するべき条例、要綱が整って

いないのであれば、条例、要綱、規則を整えて支給することは当然可能であるというふう

に理解するわけなんですね。それはもう単費で、市単でやるわけですから、やれるんじゃ

ないんですか。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   おっしゃることは非常によくわかるんですけども、当

然、私立の幼稚園につきましては、私学助成とか国・県の補助金で、私学の設置につきま

しては、県が管轄としております。市は、ほとんどといってもいいほどかかわってないわ

けなんですね。それで、公立の幼稚園のことは、よく御存じやと思うんですけども、公費

を投入することによって、私学と比較して低い利用者負担額で通っていただくと。 

  それで、南あわじ市には島内３市と比べましても、エリアは限られてますけども、私立

の幼稚園と公立の幼稚園がございまして、公立の幼稚園のほうが多いというような現状が

ございます。それで、その私学に行くのか公立に行くのかというのは、当然、保護者の選

択肢によるというふうに認識しております。 

  それで、私学に行っておられる保護者の利用者負担額を公立に通っておられる利用者負

担額と全く同じ公平性をもって助成することで、利用者負担額は私学に通う方の選択肢で

上乗せの分という言い方はおかしいんですけど、市の利用者負担額の補助を超える分につ

いては調整して、２子以降の場合でも通っていただいているというところは、それは私学

の幼稚園のよさではないのかなというふうに思ってます。これは、昔から、今も昔も多分

そうやと思うんで、それは私学の努力の部分かなということで、それに魅力を感じて行っ

ておられる保護者の方がおられると。 

  それはその部分で、そこまで市のほうで、県とか国とか、またお考えが、助成制度があ

るんであれば、それを活用しながら埋め合わせはできると思うんですけども、そこへ市が

また公費を上乗せするということになると、公立の幼稚園に通っておられる保護者の方と

の公平性がいかがなものかという部分も若干出てくるのかなというふうに考えて、今回も

そうですけど、２子以降のときと同じような補助制度の拡充ということでさせてもらって

いるところでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ということは、私学は選択であって、高くても保護者は選択をして行

っておるという考え方に立っておるということですね。先ほどの阿部委員の質問はそうじ

ゃないと。これまで、選択の余地がなくて行っておったと。その考え方、歴史のとらえ方

の違いが現在の格差というか、分けて、私学の幼稚園関係だけは無料化できてないという

ことになっておると思うんです。歴史のとらえ方が執行部と議員の中の考えとずれがある

と、そういうことですので、これは考え方次第で、とらえ方次第で修正は可能であるとい

うふうに、そういう説明を聞きまして、そういう印象を持ちましたので、参考にさせても

らいます。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   わしも終わっとってんけんど、今、次長の話の中で、選択と言います

けど、保護者の選択でしても、保育所は受けてないんですよ。それで、わざわざその当時、

潮美台の幼稚園に行き、福良の幼稚園に行きよったんですよ。そんなことが、時代があっ

たんですよ。もうそれから２７年たってるんですよ。それは、そのときの少子化いうたら、

今は少子化いうけど、そのときはまだまだ小学生、さっき言いよったように４００人から

おって、これは阿万の保育所に入れへん、入れても結局、そういう専業主婦とかそんなの

があって入れへん。選択の自由なんかないんですよ。そうでしょう。 

  ですから、おまんら勝手に選んで行ったんやないかと、そんな理屈はないと思います。

そういう時代があったから、そういうさゆり幼稚園も、そういう市の旧町の教育の行政に

協力してきたんやと。そやから、そういうことも加味した中で、温情な判断をしたってく

れへんかということを私は言いよんねん。 

  そやから、そんな木でこすったみたいに、選択性があってこないしとんのやって、そん

なことは、選択性がなくて、みんな福良まで行っとった時代があったんですよ。そんなの

わかってないでしょう。中田市長もそんなのわかってないと思うんですよ。現場に私はお

ったんやから、２７年前に。そういうことを、教育長はこれから考慮してどうこう言いよ

るけど、それは次長か課長かわからんけど、そんな、そういう選択性いうたって、こっち

はほんま、頭にくるわな。選択できなんだんやから。できへんよって、幼稚園行き、福良

まで行きよったんや。何を言うねん。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   申しわけございません。先ほどの阿部委員の質問に対
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しての答弁は、教育長のほうからさせてもらったとおりでございます。先ほど、阿部委員

のほうから、十分説明いただいた、当時の南淡町の事情は重々に、さゆり幼稚園の関係者

の方からも聞かせていただきましたので、それは十分確認しておるところでございます。 

  ただ、私が申し上げましたのは、今、南あわじ市においては、公立の幼稚園が存在する

のも事実でございますので、それとの比較ということで、ちょっと言葉が間違った使い方

をして申しわけなかったかもわかりませんけども、そういう部分で説明させてもらったと

ころでございますので、御容赦願いたいと思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   関連で。第２子以降無料化になった、そのときのやつを今も、第１子

から無料になるやつも踏襲するんやという話でしたけども、ただ、この第２子無料のとき

もその幼稚園のほうの保護者にとっては、不満はあったんです。それは聞いてませんか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   第２子以降の無料化に始まったときの、さゆり幼稚園に通っ

ている人たちの保護者の皆さん方の声というものは、直接聞いたことはございません。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そして今回、１子から無料やということで、これは、さゆり幼稚園だ

けじゃなしに、南あわじ市のいわゆる家庭、お子さんのある家庭は、ああ、これで大分助

かるわというのが第一印象やったと思うんです。そして、他市からも、南あわじ市へ行っ

たらええなと、１子から無料やなという形やったんです。そこで、ほんとわずかなんです

けども、いわゆるその目からこぼれる人がいてるということについては、南あわじ市のい

わゆる親御さんたちは、多分、みじんも思ってなかったというように思うんですが、その

落胆というのは非常に大きいんですけども、どのように感じておられますか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   保育料の無料化、先ほど蛭子委員さんのほうから、少し話は

ずれるかもわかりませんが、高校の授業料の無料化と、義務教育化ということで、無料化

になってきております。そんな中で、私立の高校とかそういったところについては、全額
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無料というようなことではございません。やはり、ある程度、公立の高校に合わせた形の

無料化というような形でやっております。そうしたことを考えますと、私立の保育料の無

料化についても、そうした方向に行かざるを得ないのではないかなというふうな感じを持

っております。 

  しかしながら、一方で、今までの経緯とか、そうしたことを話を聞いておりますと、そ

うした、誰も受け入れ先がなかった、そういった時代に受け入れをしてくれたというよう

なことを先ほど聞きました。そうしたことも十二分に配慮もする必要があろうかと思うん

ですが、現時点では、先ほど来、教育長のほうからも報告をさせていただいたとおり、や

はり、今後、さゆり幼稚園のほうと相談をさせていただきますが、やはり何らかの、応能

割に変更するとか、認定こども園にやっていくとか、そうしたことを相談もさせていただ

いて、今回の２７年度につきましては、市長とも相談をしていく必要があろうかと思うん

ですが、今まで言うてきたとおりのことでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   今まで聞いたことあるんやけどね。認定こども園にするんやって今か

ら言うたって、これ、設備、やっぱり幾らか直さなあきませんよね。すぐ間に合いません

よね。そして、あと、いわゆる応能、応益なんですけども、ただ、今回、南あわじ市の打

ち出したのが、所得制限なしなんですよね。所得制限あるんやったら、ある程度しょうが

ないかなというところがあるんです。定額制のところにとっては。これ、上限がなくなっ

たということは、その部分がもう天井外れたということで、逆に言うたら、市としたら、

支援しやすくなったんと違うんですか、私学に対しても。どのように思われますか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   所得制限がなくなって無料化というようなことを聞かれてい

るんだと思うんですが、南あわじ市の幼稚園の保育料を算定するに当たって、保護者の皆

さん方の市町村民税の所得割に応じて算定をしております。それを今回、無料化になった

わけなんですが、その応能割でやっていくというようなことで進めていたと。そして一方

で、先ほど来、説明させていただきましたが、応益割、私立の幼稚園は応益割、一定額を

徴収するということで、今回、補助額はその１段階から５段階までの南あわじ市の規則に

のっとって、一番多い３段階の１万１,３００円、これを補助をしていくということで、

従来から１万１,３００円で、たまたまというたら語弊がありますが、同じ金額になった

わけなんですが、第３段階の金額を補助していくということで考えております。 
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○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それは結局、答弁になってへんやん。いわゆる所得制限がなくなって

んから、第１段階、第５段階と、意味ないんと違いますの、これ。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   そのことについては、先ほど来言ってますとおり、私学と公

立の幼稚園の違いというか。 

 

（発言する者あり） 

 

○原口育大委員長   静粛に願います。 

  教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   私立と公立の幼稚園の違い、２万６,０００円だったですか、

その金額と１万１,３００円、その差額はあるわけなんですが、そうしたことを全て同じ

ように補助すると、幾ら所得制限とかそうした無料化の中で撤廃されても、基準にのっと

ってやっていくというのが本来の形でないかなというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   撤廃されたら、その基準というのはなくなるんと違うの。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   所得制限は、無料化ということでやっていくわけなんですが、

基準はやはり、市としての基準にのっとってやっていくというのが方針でないかなという

ふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、何度聞いてもわけわからへんのやけども。ただ、先ほど、いわ

ゆる認定こども園の話もちらっと出たんやけども、条例改正してできるようにしたという

形だったんですけども、ただ、あれ、幼保のいいところをとるということやから、いわゆ
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る教育もするわけですよね、認定こども園で。そやから、この幼稚園も教育という形なん

で、親にしたらどっちに通わせても一緒なんです、どっちかといえば。ちゃんと見てくれ

るし。 

  そして、また放課後に見てくれる可能性もあるんやけども、ただ、この幼稚園の場合や

ったら４時ぐらいまでしか見てもらわれないということなんで、そこらから行けば、ある

程度まだ応益の部分、サービスの部分については差が出るとは思うんです。そやけども、

授業料、いわゆる園児の負担、親の負担については、南あわじ市の市民であれば公平に受

けられるように、このたび無料化したんやから、それを無料にするのが本来の姿じゃない

かというふうに思ってます。これ、最後にしときますんで。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   先ほど、教育長のほうから言われましたとおり、形としては、

２７年度については非常に難しいというふうに思いますが、市長とも相談をしていきたい

と、そのように思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   もう一度確認なんですけども、結局、選択の余地がなくて私立幼稚園

に通わせたという歴史的経過をどうとらえるかということを言いたかったんです。だから、

例えば私学でも助成をしているやないかと、しかし、私学の場合、それも公立高校に行か

なくなった中で行ってるけれども、しかし、南あわじ市の場合は、保育園が足りないとい

うことで行っておったと。私学の場合は、授業料の金額に応じて助成をして、国からの助

成、私学助成というのもありながら、その整えということでやっておるんですけども、そ

れとは、それはそれの選択の政策的選択でしょう。 

  私が言ってるのは、南あわじ市での政策的選択を言っておるんですよね。私学の助成を

言っとるんじゃないんですよ。南あわじ市の国による私学の助成とか県による私学の助成

とか言っとるんじゃなくて、この実際に住んでいる、南あわじ市の中に住んでいる人たち

に対して、南あわじ市はどういうことをしようとしているのか。歴史を踏まえてやってる

のかやっていないのかということを聞いとったわけなんです。そのところ、取り違えをし

てもらったら困ると思うんですよ。 

  実際に７人というような数字が出てましたけれども、この基準というのも、これは市が

交付基準を決められるんであって、自分が決められるんでしょう。国が決めてきたものに

応じてやってるんじゃなくて、そういう私立の保育園、幼稚園に通っている子供たちに対

して、どういうふうにすれば公平にできるかという基準を整えるのが、公平性を確保する
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というのが市の仕事でしょう。自分でやろうと思ったらできるはずなんですよ。誰から言

われてするものじゃない。市民や議会から言われてつくるものでしょう。 

  だから、自分たちに選択の余地があるわけですよ。主導権があるんですよ、南あわじ市

に。それをやらないということだから問題と言っておるんでね。何か国の基準があるから

それに縛られてやってますということじゃないと思うんです。私立の幼稚園であっても、

そういう公平性を確保するために、金額的にはわずかなものなんだから、予備費も５,０

００万円もあるんだから、やろうと思ったらできるんやないですかということを繰り返し

言っておるだけなんですよね。そのとらえ方がちょっと違うんじゃないんですか、教育長。

基準というのは自分たちでつくれるはずなんですよ。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   ずっと先ほどから御意見いただきましたことを踏まえて、協議

をしていきたいと、このように思います。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １９６ページ、淡路人形座運営補助金、これについて。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   今年度も２,０００万円を計上させていただい

ております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ２,０００万円いうのはわかっとんねん。これ、昨年度一般質問させ

ていただいたんですけども、そのときに、このいわゆる淡路人形の運営に対して、資金不

足が生じてきているということで、何らかの支援策を考えないかんというような答弁があ

ったわけなんですが、それについてはどのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   担当部局としましては、一般答弁のときにも多
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分お答えさせていただいたと思うんですけども、文化庁並びに県の補助金の事業なりを活

用し、できるだけ便利に使えるような情報を人形座のほうに提供しながら支援をしていき

たいというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる、それでこの人形座の運営がスムーズに行くというふうに思

っておられますか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   大変厳しい状況だというふうに思っております。

ただ、人形座のほうも、今、経営者会議を立ち上げ、増益に向かって、外部有識者も出て

いただきまして、いろんなことに取り組んでいこう、今、そういう協議を始めているとこ

ろでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   １２月の質問の中で、教育部長のほうは、ここ２年については、今、

１,５００万ほどの金額がどうしても足りないというような話だったんですが、それを補

うめどはついたんですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   めどというのはなかなか難しいと思うんですけ

ども、今年度は文化庁の事業も多くありましたので、そういう部分で財源としては何とか

行けるだろうと。ただ、これから先については、やはり厳しいのは間違いございません。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   そのときに、市長は、今の状況ではなかなか難しいということで、行

政として何らかの形で早急に支援策を考えてみたいと言われたんですが、いわゆる行政と

して、どういう支援策を考えたんですか。先ほどの他力本願の支援策なんですか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 
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○教育部長（太田孝次）   人形座の運営状況については、非常に厳しい状況にございま

す。そうした中で、支援策というか、そのことについては、今、ふるさと納税、そうした

ことを皆さん方の寄附をいただいて、それをある意味、資金としてやっていくというよう

なことも考えておるところはおります。十二分に関係課と協議をしていかなければいけな

いという面もあるんですが、そうしたことも一つの案であるというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ふるさと、恐らくそういうことやと思うんやけども、それについては

もともと人形を応援しますよというて寄附されてる方、このやつは、もともと行くやつで

すよね。ただ、普通一般に、いわゆるふるさと応援やというて来たやつの中からも何ぼか

行くというふうに考えておられるんですか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   ふるさと納税の中で選択をしていただいて、その後継者とか

淡路人形に対する後継者の育成とか、そうした面の記入されている方について、やはりそ

うした淡路人形座のほうへ、ある意味、資金として持っていかなければいけないんではな

いかなというような感じは持っております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いやいや、そないして来たやつについては、もともとが人形座に行く

お金ですよね。市のお金を、いわゆる今、市で助成している分で十分でないという認識を

持ってるわけやから、ほんで、今のままではやっていけない状況にあるというふうに市長

も答弁されてるんですよね。そやから、行政としてどういうことができるのか、ほんで、

ある程度早急に考えないと、これ、次の段階に行くのは大変やと思うんです。 

  後継者育成にしたって、自分たちの生活が大変なときに、なかなか人まで手が回らない

と思うんですよ。そやから、あの人らの処遇の改善も急務やろうと思うし。そやから、行

政としてやっぱり目に見えた形で何らかの支援策は必要じゃないんですか。 

 

○原口育大委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   人形座の運営、後継者の育成とか、そうした非常に大きな問
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題も実際に出てきているのは確かなことでございますので、そうしたことを含めて、資金

的な面、そうしたことに支援を考えていくということは、十二分に承知をしておるところ

でございます。今後、関係各課と十二分に協議した上で、早急な対応をしていきたいと、

そのように思います。 

 

○原口育大委員長   審議の途中ですが、暫時休憩します。 

  再開は、１１時５分とします。 

 

（休憩 午前１０時５４分） 

 

（再開 午前１１時０５分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  長船委員。 

 

○長船吉博委員   関連で、人形座なんですけども、今、折り込み等々入れて、いろいろ

な対策、集客の対策をしております。そこで、今、入場者数状況はどういうふうになって

いるか、ちょっとお聞きします。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   これは、１月末でございますが、大体５万２,

０００人ございます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   当初、１０万人というような予想があったんですけども、またそこで

８万人というふうに下がってきたんで、８万人でも経営状況が苦しい状況であるというよ

うなことも聞いておるんですけども、この５万２,０００でも、この中でツーリスト等が

入ってる客がおりますよね、これ、ツーリスト、多分、ツーリストであればたたかれると

思うんですよね、通常の入場料ではなく、ある程度、ダンピングをした中で入場している

と思うんですけども、そこら、どういう状況でしょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 
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○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   私たちにわかる範囲では、団体割引で動いてい

るというふうに思います。ただ、ツーリストにはその分の応分の何％かのツーリストのほ

うに上乗せをしてお支払いしているというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   ５万２,０００人、よく本当に努力してると僕は思ってます。土曜日、

日曜日なんか、結構、団体で入っております。そんな中で、今、人形座の職員の処遇の話

がありましたけども、給与も下げて、そして題目もいろいろ変えて、努力はしてる、本当

に努力してるのは見えるんです。 

  そんな中で、この非常に厳しい、本当に厳しいですよ、これ、経営。年間で１,５００

万ぐらいの赤字やいうのやったら、これは会社だったら１０年持ちませんよね。ですから、

北村委員も言っておりましたけども、よっぽど大きな改革していかな、これ、経営状況、

倒産というような、破産というようなことも起こり得る可能性が十二分にあるんです。 

  ですから、やっぱりそこら、早急に何らかの対策を練っていかないかんのではないかな

と。せっかくお金をかけていい人形会館をつくっておるんですから、やはりそこら、今後

の、これ、市長がおったら一番ええんやけどな。これは副市長では、ちょっと、私ら心も

とない答弁やと思うんですけども。本当にこれ、副市長、本当に厳しい状況は重々わかっ

ておられると思うんですけども、市としてはどういうお考えでしょうか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   皆さん方からもそういうふうに、いつもいつも、厳しいという

ことを言われるわけなんですが、人形座のほうも、人形協会も、これではいけないという

ことで、今、経営委員会等を立ち上げて、どのようにすればいいのかということをやって

おるようでございます。先ほど、長船委員さんもおっしゃっておられたように、頑張って

おるでということ、まだ見えてくるとするならば、その努力は我々としては多としてあげ

なければならないんではないかなと。 

  そういう点では、まだまだ自力で何とかやりたいという意欲を持って皆さん方が取り組

んでおられるわけですので、我々にどうせい、ああせいということもあるでしょうが、

我々が皆で人形協会、人形座をもっともっと応援してあげて、お客さんを一人でも二人で

も連れて、そこに行っていただくとか、そういう細かい話からでも応援をしてあげなけれ

ばいけないんではないかなと。最終的には、それは市としても考えなければいけないこと

があるかもわかりませんが、まだまだ自力的な努力、それから周囲の方々の応援、そうい
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うものもやっぱり必要ではないかなと。 

  人形協会の方々も、ふるさと応援寄附金を利用して、何とか経常的な支援ができるよう

に、できないかということで、努力もしていただいておるわけですから、それを今のとこ

ろは見守っていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   これ、経営協議という、人と人とで話をし合って、本当にこれ、お客

が来るようであれば簡単な話なんですね。これ、５万２,０００といった中で、上にある

ときだったら４万、約１万人ぐらい余計入っておるわけです。これは一つの努力の成果や

と僕は受けとめております。まだ、これでもあと３万人ぐらい足らんわけです。なかなか

この３万人、年間に来てもらおうというふうなことをするには、なかなか困難な至難のわ

ざではないかなという思いがしております。 

  そこで、本当にこの地域の伝統芸能を継承していくという中において、やっぱりこの市

のある程度の補助というのが必要ではないかなと思うんです。その中で、経営努力をして

いっていただくというのがやっぱり最善ではないかなと。僕はやっぱり、一番大事なのは

もっと営業力やと思うんです。ですから今、営業してる方、専門の方はおりますけども、

やはりもう少し営業の方、宣伝する方、また、いろんな行政も含めた中で営業していく部

分もあると思うんです。ですからそこら、より少しでも経営状態をようするには、この補

助した中での対策というのが僕は必要ではないかと思っております。 

  もうこれ以上、人形座の職員の方の処遇を厳しい状況にするというのも、これは酷なこ

とでございますので、そこら本当に、今後、行政として、やっぱりもう一度、いま一度、

考えてほしいなと。市長おれへんので、また市長に今度、言います。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ２１２ページのサッカー場のことについてお尋ねをすんねけんど、今

後の計画と事業規模について、どういうお考えをお持ちなのかお尋ねをいたします。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   以前から議会等でも答弁をさせていただいてお

りますが、当初、サッカー協会のほうから要望が出ましたのは、辰美中学校の跡地利用の

中でサッカー場を早期に建設ということでございました。 
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  その後、その要望書が出た後、ちょっとおくれたわけなんですけども、今年度、サッカ

ー場の建設に向けての協議、それから、スポーツ審議員さんのほうに御意見を頂戴しなが

ら、早期でやるのであれば、辰美も当然、視野に入れるべきだと。ただ、アクセス道路、

それから駐車場等々の問題もあり、今年度につきましては、そういう部分で、ほかに適当

な場所がないだろうかと。 

  当然、サッカー場一面を、公式的なサッカー場、要するにグラウンドをつくるだけでも

１ヘクタール、それから駐車場、それからサブグラウンド、附帯施設等を考えますと、や

っぱり２ヘクタールか３ヘクタールぐらいは要るだろうというように考えております。そ

ういう適当な場所がどこかにないだろうかと。 

  当然、一番問題になります交通アクセス、例えば、今の辰美の跡地であれば、湊、津井

方面から行った場合は、あと二、三百メートルなんですけども、大変細くて、住民の方に

迷惑をかけるということもありますので、そういう部分を全部加味しながら、今後、最適

な場所を探っていくということで、今回、調査費を起こさせていただきました。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私は、市になって１０年やけんど、市になることによって、市民とし

ては大きな期待があるわけよね。今まで、旧町単位で温浴施設、ぱぱっと小さな規模のや

つをやりよると。ほんで、これが市になったら、総合的にやっていただけると。 

  私は悲願というか、このサッカー場の建設というやつに対して、総合的な陸上の競技場

であったりとか、大きなやつをやってもらわなんだら。ほんな、事業規模で、ただ単にサ

ッカー協会の要望だけで小さな中学校の跡地に１億、２億かけてやるんだったら、そんな

んだったらやめとけと、私はそう思うんですわ。 

  できたら、大規模というか、それなりの規模の施設を、それもできるだけ速やかに、合

併特例債の使える期間に、できたら市長の在任期間中にぐらい、もう２年ぐらいでやって

いただきたいというような思いがあんねけんど、その辺の計画というか、そういう計画を

していただきたいんですわね。 

  要は、そういう、このたびの予算にも出とるように、１９億もかけて市民の安全のため

にすんねけんど、市民のやっぱり社会体育というか、そういう総合スポーツセンター的な

ものをやるべきやと、私はそういうふうに思うんですけど、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   当然、そういう御意見も拝聴したいと思います。

ただ、先ほど言いましたように、適当なやはり場所、土地がどうしても確保しなければな
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らないということですので、もしそういうどこかにこういう一筆でないんですけども、簡

単に適当な場所があればお教えいただき、そういうところも候補に入れて考えていきたい

というように思います。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   候補に入れてやっていただいて、市長もそれなりの前向きな答弁もい

ただいとるし、副市長、ちょっとほんまに、事業規模で大体１０億ぐらいの金を投入して

いただきたいと思うねけんど、どうですか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   とりあえずは用地を探しませんか。そういうことをして、どれ

だけのものができるのか。洲本にはアスパというところもありますし、淡路市には津名の

グラウンドもあります。南あわじ市だけが、今のところないわけですので、今後、そうい

うものを探して、他市に負けないようなことをやりたいと、私は思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  木場委員。 

 

○木場 徹委員   １９０ページ、１４節の使用料の中で、このたび施設使用料及び入場

料で３１万８,０００円上がってるんですが、この説明をお願いします。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そこにあります施設の使用料及び入場料につきましては、

これは初任者研修における吉備国際大学等の施設、それから、初任者教員たちが研修を受

けるための料金をここに上げております。 

  以上でございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   西淡中学校の生徒の関係は、これじゃないんですか。プールへの送迎

とか、入場、使用料とか。 
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○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   西淡中のプール関係のものもそこに含まれております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それのちょっと中身、どんな、何に何ぼかかっとるか教えてください。

何回か。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   バスの借り上げ料、それからゆとりっくの使用料、全２

回分ということでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ２回ということで、２日ということでよろしいですか。２日で３学年

ということで計上しておるということですね。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   それで、以前も聞いたことがあるんですが、授業で校外に出かけてい

くということで、それの時間的なロスといいますか、そういうことはどんなふうに考えて

おりますか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   やはり、たとえ西淡中学校からプールまでの区間であっ

たとしても、自転車での移動とか、そういうことよりは借り上げのバスを利用して、安全

を確保するということが必要であると思っております。 
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○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、安全もそうやけど、要は、ほかの授業に対する１日の間でどん

な影響が出てますか。 

 

○原口育大委員長   時間的な。 

  学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   プールについては、今年度、水泳の授業を行いましたけ

れども、特に各教科の先生方の御協力を得た中で、まとめて１時間、２時間で３時間目、

４時間目等の２時間単位の授業時間をとっていただいた中での授業実施を行ったというこ

とで、バスでの移動についての時間も、また、プールの更衣の時間、そういったところも

全て含めて、特に問題はなかったということで聞いております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、この西淡中学については、唯一プールのないところで、

私もプールの新設で何か調査費とか設計費とかつくんかと思ったけど、どこを見渡しても

ないようで、このままずっと、唯一プールのない学校で、今後も今のところやっていくと

いうようなことで理解してよろしいですか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   現在のところ、そのように考えております。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   ということは、今後、各小学校、中学校でプールのあるところで修理

とか、そういう老朽化についても、そういう考えでこういう施設に送迎してするというこ

とですか。 

 

○原口育大委員長   教育委員会次長。 

 

○教育委員会次長（藤岡崇文）   委員の質問のあったとおり、現在もプールの改修等に

つきましては、老朽等によりまして、継続して各小中学校、計画的に改修をしておるわけ
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ですけども、内容によっては、改築をやらなければならないプールもあるんですけども、

大規模な改修でもって長寿命化を図っているというのが現状でありまして、新しくプール

を新設するという考え方については、今現在、市のほうではございません。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   いや、要は、西淡町の中学校は、もうプールなしで辛抱して、こうい

うことでほかの学校はプールで校内でやっているという、そういうことについて、全く支

障もなく、やる気もないということでええんですか。これはもう、教育長に聞きますよ。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   この中学校のプールについてなんですけども、学校内で当然、

プール授業をやるのに、敷地内にあれば問題はないのはよくわかっております。これらに

ついては、教育委員会の中でも、今後のプールのあり方というところが本当に議論の対象

になっております。年間の利用状況等も見ていくと、常に学校にプールが必要かなという

考えもあります。この辺については、学校現場ともっと協議する必要があるんかなと思っ

てます。 

  特に、西淡中学校については、従来からずっとなかったわけで、この辺について、当時、

もう古い話になるんですけども、学校現場ではなかなか賛同が得られなかったので、プー

ルの設置というのには至っておりませんでした。ですから、言われております授業の支障

のない取り組みというのが、やっぱり最低限は必要であると、去年の初めでしたか、御指

摘をいただきました。今のところ、ゆとりっくを活用することが一つの選択であるという

ようなことでやっております。 

  今後、小学校では当然、プールは必要かなという思いはあります。中学校になったとき

に、今、水泳部というのも実はもう広田中学校だけになっております。ですから、そのあ

たりも当然、考えていく必要があるんかなと思いますけども、最終の決定までは至ってお

りませんけども、改めて学校現場と協議する中で、新しく設置するというところにはなか

なか至らないかなという思いがあるんですけども、学校現場と必要性なり十分協議して考

えていきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   要は、今、水泳部の話が出たんですけども、これからだんだんと少子

化になると、それで、団体スポーツがだんだんとしにくく、クラブ活動がしにくくなって
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ると、そういう声もあるんです。ですから、逆に中学校で、小学校時代にずっとやってき

た水泳の一環で、水泳部をつくってほしいという声もあるんです。ですから、その辺も考

えて、今後のプールの整備を考えてほしいと思うわけです。 

 

○原口育大委員長   答弁できますか。 

  学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   部活動のあり方等についても、学校とも十分協議しなが

ら、これから生徒数の減少もいろいろある中で、学校が部活動なり、どう継続していくの

か、どの部を休部等にしなくてはならないのか、そういったことも十二分な話し合いを学

校のほうも進めておりますし、教育委員会としてもその辺、十分検討していきたいという

ふうに思います。 

 

○原口育大委員長   木場委員。 

 

○木場 徹委員   しつこいようですけど、ぜひその辺をよう考えてもろうて、いつまで

もゆとりっくに頼らない方法も考えていただいて、今後、学校とよく話をしてほしいと思

います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   １９０ページ、中学校の島外派遣補助金３４５万６,０００円につい

てお尋ねをいたします。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   中学校の部活動における県大会等の派遣の補助金でござ

います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ほんで、一般質問でもお尋ねしたことが、重複するかもわかりません

が、私、不思議に思うのは、小学生の場合、これ今、野球はもう男女、バレーボール女子、
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卓球も男女、サッカー、ミニバスも男女ということで、これ、もう中学並みのそういう社

会体育の部活があるわけなんですよね。人数にしたらすごい人数やと思うんです。 

  その中で、島外派遣が４２万１,０００円ついてますわね。それと、育成会補助６０万

というのはついてますけども、この中学生と小学生の、中学校は島外、県大会、小学校は

近畿大会以上という、そういう規約になっとるんですけども、この小学生と中学生と、こ

れだけ差がある、同じ子供、特に市長は、南あわじ市の子供は宝物やという、施政方針の

中でもうたっておるんで、この違いについて説明してほしいと思います。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   この選手の派遣補助事業につきまして、今、残

っておりますのは、近畿大会以上が対象というふうになっております。スポーツをするの

は、子供は全て同じだというふうな認識のもと、平成１６年、合併当時に、そのときは、

その小学生の県大会等の補助金もございました。財政の見直しの中で、事業の見直しをし

ていこうという中で、その部分についてなくなってきたということでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、それはちょっと課長、聞きよることとピントが合うてないと思

うんよな。ほんで、この前の一般質問でも教育長からある程度前向きな御答弁もいただい

とんのだけども、私が今お聞きしとんのは、同じ学生であって、義務教育の学生であって、

これは極端、私は、ひがんでとったら、先生が教えとるからこんだけの予算がついて、社

会体育のボランティアでやってるほうは先生がついてないからこんだけの差をつけておる

んですか。私、そない思うんですけどね。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   中学生のほうの派遣につきましては、課外授業

ということで、クラブ活動という形で、多分、やっていると思います。当然、委員おっし

ゃるように、少年スポーツについては社会体育ということでの区分でやっていただいてい

るというふうに認識をしております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、今、課長言われたように、体育の授業ですか、部活は体育の授
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業ですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   いえ、体育の授業と言わずに、部活のというこ

とでございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   部活というのは、これは教育の一環で、文部科学省も今回のスポーツ

の改正で５０年ぶりにスポーツ基本法ができて、そういう部活に力を入れてやれと、これ

は兵庫県でも「スポーツ立県ひょうご」ということをうたい文句に、小山さんという方が

推進委員の会長として、全面的に取り組んで、推進委員も兵庫県で１,４００人ですか、

全国で５万３,０００人、それだけの推進委員を入れて、スポーツに力を入れているわけ

よな。ほいで、同じような立場の中で、教育の一環、教育課程でないということで、結局

は熱心な先生はやってくれるけども、それ、熱心でない人がやらんでも、別に構わんわけ

なんよの、これ、そんなふうにも取れるわけや。そんなことから考えたら、いうたら、先

生方もボランティアでやりよる、社会人もやりよると。 

  だから、小学生がこれ、２５年度決算で見たら、約２９０万の島外派遣費に使うとんね

んな。今回も３４０万、３５０ほどの予算を置いてやってる中で、何や、小学生のほうが

４２万１,０００円て、これ、余りにも差があると思う。はっきり言うて、教育の一環で

あるといいながら、この前も言うたけど、南中なんか、部活なんかめちゃくちゃですよ。

何もやってませんよ、はっきり言って。それで、こんだけの補助金つけて、どない思うと

んのですか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   小学校のほうの補助金につきましては、小学校の兵庫県

のリレーカーニバル等に参加する補助金を出しております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   そやから、リレーカーニバルは先生もかんでやってるから行ってやっ

とんので。そやから、先生がやっとるからこんだけの予算をつけて。社会人がやってる、

一緒でしょう、子供の教育のために一生懸命やってくれて。野球でいうたら、少年野球は
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中学校の二軍みたいなもんで、そこで育てて中学校へ行く、今の南中なんか、もうほとん

ど中学校の野球部はないのと一緒ですわね。そんなところにこんな予算を何ぼもつけて、

私が聞きよるのは、どない違うのかということを言いよんねん。そやから、先生がやりよ

るからつけるんか、社会人やよってつけへんのかと、そんなふうになれへんけ。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そこらの島外派遣等の補助金につきましては、学校教育

の教育課程に位置づけられた部分であるかなというふうに考えております。中学校におけ

る部活動も教育に関する部分でありますし、小学校もその教育課程の中で取り組んでいる

ものというふうに判断しております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いや、小学校、これ、学校で習うようなことを団体スポーツで随分習

ってますよ。社会教育として、学校では習えんようなことを随分、子供の教育されてます

よ。ほんで、聞きよるのは、何で小学生がこんだけの人数があるのに。課長と話しとった

って、これ、全然話にならん。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   社会体育で行われている少年野球、少女バレーボールク

ラブ、ミニバスケットボールクラブ、少年サッカー等、そのほかにも剣道、柔道、テニス

等々、小学生がいろんなスポーツ団体で学んでいることは当然でありますけれども、その

学校教育としての立場としての島外派遣事業と、その社会体育の補助とはまた別物である

というふうに考えていただけたらというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   課長、それはもうやりとりやっても切りがないけど。ほな、別物やい

って、これはみんな子供のために、市長が子供は宝やと言いよるのやから、その子供が、

皆、社会人の人は無報酬で一生懸命やってくれて、それで中学校へ送り出して行きよんの

やからな。 

  そやからこれ、教育長にはある程度答弁もろうてんねんけんど、きょうは、私が言いよ

るのは、中学生並みの、そんな島外派遣の予算をいただきたいやいうことは言いよれへん
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ねん。近畿大会、近畿やこと、この小学校単位のスポーツ大会で、近畿やいうことは夢に

近いです。ほとんどこれは、県へ行くだけでも。ほんで、県へ行く数いうたって、知れと

んねん、小学校で。ですから、中学生の場合は、野球に例えたら１人５,０００円でベン

チ入り１５名７万５,０００円というような、旧南淡町ではそういう補助体制であって、

今はわかりませんけども、バス代とかいろいろな補助があったんです。 

  ほいで、どうですか、県大会に行く場合はバス代の半分ぐらい、今、この前も県大会行

ってきたら、大体９万円要ります、日帰りで９万円。これ、全部保護者負担をしてやっと

るんですけどね。その半分ぐらいを何とか、全体ですよ、野球だけの話と違いますよ。今

言う、少年少女スポーツのことについて、そのぐらいの補助を考えていただけませんか。

課長、答弁できるか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   とりあえず、させていただきたいと思います。

出す、出さんは別にして。 

  今までの経緯なんですけども、平成１７年のとき、要するに小学生の島外派遣の当時で

すけども、予算１２０万に対しまして、９４６万円ほど支出しております。平成１８年に

は７１万という島外派遣をしております。その後、実は小学生が島外派遣をするときに、

いろんな団体の島外派遣があったように聞いております。この選手の派遣の中に、きっち

りとうたってるんですけども、例えば、上位団体、県の教育団体が主催する県の軟式野球

連盟が主催する、そういう部分に限定をしながら、今後は考えていかなければならないだ

ろうと。 

  要するに、県大会と名前を打ついろんな大会があると思うんですね。いわゆる民間団体

がやる場合。そういうものを含めて拠出してたような雰囲気がございますので、その部分

でなしに、今あります、私のところにあります南あわじ選手派遣補助金の要綱で行きます

と、そういう上部団体が主催する事業というふうな位置づけをきっちり、軟式野球連盟の

ほうの主催であるとかそういう部分を精査しながら、県大会がどれだけ、どの大会、どう

いう種目にあるのか私どもも把握しておりませんので、その辺をきっちり把握した上で、

予算化できるところは予算化を考えていきたいというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、今、課長が答弁されたとおりで、私が言いよるのは、協会

主催で予選を勝ち抜いて、いろいろなスポーツ、そして、協会のそういうきっちりとした

連盟のそういう審査の、いうたら許可というか、県大会へ行くこういう予選を通過しまし
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たよという連盟の会長の、そういう大会に限りの話をしとるんですよ。そんな、親善で神

戸に行くとか、そんなんは当然、対象になりませんよ。言いよるのは、正式にきっちりと

した証明をいただいた大会については、県大会以上に対象にしていただけませんかという

ことを言うとるんですよ。いかがですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   一般質問のときにでも、教育長のほうから答弁

がありましたとおり、そういう部分を精査しながら考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   最後に。しつこいようだけど、私、野球がなかったら、今の私はない

と思うとるぐらい、野球に没頭してきた人間なんですよ。ほんで、野球だけでないんです

けども、そういうことで、今、ちょっと前向きに課長も答弁いただいたんで、教育長にも

前にそれなりの答弁いただいとんのやけども、そういうきっちりとした県大会へ行く分に

ついては、もちろん、そういう証明書もちゃんと市のほうへ提出してやるというようなこ

とで、親善とかその辺の何で行くとか、そんなんは当然、対象になれへんのは当たり前で

あってね。そういうことで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   １９６ページの地域女性団体活動補助金について聞きたいと思います。

これ、皆さん方も御承知かと思うんですが、先般、神戸新聞でも掲載されましたが、賀集

の婦人会の解散総会の模様が新聞に出てたと思うんですが、６０年間の活動に幕を閉じた

ということなんですね。 

  委員会でもちょっとこのことについて触れたんですが、これ、市として、今、地域で女

性部をつくってやっていこうということなんですが、これ、今まで婦人会等がありました

ら、市内の各種の審議会とか委員会とか、そういうところに婦人会の方々の代表が行って

委員になったりして、意見を言ってもらう機会があったんですが、これがもうなくなって

きた場合、女性が社会において発言する機会が極めて少なくなってきていくんでないかと

思うんですね。 

  今、市がやっておることは、ちょっとこの女性の社会進出を促していかんといかんとい
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う状況の中に逆行しとるように思うんですが、現在、大体、各地域の自治会もいろいろ出

そろってきたと思うんですが、この各自治会で女性部というのはきちっとつくられて、ど

ういうような活動をしていくかというようなことが、大体、先が見えてきてますか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   先般、自治会の理事会がありました。そのとき

に、前の委員会でも印部委員のほうから指摘がありましたので、そのときに、るる説明を

させていただきました。 

  まず、現在考えております地域女性団体活動補助金につきましては、南あわじ市内の単

位自治会並びに地区の連合自治会で、地域の女性の参画を促すための学習活動について、

まず、そういう自治会に対して補助を出していこうと。もしくは、地域で女性団体、要す

るに今までの婦人会という名前で残している地域もございますし、新しく女性の団体、女

性を代表につけていろんな活動をしていこう、自主的にやっていただこうというそれぞれ

の団体があると思うんです。そういう部分について、とりあえず女性が社会参画できるよ

うな形をとっていきたい。それに対して、助成していきたいということで御説明をさせて

いただきました。 

  既にできている地域もございますし、まだまだこれから取り組んでいかなければならな

い、前の委員からのほうの質問にもありましたとおり、団体をこしらえていくと、なかな

か今、できにくいという部分もございますので、自治会の説明のときには、とりあえず女

性のこれから地域づくり協議会とか、地域について考える上では、必ず女性の意見も取り

入れていかなければならないということが出てきますので、そういう中で、地域の代表を

自治会の中にこしらえていただいて、協議をいただくと。 

  なお、市のほうのただいま私のほうが社会教育関係の各種団体というか、各種委員さん

に、今までは婦人会の推薦が必要とかいう形になっとったんですけども、女性の代表とい

う形で継続してお願いをしていく、今後、私どもとしましては、そういう女性の意見を聞

く場合は、そういう団体の方からピックアップして、任意でお願いをしていくのがいいの

かなというふうに考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、課長が言われたように、やっぱり今度、女性部ができた場合、で

きるだけ市とかこういう関連の審議会とか委員会にできるだけ出てきてもらうように、や

っぱり市当局からも働きかけてもらわんといかんと思うんですね。もうこれは新聞等でも

やってますが、国は、事業体においても管理職を２０％、３０％登用せえというぐらい、
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国も女性の社会進出を後押ししとるんです。そやから、今の婦人会をなくしてこういうこ

とをやるということは、一見、逆行したようにもなんねやから、決してそうではないとい

うことをやっぱりしっかりやってほしいと思うんです。 

  これ、今、この南あわじ市の前におる管理職の皆さん方見てましても、一時、もっと女

性の管理職がおったように思うんです。今見たら、もう３人か４人ぐらいでしょう。そん

で、市自身も、やっぱり今の国の方針の女性の管理職を登用していき、女性をどんどん社

会進出していかんといかんということから比べたら、見たら、市自身も女性の管理職が減

ったら減ったままみたいな感じに受けるように思うんですね。 

  これ、副市長、市は当時、一時、女性の管理職、結構登用しておったように思うんです

が、このごろちょっと減ったままのように思うんですが、やっぱりこれ、女性の社会進出

とかもろもろ考えて、人は育てていかんと思うんですね。副市長、どういう考えを持って

ますか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   印部委員と同じ考え方です。我々も、半分ぐらいは女性の管理

職でいいんじゃないかなと思ってるんです。ただ、今、南あわじ市では管理職登用試験と

いうのをやっておるわけでして、その登用試験に応募していただかないと、課長にはなれ

ない、今、仕組みになってます。これを男女で区別をするのかどうかというのは、なかな

か、待望組からして、レベルをどういうふうなものにしていくかというのは、非常に難し

い面もございます。 

  ただ、我々としてもそういうふうにやりたいんで、今後、女性の職員の皆さん方には、

どんどんと課長試験に挑戦をしていただくという、こちらのほうからの指導をせないかん

なということを考えております。 

 

○原口育大委員長   印部委員。 

 

○印部久信委員   今、副市長、女性の方が課長試験に応募してくれらんと言いましたけ

ど、応募してくれる人が少ないと言いましたけど、それは何でかということを考えらんと

いかん。やっぱり、応募しやすいような雰囲気をつくらんといかんと思う。そうでないと

誰も応募せん。やっぱり、応募して管理職になって働いてやろうというような職場づくり

をしてもらわないかんと思うんですね。 

  そういうことで、そんなこと言い合いする必要はないので、私の意見は意見として、副

市長も半分ぐらいまでおってもろうたほうがええというような希望を持っておるんなら、

そういうようにやってもらいたいと思います。 
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  特に課長、女性部のことは、特にほんまにお願いしますよ。ほんで、できるだけ、そう

いう地域の役員さんに出てきた人には、いろんなところへ出ていけるような機会を積極的

につくっていただきたいと思います。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにありますか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   １７８ページのいじめ問題対応委員会委員の、こういう予算について

お聞きしたいんですが、今回、川崎市のほうで、学校内ではなくて、校外におけるいじめ

というのか暴力というていいのかどうかわかりませんけども、こういう問題が起きてきま

した。こういうことに関しまして、市のほうはこれからどういった取り組みをしていくつ

もりなのかをお聞きしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   今回の川崎市の事件というのは、どうも不登校になって２カ月

余りぐらい経過しとったんですか、こんなことです。ですから当然、今、学校においても

学校に出席できない子供たちについては、基本的には担任の先生が家庭訪問したり、子供

とのやりとりを、面談をして、いわゆる登校への働きかけであるとか、そういうことをや

ってます。 

  ですから、川崎市の事件というのは、余りにも悲惨な事件かなと思いますし、やっぱり

学校現場においても、そういう子供たちがおれば、やっぱり保護者と常に連絡をとった中

で、子供のいわゆる行動をしっかり認識する必要があるんかなと、このように思ってござ

います。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   特に、今回の場合でしたら、学校ではなくて生活の部分で、まして、

夜中の呼び出しみたいなこともありますので、そういったことを考えてくると、やっぱり

警察との対応とかも必要になってくる部分もあるんではないかなと思う部分がたくさんあ

るんですが、こういった警察等との取り組みについて、どのようにお考えですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 
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○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   本日、担当課長の川上が休んでおりますので、

青少年の問題について、報告させていただきます。 

  次年度、この神戸等、青少年のかかわる事件等が多くなっております。そういう中で、

青少年の補導委員がいらっしゃるわけなんですけども、現在、５３名の方に委嘱をお願い

してます。そういう方にやはり多く、皆さんのところに目につくようなところに出ていた

だいて、今まで以上に啓発活動、また、補導活動をしていただくというふうに考えており

ます。この補導委員会とは、当然、防犯協会等とも連絡を密にしながら進めていくという

ことになっております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そういう事件が起きてから、いろいろとあと、反省をすれば、こうい

った点があるんではないかということが出てくるんですけども、やっぱり不登校になった

ときに、どれだけ学校側がその子供にかかわれるかということが非常に大事になってくる

んではないかなと思うんですが、やっぱり学校のほう、現場を預かっている先生方も人数

に制限がありますが、そういった不登校対応については、かなりのそういう配慮をされて

いるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   各学校、不登校、特に長期欠席、そういった児童生徒に

かかわっては、生活指導、生徒指導の先生並びに担任の先生だけでなく、組織的に対応が

できるように、それぞれの学校で委員会を持って対応できるような組織づくりはきちっと

できております。 

 

○原口育大委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   今回でもよく言われるのは、もう一歩踏み込めればという問題がよく

ありますよね。ですから、そこを学校側がしっかりと、もう一歩踏み込んで子供たちのた

めにという、そういう姿勢を貫いていっていただければ、そういう体制をこれからもつく

っていただきたいし、先ほど、いじめ問題対応委員会なんかでも、そういうことについて

幅広く協議等していただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 
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○学校教育課長（廣地由幸）   まず、いじめ問題の対策連絡協議会をしっかりと開催い

たします。年３回、これは各機関の代表の方々に集まっていただいて、各機関もそれぞれ

責任を持っていじめ問題に取り組むと、それを連携を図っていくというのが、私たち教育

委員会、自治体の役割でありますので、そういった中で、川崎市の大きなこの今回の事件、

それから学校においても、１日の欠席の理由がわからないまま、そのままにしていて、授

業があるから放課後に連絡をとるというようなことが、そういうことは今、現場でもあり

ません。欠席が、学校に来ていないことがわかれば、担任がすぐ連絡をとる、担任が連絡

をとれなければ教頭に必ず、まだこの生徒が連絡とれていないということを伝えて、まず

そういうふうに、児童生徒の確認をさせていただいてます。 

  そういったことも踏まえながら、まずはいじめ問題対策連絡協議会において、さまざま

な防止対策、未然防止を協議していくという体制をつくっていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   審査の途中ですが、昼食のため暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時とします。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   教育振興費、１８０ページです。非常勤職員の報酬ということで、不

登校児生徒適応教室指導員というのが１,１００万円余り予算化されておりますが、昨年

の予算では１,３００万円ほどの予算でありました。この減額の要因についてお伺いいた

します。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   適応教室につきましては、平成２７年度から指導員体制

を６名という形にいたしました。７名から６名ということにしましたので、その減額でご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   そうすると、配置というのはどういうふうになるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   緑教室、三原教室、南淡教室、西淡教室に１名ずつ配置

して、退職校長の指導員を２教室に１あるということで、緑・三原教室で３名体制で指導

を行うと、西淡・南淡、この２教室を３名体制で指導を行うという形でスタートさせる予

定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それとあわせて、今現在、旧町庁舎で利用しているところについては、

庁舎が閉鎖されるということで、場所の確保の問題がありますけれども、その点について

どういう計画なのかお答えいただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   現在のところ、庁舎等が使える範囲内、使える範囲内と

いうのは、半年間程度は使えると聞いていますので、南淡教室、あるいは三原教室、緑教

室についても、その期間までは使わせていただいて、三原教室につきましては、新しい教

育委員会ができるこの中央庁舎のほうで、一つは適応教室、三原教室が行われる場所を確

保しております。あと、南淡教室、緑教室については、候補地を考えて対応するようにし

ております。西淡教室については、現在の場所を引き続き行っていく予定でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   緑については、以前、学童保育をしていた場所にという話がありまし

たけれども、それは、相手方との協議はどうなってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   緑教室につきましては、学童保育をやっていた場所とい

うことで、その場所は緑老人福祉センターということで、南あわじ市の長寿福祉課が管轄

している場所でありまして、そことの協議の上、貸していただけるような予定にはなって
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おります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、南淡教室はどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   南淡教室につきましては、候補地を幾つか選考しており

ますけれども、現在のところ、今度、市民交流センターになります福良の市民交流センタ

ーの２階の部分、あるいは中央図書館の２階の部分等、候補地が幾つか挙がっております

けれども、それらで協議をこれからしていくということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   まだ少し時間があるようですので、何とか早く行き場所を確保してい

ただきたいということと、先ほど、先生のＯＢということで配置がされるわけですけれど

も、１人減るというところで、距離感もありますし、そこら辺は不安材料はないんでしょ

うか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   不安材料がないように取り組んでいきたいと思ってます

し、適応教室の連絡会というものを定期的に開いております。これらは、指導員が集まり

まして、意見交換、意見交流をし、課題を共有できるようにしております。それには私も

参加して、その課題を共有するようにしております。それ以外にも、退職校長の指導員さ

ん、それから、教育委員会には学校教育指導員というのを２名配置しております。 

  また、人権教育課のほうに人権教育指導員という方もいらっしゃいまして、そういう指

導員の方々が集まる指導員連絡会というものも定期的に開いておりまして、適応教室の情

報を共有化しております。よって、学校教育指導員の皆さんについても適応教室に適宜、

必要に応じて様子を見にいっていただいたり、対応していただくような体制づくりはして

おります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 
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○吉田良子委員   先日も中学校の卒業式がありましたけれども、ここで適応教室に通っ

ている子供たちも卒業するということで、先生に聞きますと、次のステップへ踏み出した

というようないい話も伺いました。それだけに、この適応教室の役割というのは、大変大

事なものだというふうに思っておりますので、せっかくこれまで教室で先生のＯＢがされ

てたのを縮小するというのはいかがなものかと思いますが、再考はできないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学校教育指導員も、教育委員会の配置、２名しておりま

すので、そういった指導員の連絡会を定期的に持って、この適応教室、いわゆる不登校の

課題についてはさまざまな部分での教育相談体制がとれるように、仕組みづくり、体制づ

くりをしておりますので、この体制で行きたいというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の関連なんですけど、現場での対応をおろそかにして、連絡員をふ

やすというのはどういうことですか。現場におる人間を減らして、連絡員や指導員という

ことで、現場から人を外して、人権に置いておるからいいとかいう話ではないと思うんで

すけどね。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   現場で適応教室の指導員は、２教室に３名体制というの

はそのとおりでございます。指導員連絡会というのは、その指導員の方々がそれぞれの情

報共有をする場であるということで、適応教室で何か交流事業がある、そういったときに

指導員の方、学校教育指導員の皆さんにも適応教室の指導をしていただくという、助っ人

体制をつくっているということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   指導員の方に聞きますと、やはり１人での対応というのは不安がある

と。常にやっぱりＯＢの先生でも結構ですから、複数がいて、専門的な教師がおって、い

ろいろ相談し、話をしながら対応をしていかないと、１人になると不安であるという声も

聞いてますよ。 
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  西淡と南淡で１人ずつ、交代であっち行きこっち行きする、そういう体制というのは、

今求められている不登校児童に対するケアであったりとか、メンタルケアであったりとか

ということで行くと、体制を弱めることになってますよ、事実上。いろんな事件もこのご

ろ多くて、その責任論の追及はあったとしても、責任を追及するよりも、現場の体制を厚

くすることのほうが大事なんじゃないですか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   適応教室の連絡会において、さまざまな課題について話

し合ってます。要するに、今、蛭子委員がおっしゃるように、指導員の皆さんが１人で不

安だというふうな話もそこで出し合いながら、それであればどうあればいいのかというこ

とも含めて検討しておりますので、その体制づくりをしっかりつくって、適応教室を進め

ていきたいと思ってます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   事実上、教員を減らすということですね。これは、教員を減らすとい

うこと以外にないですよ。むしろ、三原と緑でも１人ずつ置いてほしいというような声が

あったのに、逆行してるじゃないですか。どんな相談をしてるんですか。事実上減らすと

いうことの了解を取りつける相談じゃ、ぐあい悪いですよ。まず厚みをつくって、しっか

りとしないと。 

  今でも、いい話もあったということですけども、別室の卒業式というのもあるようです

ね、学校によっては。そういう実態があるのに、体制を薄くするということは、これはち

ょっと認められない話ですね。成果を上げてこそ、成果が上がってこそ、減らしたらいい

と思いますよ。いろんな課題をいっぱい抱えとるのに、人を減らすというのはおかしいと

思います。教育長、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   教育長。 

 

○教育長（岡田昌史）   適応教室、確かにいい結果が出ておるという話も聞きました。

それはそれで、本人の意欲も高まっていったことで、学校に復帰ができたりということは

本当に、目的が達成できておるんかなと思います。 

  今回のケースについてなんですけども、昨年度と比較して、私が確認しておる段階では、

対象の児童生徒がかなり減少すると、こういうようなことも聞いております。今の体制、

今、２教室３人対応で行こうと、新年度は。その内容を十分見ながら、今おっしゃってま
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すように、内容がどうしてもこれでは対応ができないというようなことになれば、何らか

の対応を考えていきたいと思いますけども、現時点ではこの体制でとりあえずはスタート

していきたいと、このように思ってます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、対象人数とカウントされているのは何人になってるん

ですか、新年度では。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   ３年生が卒業しますので、現在であれば、１、２年生で

いうと９名になります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今のは中学生ですね。小学生はないんですか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今、小学生で適応教室に通っているのは１名です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   教育長のお話もありましたので、推移を見守るということで、そうい

う準備もあるというふうに理解をしておきますので、こうした問題というのはデリケート

なこともありますし、きのうまで来れた人が、また突然来れなくなるということも大いに

あるということもありますから、現場でのそこの体制を求めておきます。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   お聞きしたいんですけれども、１８２ページの教育振興費の関係で、

小中学校就学援助費と、その下にある小学校特別支援教育就学奨励金、予算的には就学援
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助費は余り変わらないんですけれども、下の小学校の特別支援教育というのが予算がふえ

ておりますけれども、この性格の違いと、なぜふえたのかについてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   特別支援学級に入級する児童生徒に対する費用でござい

ます。これが若干、来年度、特別支援学級に入級する児童生徒がふえてきているというこ

とでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この特別支援学校へ、今、南あわじ市で通っている生徒というのは何

人いるのでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   特別支援学校ですか、県立の特別支援学校に南あわじ市

から通っている児童生徒ということですか。ちょっと今、その数については把握できてお

りません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   また後でも数字をお願いしたいのと、小中学校の就学援助費というの

は、予算的にはほとんど変わってないんですけども、人数的には昨年と比べてどうなんで

しょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   若干ですが、ふえてきている状況でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、小中学校で全生徒に対する割合というのはわかるでしょ

うか。その就学援助費を受けている生徒の割合。 
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○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   数字的に出せるのは、平成２４年度であれば１３.４％、

平成２５年度であれば１２.９％、平成２６年は平成２５年に比べてちょっとふえており

ますので、その１２.９％からいうと、１３％を超えるんではないかというふうに思って

おります。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   全国的に今、子供の貧困というのが大きな課題になっています。南あ

わじ市は、全国平均から言えば少し少ないのかなというふうに思うんですけれども、今回、

明石市などではそういう就学援助を受けている子供たちに対してどういうふうな支援をし

ていくかということで、高校生に対して、大学進学を希望する生徒に対して、奨学金制度

を新たに創設するというようなことが行われていくようでありますけれども、南あわじ市

として、こういうふうに１３％を超える就学援助を受けなければならない子供たちがいる

中で、これまでも議会で何度となくこの奨学金制度を取り上げてきましたけれども、こう

いうふうに人数がふえてくる中では、やはり考えていく必要があるんではないんでしょう

か。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   まず、南あわじ市では、御存じのように、大学進学に当

たっては、学び資金利子補給制度を行っております。その対応で、多くの市民の皆さんも

応募していただきまして、年々、増加の傾向にあるということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   その利子補給があるという話でしたけれども、前の議会の太田部長の

答弁では、淡路市、洲本市はそれに超える制度があるということの話がありましたけれど

も、淡路市、洲本市と比べて、南あわじ市の状況はどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   学び資金の利子補給は、大学であれば４年間でございま

すので、４年間で行きますと、洲本市や淡路市さんが一定、５万円なら５万円を支給する
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のという金額からすれば、南あわじ市の利子補給を４年間受けた金額のほうが大きく上回

りますので、南あわじ市としては、この学び資金利子補給制度が浸透するよう、努力して

いきたいと思っています。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、利子補給制度を今後、継続していくということで、奨学金

制度の創設というのは考えられないんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   今現在のところは、学び資金の利子補給制度の、今回、

もうちょっと少し規則を変えまして、５年間通う高等専門学校、高校３年間が終わって、

次、同級生たちは皆、大学や短大へ進学する年になって、５年間で、そのときに利子補給

を同じようにもらえないんだろうかと、そういうふうな要望もありまして、今回は、そう

いう高等専門学校に通う生徒についても対象にするということと同時に、今、専修学校等

に通う生徒さんたちが多いので、それらも対象の範囲を広げて取り組んでいるというとこ

ろでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   利子補給制度というのも、それはそれで、今の話では一定の成果があ

るというのは十分わかるんですけれども、ただ、こういうふうに今、厳しい経済状況の中

で、給付型の、やはり奨学金制度を創設するというところにも、ぜひ子育て支援の一環で

あると私は思っておりますので、そこら辺、ぜひ考えていただきたいんですけれども、ど

うでしょうか。子育て支援という立場からお願いしたいと思うんですけれども。 

 

○原口育大委員長   これは、答弁はどちらになりますか。 

  川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   これから、子育て支援を積極的に実施しようということで、子

育て支援課というのもつくっておりますので、そういうところでも検討していきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   ２０２ページの図書購入費１,５００万ついてます。これは、それぞ

れの図書館ということで配分されておると思うんですが、どのような比率で、図書館、図

書室の配分ですかね、どのような比率で配分されているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   ちょっと資料を探します。少々お待ちください。 

  申しわけございません。２５年度の購入実績になります。１,５００万に対しまして、

南淡図書館、購入が４,７９８冊で、６０６万４,０５５円でございます。大体、割り当て

としましては６３０万を見越してます。三原図書館です。三原図書館３,７０１冊、購入

金額が５５３万９１１円、こちらは割り当てが５１０万でしたが、５５０の支出をしてお

ります。それから、緑図書室です。１,４５８冊、２２２万３,０００円、こちらのほう、

２４０万の予算の配分です。西淡図書室、８５０冊、１１８万２,０００円。こちらのほ

うは１２０万の購入費のそれぞれの割り当てをさせていただいております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   聞くところによりますと、西淡だけではないかと思うんですけれども、

購入をしても、特に西淡なんかはスペースが狭いので、配架スペースがないということで、

購入をしても置く場所がなくて、廃棄処分をやっているというようなことが結構聞かれる

んですね。新しい本を購入していただくということは、本当にありがたいことですから、

しかし、古い中にもよいものがあるということで、この廃棄処分の基準というのはどうな

ってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   当然、傷んできた本が中心になるかと思います。

また、先ほどお話がありました特に西淡の場合は、毎年８００冊ぐらいの本、これは月刊

誌とかそういうのも入ってますので、全てが本棚に並ぶような本ではないんですけども、

やはり書架が全体的に小さい、狭い。そういう部分もありますので、どうしても余り出な

い本、そういう部分については後ろのほうに保管して、後ほど処分していくというのがあ

ります。 

  私どもの考えとしましては、やはり図書というのは生き物であって、毎年、その人気、

それから、何年かのブーム等ございます。それに合わせた購入をしておりますので、何年
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か前には人気があったけどもこのごろ出ない本というものについては、やはり後ろのほう

に、バックハードに入って、それから廃棄処分となっていくのはやむを得んのかなという

ふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   図書というのは、図書館の機能としては、資料として残していくとい

うような、あるいは文化的なものはできるだけ残すという考え方というのが、図書室や図

書館の考え方の中にはないんですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   当然、図書ですので、資料、そういう意味につ

いては後世に残していく、そういう部分になります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   すると、今は借りられないからといって簡単に捨てられるものじゃな

いと、そこに価値を見出していくということが一つあると思うんですけれども、配架スペ

ースがないからということで廃棄するというのは、ちょっとやっぱり考え方としてはおか

しいんでないかと。特に、図書そのものが少ない、すると、余計また人が来ることが少な

い、だんだんと借りる冊数が減っていく、これもスパイラル、悪循環ということにもなる

かと思うんですね。 

  ですから、今必要なのは、今後、図書スペースを拡大するということが必要になってく

るのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   まず、図書館と図書室と違うと思うんですけど

も、図書室の場合は、やはりそこにいる職員、公民館長なり、それから利用する方々のニ

ーズに合うた、かたい本ばかりじゃなしに、実用書であったり子供向けの本であったり、

そういうのをどんどん購入して、他の図書室、図書館と差別化をして、利用促進を図って

いく、これはもう当然のことというふうに御理解をいただきたいと思います。 

  それから、やはり図書室については、大きいことにこしたことございませんので、改修

は必要であれば適時していく、ただ、現在のところ、西淡につきましては跡地利用、それ
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から、今の庁舎等の絡みもありますので、現在のままの形で行きたいというように思って

ます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   いろいろ西淡は置き去りにされているということはよく言われるわけ

ですけれども、こうした面でも非常に差がついてくると。子供向けの図書も結構あるよう

ですけれども、いつの間にかなくなってるということがありますね。いつの間にかなくな

ってるということは、結局、廃棄するんですけれども、廃棄されていると思うんですが、

いつどんな理由で廃棄されたかということが残ってなかったですね。この間、ちょっと関

心のある本を見にいったときに、いつどんな理由で廃棄されたかということの記録がなか

ったんですよ。 

  やっぱり、そういうことはなかなかあってはいけないことだと思うんですけれども、や

はり、なくすというよりは資料として保存しておく、そこに、西淡にスペースがないので

あれば中央図書館なりに確保していく、こうした文化的なものというのは、将来、やっぱ

り役に立つことが多い。そういうものを残していくことが、先ほどの子育てじゃないです

けれども、市民の財産を守っていく、次の時代に継承していくということともあわせて、

よく考えていただきたい。場所がないから捨てていくというような、買ってももう場所が

ないから、場所を確保するために捨てていくというようなことになってはいけないと思う

んですよ。 

  それにはやっぱり、スペースの確保ということを、この庁舎、分庁舎廃止、市民交流セ

ンター発足、それぞれの公民館の活用法も変わってくる、そういう中にあっても、そうい

うことを大事にするかどうか、その価値観が問われているというふうに思います。もう少

し考え方を変えていただきたいと思うんですけれども。跡地利用も含めて、あるいは、今

後は中央公民館で公民館運営審議会というのが発足するそうですから、そこでしっかりと

議論していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   ただいまお話がありましたとおり、蛭子委員の

探していた本がなくなったというのは、図書の担当のほうから聞き及んでおります。ただ、

その本につきましては、６０巻ほどあった大きな特殊な本だと思うんですけども、やっぱ

り場所、本を購入していく上で、やはりどうしても並べる場所が要るということと、それ

から、余り利用がなかったという部分だと思います。 

  ただ、それは歴史的に価値がある、それが、本がもう、例えば世の中からなくなってい



－ 391 － 

くようであれば、私ども当然、残していくべきだというふうに思っております。現在も刊

行されている部分の本というふうな認識のもと、図書の担当のほうは、先ほども言いまし

たように、場所をとりあえず確保していく、新しい本、今のニーズのある本を置いていき

たいということで処分したというふうに聞いております。 

  それから、今後のことなんですけども、私ども、西淡を別に後回しにしとるわけじゃな

いんですけども、当然、図書は広げていく考えではおりますので、そのつもりで、いつに

なるか、ちょっとこれはなかなか難しいところがございますので、できるだけ図書コーナ

ーを広げて、多くの方が近くで本が見れるような環境づくりはしていきたい、そのように

思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、奨学金の関係で、教育の中で行くと、ちょっとないかな。後

にします。基金の関係でします。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

  ⑦款１１．災害復旧費（Ｐ.２１８～Ｐ.２１９）～款１２．公債費（Ｐ.２１９）～款  

   １３．雑支出金（Ｐ.２２０～Ｐ.２２１）～款１４．予備費（Ｐ.２２１）～給与費  

   明細書（Ｐ.２２２～Ｐ.２２９）～債務負担行為に関する調書（Ｐ.２３０～Ｐ.２３ 

   ５）～地方債に関する調書（Ｐ.２３６） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、次に、款１１、災害復旧費から地方債に

関する調書、２１８ページから２３６ページまでを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２２０ページの滝川文化振興基金費として２２５万３,０００円とい

うことで、これは奨学金として貸与されていたものの新年度の返還額というふうに理解す

るわけですが、それでよろしいですか。 
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○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   これは、あと、貸与額の残りは幾らになってますか。滞納も含めて。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   返還の残額でございますが、７１５万８０円です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この７１５万の返還終了はいつですか。 

 

○原口育大委員長   学校教育課長。 

 

○学校教育課長（廣地由幸）   最終返還は平成３７年度末となっています。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７１５万残額があって、１年で２２５万ということになりますと、後

３年ぐらいで終わるんかなと思いましたら、平成３７年ということで、後１０年というこ

とですけれども、この今年度の２２５万が入っての基金残高は幾らになりますか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   平成２７年度の基金残高が８,６９９万８,００

０円でございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ざっと１億円ほどあったものを、平成２６年度で玉青館の空調設備を

改修するために１,９００万取り崩したということがあったんですが、それは間違いない
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ですね。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   はい。間違いございません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   滝川文化振興基金については、これを管理する滝川文化振興基金の管

理のための委員会があったかに思うんですけれども、今後のその取り崩しということにつ

いてはどのように考えておられますか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   滝川奨学スポーツ文化振興基金ということで、

西淡町時代から置かれている基金でございますが、平成１６年の運営委員会で、新しい市

になるに向かって、どのように使い道を決めていくかということで、一つは、奨学資金に

ついては、範囲が広くなるので、それを廃止し、最終的には、美術館固有の運営経費、例

えば特別展の事業費、それから施設の大規模な改修・修繕等に使っていくというふうに決

まっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうすると、１,９００万という支出があって８,６００万、これが合

計、貸与額全額返ってきたとして９,３００万ほどになるんですけれども、これを使い切

っていくということですか。残さないと。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   先ほど言いましたとおり、市民の方に文化振興

のために使っていくということになると思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、使い切るということですね。 



－ 394 － 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   まだ使い道は全部決まっておりませんけども、

先ほど言いましたとおり、そういう時期があれば使うことになるかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   先ほどの奨学金として使うことは、範囲が広くて無理だというような

お話だったわけですけれども、これを一つの原資にして、奨学金の基金を新たにつくると

いうことは、理論的には可能ですね。考え方次第だと思うんですが、いかがですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   先ほど言いましたとおり、平成１６年、この基

金を創設しました滝川先生も御出席のもと、使い方については確認をさせていただいてお

ります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   だから、今の説明によると、有効な活用があれば、ただ単に消費する

だけでなくて、基金としても使える余地は、その運営委員会の決議の中にも入っていると

いうことを確認したいんですが、それはしてはいけないということになってるんですか。

もう一度読んでいただけますか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   「現在、貸付を実施している奨学生の貸付を継

続し」、これは、新規の奨学資金には貸し付けしないというふうに決まっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今言っておるのは違うんです。これも原資の一つとして、奨学金の基

金をつくることはできるでしょうということを言っておるんです。これだけでやったらど

うですかということを言っているんではないんですよ。いろんな有効活用という道が書か
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れてるんであれば、これも一つの原資として、奨学金の基金をファンドとしてつくるとい

うことは可能ではないんですかということを言っておるんです。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   いろいろとは書いておりません。例えば、特別

展事業や施設の大規模な修繕等として執行されるというふうになっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、施設の修理以外には使ってはいけないということです

か、施設の修理や運営以外には使ってはいけないという、玉青館の運営経費以外に使って

はいけないということになっておるんですか。 

 

○原口育大委員長   生涯学習文化振興課長。 

 

○生涯学習文化振興課長（福原敬二）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終了いたします。 

  次に、一般会計全般について、総括的な質疑はございませんか。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   予算にもかかわることでございますけれども、３日間の予算審議を

聞いておりますと、この予算は皆さん方が予算を作成したわけでございます。１０月から

始まって、各課のそれぞれの行事について上げてきたわけでございますけれども、説明を

聞いておりますと、やはり何度となくこの予算についてはヒアリングもし、そして、部長、

それから市長査定をしてこのような冊子になったわけでございますけれども、自分の部署

のことのみの予算を十分やってきた中において、説明において、どうしても勘違いという

か、質問に対しても的確な答えがないような気もいたします。 

  私は、代表質問の中で、冒頭、合併してから１０年の経過の中で、市民の資質とともに、

職員の資質なり研修の効果があって、どのようにそれがあらわれてきたか、これ、なかな



－ 396 － 

か効果としては難しいことでございますけれども、結果として、皆さん方の答弁なり、そ

ういうような市政に取り組む姿勢が３日間の審議を通じて、職員それぞれ頑張ってやって

おると思うんですけども、差があると感じました。 

  そこで、やはり予算の職員の研修とか、いろいろやっておりますけれど、実際、ここで

総務課長、あなたが総務課長として、この質疑を聞いた中で、職員が自己責任として自分

の職場を十分、職場なり事業を十分踏まえた中で取り組んでおるという姿勢を、あなたは

感じておりますか、感じておりませんか。 

 

○原口育大委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   感じております。皆、責任を持ってやっていることと信じ

ております。 

 

○原口育大委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   いよいよ４月６日から新庁舎に移るわけでございます。やはり、職

員というのは公僕の精神でなければいけないし、予算の規模が大きいとか小さいでなしに、

少しの経費で最大限の市民サービスなり効果を上げていくということも考えていかなけれ

ばいけないし、予算を執行したら、ただいいということでなしに、その効果の追跡なり、

その効果をやはり十分市民が、やはりよくやっておるなというような結果を出さなければ

いけないと思います。 

  そこで、私は何を言いたいかといいますと、さらにこれを機会に、やっぱり職員が本当

に１０年たった今、一つになるんだという機運とともに、最大限、市民の奉仕者であると

いう気持ちをやっぱり持たせていくために、どのような方向の職員教育なり資質の向上の

ため、自己責任を上げるために、どのようにしていったらいいという考えがございました

ら、御答弁をお願い申し上げたいと思います。 

 

○原口育大委員長   これは、誰に聞きましょうか。 

 

○中村三千雄委員   やはり、最高であれば市長ですけども、特に職員と市長の間でいろ

いろ指導しておる副市長だと思いますので、改めて副市長、この機会に職員に対する資質

の向上なり、自己責任なり、市民に対しての奉仕者だというその気持ちをどのように指導

していきたいかということをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 
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○副市長（川野四朗）   職員はそれなりに勉強もし、よくやっていただいておると思っ

ておるわけでございます。指導も、私もきつく指導しておるわけでございますので、鬼の

副市長と言われるぐらいやっておるわけでございますが、なお一層、先ほど来お話のあり

ましたように、新庁舎に入れていただくわけでございますので、よくなったのは新庁舎だ

けやと言われないように、中に入っている職員も一層磨きがかかってきたと言われるよう

に、私も含めて職員一同、これからも研修にも励み、また、住民サービスを糧として十分

にその職責を果たしていくようにしていただきたいし、私もそういう点で職員の指導にも

徹底していきたいというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いをしたいと思

います。 

 

○原口育大委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   それで、特にお願い申し上げたいのは、やはり、一同に新庁舎に入

るということは、まず第一に、市民が来ての職員の第一印象がやはり全てだと思いますの

で、私はここで、たびたび今でもいろいろ議員から職員の態度なり挨拶なりが全くできて

ない人もおるというようなことも指摘もあったかと思います。過去に何回か、委員会等の

中でもあったと思いますけれども、まず第一に、挨拶の徹底をぜひお願い申し上げたい。 

  何といっても、我々会派で、いろいろ会派の方が、それぞれの先進地なり、事例を視察

に行きますと、我々、市役所に入ったときの第一印象は、まず第一に、職員の服装なり、

態度なりを感じるわけでございます。そこによって、この市はやはりきっちりしたことを

やっておるなという、それは、第一印象、挨拶でございますので、これ、今、幹部職員で

ございますけれども、全職員に、まず第一に挨拶を、一番初めに挨拶を徹底するんだとい

うことを、ぜひ心がけて指導していただきたいと思うんですけども、そのほどをどう感じ

ますか。どうしたいと思いますか、それを徹底するためには。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   やっぱり挨拶から始まるのは、もうこれは至極当然の話でござ

います。もう一度、この新庁舎開庁に向けて、職員にはそれを徹底することは申し伝えた

いと思います。 

 

○原口育大委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ただいま、副市長のほうから、再度徹底するというようなことでご
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ざいますので、市民が常に職員を、職場だけでなしに、日常の行動においても見られてお

るということで、その気持ちを持って、南あわじ市の市政発展のために、ひとつ、気を引

き締めてというより、改めて、４月６日から職務についていただきますよう、希望いたし

ます。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかに総括的質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、総括質疑を終了します。 

  委員間討議を行いますが、何かございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   意見がありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８０号、平成２７年度南あわじ市一般会計予算について、原案のとおり可決すべ

きものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８０号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

（休憩 午後 １時５０分） 

 

（再開 午後 ２時００分） 

 

付託案件（特別会計） 
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 １．議案第８１号 平成２７年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  次に、特別会計の審査に移ります。 

  まず、議案第８１号、平成２７年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算を議題といた

します。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ページ１２ページの共同事業交付金についてお伺いいたします。その

中の２番の保険財政共同安定化事業交付金というのがありますけれども、昨年の当初予算

に比べて大幅にふえております。この事業の目的と、なぜこのように大幅にふえたのかに

ついてお伺いいたします。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険財政共同安定化事業の目的といたしましては、県内市

町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るために、県内の市町村から拠出金を出

し合いまして、それを財源といたしまして、交付金を交付する再保険事業となっておりま

す。 

  この保険財政共同安定化事業が２６年度までは１件３０万円以上のレセプトの８万円以

上の部分に対して対象となっておりましたが、平成２７年度からは、１円以上全ての医療

費に対してこの事業が開始されることになりましたので、１０億程度ふえております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これは、加入者そのものの影響というのは、どういうことになるんで

しょうか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   予算といたしましては、拠出金と交付金を同額と見込んで

おりますので、直接な影響は、現在のところわからないのですが、これまでも拠出金、交

付金を同額で予算を見込んでおりましたので、直接的な影響があるかないかは、今のとこ
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ろ未確定でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   保険給付費ということで、１７ページですか、療養諸費、保険給付で

すね。これについては、それぞれの医療費の動向ということに影響されるというふうに思

うんですが、医療費の動向はどのように見ておられますか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   南あわじ市におきましては、平成２５年度に、対前年度比

６.７％と大きく伸びたわけでございます。その流れを受けまして、平成２７年度の８月

ぐらいまでは、１人当たり６.５８％と伸びていたわけでございますが、現在、だんだん

と前年対比が下がってまいりまして、３月から１２月分診療までで合計いたしますと、１

人当たりで約４％ぐらいの伸びとなっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この医療費の伸びが保険税に与える影響というのはどのように見てお

られますか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険税を計算する際に、医療費に対する国・県で県の補助

金でありますとか、その他いろんな交付金を計算してまいります。その差額が税に求める

わけでございますので、医療費がふえるということは、計算上の税額はふえていくという

ことでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２５年度については、決算としては一定の剰余金があったと、ありま

したね。２６年度はどうなっていくかということもあるんですけれども、見通しというの

はありますか。見込み。 
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○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   １２月補正の段階では、医療費の伸びに収入が追いつかな

いということで、１億円の基金の取り崩しを計上させていただきました。その後、医療費

といたしましては、まだ２月分の医療費が確定していないこと、それと、国の調整交付金

の額がまだ不確定なこと、療養給付費負担金の確定ができていないことから、まだ正確な

数字ではございませんが、１億円を取り崩し、全額を取り崩しをしなくてもよい程度まで

差し引きができているかと思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   そうしますと、今の医療費のみで行くと、新年度の本算定の時点での

国保税の引き上げというか、これは回避できる見通しもあると。医療費が伸びたとしても、

そういう基金の取り崩しによって、保険税の引き上げということは回避できる見込みがあ

ると考えていいですか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険税の料率につきましては、これは国保運営協議会に諮

るべきものでございますので、今、確定なことは申し上げられませんが、これまでも南あ

わじ市の国保税が県下でも高い水準であるということから、据え置きを前提として考えて

いくということを申し上げてまいりましたので、いろんな方策を持ちまして、その引き上

げもせず、据え置きをするという方向で進んでいくのかなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   一歩踏み込んで、これを引き下げをしていくという上での本予算での

算定といいますか、一般会計からの見通しということでいえば、現状ではないので、本来

であれば引き下げを求めたいということですので、本算定の時点では上げないというより

は下げるということで、努力を求めたいということで、終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ちょっとほんま、基本的なことやけど、この２ページの国民健康保険

税、１７億９,０００何がしと、先ほど吉田委員がおっしゃっとった質問で、この共同事
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業交付金というやつが１０億ぐらいふえたということの話なんやけんど。 

  要はそしたら、国保に共同事業交付金で１０億ふえたというような説明をされたと思う

のやけんど、国保の加入者というのは、これ、市内でこの１７億何ぼというのは、何人が

国保の加入者なんですか。この１７億９,５４０万５,０００円というようなことやけど、

国保の加入者といったら、大体何名ぐらいでこの国保を負担されとるんですか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   予算の段階では、一般被保険者が１万４,９３０人、退職

被保険者が７１０名の合計１万５,６４０人で計算しております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、課長、ほんま単純な質問なんやけど、このたび、今、吉田委

員が何や、共同事業交付金というやつで、これ、歳入の一番下に１８億３,６５０万２,０

００円やいうやつで１０億ふえたような説明がされたと思うのやけんど、ということは、

我々が国保の掛金というのは、この１０億円足してくれとるさかい、下がるのけ。下がれ

へんの。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   １０億円の交付金がふえますが、拠出額も１０億円ふえま

すので、その部分では差し引きゼロでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議に移りますが、御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８１号、平成２７年度南あわじ市国民健康保険特別会計予算について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８１号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ２．議案第８２号 平成２７年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第８２号、平成２７年度南あわじ市後期高齢者医療特別

会計予算についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この予算に反映してるかどうかということもあるんですけれども、今、

後期高齢者の方々の中で、軽減制度というのがあると思うんですけれども、その施行時期

というのはいつになっているでしょうか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。その委員おっしゃっている軽減制度

というのは、どのような制度のことでしょうか。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   夫婦で加入している場合がありますよね。国保から後期高齢者に移る

ときに、軽減制度というのが実施されてると思うんですけれども。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 
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○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。ちょっとその件については理解がで

きていないのですが、国保の世帯の方が後期高齢者に移られて、その残った国保世帯の方

に軽減がかかるという意味ではないでしょうか。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうではないです。多分、まだ国のほうでも法律改正等々があるかと

思うんで、予算には特別反映してないと思うんですけれども、後期高齢者の保険料が引き

上げられるというようなことの報道があるので、ちょっと伺ったのですけれども、今、後

期高齢者の方々の南あわじ市の医療費動向というのはどうなってるでしょうか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   保険給付費の部分ではっきり確定しておりますのが平成２

５年度まででございますが、平成２５年度で、保険給付費で８７万７,４０４円となって

おります。この方々のことしの３月から１２月までの医療費の動向を見ておりますと、南

あわじ市の方で１人当たり６％ほど伸びております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   南あわじ市で６％伸びてるということでありますけれども、県下平均

というのはわかるんですか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   申しわけありません。ただいま、その資料は持ち合わせて

おりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   国保も将来的には広域化という話も今出てますけれども、広域化にな

れば、なかなか市の裁量で助成するとかいろんな施策ができなくなってくるわけで、南あ

わじ市でそういうふうに６％伸びがストレートに保険料に反映するというような仕組みに

はなってないように思うので、やはり県の状況も踏まえて、やはり医療費の動向で保険料
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が決まるような仕組みづくりに変えていってほしいなという思いもあるんですけど、その

点いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   保険課長。 

 

○保険課長（川本眞須美）   後期高齢者医療の場合は、現在の保険料は２６年度、２７

年度、２カ年同一となってございます。また、新たに２８年、２９年と保険料率が決定し

ていくわけでございますが、これまでと違いまして、県の基金であるとか高齢者の保険料

の負担割合も大分変わってくるかと思いますが、ただ、これからの動向につきましては、

ちょっと現在のところ、わからないというところでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議に移りますが、御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８２号、平成２７年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計予算について、原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ３．議案第８３号 平成２７年度南あわじ市介護保険特別会計予算 
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○原口育大委員長   次に、議案第８３号、平成２７年度南あわじ市介護保険特別会計予

算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   介護保険ということで、これも介護給付費ということを少しお伺いし

たいんですけれども、制度が変わって負担金もふえてくるということであるんですが、こ

の保険給付費、６９から７０ページにかけて出ておりますけれども、トータルで３０６万

円ほどの増というふうになっておりますが、高齢化率等々から見たときに、こうしたサー

ビスの給付の伸びというのは、ちょっと低いようにも見受けるんですが、その点、どのよ

うにお考えでしょうか。６９から７０のところですけれども。全般的に、どういうふうに

見ておられますか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   給付の伸びということなんですが、国の試算のほうで行

きますと、１.４％程度の伸びを見込んだ背景がございます。いわゆるこの改定に基づき

まして、給付の改定が２.２７％減というようなことに推移しておりまして、その部分を

今回の老人福祉計画及び介護保険計画の中で十分検討いたしまして、出した金額がこのよ

うな金額になっております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   考え方としては、保険料率などの変更によってマイナス査定であると。

しかし、人口、高齢化率の伸びによって、その分が相殺をされて、若干伸びるという考え

方ですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   あと、この介護保険の場合、利用者の負担というのは施設によって考

えられているということになると思うんですけれども、例えば、今回計画をされておりま

す地域密着型の施設に入所した場合、１人当たりの負担額というのはどのように考えてお

られますか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   １人当たりの基準ということなんですが。 

  はい、所得といいますか、その入所基準額ということなんですが、ユニットの個室とい

うことになると思うんですが、その場合は、居住費で１,９７０円、それから、食費とい

うことで、これは所得によって１段階では３００円、２段階では３９０円、３段階では６

５０円というようなことが自己負担でできてきます。それと、いわゆるあと基準額といい

ますが、委員おっしゃった施設に応じた額が足し込まれた額が１人の負担ということにな

ります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ちょっと計算してみますと、大体、１人平均的に見て１０万程度ぐら

いはかかるんかなと、いろいろな利用料、滞在費というのか、ホテルコストという部分で

すね。そういうのを見ていくと、平均的に見ると、１人当たり１０万程度かかるような計

算をよく聞くんですけども、どうですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   以前ちょっと、ざっとであれなんですが、計算したとき

には１３万少々であったのかなというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ただ、低所得者の場合の軽減措置というのがあって、例えば、国民年

金で６万円程度の方であれば、どうなるんでしょうか。負担額がかなりあるということを

理解しておるんですけどもね。この保険料の減免と同時に、そうした利用料についての軽

減策というのがこれから少し求められてくるのではないかというふうに考えておるわけで

すが、その点いかがでしょうか。 
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○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   軽減ということが図られる方と、今回、改正によって、

８月からですが、公平化ということで負担がふえる部分もございます。ただ、その低所得

者の方のさらなるというところについては、ちょっと資料のほうに読み取れる部分があり

ませんので、このところについては、施設の法人の法人減免というのを利用しながら、そ

の減免の範囲内でやっていただくしかないのではというふうに思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   詳しい資料がそちらにはちょっとないというようなことですので、一

度調べていただいたらと思うんですけれども。非常に負担感が、ユニット型、地域密着型

の施設ができたとしても、個室の場合、非常に値が高いとか、いろいろ課題があって、特

にユニット型の施設の負担額が大きいというふうに聞いておりますので、今回、２９床、

５８床できる部分はユニット型がメーンになっておるようですので、入れる方が限られて

くるのかなと、順番が回ってきても辞退するというようなことにもなりかねないのかなと

いうようなことをちょっと心配をしたりするんですけどもね。そういったことがないよう

に考えていただきたいということを申し上げておきます。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この６８ページの介護認定審査会費というやつで、４,１００万ほど

のやつの中で、その上のほうの介護認定審査会委員７８０万と訪問調査員賃金１,１３２

万５,０００円、これ大体、これは人数というか、これはどういう。認定審査委員という

たら、どういう方々なんですか。それと、訪問調査員というのはどういう方々なのかちょ

っと教えてください。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   まず、審査委員会のほうにつきましては、専門的な知識

を持つ方ということで、施設の関係者である、また、医者である、それから、ケアプラン

の作成者というような介護支援員であるというような方々が５０人でもって会をつくって

いただいております。それで、その方々に対する費用の報酬でございます。 
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  あと、調査員につきましては、これは、その介護支援員であったり介護福祉士、また、

社会福祉士が訪問させていただいて調査する専門的な知識を身につけた者、ただいま４名

で行っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   要は、この介護審査委員のこの７８０万円というのは、５０名がそう

いうような報酬をいただいておると。ほんで、訪問調査のほうは４名で、訪問して、そう

いうふうなそれぞれのドクターであるとか社会福祉士、この４人が行って、そういうふう

な認定をされるという、そんなら、大体、年間にこういう介護の認定調査というのは、大

体、件数として市内でどれぐらいあるんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   ２５年の決算からでございますが、２,５４９件の認定

審査会というようなことをしております。それと、あと、認定調査につきましては、応分

の件数の調査をさせていただいているということでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   それじゃ簡単に聞くねんけど、この２,５４９名というのは市内の人

でそうだけど、要支援１や２や、要介護１、２、３、４、５か、その辺、介護、もともと

新規に介護認定を受ける人と、等級というんか、１から２とかしてくれとかいうようなや

つも含めて、この２,５４９名が２５年度にそういうふうな審査をしたと、そういうこと

ですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ７６ページの、これは初めて出てきてると思うんですけれども、委託

料で、高齢者虐待対応専門職チーム派遣業務委託料、これは新年度予算で初めて対応され



－ 410 － 

るというふうに思うんですけれども、これはどこに委託するんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   どこに派遣ということで、委託ということで。これにつ

きましては、兵庫県の社会福祉士連絡会というのがございまして、そちらのほうに委託を

いたしまして、難しいケースについて御指導というか、御助言をいただくというようなこ

とでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   それは、施設でも、新聞報道では高齢者の虐待があるというようなこ

ともありますし、家族の介護の中でそういう話も伺いますけれども、具体的にそういう施

設に入っていく、家庭に入っていくというようなことになるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この予算の計上の部分につきましては、これはあくまで

現場で対応する職員のほうの指導に当たるということで、この方々が現場に入って対応す

るということではございません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   その職員の指導というのは、どういう職員を指しているんですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   職員というのは、地域包括支援センターの職員であると

か、あと、法人関係の在宅支援センターの職員であるとか、そういう方々の助言というよ

うなことに当たるということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そしたら、施設でどういうふうな状態かとか、そういうふうなチェッ

クというのは、今はどこでされてるんでしょうか。 
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○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   このチェックにつきましては、それぞれの施設に指導監

査に介護保険係のほうが出向いて、チェックをしております。それと、何か事故等、そう

いう課題がございましたら、それはそれで、それぞれの施設から随時報告をいただくとい

うようなシステムになっております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   なければ、もう１点だけよろしいでしょうか。７０ページに施設介護

給付費というのが大幅に削減されておりますけれども、これは前に部長が言われてた、療

養型の分が減ったというふうになってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今の施設も当然、原因の一つでございます。あと、政府

のほうの報道にもございますとおり、施設について、８％程度の減額とか、そういうとこ

ろもございまして、そういうところから減額の見積もりということで計上したものでござ

います。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   前に部長が八木病院で２０床、療養型病床群が減るということでのこ

とと、介護報酬の引き下げがここに反映しているということでありましたけれども、以前

の一般質問なりで、介護１から２でも、緊急性のある方が３０人いるというような話であ

りましたけれども、こういうふうに施設が減れば、ますます入れる状況も厳しくなるし、

介護保険の策定委員会の中でも、そういう人たちの受け皿で、高齢者支援ハウスはちょっ

と少し性格が違うんですけれども、そういう拡充をというような声があったんですけども、

その辺の対応が急がれると思うんですけど、どうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   今、委員おっしゃるとおり、いろいろ課題を抱えている
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ということでございます。ただ、このたび地域密着型の小型特養というのが整備される、

それからまた、洲本のほうについても予定されております。それから、当市にあっても、

福祉の里ということで計画を進めておるということで、解消に努めてまいりたいというよ

うなことでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今言われた洲本の話は、前の県立淡路病院の跡地が９０床ということ

で、南あわじが３０床というような話もありますけれども、その開設時期というのは、こ

の第６期の事業計画の中に含まれているんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   この６期の最終年度に含んでおります。 

 

○原口育大委員長   ほかにありませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ７７ページの食の自立支援ですけれども、これは部長も答弁の中で、

この１年間をかけて代替的な施設がないかということを検討していきたいというような話

があったわけですけれども、それは、そういうことでよろしいですか。社協との議論をす

るということですよね。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   食の自立の継続ということを社会福祉協議会と協議をし

て、今、進めていくということでございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   何か、場合によっては配食の弁当を契約をして、弁当も自分たちでつ

くるのではなくて、弁当業者なりと契約をして、それを配ればいいじゃないかというよう

な話も出たというように聞いておるんですけども、そんなことはないですよね。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 
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○長寿福祉課長（大谷武司）   今の協議の内容につきましては、他市が参考ですが、他

市については、弁当の調理については、特別養護老人ホームのほうでこしらえて、あと、

配達のみ、社会福祉協議会で請け負っているというようなことを確認しておりますので、

そのあたりの部分を南あわじ市の社協ともお話はいたしました。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   弁当業者、いろいろありますよね、食品会社があるんですけども、そ

ういうものをただ配るんやったら、弁当屋さんになってしまうというようなことにもなり

かねないので、やはり、南あわじ市の場合、いずみ会などの活動も活発ですし、これまで

の調理、そういう食の事業に携わってきた方々も、経験者も多いということもありますの

で、やはり、社会福祉協議会の中でそういう配食のものをつくって配るという、このスタ

イルだけはやっぱり厳守というか、死守してほしいという思いがあるわけですが、その点

いかがですか。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   社会福祉協議会に委託をしております配食サービス、

いろいろな話の中で、そういった手段もあると、方法もあるということで、他市の例を出

して話を申し上げました。一応は、社会福祉協議会との話の中で、従前どおりのやり方で

２７年度については実施をしていただくということで、話はできております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２７年度は実施するんだけれども、２８年度以降も継続するために場

所を確保すると、この１年間、何か今の現状で行けるというような話だったかと思うんで

すけれども、２７年度はね。今後、もしそれが、いろいろな協議をしていく中で、今、保

健センターですか、ここでやっておるものが使えなくなるか、使えるかどうかということ

がわからないという話であったんだけれども、やっぱり自分たちでつくって自分たちで配

るというスタイルは守れるように協議を進めてほしいということなんですけれども。 

 

○原口育大委員長   健康福祉部長。 

 

○健康福祉部長（馬部総一郎）   それがいい形だろうとは思いますが、必ずそういうふ
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うになるかどうかというのは、ここでお約束はちょっとできないというのが現状でござい

ます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   教えていただきたいんですが、７４ページの地域支援事業の介護予防

のほうで、負担金補助のところで、ミニデイサービス事業とあります。これはどんなこと

をなさってるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   このミニデイサービス事業につきましては、南あわじ市

で旧町単位で生活圏域ということを決めております。その生活圏域に１カ所ずつ、虚弱高

齢者に集まっていただいて、介護予防を実施するものでございます。 

 

○原口育大委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   新しい事業ですか。 

 

○原口育大委員長   長寿福祉課長。 

 

○長寿福祉課長（大谷武司）   いえ、継続してきております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ないようですので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いますが、御意見ありますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、採決を行います。 

  議案第８３号、平成２７年度南あわじ市介護保険特別会計予算について、原案のとおり

可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ４．議案第８４号 平成２７年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第８４号、平成２７年度南あわじ市訪問看護事業特別会

計予算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議も御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８４号、平成２７年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ６．議案第８６号 平成２７年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第８６号、平成２７年度南あわじ市産業廃棄物最終処分

事業特別会計予算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議を行いますが、御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８６号、平成２７年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計予算について、

原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって議案第８６号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩いたします。 

  再開は午後２時５０分とします。 
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（休憩 午後 ２時４０分） 

 

（再開 午後 ２時５０分） 

 

 ７．議案第８７号 平成２７年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  議案第８７号、平成２７年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算についてを議

題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   手話言語法ということがございましたんですけれども、例えば、この

委託なり役務費なりで、番組を制作する段について、手話通訳というようなことがちょっ

と見受けられないんですが、そういう聴覚障害者の方への手話通訳、あるいはその画面で

の手話通訳者を映すというか、そういうようなことを議論をされたことはございますか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   その部分については、議論はしたこともございます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   手話通訳は現在、置いてないように思うんですが、その理由は何なん

でしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   手話通訳のほうについては、今のところ、人権フェスティバ

ルとか、あと、市民まつりなどのイベントのときに通訳していただいている部分について、

ケーブルのほうでは放送しております。ただ、そういうふうな予算的には、措置をしてご

ざいません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   福祉のほうでも、手話言語法というのか、こういうものを制定してい

こうと、条例化していこうという方向性もありますので、聴覚障害者のための便宜を図る

というか、同様にケーブルの放送が、字幕放送するのか、そういう形でするのか、何らか

の対応が必要ではないのかなというふうに思っとるわけですけども、いかがでしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   できるだけ今後、そういうふうな字幕放送をしていきたいと

思います。また、こういう手話の通訳の部分については、スポット的に今後検討していき

たいなとは思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   簡単なことをまた聞かせてもらうのやけんど、この１４９ページの使

用料の前年に比べてまた１６８万６,０００円減額されとんねけんど、その辺の理由は何

ですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   済みません、もう一度お願いします。 

 

○谷口博文委員   １４９ページの使用料で、前年に比べて１６８万６,０００円減額に

なっとんねけど、この理由よ。加入者が減ったということやと思うけど。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   加入者の減によるようなもので、転出したり、それから転居

したり、あと、その家にもうケーブルが要らなくなったというようなことでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   先般、防災無線のときに話を聞いてんけんど、あれが１万５,０００

世帯と２万１,０００世帯だったですかね。ということは、南あわじ市に今、２万１,００
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０世帯があって、１万５,０００世帯が今の現状ではケーブルに加入しとると。そういう

理解でよろしいんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   住民基本台帳上は、世帯数が１万９,０００、それから、ケ

ーブルの加入者については、この２月末で１万６,５８３件です。１万５,０００というの

は、告知端末を配布しているところでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これ、課長、今、１万６,５８３が加入していただいとるのやけど、

これ、私もこのケーブルに関してあれしとんねけど、年々、やはりケーブルの加入者とい

うのが減少傾向になってっとるような、私はそういう理解をしとんねけんど、その辺の理

由は、番組のおもしろみがないとか、やっぱり見て、市民が関心の持てるような放送内容

が少ないとか、それと、先般も、ライブで放送できるようなそういう機器を購入し、ケー

ブル全体の事業でも８６億も、９０億近いぐらいの投資をしとんねけんど、その辺実際、

生中継できるような機器も購入されたんやけんど、その辺実際、２５年度でそういう生中

継というか、それは何回ぐらい放送していただけましたか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ２６年度でいいますと、福良湾の海上花火大会、それから、

慶野松原の花火大会、そして、３月１日には新庁舎の竣工式、それから、加古川の河川敷

で行われました郡市区対抗駅伝と、それから、この３月１５日には若人の広場の式典がご

ざいます。そのときにも生放送を実施していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この生放送、５回ほど実施しとんねけんど、せっかくのそういう機器

購入しとんのやさかい、もうちょっと有効活用していただくような手法というか、そこら

をしっかりとやっていただきたいという思いがあるのと、それと、先般も言うたように、

番組の更新ですわね。やはり洲本のテレビジョンみたいに、やはり毎日の更新をしていた

だいて、身近なそういうふうな市民が関心の持てるような番組制作をすることによって、

やはりケーブルテレビの加入者がふえる方向で努力していただきたいという思いがあるん
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ですけど、そのあたり、今後の更新計画について、再度、どのようにお考えかお尋ねをい

たします。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   番組更新については、今のところ週２回の更新ではございま

すけれども、２７年度には月曜日から金曜日の部分について、週５日更新ということで、

平日のときには毎日更新と、土日の部分については、その平日部分で放送した部分を放送

するというような計画を持っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   よくできました。あとは、今言う、市で生放送というか、そういうや

つをしっかりと。それと、先般も私も西淡中学校の卒業式に行っとってんけんど、あのあ

たりというのは、市内中学校で６校が卒業式されとると思うんよね。あの辺、そりゃ、年

を変えて、今回の例えば中学校の卒業式に対して、何校にケーブルテレビが取材に行かれ

ておられますか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ２校でございます。西淡と、それから三原中学校のほうでご

ざいます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   その２校の理由はなぜですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   中学校の卒業式に関しましては、６校あるということで、２

校ずつ毎年回っていっているような状態でございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   ほんで、約２時間ぐらいの卒業式やけど、初めから終いまで撮ったり
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せんと、まあ、やり方はあると思うのやけんど、６校をそういう班編成して、６校を回っ

ていただいて、市内の中学校の卒業式の風景というのは、そういうやつをせなんだら、例

えば、西淡中学校を今から長編番組とかいうて２時間ぐらいの番組をすると思うのやけん

ど、あれを、西淡中学校に行ってない人が見て、楽しいと思いますか。 

  ということは、市内６校あれば６校同時に、その辺は、人的というかマンパワーが足ら

んからできらんのですか。資機材が足らんから、カメラ、あれ、西淡中学に３台来とった

ように思うのやけんど。それ、３台来とるということは、１台ずつしたら、６校ぐらいだ

ったら行けるのではないんですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   撮影の部分については、やっぱり１カメであれば、なかなか

逃がしたいような映像が映ったときに逃げ切れないというところがございますので、やは

り２カメ以上の部分で撮影しておるものでございます。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   そやから、２カメでも構わんよ。ほんなら、６校行けれへんのけ。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今のところ、人的に少し無理があるのかなというふうに思い

ます。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   今、加入世帯１万６,５８３、これで視聴率、そういうふうなんは出

るの。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   視聴率は出ません。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 
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○長船吉博委員   残念やな。しかし、やっぱりどの番組が好評やとか、そういう部分に

おいて把握していかな、今後の番組形成、なかなか成り立っていけへんのかなと思うんよ

な。特にこの１５０ページの有料広告放送料、これ１０万円。これ大体、何社、有料放送

しておるんでしょうか、広告。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   ２７年度、１０万円の計上ではございますけれども、２７年

度の予算を立てるときには、１０万円程度のそのとき、ＣＭの部分の収入がございました

ので、実績ということで１０万円計上しておりますけれども、今年度については、それ以

降３件の今、ＣＭ、車屋さんと、あと会計事務所が２件ということで、今年度は６件分の

今のところＣＭを流したと、今も３件流れております。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   やっぱりこれ結構、広告、今後取っていかな、これだけ経営が今度、

どんどん加入者が減ってきよるし、広告取るにはやっぱりそれだけの視聴率があらな、広

告も出すほうも出せへんのでやな、やっぱりそこら、ちょっと視聴率みたいなもの、非常

に大事なのかなと。やっぱり、見てもらわな、これ、ケーブルテレビ、成り立っていけへ

んのよってやな。ええものを、やっぱりライブなりでもどんどんふやしていって、工夫し

て、そんな中で、また広告も取っていって。 

  特に、こんな、何やけども、葬儀屋さんなんか、結構、出してくれる業種じゃないかな

と僕ら、思うんやけどな。そこら、営業もするべきでないかなと思うんやけど、どうです

か。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今後、そしたら、そういうふうな営業活動もやっていきたい

なと思います。 

 

○原口育大委員長   長船委員。 

 

○長船吉博委員   本当に、市民が楽しめれるようなやつをつくっていかないかんので、

そういう視聴率の効果を上げるようなものもいっぱいつくっていってほしいです。お願い

しときます。 
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○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ケーブルテレビ、やはり、番組の興味の持つようなビッグなそういう

番組をやらないかんと思うんで、これは一つの提案ですけども、４月の６、７、８と、御

承知のように女子プロ野球の兵庫ディオーネが淡路市に本拠地を置いて、洲本市民球場で

６、７、８と公式戦が３連戦始まります。そういうようなビッグイベントを、例えば実況

放送するとかいうようなことも、やっぱりケーブルテレビのそういう名を知らしめるとい

うか、そういうことも大事でないかと思うんですが。 

  突然、こんな話をして、なかなか難しいとは思いますけども、恐らく、洲本のほうのテ

レビは入ってくるんじゃないかと思うんですけども。そういう、何か思い切ったことをや

っぱり、番組を入れていくということも大事でないかなと思いますけども、その点、どう

ですか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   今後も、そういうふうな部分で撮影できれば、また許可が得

られれば、また実施していきたいなとは思います。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これもちょっと確認なんですけれども、１５３ページ、委託料、デー

タ放送システム導入業務委託料８００万、これは新年度予算で初めて出てきてるというふ

うに思います。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   そのとおりでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   今、ＮＨＫなり民放なりで、データ放送というのは、ボタンを押せば

いろんな情報が入ってくるわけですけれども、これは道路情報、天気情報、いろんな情報



－ 424 － 

がＮＨＫと民放と若干違うんですけれども、これはどこに委託するんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   委託先については、まだこの４月に入ってから、このデータ

放送のシステム導入ということで、プロポーザルをしていくような形を思っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、そのＮＨＫですと、常にデータ放送を見れるわけですけ

れども、今、ケーブルテレビで放送している時間帯は、必ずこのデータ放送は見れるとい

うような仕組みになるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   データ放送については、こちらの部分のデータですので、見

たいときに見れるような形でございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、いつでも見れるということで、そしたら、どういう情報

を流すかというところまで考えられてるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   現在のところ、気象情報、それから、お悔やみ情報、それか

ら、市役所のホームページと連携した部分、それから、コミュニティバスの時刻表、それ

から、野菜市況を含む農地の情報、それから、ケーブルテレビのコミュニティチャンネル

の番組表の表示などを思っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   そうすると、市独自でそういう情報を提供するということならば、今、

野菜情報なんかも時間帯でずっと流してますよね。それもまた別枠で流して、データ放送

でも流すというようなことになるんでしょうか。 
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○原口育大委員長   情報課長。 

 

○情報課長（土肥一二）   その部分については、農協さんのほうと協議をしていかんな

ん部分でありますので、その辺は協議して決めていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   データ放送が始まれば、瞬時にいろんな情報が入ってくるので、市独

自でそういうのを踏み切るというのはよかったなというふうに思ってます。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８７号、平成２７年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計予算について、原

案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８７号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 ５．議案第８５号 平成２７年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第８５号、平成２７年度南あわじ市土地開発事業特別会

計予算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  吉田委員。 

 

○吉田良子委員   この予算の１２４ページで、不動産売却収入というのが上げられてお

ります。見込みがあっての計上だと思いますが、どういう産業というか、どういう職種と

いうのが、売り払いできる相手先がどういう業種なのか、お伺いしたいと思います。 

 

○原口育大委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（阿部員久）   先ほどの御質問でございますが、これは、土地が売れた

らということで、今現在、企業団地には２区画、残がございます。そのうちの１区画が売

れたという場合で計上させてもらってますが、特に具体的にどこと交渉してどこが買う予

定、そういうところまでは現在、行っておりません。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   希望的観測の中で予算計上したというようなことでしょうか。 

 

○原口育大委員長   企業誘致課長。 

 

○企業誘致課長（阿部員久）   できるだけ売れるように努力したいということで、そう

いう希望も入っております。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これまでも議会で、各議員から、企業誘致課の話もありましたけれど

も、なかなか課としては、新庁舎の体制になってもないようなことになってるんでしょう

か。このてこ入れというのはどういうふうに今後されていくんでしょうか、副市長。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 
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○副市長（川野四朗）   今度は、４月１日からはふるさと創生課で企業誘致係を置くと

いうことにいたしております。これは、前の委員会でも言いましたが、やはり重要でもご

ざいますので、我々のできるだけ近くに置いて、叱咤激励もし、我々もトップセールスを

やるという意気込みでそこに持ってきたわけでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   ふるさと創生課というのは、職員何人体制で。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   トータル９名のようでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   その中で、この企業誘致係というのは何人の方が配属されるんでしょ

うか。 

 

○原口育大委員長   川野副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   専属は２人、課長が１人、私も市長も入れますと、六、七人だ

ということでございます。 

 

○原口育大委員長   吉田委員。 

 

○吉田良子委員   これが希望的観測の予算計上でなしに、実質的なものにぜひしていた

だきたいというふうに思います。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   単純なことをお聞きするんですが、今、大きな金額になるとローンと

いうのがあるわけですが、これ、企業誘致課ではローンやいうのはないと思うんですが、

これは全て一括現金支払いということですか。 
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○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   これについては、分割での予算計上でございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   いやいや、今までもそれぞれ誘致とかいろいろで、土地を売却した中

で、その支払いについて、大きい金額になるとローンというようなことも他地区ではある

わけですが、うちの場合はどうですかという、今までその支払い方法はどうですかという

ことを聞きよんねん。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   １年前に企業誘致をしておりましたので、お答えさせ

ていただきます。要綱の中で、３回分割払いというのもございます。過去にも分割払いを

行っていただいた業者もございます。 

 

○原口育大委員長   阿部委員。 

 

○阿部計一委員   ということは、こげつきやいうことは全然なかったと、そういう支払

いで不納になったやいうことはありませんでしたか。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   ございませんでした。全額、支払っていただいており

ます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がございませんので、採決を行います。 

  議案第８５号、平成２７年度南あわじ市土地開発事業特別会計予算について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８５号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １０．議案第９０号 平成２７年度南あわじ市国民宿舎事業会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第９０号、平成２７年度南あわじ市国民宿舎事業会計予

算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   この収入、支出を見たときに、収支の計画で出ておりますが、赤字計

上になっとるんですね。２９３ページですか。見込みとしても、平成２６年度は赤字で、

２７年度が黒字か。どのような点で、収支についてはどのように計画を立ててますか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   ２７年度予算については、２５年度の実績をもとに、２

６年度の推移を見て予算計上しております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   収支はどうなりますか。 
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○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   ２７年度につきましては、２８９ページの貸借対照表で

計上をしております。それで、これについては、赤字計上にはなっておりません。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ２６年度の収支が赤字になっておるわけですが、どの点での改善を考

えておられるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この国民宿舎については、ここ５年間赤字ということで、

内容につきましては、どうしても減価償却費が、主にその部分が赤字計上になってきてお

ります。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   ということは、売り上げで収支を改善していくということになろうか

と思うんですけれども、やはり今年度の花博とかの期待値が入っているというふうに思う

わけですが、その点はどのような計画を持っておるんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   やはり、この花みどりフェアの誘客、これは見込んでお

ります。ただし、個人的な消費する金額については、最近、国民宿舎のほうの利用につい

ては減ってきておるというのが現実でございまして、この花みどりフェアをきっかけに、

誘客を図っていきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   それで、一つの提案なんですけども、松の植樹なんかを、これ、１月

から３月の限定なんですけども、そういうメニューもこしらえて、自分が植えた松が育っ

ていく様子をリピーターとして確保するというような、こんな営業もあるように思うんで
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すけどね。いろいろ工夫があると思うんですけれども、そういった点、また支配人ともよ

く相談をして、検討していただければというふうに思うんですが。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   検討していきたいと思っております。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  谷口委員。 

 

○谷口博文委員   この陸の港の収益と陸の港の管理費についてお尋ねすんねけんど、こ

れはもう一応、かがみであって、本音は、駐車場は非常に混雑というかしとるような状況

下にあるというて、車をとめにいっても、車をとめるスペースがないというような意見が

あんねけんど。今後、何かその辺の改善的な計画は考えておられますか。陸の港はここで

聞いたらあかんのけ。 

 

（発言する者あり） 

 

○谷口博文委員   一般会計か。もう済んだんか。いやいや、陸の港の管理をしよるさか

いの。そういう、そんなら駐車場、混雑して、困ったという声はないんか。ここに陸の港

の管理費というやつがあんでよ、これ、２７７ページ。賃金持って、警備保障も入れてし

とる段階で、利用者の声から、そういう声は聞いてないんかというこれ、やつやけど、済

んだも何も関係あるかいな。そういう声は聞いとるか聞いとれへんかというだけの話をし

とんのよ。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この陸の港については、乗車券の販売場の管理について

は国民宿舎のほうでやっておりますけども、外の駐車場の管理まではちょっと宿舎のほう

ではやっておりません。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   違うよ、そやさかい、あそこの乗車券の管理しよるのはわかっとんの

やけんど、その辺から、利用者から、駐車場がなかったというような声は、そこで乗車券
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を売りよる人に、不満というやつを言うとるはずですわ。そういう声は、あなた方のお耳

に届いてないんですかと。届いてないの。 

 

○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   そういう話は、私のほうには届いておりません。 

 

○原口育大委員長   市長公室課長。 

 

○市長公室課長（北川真由美）   陸の港の駐車場については、市長公室が管轄しており

ます。それで、委員おっしゃるように、ちょっと駐車場がやっぱり狭いという声をお聞き

しておりました。それで、少し花壇のところで支障のないところを、花壇を潰しまして、

白線を引けるところは引きまして、駐車台数をできるだけ置けるようにしたような経緯も

ございます。 

  それから、バスに乗るためではなくて、そこに私用で駐車している車も多いようでござ

いますので、その辺の管理のほうも強化しておるような状況です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   陸の港はこれでやめるけんど、今後、次に松原荘よ。あの周辺、やっ

ぱり宿泊施設として、やっぱりうずしお温泉を使っておるような中で、しっかりとした露

天風呂もあれしていただいとんのやけんど、かなり老朽化というか、やっぱりそういう観

光客というのは、南あわじ市に対しては、入浴施設、温浴施設に対して利用者の非常に期

待が大きいわけですわな。 

  そこで、再三にわたって要望しとんねけんど、お風呂の改修等々を今後計画していただ

いて、利用者が本当に快適においしい食事をいただいて、温泉につかっていただいて、く

つろいでいただいて、来ていただくような、そういうふうなお風呂の施設の充実強化をし

ていただきたいという要望も、私も南あわじ市の西淡地区の多くの市民からそういう要望

を聞いとるわけですが。 

  それはどういうことかというたら、市内の温浴施設が定休日がありますわね。そういう

ときに、できたら地元のところで、そういうふうな同等の施設、お風呂のうずしお温泉の

源泉を使ったような湯につかりたいという、本当に年配者、今まで地元に貢献した方々か

ら、多くの要望を私は聞くわけですが、その辺、松原荘、お風呂のもうちょっとええお風

呂にしていただきたいという多くの市民の声があんねけんど、その辺いかがですか。 
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○原口育大委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   要望は十分聞いておりますので、中身については精査し

たいと思っております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   私、次に誰が支配人に行くか知らんけど、その人にはしっかりして、

そういう市民の声を聞いていただいて、やはり地元の公共の宿としての役割を担うような

快適な施設にしていただきたいと、それだけ切にお願いいたします。 

  終わります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議を行いたいと思いますが、御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第９０号、平成２７年度南あわじ市国民宿舎事業会計予算について、原案のとおり

可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第９０号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩いたします。 
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  再開は午後３時３５分とします。 

 

（休憩 午後 ３時２６分） 

 

（再開 午後 ３時３５分） 

 

 ８．議案第８８号 平成２７年度南あわじ市下水道事業会計予算 

 

○原口育大委員長   再開します。 

  次に、議案第８８号、平成２７年度南あわじ市下水道事業会計予算についてを議題とい

たします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １６３ページ、処理件数なんですけども、前年度と比べて、何件ぐら

いふえてるんですか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   下水道部、村本でございます。３３５件でございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それは、主に公共とコミプラということだと思うんですが、農集、漁

集については、使用料も減ってきてます。この要因は何ですか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   委員お見込みのとおり、人口減少と節水型の機器の普及

ということでございます。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、４事業全部に言えることなんですが、当初予算を編成するとき
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に、いわゆる他会計補助を当てにした予算編成、こういう事業というのはどのように考え

ておられますか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   公営企業のほうによりますと、やはり独立採算というの

が基本でございます。しかしながら、南あわじ市の下水道、効率的な下水道ということで

ないということと、下水道の、やはり資本投資が物すごく大きいということから、どうし

ても一般会計に頼らざるを得ないのかなということでございます。 

  ただ、私どもといたしましても、目標を掲げまして、使用料収入によりまして、営業費

用的なもの、維持管理等を賄うということを第一目標といたしまして、年々、経営努力を

いたしまして、何とか一般会計の繰り入れ分につきましては、今、１８億余りこの予算で

も見ておりますが、それを徐々に減していきたいなとは思っております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いや、減していきたいいうたって、使用料というのは年間幾らなんで

すか、これ、全体で。そして、返済する、いわゆる企業債の返済の利息分にも届かないぐ

らいの金額なんで、減していくというのにも、他会計を当てにした減債になっていくんか

なというふうに思いますし、この事業計画そのものを最初から、もう赤字経営をわかっと

って、これ、始まった事業なんですか。 

 

○原口育大委員長   下水道部長。 

 

○下水道部長（原口幸夫）   下水道部の原口でございます。よろしくお願いいたします。 

  これは、やはり最初の発足当時で何百億という中でやっております。ただ、その使用料

で賄うには、先ほど課長も言いましたように、なかなかその、今で言えば３億ほどの使用

料だけで賄っております。 

  だから、今、北村委員さんおっしゃったように、最初からできないのかという中じゃな

くて、やはり国の施策の中、県等との中で始まった事業でございますので、やはり処理場

という施設をつくるには、やはり何百億のお金が必要となってきた結果として、今の現在

に至っているような状態となっております。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   もちろん、当初、そういうメニューがあって、その事業にいわゆる採

択するかせえへんかというのは、いわゆる市で、当時は町なんですが、決めた事業ですよ

ね。これから、こういうメニューをやりますよ、やりますか、どないですか、もちろん、

兵庫県のほうでも９９％ですか、そういう作戦等があったわけなんですが、それでも、そ

れに、その事業をするかせえへんかという選択権はなかったんですか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   当然、その当時もそういう選択肢もございました。私も

その当時、構想的なものからかかわったことがございますが、ある一つの兵庫県内でも、

当時、青垣町につきましては、全て町内合併浄化槽で賄うというような計画を採択いたし

ました。今現状といたしまして、そこの合併浄化槽の設置状況につきましても、その計画

の約９割は達成されているということでございました。 

  しかしながら、私ども南あわじ市、旧三原郡内４町におきましては、集合処理を選んだ

わけでございますが、それにつきましては、将来の維持管理コストとか、将来、合併浄化

槽につきましては、更新時等におきまして、やはり次の更新に充てます財源等の補助がご

ざいません。 

  そしてまた、個人的な使用料、維持管理に係る費用につきましても、今現状、南あわじ

市におきましても、１立米当たり百五十数円の使用料単価として徴収させていただいてお

りますが、合併浄化槽につきましては、法定点検等がございますので、年間５万円、おお

よそ５万円弱はかかってくるのかなということでございます。そうした場合、住民の負担

といたしまして、その当時算出した結果から、集合処理を採択したというような経過でご

ざいました。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   住民負担、今、話が出たんですが、今、住民負担というたって、今払

ってるのと、いわゆる他会計、これも住民負担ですよね。違いますか。これについては大

方１８億ぐらい、先ほど言われたように出てるんです。これも住民負担ですよ。もちろん、

真水についてはその半額ぐらいかと思いますけどね。 

  そやから、これいつも最後になって、一緒の話になるんやけども、余り言いよったら、

水道料金値上げせえという話になってくるんで、これは、そこらでやめとかないかんとは

思うてるんやけども、これ、少々値上げしたって、もう焼け石に水なんですよね。違いま

すか。 
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○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   委員御指摘のとおり、少々の値上げでは、今のところ追

いつかないというのが現実でございます。ちなみに、今の補助金、一般会計からの補助金

を全てなくすということになりますと、今、使用料の金額的に、１立米、２７年度予算で

は１６０円そこそこのものが、やはり、一般会計からの補助金全てゼロということになり

ますと、９００円余りまで持っていかなければならないというような試算も行いました。

しかし、それにつきましては、到底かなうようなことでございませんので、鋭意、努力し

ていくというぐらいしか言えません。 

 

○原口育大委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   私の試算でも、やっぱり五、六倍にはせないかんと、現状よりね。 

  ということなんで、これで終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

  蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   今の関連になってくるんですが、処理区域が計画どおりにあると、そ

のとおりにやっていかないけないけれども、見直しをして、処理区域の変更をする中で、

投資額を抑えていくと、市としてもね。それは、逆に言えば、合併浄化槽を入れる方の負

担がふえるということにもなるんですけれども。そうした処理区域の変更ということにつ

いては、考える余地はあるというふうに思うんですけども、その点いかがですか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   当然、今現在、昨年度より処理区の見直し等を行いまし

て、先般も自治会等への報告も行いました。その中で、統廃合も含め、認可区域の見直し

等を行うということも報告させていただいております。今現に、作業の途中でございます。 

  また、工事途中におきましても、やはり詳細な設計、地元へ入って地盤の高さ等、水路

等の高さを当たっていく中で、どうしてもこの家については、その家を１軒をとるために、

物すごく本管のほうを深く据えなければならないという場合につきましては、個別的な対

応といたしまして、各その家の方と十分協議させていただいて、合併浄化槽へと変更もさ

せていただいております。またそこらの点についても、精算等も行っておるのが現状でご
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ざいます。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   あと、今、処理場としては松帆・湊の処理区域が、これから工事がし

ないといけないと。これが一応、一定の管路整備が終わった時点で、投資をするわけです

から、その分で会計からの他会計の補助金、今、１８億というようなことになっておるん

ですけれども、松帆・湊の処理区域が一定の完了を迎えたときの会計からの繰入金という

ようなことの試算というのはできてますか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   一応、中期経営計画等で、そういう試算も行っておりま

す。そのときの一般会計の繰入金のピークといたしましては、今現状、平成３８年が今、

中期経営計画ではピークとなりまして、２１億８,０００万円程度が必要になろうかとい

うことで試算しております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 

 

○谷口博文委員   これはもう、私の地区のことを聞くのやけんど、私らの地区は、下水

がまだ、いまだに管路整備されてないんですわね。ほんで、だから、不動産業者が来ても

売れない。下水が完備されてないさかいいうて、そういう宅地の売買すらでけらんような

状況に置かれとんの。私は、同じ南あわじ市民として、非常に不公平感を感じとるわけで

すわな。 

  片や、もう１０年も前から下水が完備されとる、片や、今から１０年後にされる、こん

な状況、いかがなもんかなと私は思うとんのやけんど。例えば、私の地区内の管路整備は

いつしていただけるんですか。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   まことに言いがたいんですが、松帆西路地区につきまし

ては、平成３７年度を目標といたしております。 

 

○原口育大委員長   谷口委員。 
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○谷口博文委員   ほんま、３７年いうたら、私もがっかりすんねけんど。ほんまに、こ

の下水というのは、今、それは私は、採算が合わんか知らんけんど、やっぱり生活環境と

いうか、そこらやってもらわなんだら。ほんなん、宅地で買いに来たとき、この辺、下水

でけとんのけと聞かれるねん。でけとれへんだら、合併浄化槽せな、ほんなら下水はいつ

来んのでとか、そんなこと言うて、やはり不動産の売買が遅延していって、我々、下水の

管路整備されてないエリアというたら、ほんまにひどい状況やで。そうでしょう。 

  新たにしたところ、下水管路整備でけとったら、これ、宅地建ったって、水道から下水

から来とるところだったら、ポンとすぐに土地の売買でもできるけど、うちら３７年て、

そんなふざけた話、私はないと思うねけんど。これはもう行政の選択でそういう計画やさ

かい、私はもうこれ以上言わんけんど、早いこと、下水のことは私もようわからんねけん

ど、やっぱり地域の生活環境というか、やっぱり水質とかさまざまな面で、私は必要やと

思うんで、頑張って努力してやってください。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   直接予算には関係はないんですけど、この配管の耐震というのはどう

いうことになっとるか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   南あわじ市の下水道の歴史的に言いますと、管路整備の

大まかなものにつきましては、阪神大震災以降の管路がもう９９％なっておりますので、

耐震レベル的には、阪神規模には耐えられるような管路となっていることです。 

 

○原口育大委員長   川上委員。 

 

○川上 命委員   ということは、伊加利は、谷口委員は機嫌悪いだろうけれど、早かっ

たですわね。そういった中で、もう既に今、そういった耐震関係そのものがでけとるのか

でけとれへんか。やっぱり、南あわじ市第１号やさかいの。 

 

○原口育大委員長   企業経営課長。 

 

○企業経営課長（村本 透）   南あわじ市での管路につきましては、全て耐震管といい
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ますか、塩ビ管でありますが、耐震機能を有する管となっております。全て伸縮性を持た

せたゴム輪受け口的なもので伸縮を持っているということで、また、阪神大震災以降です

ので、大丈夫でございます。 

 

○原口育大委員長   ほかに。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議、御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８８号、平成２７年度南あわじ市下水道事業会計予算について、原案のとおり可

決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第８８号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 ９．議案第８９号 平成２７年度南あわじ市農業共済事業会計予算 

 

○原口育大委員長   続いて、議案第８９号、平成２７年度南あわじ市農業共済事業会計

予算についてを議題といたします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  蛭子委員。 
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○蛭子智彦委員   先日の質問のときに、農作物の被害状況で、鳥獣害が一番多いんでな

いかというような質問をしたときに、風水害が多いというようなお話があったわけなんで

すが、実際はどうなんでしょうか。 

 

○原口育大委員長   農業共済課長。 

 

○農業共済課長（宮崎須次）   風水害のことに関しましては、２６年度については、２

３戸になっております。それで、鳥獣害に関しましては、７９戸ということになっており

ます。それと、風水害、鳥獣害以外に病虫害があるわけなんですけども、それが２８戸と

いうことになっております。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   被害金額ですね、支払共済金の金額はどのようになってますか。パー

センテージで言っていただけますか。総額とパーセンテージ。 

 

○原口育大委員長   農業共済課長。 

 

○農業共済課長（宮崎須次）   風水害に関しましては、６９万９,８２４円でございま

す。病虫害に関しましては、１４８万１,０６９円、鳥獣害に関しましては、３４４万３,

１５７円。 

  それと、風水害に関しましての先ほどの金額に対しましてのパーセンテージは１６.

２％、病虫害に関しましては２２.１％、鳥獣害に関しましては６１.７％となっておりま

す。 

  以上です。 

 

○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   やはり鳥獣害被害が多いということですけども、地域によっても差が

あるというふうに聞いておるわけですが、三原地区などはいろいろ対策が進んでおって、

減っておるというふうに、この間も猟友会の方もおっしゃってましたし、課題としては、

やはり西淡や南淡での被害が多いと。ここの対策をどうしていくかということが課題であ

るというふうに思っておるわけですが、どういうふうにお考えですか。 
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○原口育大委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   この間の議会の一般質問のときに、有害班が立ち会いに

来ておられまして、議会が終わったあと、大きなおしかりを受けました。その内容という

のは、有害期間のシカの日当と頭数当たりの報償、これについて、おしかりを受けたんで

すけれども。 

  地区によって、イノシシのよくとれるところと、シカのよくとれるところは、地区によ

ってばらばらなんです。今回来られた方は、イノシシは頭数がほとんどとれてないんです

けれども、シカについては、御存じのように、有害班、５班ありますけども、一番シカは

よくとっておられるんです。でも、出ている日数に比べて、とれる頭数が少ないと。その

地区については、日当をふやしてほしいという要望があるんですね、当然。出役してもな

かなかとれないから、日当をふやしてくれと。１頭当たりの単価は少なくても構わんと。

行ってよくとれるところは、１頭とったら頭数をふやしてくれという地区もあるんです。

地区皆、ばらばらなんですけども、班長会も開いて、この辺は調整もしております。 

  南あわじ市全体を見てみますと、３年間を見ますと、イノシシについてなんですけれど

も、やっぱり緑班はイノシシが多く出ております。２４年に１４９頭とっておったんが、

２６年２２４頭。ということは、これだけ被害が大きいよって、イノシシがよくとれてお

ると、緑班は。西淡班もイノシシ、相当ふえている状況です。２４年に９８頭とれておっ

たんが、２６年に２８７頭、すごくとっております。逆に、三原班は、２４年に６１頭が

２６年に４６頭、イノシシがなかなか捕獲の実績が上がってきとるということで、頭数が

減ってきておるというような状況です。南淡班が、２４年に９４頭とれておったんが、１

４３頭、南淡班もよく被害が大きいので、イノシシの頭数がふえてきております。灘班が

２４年５頭ですけれども、２６年が６頭と、均等かなと。 

  特に、シカなんかにつきましては、緑班、これは減っております。２４年６７頭が２６

年には４７頭、当然、西淡班は、シカはゼロです。三原班はさっき言いましたように、２

４年に１１８頭、２６年に１０８頭、一番よくシカをとっていただいておる班でございま

す。南淡班が、これが２４年に１４５頭とっておったんですけど、２６年になりますと９

１頭ということで、南淡班の区域については、シカがちょっと減ってきておるんかなと。

かわりに、イノシシがふえてきておるということです。灘班が、２４年に９７頭が２６年

に６２頭と、シカも少し減ってきておると。 

  今、共済のほうで、被害を受けておるベスト５の地区を少し報告させていただきます。

ナンバー１が、伊加利の湯の川、ナンバー２が福良の向谷、ナンバー３が湊の湊口、ナン

バー４が阿万の吹上、ナンバー５が賀集の牛内というような状況です。この地区を見ます

と、主にイノシシの被害なんですけども、各地区に広がってきておるというのが実感でき

るんかなというふうに思います。 
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○原口育大委員長   蛭子委員。 

 

○蛭子智彦委員   成果の上がっているところもあるということで、三原なんかはイノシ

シもシカも減っておる、それから、柵なんかも結構やっておるということで、努力をして

いる結果ということになろうかと思うんですけれども。それぞれの地域で、こうした被害

地域は高齢化も進み、対策もなかなか地域共同はとりにくいというようなことも聞いてお

りますので、これは農業振興の課題ということで、またよい対策方法をよく詰めて考えて

いただければというふうに思います。 

  終わっておきます。 

 

○原口育大委員長   ほかに質疑ございませんか。 

  川上委員。 

 

○川上 命委員   イノシシの被害のことで聞きたいんですけど、田畑のところは全部補

助金くれて、地元も金網をしてんけんど、家と家との間、補助金ないわな。そういったこ

とで、非常に距離数が長かった場合には、かなりの負担をせなならんということで、ちょ

っと困っとるというんですけど。イノシシそのものは、もう集中的に、今度はその間に来

るわけやな。もう、金網したすき間というのは、家と家との、住宅の間とか、倉庫の間と

か、公共の建物の間とか、集中的に。そんなところは補助金の、金網の補助金はおりない

んですか。 

 

○原口育大委員長   農業共済課長。 

 

○農業共済課長（宮崎須次）   これ、農業共済課なので、農業共済課では、捕獲のおり

の助成は１件当たり１０万円以内でしているんですけども、そういう柵の助成といいます

か、そういう形は農林振興課のほうでは、柵のほうの助成をやってるんですけども、共済

のほうではやってないということになります。 

 

○原口育大委員長   ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議を行いたいと思いますが、御意見ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第８９号、平成２７年度南あわじ市農業共済事業会計予算について、原案のとおり

可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって議案第８９号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １１．議案第９１号 平成２７年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第９１号、平成２７年度南あわじ市広田財産区管理会特

別会計予算についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  委員間討議ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第９１号、平成２７年度南あわじ市広田財産区管理会特別会計予算について、原案

のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第９１号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １２．議案第９２号 平成２７年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第９２号、平成２７年度南あわじ市福良財産区管理会特

別会計予算についてを議題とします。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がありませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第９２号、平成２７年度南あわじ市福良財産区管理会特別会計予算について、原案

のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 
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  よって、議案第９２号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １３．議案第９３号 平成２７年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第９３号、平成２７年度南あわじ市北阿万財産区管理会

特別会計予算についてを議題とします。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がありませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、採決を行います。 

  議案第９３号、平成２７年度南あわじ市北阿万財産区管理会特別会計予算について、原

案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第９３号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 １４．議案第９４号 平成２７年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計予算 

 

○原口育大委員長   次に、議案第９４号、平成２７年度南あわじ市沼島財産区管理会特

別会計予算についてを議題とします。 

  質疑ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   質疑がありませんので、質疑を終結します。 

  委員間討議ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   ありませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   異議がありませんので、採決を行います。 

  議案第９４号、平成２７年度南あわじ市沼島財産区管理会特別会計予算について、原案

のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（ 挙 手 多 数 ） 

 

○原口育大委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第９４号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、第６１回定例会において当予算審査特別委員会に付託されました案件の審査は

終了いたしました。 

  お諮りいたします。３月２０日の本会議における委員会審査報告について、どのように

取り計らったらよろしいでしょうか。 

 

（「委員長、副委員長一任」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   それでは、委員長、副委員長に一任とさせていただきます。 

  委員会審査報告につきましては、本特別委員会は議長を除く全議員により設置しており

ますので、質疑と答弁についての報告とせず、委員会審議において出された主な意見等に

ついて、取りまとめて報告を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○原口育大委員長   これをもちまして、予算審査特別委員会を閉会いたしたいと思いま
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す。 

  最後になりましたが、４日間、慎重審議、大変ありがとうございました。一部、迷走し

た質疑応答もあったように感じましたが、質問、要望の趣旨を十分御理解いただき、事業

に反映されることを期待して、閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ４時０８分） 



－ 449 － 

 

 

  委員会条例第３０条の規定により、ここに署名する。 

 

   平成２７年 ３月１３日 

 

 

 

 

                  南あわじ市議会予算審査特別委員会 

 

                   委員長  原 口 育 大 
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